
平
成
29
年
度　

戦
略
的
国
際
標
準
化
加
速
事
業
（
国
際
標
準
共
同
研
究
開
発
事
業:

水
素
燃
料
計
量
シ
ス
テ
ム
等
に
関
す
る
国
際
標
準
化
）
報
告
書

平
成
30
年
３
月

一
般
社
団
法
人 

日
本
計
量
機
器
工
業
連
合
会

平成  29  年度

戦略的国際標準化加速事業（国際標準共同研究開発事業:

水素燃料計量システム等に関する国際標準化）報告書

平成  30  年  3  月

一般社団法人 日本計量機器工業連合会

背幅 ６mm



まえがき 
 

平成 29 年度の戦略的国際標準化加速事業（国際標準共同研究開発事業：水素燃料計量

システム等に関する国際標準化）の報告書をお届けします。本報告書は、経済産業省の委

託事業として(一社)日本計量機器工業連合会が実施した事業の活動をまとめたものです。 
国際法定計量機関（International Organization of Legal Metrology、OIML）は、

1955 年の発足以来、法定計量分野で用いられる計量器の国際規格を作成し、計量器の信

頼性や国際的同等性を確保する活動を行ってきています。こうした計量器には、はかりや、

水道メーター、タクシーメーターなど、日常生活において使用される極めて重要なものが

含まれています。また、OIML では、法定計量に関した規範的な仕組みや実施組織のガ

イドライン作成、各国法定計量機関の相互理解のための取り組みなどを行っています。 
本事業の目的は、こうした OIML の活動に対し我が国の対処方針の検討や意見集約を

行い、OIML 関連委員会での表明を通じ、我が国の意見反映に努めるとともに、調査や

専門家招聘を通じて情勢の把握等を行うことです。特に昨年度からは、水素燃料計量シス

テムの国際標準化を推進することが重要な取り組みとして追加されています。 
このために、本事業では国際法定計量調査研究委員会を設置し、同委員会のもとに 25

の作業委員会を組織しました。述べ 400 人近くの委員の方々のご協力を得て、活発な議

論を行い、日本としての意見を取りまとめ、規格化に反映させました。 
水素燃料計量システムについては、昨年度設置された対応国内委員会および国内 WG

にて、引き続き活動を進めました。規格化の作業は順調に進んでおり、1CD 投票とオラ

ンダ・デルフトでの OIML/TC 8/SC 7/p 7 会議の開催に続いて 2CD の投票も完了し、今

年秋の国際法定計量委員会（CIML）での承認を目指しています。 
毎年開催される OIML の各国委員による CIML では、国際規格や OIML の運営に関す

る審議を行うことになっています。今年度は 2017 年 10 月コロンビアのカルタヘナで開

催されました。 
今年度の CIML での最大の議題は OIML-CS 制度でした。MAA 制度と OIML 基本証

明書制度を統合した OIML-CS は 2018 年 1 月に開始され、その運営のために設立された

委員会では多くの日本からの委員が活躍しています。 
また、アジア太平洋地域における地域法定計量団体である Asia-Pacific Legal 

Metrology Forum（APLMF）の年次総会が、今年度はカンボジアのシェムリアップで開

催され日本からも参加しました。地域での連携や支援がますます重要になる中で、日本は

中心となって活躍しています。 
本事業は、経済産業省計量行政室のご支援ご指導のもと、委員会、作業委員会の委員各

位の活発な活動、事務局及び関連企業・団体の貢献と支援によって遂行されました。ここ

に関係各位の多大なる貢献に感謝申し上げるとともに、本報告書が今後の法定計量に関連

した、国際・国内活動に活かされることを祈念致します。 
 

国際法定計量調査研究委員会 

委員長  高 辻 利 之 
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（略語） 
本文中で使われる略語を以下に記す。 

【OIML関連】 

OIML：国際法定計量機関／International Organization of Legal Metrology 

CIML：国際法定計量委員会／International Committee of Legal Metrology 

BIML：国際法定計量事務局／International Bureau of Legal Metrology 

PC委員会：運営委員会／Presidential Council 

RLMO：地域法定計量機関／Regional Legal Metrology Organization 

CEEMS：計量制度の整備途上にある国及び経済圏／Countries and Economies with Emerging 

Metrology Systems 

 

TC：OIML技術委員会／Technical Committees 

SC：OIML小委員会／Sub Committees 

Pメンバー：TC/SCの正参加国 

Oメンバー：TC/SCのオブザーバー参加国 

PG：OIML国際勧告案等を審議するプロジェクトグループ／Project Group 

WG: ワーキンググループ／Working Group 

R文書：国際勧告／International Recommendations 

D文書：国際文書／International Documents 

B文書：基本文書／Basic Documents 

G文書：ガイド文書／Guides 

V文書：用語集／Vocabularies 

 

CD：委員会草案／Committee Draft 

WD：作業文書／Working Draft 

DR：国際勧告の草案／Draft Recommendation 

DD：国際文書の草案／Draft Documents 

DG:ガイド文書の草案／Draft Guides 

FDR：最終国際勧告草案／Final Draft Recommendation 

FDB：最終基本文書草案／Final Draft Basic Documents 

 

MAA: 型式評価国際相互受入れ取決めの枠組み／Mutual Acceptance Arrangement 

CSPG: 証明書制度プロジェクト・グループ／Certificate System Project Group 

OIML-CS: 基本証明書制度と MAAに代わる新しいOIML証明書制度／OIML Certification System 

prMC: 予備運営委員会 （OIML-CS）／provisional Management Committee 



 
 

AHWG :臨時作業部会（OIML 証明書制度）／Ad-hoc Working Group 

AP: 諮問委員会 (OIML-CS)／Advisory Panel  

BoA: 裁定委員会 (OIML-CS)／Board of Appeal 

MC: 運営委員会 (OIML-CS)／Management Committee 

RC: 審査委員会 (OIML-CS)／Review Committee 

TLF: 試験所フォーラム (OIML-CS)／Testing Laboratory Forum  

MTL: 製造事業者試験所／Manufacturers Testing Laboratory 

OD: 運用文書 (OIML-CS)／Operational Document 

PD: 手順文書 (OIML-CS)／Procedural Document  

 

【計量分野における関連機関】 

APLMF：アジア太平洋法定計量フォーラム／Asia-Pacific Legal Metrology Forum 

APMP：アジア太平洋計量計画／Asia Pacific Metrology Programme 

AFRIMETS（SADCMEL）：アフリカ内計量システム／Intra-Africa Metrology System 

BIPM：国際度量衡局／International Bureau of Weights and Measures 

CIPM: 国際度量衡委員会／International Committee for Weights and Measures 

CECIP: 欧州はかり製造事業者協同組合／European Association for National Trade Organizations 

representing the European Manufacturers of Weighing Instruments 

COOMET： 欧州・アジア国家計量標準機関協力機構／Euro-Asian Cooperation of National 

Metrological Institutions 

EURAMET: 欧州国家計量標準機関協会／European Association of National Metrology Institutes 

GSO: 湾岸協力会議標準化機構／GCC Standardization Organization 

GULFMET: 湾岸計量機構／Gulf Association for Metrology 

SADCMEL: 南部アフリカ開発共同体 法定計量協力機構／SADC Cooperation in Legal Metrology 

SIM：アメリカ全体陸計量システム／Inter-American Metrology System  

WELMEC：欧州法定計量協力機関／European Cooperation in Legal Metrology  

    RMO: 地域計量機関／Regional Metrology Organization 

 

【各国の関係機関】 

   AQSIQ: 国家品質監督検査検疫総局（中国）／General Administration of Quality Supervision, Inspection 

and Quarantine 

   BEIS: （英国の）ビジネス・エネルギー・産業戦略省／Department for Business, Energy and Industrial 

Strategy 

 BMZ: ドイツ連邦経済協力開発省／German Federal Ministry for Economic Cooperation and 

Development 
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   AQSIQ: 国家品質監督検査検疫総局（中国）／General Administration of Quality Supervision, Inspection 

and Quarantine 

   BEIS: （英国の）ビジネス・エネルギー・産業戦略省／Department for Business, Energy and Industrial 

Strategy 

 BMZ: ドイツ連邦経済協力開発省／German Federal Ministry for Economic Cooperation and 

Development 

 
 

BSMI: 経済部標準試験局（台湾）／Bureau of Standards, Metrology and Inspection 

CBWM：タイの中央度量衡局／Central Bureau of Weights and Measures (Department of Internal Trade, 

Ministry of Commerce) 

CMS/ITRI：台湾国家計量標準センター／Center for Measurement Standards 

DoM: インドネシア計量局（商業省）／Directorate of Metrology (Ministry of Trade) 

     DSS: タイ科学サービス局／Department of Science Service 

     ITDI: フィリピンの産業技術研究所／Industrial Technology Development Institute 

     KASTO: 韓国計量測定協会／Korea Association of Standards and Testing Organizations 

KATS: 韓国技術標準局／Korean Agency for Technology and Standards 

KRISS： 韓国標準科学研究院／Korea Research Institute of Standards and Science 

KTC: 韓国機械電気電子試験研究院／Korea Testing Certification 

     LNE: フランス国立計量標準研究所／Laboratoire national de métrologie et d’essais 

     MBIE: 産業・イノベーション・労働省 消費者保護局（ニュージーランド）／Ministry of Business, 

Innovation & Employment 

MSL: ニュージーランド計量標準研究所／Measurement Standards Laboratory 

MDTCC: マレーシア国内貿易・協力・消費者省／Ministry of Domestic Trade, Co-operatives And 

Consumerism 

NATA: オーストラリア検査機関協会／National Association of Testing Authorities 

    NIST: 米国標準技術研究所／National Institute of Standards and Technology 

NMIJ: 計量標準総合センター（日本）／National Metrology Institute of Japan 

NMRO: 英国計量規制局（旧名：NMO, NWML）／National Measurement and Regulation Office 

NMC： カンボジア国家計量センター／National Metrology Center (Ministry of Industry and Handicraft) 

NMIA: オーストラリア国家計量機関／National Metrology Institute of Australia 

NMISA: 南アフリカ国家計量機関／National Metrology Institute of South Africa 

NIM： 中国計量科学研究院／National Institute of Metrology (PR China) 

NIMT: タイ国立計量研究所／National Institute of Metrology (Thailand) 

NISIT: パプアニューギニア国家標準・産業技術研究所／National Institute of Standards & Industrial 

Technology 

NMIM: マレーシア国家計量機関（SIRIM に所属）／National Metrology Institute of Malaysia 

PTB: ドイツ物理工学研究所／Physikalisch Technische Bundesanstalt 

SIRIM: マレーシア産業技術研究所／SIRIM Berhad 

SPRING: シンガポール規格・生産性・革新庁／Standards, Productivity and Innovation Board 

STAMEQ: ベトナム政府規格・品質局／Directorate for Standards Metrology and Quality 



 
 

UME: トルコ国家計量機関／TÜBİTAK National Metrology Institute 

VMI: ベトナム国家計量機関／Vietnam Metrology Institute 

VNIIMS： ロシア計量サービス科学研究所／Russian Research Institute of Metrological Service 

VSL: 蘭経済省国家計量局／Dutch Metrology Institute  

 

【その他】 

ACP-EU TBT Program: アフリカ・カリブ海・太平洋諸国（ACP）－欧州委員会（EU）：貿易の技術的障害

（TBT）のための計画／African, Caribbean and Pacific Group of States – European Union, Technical 

Barrier to Trade Program 

APLAC：アジア太平洋試験所認定協力機構／Asia-Pacific Laboratory Accreditation Cooperation 

APEC: アジア太平洋経済協力／Asia-Pacific Economic Cooperation 

ASEAN: 東南アジア諸国連合（アセアン）／Association of South-East Asian Nations 

ASEAN ACCSQ: アセアン標準品質諮問委員会／ASEAN Consultative Committee for Standards & 

Quality 

CBKT: BIPM の途上国支援活動／Capacity Building and Knowledge Transfer Program 

CIPM MRA: 計量標準の国際相互承認協定／CIPM Mutual Recognition Arrangement 

CC: MEDEAプロジェクトの運営委員会／Coordination Committee of MEDEA Project 

CCxx: BIPMの合計10の諮問委員会（CCAUV, CCEM, CCL, CCM, CCPR, CCQM, CCRI, CCT, CCTF, 

CCU）／Consultative Committees of BIPM 

CIPM MRA:計量標準の国際相互承認協定（CIPM）／CIPM Mutual Recognition Arrangement 

CMC: 校正・測定能力（BIPM）／Calibration and Measurement Capabilities 

CNG: 圧縮天然ガス（主に自動車用）／Compressed Natural Gas 

Codex: 国際食品規格委員会／Codex Alimentarius 

CPR: 参加資格審査委員会（OIML MAA制度）／Committee on Participation Review 

DCMAS: 計量・認定・標準化分野における対途上国援助合同調整委員会（BIPM）／（Joint Committee 

on）Network on Metrology, Accreditation and Standardization for Developing Countries 

IAF: 国際認定フォーラム／International Accreditation Forum 

IEC: 国際電気標準会議／International Electrotechnical Commission 

ILAC: 国際試験所認定協力機構／International Laboratory Accreditation Cooperation 

ISO: 国際標準化機構／International Organization for Standardization 

ITC: 国際貿易センター／International Trade Center 

ITU: 国際電気通信連合／International Telecommunication Union 

JICA: 国際協力機構（日本）／Japan International Cooperation Agency 

KCDB: 基幹比較データベース（BIPM）／BIPM key comparison database 
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APLAC：アジア太平洋試験所認定協力機構／Asia-Pacific Laboratory Accreditation Cooperation 

APEC: アジア太平洋経済協力／Asia-Pacific Economic Cooperation 

ASEAN: 東南アジア諸国連合（アセアン）／Association of South-East Asian Nations 

ASEAN ACCSQ: アセアン標準品質諮問委員会／ASEAN Consultative Committee for Standards & 

Quality 

CBKT: BIPM の途上国支援活動／Capacity Building and Knowledge Transfer Program 

CIPM MRA: 計量標準の国際相互承認協定／CIPM Mutual Recognition Arrangement 

CC: MEDEAプロジェクトの運営委員会／Coordination Committee of MEDEA Project 

CCxx: BIPMの合計10の諮問委員会（CCAUV, CCEM, CCL, CCM, CCPR, CCQM, CCRI, CCT, CCTF, 

CCU）／Consultative Committees of BIPM 

CIPM MRA:計量標準の国際相互承認協定（CIPM）／CIPM Mutual Recognition Arrangement 

CMC: 校正・測定能力（BIPM）／Calibration and Measurement Capabilities 

CNG: 圧縮天然ガス（主に自動車用）／Compressed Natural Gas 

Codex: 国際食品規格委員会／Codex Alimentarius 

CPR: 参加資格審査委員会（OIML MAA制度）／Committee on Participation Review 

DCMAS: 計量・認定・標準化分野における対途上国援助合同調整委員会（BIPM）／（Joint Committee 

on）Network on Metrology, Accreditation and Standardization for Developing Countries 

IAF: 国際認定フォーラム／International Accreditation Forum 

IEC: 国際電気標準会議／International Electrotechnical Commission 

ILAC: 国際試験所認定協力機構／International Laboratory Accreditation Cooperation 

ISO: 国際標準化機構／International Organization for Standardization 

ITC: 国際貿易センター／International Trade Center 

ITU: 国際電気通信連合／International Telecommunication Union 

JICA: 国際協力機構（日本）／Japan International Cooperation Agency 

KCDB: 基幹比較データベース（BIPM）／BIPM key comparison database 

 
 

KRISS GMA： KRISSグローバル計量アカデミー／KRISS Global Metrology Academy 

MEDEA: 計量分野のアジア途上国支援プロジェクト（ドイツ PTB）／Metrology: Enabling Developing 

Economies within Asia 

MI: 計量器／Measuring Instrument  

MiC: 化学計測（一般名詞）／Metrology in Chemistry  

MID: 欧州計量器指令／Measuring Instruments Directive 

MoU： 合意事項（一般名詞）／Memorandum of Understanding 

NAWID： 非自動はかり指令／Non-automatic Weighing Instruments Directive  

NMI: 国家計量標準機関（一般名称）／National Metrology Institute  

NZ: ニュージーランド（国記号）／New Zealand 

OPTC: OIMLの試験的研修センター（中国）／OIML Pilot Training Center 

PAC： 太平洋認定協力機構／Pacific Accreditation Cooperation 

SAARC： 南アジア地域協力連合／South Asia Association for Regional Cooperation 

SAE: ソサエティ・オブ・ オートモーティブ・エンジニアズ／Society of Automotive Engineers  

SOLAS: 海上における人命の安全のための国際条約／International Convention for the Safety of Life at 

Sea 

ToR: 委託事項、合意事項／Terms of reference 

UNECE: 国連欧州経済委員会／UN Economic Commission for Europe 

UNIDO: 国連工業開発機関／UN Industrial Development Organization  

WG(s): 作業部会（APLMF）／Working Group(s) 

WP(s): 作業パッケージ（MEDEA プロジェクト）／Work Package(s) 

WTO: 世界貿易機関／World Trade Organization 

 

 

 





第 1章 国際標準化事業の概要 

1.1 OIMLの概要 

OIMLは、法定計量制度における行政上又は技術上の国際的な諸問題を解決し、計量器の国際貿

易の円滑化を図ることを目的として、「国際法定計量機関を設立する条約」に基づいて設立された

機関であり、2018年3月現在、正加盟国62ヶ国、準加盟国64ヶ国である。 

OIMLには、OIMLの目的とする業務を企画し、遂行する組織として、CIMLが設置されており、

2018 年 3 月現在、委員長は 2017 年 10 月に開催された第 52 回国際法定計量委員会（CIML 委員

会）で選出された Roman Schwartz 氏（独・PTB）が務めており、当時、第二副委員長であった

三木幸信氏（日本・NMIJ）が代理で第一副委員長を務めている。また、OIMLの事務局であるBIML

の局長はStephen Patoray氏（米）が担当している。 

OIMLの主な活動は、R文書、D文書、B文書などの勧告文書等を発行することである。R文書

は、計量器ごとに性能や検定・検査基準等を規定した文書で、国内法への導入は各国の選択に任さ

れるが、加盟国は発行されたR文書を可能な限り国内法に導入する道義的責任を負う。D文書は法

定計量の共通的課題に関する指針を与えるための文書、B文書はOIMLの活動に関する基本方針を

規定した文書である。これらの勧告文書等は、1995 年に発足した WTO の貿易の技術的障害に関

する協定（TBT協定）における国際規格に該当するものと考えられており、各国計量法規の国際的

調和を確保し、また国際的基準・認証制度の実現を図る上で、重要な役割を果たしている。 

また、勧告文書等の作成・改定の作業を行うため、分野別にTC が、また各TC 内の研究課題に

対してSCが設置されている。現在、課題分野ごとに18のTC及び46のSCが設置されている。

加盟国は、TC及びSCにPメンバー又はOメンバーとして参加することができ、Pメンバーとし

て参加している国は、勧告文書等の作成に積極的に参加することが要請されるとともに、国際会議

に出席し、勧告文書等の案の可否に対して投票する必要がある。Oメンバーとして参加している国

は、勧告文書等の研究課題に対して関心を持つ国で、勧告文書等の案に対する意見の提出及び国際

作業部会への出席は可能であるが、投票権はない。我が国は16のTCと33のSCにPメンバーと

して参加しているほか、他の分野にもOメンバーとして登録しており、全ての分野にメンバーとし

て参加している。なお、BIMLにおいても、B文書を中心に、勧告文書等の作成・改定の作業を行

っている場合もある。 

2018年3月現在の勧告文書等の一覧を巻末資料１に、TC及びSCの一覧、幹事国及び日本の参

加資格（P メンバー、O メンバー）を巻末資料２に、各TC/SC 及びBIML が所管している刊行物

及び審議状況を巻末資料３に示す。 

 
1.2 事業の概要 

(1) 目的及び内容 

下記1)及び2)の事業を通じ、計量制度の世界的調和及び信頼性の向上並びに我が国計量業界の

国際的産業競争力強化に資することを目的とする。 
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1)水素燃料計量システムに関する国際標準化 

先進各国では、エネルギー安定供給確保及び地球温暖化防止の観点から精力的に燃料電池自

動車（FCV）の開発・普及を進めている。我が国においても、FCVの本格的な普及を進めるに

あたり、水素ステーションにおける水素燃料取引に使用される計量器で適正計量が行われるこ

とは、取引当事者間、とりわけ消費者保護の観点から必要不可欠である。このため、我が国の

最新の研究・技術開発成果をもとにとりまとめたJIS B 8576「水素燃料計量システム－自動車

充塡用」及び本事業の初年度（平成28年度）の成果に基づき、CDの作成や国際会議等を通じ

た各国意見の取りまとめなどの国際標準化を実施する。 

2)法定計量に関する国際標準化 

我が国が勧告文書等を踏まえ、法定計量について適切に国際整合化を図っていくためには、

これらの勧告文書等の案の段階で内容を精査し、対処方針を策定するとともに、可能な限り、

勧告文書等の案に対し我が国の意見を反映させていくことが必要である。 

このため、TC、SC、BIML に設置された PG などで検討がなされている勧告文書等の案に

ついて、対処方針の策定、我が国の意見決定等、必要な措置を講じるための専門家等を交えた

審議を行うとともに、関連する国際会議に出席し、責任ある規制の執行等を行うために必要と

なる情報収集・調査等を行い、我が国の意見反映に努めるものである。 

 
(2) 実施体制 

国際法定計量調査研究委員会及び同委員会の下に25の作業委員会を設置し、OIMLにおけるTC、

SCのPGの全作業課題に対して対応できる体制を整えている。 

また、昨年度から水素燃料計量システムに関する国際標準化を行うため、国際法定計量調査研究

委員会の下に水素燃料計量システム国内委員会を、同委員会の傘下に水素燃料計量システム国内

WGを設置した。 
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国際法定計量調査研究委員会

委員長：高辻　利之

OIMLとの連絡調整：国際計量室　松本 毅

国際計量研究連絡委員会／法定計量分科会

    [事務局：国立研究開発法人産業技術総合研究所／NMIJ]

水道メーター作業委員会

タクシーメータ-作業委員会

計量器証明書作業委員会　

包装商品作業委員会　

放射温度計測作業委員会

燃料油メーター作業委員会

ガスメーター作業委員会

体積計作業委員会

質量計作業委員会

圧縮燃料ガス計量システム作
業委員会

事務局：一般社団法人日本計量機器工業連合会

計量規則等作業委員会

不確かさ作業委員会　　

電子化計量器作業委員会

水素燃料計量システム国内委員会

情報化作業委員会

計量器作業委員会

【実施体制組織図】

連携

国際PG

[国立研究開発法人産業技術総合研究所／NMIJ]

[国立研究開発法人産業技術総合研究所／NMIJ]

水素燃料計量システム国内WG

呼気試験機作業委員会

医療用計量器作業委員会

放射線計量器作業委員会

音響振動計量器作業委員会

電力量計等作業委員会

質量計用ロードセル作業委員会

水分・タンパク計作業委員会

環境・分析計量器作業委員会

自動はかり等作業委員会

積算熱量計作業委員会
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(3) 作業委員会等の担当分野 

各作業委員会等におけるOIMLのTC、SCの担当分野は、以下のとおりとし、OIMLの全作業

課題について対応する。 

作業委員会等 TC（技術委員会） SC（小委員会） 

水素燃料計量システム国内委

員会 

TC8：流体量計量器 SC7：ガスメータリングの

一部（R139） 

※水素燃料計量システム 

 水素燃料計量システム国内

WG 

TC8：流体量計量器 SC7：ガスメータリングの

一部（R139） 

※水素燃料計量システム 
 

作業委員会 TC（技術委員会） SC（小委員会） 

計量規則等作業委員会 

 

TC1：用語 

TC2：計量単位 

TC3：計量規則 

 

 

 

 

 
TC4：標準器、校正及び検定装置 

 

 
SC1：型式承認及び検定 

SC2：計量取締り 

SC3：標準物質 

SC4：統計的方法の適応 

SC5：適合性評価（証明書制度） 

SC6：型式適合性 

不確かさ作業委員会 TC3：計量規則 SC5：適合性評価（証明書制度） 

包装商品作業委員会 TC6：包装商品  

計量器証明書作業委員会 BIML：OIML-CS 

電子化計量器作業委員会 TC5：計量器に関する一般要求事項 SC1：環境条件 

情報化作業委員会 TC5：計量器に関する一般要求事項 SC2：ソフトウェア 

計量器作業委員会 TC7：長さ関連量の計量器 

 
TC9：質量計及び密度計 

TC10:圧力、力及び関連量の計量器 

 

 

 
TC11：温度関連量計量器 

 

SC1：長さ計 

SC3：面積計 

SC4：密度計 

SC1：重錘型圧力計 

SC2：弾性感圧素子圧力計 

SC3：気圧計 

SC4：材料試験機 

SC1：抵抗温度計 

SC2：接触温度計 
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放射温度計測作業委員会 TC11：温度及び関連量の計量器 SC3：放射温度計 

体積計作業委員会 

 

 

 

 

 

 

TC8：流体量計量器 

 

 

 

 

 

 

SC1：静的体積測定 

SC3：水以外の液体の動的

体積・質量測定（R117及び

R118を除く） 

SC6：低温液体の計量 

SC7：ガスメータリング

（R137、R139を除く） 

SC（小委員会） 

水道メーター作業委員会 TC8：流体量計量器 SC5：水道メーター 

ガスメーター作業委員会 TC8：流体量計量器 SC7：ガスメータリングの

一部（R137） 

燃料油メーター作業委員会 

 

TC8：流体量計量器 

 

SC3：水以外の液体の動的

体積・質量測定 

積算熱量計作業委員会 

 

TC11：温度及び関連量の計量器

の一部（R75） 
 

圧縮燃料ガス計量システム作

業委員会 

TC8：流体量計量器 SC7：ガスメータリングの

一部（R139） 

質量計作業委員会 TC9：質量計及び密度計 SC1：非自動はかり 

SC3：分銅 

自動はかり等作業委員会 TC9：質量計及び密度計 SC2：自動はかり 

質量計用ロードセル作業委員

会 

TC9：質量計及び密度計  

電力量計等作業委員会 

 

TC12：電気量の計測 

TC14：光関連量の計量器 
 

 

音響振動計量器作業委員会 TC13：音響及び振動計量器  

放射線計量器作業委員会 TC15：電離性放射線計量器 SC1：医療用電離性放射線 

SC2：工業用電離性放射線 

環境・分析計量器作業委員会 

 

 

TC16：汚染度計量器 

 

 

SC1：大気汚染 

SC2：水質汚濁 

SC3：殺虫剤及び有毒物質 
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TC17：物理化学測定器 

 

 

SC4：有害廃棄物 

SC2：糖度計 

SC3：pH計 

SC4：導電率の測定 

SC6：ガス分析計 

水分・タンパク計作業委員会 TC17：物理化学測定器 

 

SC1：水分計 

SC8：農産物の品質分析機

器 

呼気試験機作業委員会 TC17：物理化学測定器 SC7：呼気試験機 

医療用計量器作業委員会 TC18：医療用測定器 SC1：血圧計 

SC2：体温計 

SC4：医療用電子計量器 

SC5：医学研究用計測器 

 

1.3 委員構成  

(1) 国際法定計量調査研究委員会 

委 員 長  高 辻 利 之 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター 

工学計測標準研究部門長 

委  員  三 木 幸 信 CIML委員 

 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 副理事長  

  〃    吉 岡 勝 彦 経済産業省 産業技術環境局 計量行政室長 

  〃    猪 鼻 俊 男 経済産業省 産業技術環境局 計量行政室 室長補佐 

  〃    岡 田 有 加 経済産業省 産業技術環境局 計量行政室 

  〃    臼 田   孝 国際度量衡委員会 委員 

 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合ｾﾝﾀｰ長 

  〃    根 本   一 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター 

 工学計測標準研究部門 総括研究主幹 

 （計量標準普及センター 法定計量管理室長） 

  〃    齋 藤 則 生 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター 

 分析計測標準研究部門 副研究部門長 

計量標準普及センター 国際計量室長 

  〃    松 本   毅 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター  

 計量標準普及センター 国際計量室 ／法定計量管理室 総括主幹

（OIML連絡担当） 
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1.3 委員構成  

(1) 国際法定計量調査研究委員会 

委 員 長  高 辻 利 之 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター 

工学計測標準研究部門長 

委  員  三 木 幸 信 CIML委員 

 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 副理事長  

  〃    吉 岡 勝 彦 経済産業省 産業技術環境局 計量行政室長 

  〃    猪 鼻 俊 男 経済産業省 産業技術環境局 計量行政室 室長補佐 

  〃    岡 田 有 加 経済産業省 産業技術環境局 計量行政室 

  〃    臼 田   孝 国際度量衡委員会 委員 

 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合ｾﾝﾀｰ長 

  〃    根 本   一 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター 

 工学計測標準研究部門 総括研究主幹 

 （計量標準普及センター 法定計量管理室長） 

  〃    齋 藤 則 生 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター 

 分析計測標準研究部門 副研究部門長 

計量標準普及センター 国際計量室長 

  〃    松 本   毅 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター  

 計量標準普及センター 国際計量室 ／法定計量管理室 総括主幹

（OIML連絡担当） 

委  員  山 本 健 一 独立行政法人 製品評価技術基盤機構 認定センター所長 

  〃    林 久 美 子 東京都計量検定所 所長 

  〃    坂 野 勝 則 日本電気計器検定所 理事 

  〃    片 桐 拓 朗 一般財団法人 日本品質保証機構 理事 

  〃    青 山 理恵子 公益社団法人 日本消費生活アドバイザー･コンサルタント･ 

 相談員協会 最高顧問 

  〃    龍 野 廣 道 一般社団法人 日本計量機器工業連合会 常任理事 

 株式会社 タツノ 代表取締役社長 

  〃    谷 田 千 里 一般社団法人 日本計量機器工業連合会 理事 

 株式会社 タニタ 代表取締役社長 

  〃    田 中 康 之 一般社団法人 日本計量機器工業連合会 はかり部会 部会長 

 株式会社 田中衡機工業所 代表取締役社長 

  〃    谷 本   淳 一般社団法人 日本計量機器工業連合会 技術委員会委員長 

株式会社 オーバル 代表取締役社長 

  〃    大 岩   彰 日本ガスメーター工業会 事務局長 

  〃    土 井 邦 夫 日本タクシーメーター工業会 会長 

  〃    河 住 春 樹 一般社団法人 日本計量振興協会 専務理事 

  〃    松 浦 義 和 一般社団法人 日本分析機器工業会 専務理事 

  〃    吉 原 順 二 一般社団法人 日本電気計測器工業会 専務理事 

  〃    堀 井   茂 一般社団法人 日本計量機器工業連合会 専務理事 

  〃    根 本   一 計量規則等作業委員会委員長（再掲） 

 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター 

 工学計測標準研究部門 総括研究主幹 

 （計量標準普及センター 法定計量管理室長） 

  〃    森 中 泰 章 不確かさ作業委員会及び計量器作業委員会委員長 

 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター 

 工学計測標準研究部門 計量器試験技術グループ長 

  〃    伊 藤   武 計量器証明書作業委員会委員長 

 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター 

 工学計測標準研究部門 型式承認技術グループ長 

  〃    山 田   宏 電子化計量器作業委員会委員長 

 日本電気計器検定所 経営企画室長 

  〃    渡 邊   宏 情報化作業委員会委員長 

 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター 

 物質計測標準研究部門 計量標準基盤研究グループ 
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委  員  前 田 哲 夫 タクシーメーター作業委員会委員長 

 株式会社 ニシベ計器製造所 名古屋営業所 技術部 部次長 

  〃    神 長   亘 体積計作業委員会委員長 

 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター 

 工計測標準研究部門 流量計試験技術グループ長 

  〃    糸魚川   昇 水道メーター作業委員会委員長 

 愛知時計電機株式会社 R&D本部 本部長付部長 

  〃    吉 村 成 一 ガスメーター作業委員会委員長 

 日本ガスメーター工業会 技術委員長 

 愛知時計電機株式会社 ガス機器製造部 部長 

  〃    佐々木 雅 雄 燃料油メーター作業委員会委員長 

 株式会社 タツノ 設計部 部長 

  〃    大 滝   勉 圧縮燃料ガス計量システム作業委員会委員長 

 株式会社 タツノ 設計部 専任部長 

  〃    三 倉 伸 介 自動はかり等作業委員会及び質量計作業委員会委員長 

 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター

工学計測標準研究部門 質量計試験技術グループ長 

  〃    廣 瀬 明 生 質量計用ロードセル作業委員会委員長 

 大和製衡株式会社 生産技術本部 研究開発部センシング技術課 

  〃    加曽利 久 夫 電力量計等作業委員会委員長 

 日本電気計器検定所 検定管理部長 

  〃    堀 内 竜 三 音響振動計量器作業委員会委員長 

 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター 

 分析計測標準研究部門 音響超音波標準研究グループ長 

  〃    齋 藤 則 生 放射線計量器作業委員会委員長（再掲） 

 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター 

 分析計測標準研究部門 副研究部門長 

（計量標準普及センター 国際計量室長） 

  〃    井 原 俊 英 環境・分析計量器作業委員会委員長 

 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター 

 物質計測標準研究部門 総括研究主幹 

  〃    松 本   毅 水分・タンパク計作業委員会委員長（再掲） 

 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター  

 計量標準普及センター 国際計量室／法定計量管理室 総括主幹 
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委  員  前 田 哲 夫 タクシーメーター作業委員会委員長 

 株式会社 ニシベ計器製造所 名古屋営業所 技術部 部次長 

  〃    神 長   亘 体積計作業委員会委員長 

 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター 

 工計測標準研究部門 流量計試験技術グループ長 

  〃    糸魚川   昇 水道メーター作業委員会委員長 

 愛知時計電機株式会社 R&D本部 本部長付部長 

  〃    吉 村 成 一 ガスメーター作業委員会委員長 

 日本ガスメーター工業会 技術委員長 

 愛知時計電機株式会社 ガス機器製造部 部長 

  〃    佐々木 雅 雄 燃料油メーター作業委員会委員長 

 株式会社 タツノ 設計部 部長 

  〃    大 滝   勉 圧縮燃料ガス計量システム作業委員会委員長 

 株式会社 タツノ 設計部 専任部長 

  〃    三 倉 伸 介 自動はかり等作業委員会及び質量計作業委員会委員長 

 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター

工学計測標準研究部門 質量計試験技術グループ長 

  〃    廣 瀬 明 生 質量計用ロードセル作業委員会委員長 

 大和製衡株式会社 生産技術本部 研究開発部センシング技術課 

  〃    加曽利 久 夫 電力量計等作業委員会委員長 

 日本電気計器検定所 検定管理部長 

  〃    堀 内 竜 三 音響振動計量器作業委員会委員長 

 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター 

 分析計測標準研究部門 音響超音波標準研究グループ長 

  〃    齋 藤 則 生 放射線計量器作業委員会委員長（再掲） 

 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター 

 分析計測標準研究部門 副研究部門長 

（計量標準普及センター 国際計量室長） 

  〃    井 原 俊 英 環境・分析計量器作業委員会委員長 

 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター 

 物質計測標準研究部門 総括研究主幹 

  〃    松 本   毅 水分・タンパク計作業委員会委員長（再掲） 

 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター  

 計量標準普及センター 国際計量室／法定計量管理室 総括主幹 

委  員  上 原 伸 二 呼気試験機作業委員会委員長 

 一般財団法人 化学物質評価研究機構 東京事業所 化学標準部 

 技術第一課長  

  〃    松 浦 義 和 医療用計量器作業委員会委員長（再掲） 

 一般社団法人 日本分析機器工業会 専務理事 

(2) 水素燃料計量システム国内委員会 

委 員 長  渡 辺 政 廣 山梨大学 特命教授 

委  員  吉 岡 勝 彦 経済産業省 産業技術環境局 計量行政室長 

  〃    山 下 龍 夫 経済産業省 製造産業局 産業機械課 課長補佐 

  〃    川 村 伸 弥 資源エネルギー庁 省エネルギー・新エネルギー部  

 新エネルギーシステム課 水素・燃料電池戦略室 課長補佐 

  〃    高 辻 利 之 国立研究開発法人産業技術総合研究所 計量標準総合センター 

工学計測標準研究部門長 

  〃    寺 尾 吉 哉 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター 

 工学計測標準研究部門 総括研究主幹 

  〃    森 岡 敏 博 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター 

工学計測標準研究部門 気体流量標準研究グループ長 

  〃    横 本 克 巳 国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構 

 新エネルギー部 燃料電池・水素グループ 主任研究員 

  〃    青 山 理恵子 公益社団法人 日本消費生活アドバイザー･コンサルタント･ 

 相談員協会 最高顧問 

  〃    石 井 弘 一 全国石油商業組合連合会 業務グループ チームリーダー 

  〃    北 條 智 之 石油連盟 調査・流通業務部 流通調査グループ副長 

  〃    里 見 知 英 燃料電池実用化推進協議会 事務局次長 

  〃    中 西   功 一般社団法人 水素供給利用技術協会 技術1部 

 シニアマネージャー 

  〃    伊 東 卓 也 一般社団法人 日本ガス協会技術開発部 

 燃料電池・水素グループ 係長 

  〃    藤 本 佳 夫 一般社団法人 日本自動車工業会 FC技術開発部グループ長 

  〃    前 田 征 児 JXTGエネルギー株式会社 新エネルギーカンパニー 

 水素事業推進部 技術開発グループマネージャー 

  〃    河 村   哲 岩谷産業株式会社 技術・エンジニアリング本部 

 水素設備技術部 水素ステーション建設担当 

  〃    大 滝   勉 株式会社 タツノ 設計部 専任部長 

  〃    小 林 誠 司 株式会社 オーバル 技術部 技術一グループ 課長 
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委  員  櫻 井   茂 日立オートモティブシステムズメジャメント株式会社 

 技術開発本部 開発部 部長 

 (3) 水素燃料計量システム国内WG 

主  査  大 滝   勉 株式会社 タツノ 設計部 専任部長 

委  員  川 端 尚 志 経済産業省 産業技術環境局 計量行政室 室長補佐 

  〃    岡 田 有 加 経済産業省 産業技術環境局 計量行政室 

  〃    神 長   亘 国立研究開発法人産業技術総合研究所 計量標準総合センター 

工学計測標準研究部門 流量計試験技術グループ長 

  〃    森 岡 敏 博 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター 

工学計測標準研究部門 気体流量標準研究グループ長 

  〃    伊 藤   優 岩谷産業株式会社 中央研究所 

  〃    北 條 智 之 石油連盟 調査・流通業務部 流通調査グループ副長 

  〃    中 西   功 一般社団法人 水素供給利用技術協会 技術1部 

 シニアマネージャー 

  〃    小 林 誠 司 株式会社 オーバル 技術部技術一グループ 課長 

  〃    櫻 井   茂 日立オートモティブシステムズメジャメント株式会社 

 技術開発本部 開発部 部長 

 (4) 計量規則等作業委員会 

委 員 長  根 本   一 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター 

 工学計測標準研究部門 総括研究主幹 

 （計量標準普及センター 法定計量管理室長） 

委  員  川 端 尚 志 経済産業省 産業技術環境局 計量行政室 室長補佐 

  〃    安 藤 弘 二 経済産業省 産業技術環境局 計量行政室 計量技術専門職 

  〃    齋 藤 則 生 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター 

 分析計測標準研究部門 副研究部門長 

 （計量標準普及センター 国際計量室長） 

  〃    松 本   毅 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター  

 計量標準普及センター 国際計量室／法定計量管理室 総括主幹 

  〃    岸 本 勇 夫 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準管理センター 

 計量標準普及センター 標準供給保証室長 

  〃    伊 藤   武 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター 

 工学計測標準研究部門 型式承認技術グループ長 

  〃    森 中 泰 章 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター 

 工学計測標準研究部門 計量器試験技術グループ長 
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委  員  櫻 井   茂 日立オートモティブシステムズメジャメント株式会社 

 技術開発本部 開発部 部長 

 (3) 水素燃料計量システム国内WG 

主  査  大 滝   勉 株式会社 タツノ 設計部 専任部長 

委  員  川 端 尚 志 経済産業省 産業技術環境局 計量行政室 室長補佐 

  〃    岡 田 有 加 経済産業省 産業技術環境局 計量行政室 

  〃    神 長   亘 国立研究開発法人産業技術総合研究所 計量標準総合センター 

工学計測標準研究部門 流量計試験技術グループ長 

  〃    森 岡 敏 博 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター 

工学計測標準研究部門 気体流量標準研究グループ長 

  〃    伊 藤   優 岩谷産業株式会社 中央研究所 

  〃    北 條 智 之 石油連盟 調査・流通業務部 流通調査グループ副長 

  〃    中 西   功 一般社団法人 水素供給利用技術協会 技術1部 

 シニアマネージャー 

  〃    小 林 誠 司 株式会社 オーバル 技術部技術一グループ 課長 

  〃    櫻 井   茂 日立オートモティブシステムズメジャメント株式会社 

 技術開発本部 開発部 部長 

 (4) 計量規則等作業委員会 

委 員 長  根 本   一 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター 

 工学計測標準研究部門 総括研究主幹 

 （計量標準普及センター 法定計量管理室長） 

委  員  川 端 尚 志 経済産業省 産業技術環境局 計量行政室 室長補佐 

  〃    安 藤 弘 二 経済産業省 産業技術環境局 計量行政室 計量技術専門職 

  〃    齋 藤 則 生 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター 

 分析計測標準研究部門 副研究部門長 

 （計量標準普及センター 国際計量室長） 

  〃    松 本   毅 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター  

 計量標準普及センター 国際計量室／法定計量管理室 総括主幹 

  〃    岸 本 勇 夫 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準管理センター 

 計量標準普及センター 標準供給保証室長 

  〃    伊 藤   武 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター 

 工学計測標準研究部門 型式承認技術グループ長 

  〃    森 中 泰 章 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター 

 工学計測標準研究部門 計量器試験技術グループ長 

委  員  三 倉 伸 介 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター 

 工学計測標準研究部門 質量計試験技術グループ長 

  〃    神 長   亘 国立研究開発法人産業技術総合研究所 計量標準総合センター 

 工学計測標準研究部門 流量計試験技術グループ長 

  〃    村 田 浩 美 独立行政法人 製品評価技術基盤機構 認定センター 

 計量認定課長 

  〃    下 村 欣 吾 東京都計量検定所 検査課長 

  〃    加曽利 久 夫 日本電気計器検定所 検定管理部長 

  〃    小 林 善 男 一般財団法人日本品質保証機構 計量計測センター所長 

  〃    大 岩   彰 日本ガスメーター工業会 事務局長 

(5) 不確かさ作業委員会 

委 員 長  森 中 泰 章 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター 

 工学計測標準研究部門 計量器試験技術グループ長 

委  員  安 藤 弘 二 経済産業省 産業技術環境局 計量行政室 計量技術専門職 

  〃    田 中 秀 幸 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター 

 物質計測標準研究部門 計量標準基盤研究グループ 

  〃    大 高 広 明 独立行政法人 製品評価技術基盤機構 

 認定センター 計量認定課専門官 

  〃    吉 田   勝 東京都計量検定所 検定課 課長代理 

  〃    長 澤   淳 日本電気計器検定所 経営企画室課長補佐 

  〃    本 合   剛 一般財団法人 日本品質保証機構 計量計測センター  

計量計測部門 計画室 主幹 

  〃    山 澤   賢 一般財団法人 化学物質評価研究機構 化学標準部 技術第一課 

主任研究員 

(6) 包装商品作業委員会 

委  員  坂 本 浩 一 経済産業省 産業技術環境局 計量行政室 室長補佐 

  〃    岡 田 有 加 経済産業省 産業技術環境局 計量行政室 

  〃    田 中 秀 幸 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター 

 物質計測標準研究部門 計量標準基盤研究グループ 

  〃    松 本   毅 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター  

 計量標準普及センター 国際計量室／法定計量管理室 総括主幹 

  〃    鈴 木 麗 子 東京都計量検定所 検査課課長代理 

  〃    土 橋 芳 和 公益社団法人 日本缶詰びん詰レトルト食品協会 

 専務理事 

  〃    渕 上 節 子 特定非営利活動法人 日本主婦連合会 副会長 
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委  員  青 山 理恵子 公益社団法人 日本消費生活アドバイザー･コンサルタント･ 

 相談員協会 最高顧問 

  〃    西   慶 一 一般財団法人 日本食品検査 理事 衛生検査担当 

  〃    金 井 一 榮 金井計量管理事務所 計量士 

  〃    吉 野   博 株式会社 大丸松坂屋百貨店 本社業務本部 業務推進部 

 首都圏エリア担当 

  〃    髙 橋 夏 樹 株式会社 明治 大阪工場 品質保証課 計量士 

  〃    倉 野 恭 充 一般社団法人 日本計量振興協会 事業部部長 

  〃    松 岡 利 幸 アンリツインフィビス株式会社 開発本部第1開発部 

 プロジェクトチーム マネージャー 

  〃    玉 井   裕 株式会社 イシダ 技術部 技術統括室主任技師 

  〃    和 田 俊 之 株式会社 寺岡精工 知的財産規格部課長 

  〃    山 下 一 彦 大和製衡株式会社 自動機器事業部 自動機器開発課 技師 

(7) 計量器証明書作業委員会 

委 員 長  伊 藤   武 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター 

 工学計測標準研究部門 型式承認技術グループ長 

委  員  岡 田 有 加 経済産業省 産業技術環境局 計量行政室 

  〃    岸 本 勇 夫 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準管理センター 

 計量標準普及センター 標準供給保証室長 

  〃    根 本   一 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター 

 工学計測標準研究部門 総括研究主幹 

（計量標準普及センター 法定計量管理室長） 

  〃    森 中 泰 章 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター 

 工学計測標準研究部門 計量器試験技術グループ長 

  〃    三 倉 伸 介 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター 

 工学計測標準研究部門 質量計試験技術グループ長 

  〃    神 長   亘 国立研究開発法人産業技術総合研究所 計量標準総合センター 

工学計測標準研究部門 流量計試験技術グループ長 

  〃    松 本   毅 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター  

 計量標準普及センター 国際計量室／法定計量管理室 総括主幹 

  〃    手 塚 政 俊 日本電気計器検定所 検定管理部検定管理グループ 

 マネージャー 

  〃    石 毛 浩 美 独立行政法人製品評価技術基盤機構 認定センター  

 製品認定課長 

  〃    小 林 善 男 一般財団法人日本品質保証機構 計量計測センター所長 
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委  員  青 山 理恵子 公益社団法人 日本消費生活アドバイザー･コンサルタント･ 

 相談員協会 最高顧問 

  〃    西   慶 一 一般財団法人 日本食品検査 理事 衛生検査担当 

  〃    金 井 一 榮 金井計量管理事務所 計量士 

  〃    吉 野   博 株式会社 大丸松坂屋百貨店 本社業務本部 業務推進部 

 首都圏エリア担当 

  〃    髙 橋 夏 樹 株式会社 明治 大阪工場 品質保証課 計量士 

  〃    倉 野 恭 充 一般社団法人 日本計量振興協会 事業部部長 

  〃    松 岡 利 幸 アンリツインフィビス株式会社 開発本部第1開発部 

 プロジェクトチーム マネージャー 

  〃    玉 井   裕 株式会社 イシダ 技術部 技術統括室主任技師 

  〃    和 田 俊 之 株式会社 寺岡精工 知的財産規格部課長 

  〃    山 下 一 彦 大和製衡株式会社 自動機器事業部 自動機器開発課 技師 

(7) 計量器証明書作業委員会 

委 員 長  伊 藤   武 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター 

 工学計測標準研究部門 型式承認技術グループ長 

委  員  岡 田 有 加 経済産業省 産業技術環境局 計量行政室 

  〃    岸 本 勇 夫 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準管理センター 

 計量標準普及センター 標準供給保証室長 

  〃    根 本   一 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター 

 工学計測標準研究部門 総括研究主幹 

（計量標準普及センター 法定計量管理室長） 

  〃    森 中 泰 章 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター 

 工学計測標準研究部門 計量器試験技術グループ長 

  〃    三 倉 伸 介 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター 

 工学計測標準研究部門 質量計試験技術グループ長 

  〃    神 長   亘 国立研究開発法人産業技術総合研究所 計量標準総合センター 

工学計測標準研究部門 流量計試験技術グループ長 

  〃    松 本   毅 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター  

 計量標準普及センター 国際計量室／法定計量管理室 総括主幹 

  〃    手 塚 政 俊 日本電気計器検定所 検定管理部検定管理グループ 

 マネージャー 

  〃    石 毛 浩 美 独立行政法人製品評価技術基盤機構 認定センター  

 製品認定課長 

  〃    小 林 善 男 一般財団法人日本品質保証機構 計量計測センター所長 

委  員  佐 藤 善 久 愛知時計電機株式会社 R&D本部 商品開発部課長 

  〃    田 尻 祥 子 株式会社 イシダ 技術部 技術統括室 担当課長 

  〃    下 舘 一 陽 株式会社 タツノ 設計部 技術管理室 課長 

  〃    和 田 俊 之 株式会社 寺岡精工 知的財産規格部課長 

(8) 電子化計量器作業委員会 

委 員 長  山 田   宏 日本電気計器検定所 経営企画室長 

委  員  安 藤 弘 二 経済産業省 産業技術環境局 計量行政室 計量技術専門職 

  〃    山 田 達 司 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター 

 物理計測標準研究部門 応用電気標準グループ 

  〃    長 野 智 博 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター 

 工学計測標準研究部門 型式承認技術グループ 

  〃    田 中 世 二 株式会社 イー・エム・シー・ジャパン 測定技術部 主任 

〃    井 上 賢 一 一般社団法人 日本電気計測器工業会 政策課題グループ 部長  

〃    戸 田 晋 司 愛知時計電機株式会社 R&D本部 技術開発部部長 

  〃    水 口 裕一郎 株式会社 イシダ 技術部 技術統括室係長 

  〃    増 子   功 株式会社 タツノ 設計部電子グループ 課長代理 

  〃    和 田 俊 之 株式会社 寺岡精工 知的財産規格部課長 

  〃    川 島   定 矢崎エナジーシステム株式会社 ガス機器開発センター第一開発

部11チームリーダー 

(9) 情報化作業委員会 

委 員 長  渡 邊   宏 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター  

 物質計測標準研究部門 計量標準基盤研究グループ 

委  員  安 藤 弘 二 経済産業省 産業技術環境局 計量行政室 計量技術専門職 

〃    岡 田 有 加 経済産業省 産業技術環境局 計量行政室 

  〃    松 岡   聡 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター 

 物質計測標準研究部門 計量標準基盤研究グループ 

 〃    森 中 泰 章 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター 

 工学計測標準研究部門 計量器試験技術グループ長 

  〃    薊   裕 彦 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター  

 工学計測標準研究部門 質量計試験技術グループ 

  〃    高 橋   豊 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター 

 工学計測標準研究部門 計量器試験技術グループ 

  〃    渡 邊 昇 五 日本電気計器検定所 検定管理部 検定研究グループ 

 アシスタントマネージャー 

  〃    篠 倉 博 之 一般社団法人 日本ガス協会 技術部 設備技術G 
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委  員  弥 栄 邦 俊 東光東芝メーターシステムズ株式会社 技術部 部長 

  〃    戸 田 晋 司 愛知時計電機株式会社 R&D本部 技術開発部部長 

  〃    奥 野 啓 道 アズビル金門株式会社経営企画部 取締役 部長 

  〃    水 口 裕一郎 株式会社 イシダ 技術部 技術統括室係長 

  〃    島 田 郁 男 株式会社 エー･アンド･デイ 第1設計開発本部 

 第1部11課課長代理 

  〃    瀬 川 浩 一 株式会社 クボタ 精密機器技術部長 

  〃    関   広 志 株式会社 タツノ 設計部電子グループ 課長 

〃    和 田 俊 之 株式会社 寺岡精工 知的財産規格部課長 

  〃    松 尾 孝 徳 大和製衡株式会社 産機技術部 産機設計課 主任技師 

  〃    江 﨑 純一郎 三和メーター株式会社 営業サービス部長 

(10) 計量器作業委員会 

委 員 長  森 中 泰 章 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター 

 工学計測標準研究部門 計量器試験技術グループ長 

委  員  安 藤 弘 二 経済産業省 産業技術環境局 計量行政室 計量技術専門職 

  〃    大 串 浩 司 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター  

 工学計測標準研究部門 力トルク標準研究グループ長 

  〃    藤 田 佳 孝 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター 

 工学計測標準研究部門 流体標準研究グループ長 

  〃    尾 藤 洋 一 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター 

 工学計測標準研究部門 長さ標準研究グループ長 

  〃    伊 藤   武 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター 

 工学計測標準研究部門 型式承認技術グループ長 

  〃    井 上   太 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター 

 工学計測標準研究部門 計量器試験技術グループ 

 〃    戸 田 邦 彦 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター 

 工学計測標準研究部門 流量計試験技術グループ 

  〃    村 田 浩 美 独立行政法人 製品評価技術基盤機構 認定センター  

 計量認定課長 

  〃    井 上 賢 一 一般社団法人 日本電気計測器工業会 政策課題グループ 部長 

  〃    高 子 昌 貢 株式会社 TJMデザイン 生産本部第一生産部長 

  〃    前 田 哲 夫 株式会社 ニシベ計器製造所 名古屋営業所 技術部 部次長 

(11) タクシーメーター作業委員会 

委 員 長  前 田 哲 夫 株式会社 ニシベ計器製造所 名古屋営業所 技術部 部次長 

委  員  安 藤 弘 二 経済産業省 産業技術環境局 計量行政室 計量技術専門職 
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委  員  弥 栄 邦 俊 東光東芝メーターシステムズ株式会社 技術部 部長 

  〃    戸 田 晋 司 愛知時計電機株式会社 R&D本部 技術開発部部長 

  〃    奥 野 啓 道 アズビル金門株式会社経営企画部 取締役 部長 

  〃    水 口 裕一郎 株式会社 イシダ 技術部 技術統括室係長 

  〃    島 田 郁 男 株式会社 エー･アンド･デイ 第1設計開発本部 

 第1部11課課長代理 

  〃    瀬 川 浩 一 株式会社 クボタ 精密機器技術部長 

  〃    関   広 志 株式会社 タツノ 設計部電子グループ 課長 

〃    和 田 俊 之 株式会社 寺岡精工 知的財産規格部課長 

  〃    松 尾 孝 徳 大和製衡株式会社 産機技術部 産機設計課 主任技師 

  〃    江 﨑 純一郎 三和メーター株式会社 営業サービス部長 

(10) 計量器作業委員会 

委 員 長  森 中 泰 章 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター 

 工学計測標準研究部門 計量器試験技術グループ長 

委  員  安 藤 弘 二 経済産業省 産業技術環境局 計量行政室 計量技術専門職 

  〃    大 串 浩 司 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター  

 工学計測標準研究部門 力トルク標準研究グループ長 

  〃    藤 田 佳 孝 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター 

 工学計測標準研究部門 流体標準研究グループ長 

  〃    尾 藤 洋 一 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター 

 工学計測標準研究部門 長さ標準研究グループ長 

  〃    伊 藤   武 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター 

 工学計測標準研究部門 型式承認技術グループ長 

  〃    井 上   太 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター 

 工学計測標準研究部門 計量器試験技術グループ 

 〃    戸 田 邦 彦 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター 

 工学計測標準研究部門 流量計試験技術グループ 

  〃    村 田 浩 美 独立行政法人 製品評価技術基盤機構 認定センター  

 計量認定課長 

  〃    井 上 賢 一 一般社団法人 日本電気計測器工業会 政策課題グループ 部長 

  〃    高 子 昌 貢 株式会社 TJMデザイン 生産本部第一生産部長 

  〃    前 田 哲 夫 株式会社 ニシベ計器製造所 名古屋営業所 技術部 部次長 

(11) タクシーメーター作業委員会 

委 員 長  前 田 哲 夫 株式会社 ニシベ計器製造所 名古屋営業所 技術部 部次長 

委  員  安 藤 弘 二 経済産業省 産業技術環境局 計量行政室 計量技術専門職 

委  員  西 川 賢 二 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター 

 工学計測標準研究部門 型式承認技術グループ 

  〃    堀 越   努 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター 

 工学計測標準研究部門 計量器試験技術グループ 

〃    有 山 雅 子 公益社団法人 日本消費生活アドバイザー･コンサルタント協会  

 理事 消費者相談室室長 

  〃    米 野 剛 司 岡部メーター製造株式会社 専務取締役 

  〃    岡 田   佑 一般社団法人 全国ハイヤータクシー連合会 技術環境委員長 

 宝自動車交通株式会社 代表取締役社長 

  〃    江 﨑 純一朗 三和メーター株式会社 営業サービス部長 

  〃    藤 川 公 成 二葉計器株式会社 システム技術部 技術課課長 

 〃    堀 内 克 充 矢崎エナジーシステム株式会社 第二開発部 第22開発チーム 

(12) 放射温度計測作業委員会 

委  員  笹 嶋 尚 彦 国立研究開発法人産業技術総合研究所 計量標準総合センター 

物理計測標準研究部門 応用放射計測研究グループ 

  〃    山 澤 一 彰 独立行政法人 製品評価技術基盤機構 認定センター 参事官 

  〃    佐 藤 弘 康 日本電気計器検定所 標準部 標準研究グループ 専門職 

  〃    村 上 拓 朗 株式会社 佐藤計量器製作所 校正技術課 課長 

  〃    山 本   泰 ジャパンセンサー株式会社 技術部技術3課 

  〃    佐 賀 匡 史 株式会社 チノー 技術開発センター係長 

  〃    大須賀 直 博 株式会社 堀場製作所 科学・半導体開発部 Thermometryチーム 

(13) 体積計作業委員会 

委 員 長  神 長   亘 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター 

 工学計測標準研究部門 流量計試験技術グループ長 

委  員  安 藤 弘 二 経済産業省 産業技術環境局 計量行政室 計量技術専門職 

〃    島 田 正 樹 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター 

 工学計測標準研究部門 型式承認技術グループ 

  〃    大 羽 将 之 神奈川県産業技術センター計量検定所 指導グループ副技幹 

  〃    井 沢 昌 行 埼玉県計量検定所 検査検定担当課長 

  〃    吉 村 成 一 日本ガスメーター工業会 技術委員長 

 愛知時計電機株式会社 ガス機器製造部 部長 

  〃    糸魚川   昇 愛知時計電機株式会社 R&D本部長付 理事 

  〃    大 滝   勉 株式会社 タツノ 設計部 専任部長 

(14) 水道メーター作業委員会 

委 員 長  糸魚川   昇 愛知時計電機株式会社 R&D本部長付 理事 
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委  員  中 田 幹 夫 経済産業省 産業技術環境局 計量行政室 室長補佐 

  〃    西 川 一 夫 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター  

工学計測標準研究部門 流量計試験技術グループ 

  〃    島 田 正 樹 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター  

 工学計測標準研究部門 型式承認技術グループ 

  〃    都 丸   敦 東京都水道局 貯水槽水道対策担当課長 

  〃    八 木 賢 二 横浜市水道局給水サービス部 給水維持課 水道メーター係長 

  〃    若 林 武 夫 公益社団法人 日本水道協会 工務部規格課長 

  〃    安 西 正 憲 アズビル株式会社 AAC IAP開発部 3グループ課長代理 

  〃    大 塚 謙太郎 アズビル金門株式会社 製品開発部 開発第1グループ 

マネージャー 

 〃    川 瀬 政 樹 大豊機工株式会社 公共システム部次長 

  〃    垣 本 憲 一 柏原計器工業株式会社 取締役工場長 

  〃    吉 村 紀 之 島津システムソリューションズ株式会社 技術部課長 

  〃    和 泉 正 史 株式会社 西部水道機器製作所 代表取締役 

  〃    樋 口 隆 司 株式会社 東芝 計測制御機器部 計測機器開発担当主務 

  〃    信 長 章 夫 株式会社 Toshin 代表取締役会長 

  〃    唐 澤 進太郎 東洋計器株式会社 水道事業部長 

  〃    藤 田 保 盛 株式会社 阪神計器製作所 品質管理課長 

  〃    田 邊 誠 司 横河電機株式会社 IAプラットフォーム プロダクト事業センター 

 流量計部 製品開発1課マネージャー 

(15) ガスメーター作業委員会 

委 員 長  吉 村 成 一 日本ガスメーター工業会 技術委員長 

 愛知時計電機株式会社 ガス機器製造部 部長 

委  員  中 田 幹 夫 経済産業省 産業技術環境局 計量行政室 室長補佐 

 〃    藤 本 安 亮 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター  

 工学計測標準研究部門 流量計試験技術グループ 

  〃    島 田 正 樹 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター  

 工学計測標準研究部門 型式承認技術グループ 

  〃    篠 倉 博 之 一般社団法人 日本ガス協会 技術部 設備技術G 

  〃    浅 田 昭 治 大阪ガス株式会社 設備部メーター企画チーム 

  〃    鈴 木   守 東京ガス株式会社 基盤技術部スマートシステム研究開発センター

課長 

  〃    西 口 一 弘  東邦ガス株式会社 商品開発部技術グループ 次長 

  〃    大 岩   彰 日本ガスメーター工業会 事務局長 
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委  員  中 田 幹 夫 経済産業省 産業技術環境局 計量行政室 室長補佐 

  〃    西 川 一 夫 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター  

工学計測標準研究部門 流量計試験技術グループ 

  〃    島 田 正 樹 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター  

 工学計測標準研究部門 型式承認技術グループ 

  〃    都 丸   敦 東京都水道局 貯水槽水道対策担当課長 

  〃    八 木 賢 二 横浜市水道局給水サービス部 給水維持課 水道メーター係長 

  〃    若 林 武 夫 公益社団法人 日本水道協会 工務部規格課長 

  〃    安 西 正 憲 アズビル株式会社 AAC IAP開発部 3グループ課長代理 

  〃    大 塚 謙太郎 アズビル金門株式会社 製品開発部 開発第1グループ 

マネージャー 

 〃    川 瀬 政 樹 大豊機工株式会社 公共システム部次長 

  〃    垣 本 憲 一 柏原計器工業株式会社 取締役工場長 

  〃    吉 村 紀 之 島津システムソリューションズ株式会社 技術部課長 

  〃    和 泉 正 史 株式会社 西部水道機器製作所 代表取締役 

  〃    樋 口 隆 司 株式会社 東芝 計測制御機器部 計測機器開発担当主務 

  〃    信 長 章 夫 株式会社 Toshin 代表取締役会長 

  〃    唐 澤 進太郎 東洋計器株式会社 水道事業部長 

  〃    藤 田 保 盛 株式会社 阪神計器製作所 品質管理課長 

  〃    田 邊 誠 司 横河電機株式会社 IAプラットフォーム プロダクト事業センター 

 流量計部 製品開発1課マネージャー 

(15) ガスメーター作業委員会 

委 員 長  吉 村 成 一 日本ガスメーター工業会 技術委員長 

 愛知時計電機株式会社 ガス機器製造部 部長 

委  員  中 田 幹 夫 経済産業省 産業技術環境局 計量行政室 室長補佐 

 〃    藤 本 安 亮 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター  

 工学計測標準研究部門 流量計試験技術グループ 

  〃    島 田 正 樹 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター  

 工学計測標準研究部門 型式承認技術グループ 

  〃    篠 倉 博 之 一般社団法人 日本ガス協会 技術部 設備技術G 

  〃    浅 田 昭 治 大阪ガス株式会社 設備部メーター企画チーム 

  〃    鈴 木   守 東京ガス株式会社 基盤技術部スマートシステム研究開発センター

課長 

  〃    西 口 一 弘  東邦ガス株式会社 商品開発部技術グループ 次長 

  〃    大 岩   彰 日本ガスメーター工業会 事務局長 

委  員  石 関   淳 アズビル金門株式会社 開発本部 製品開発部 

開発第2グループ グループマネージャー 

  〃    田 村 逸 朗 関西ガスメータ株式会社 常務取締役 

  〃    石 谷   聡 株式会社 竹中製作所 技術部課長 

  〃    岩 尾 健 司 日立オートモティブシステムズメジャメント株式会社 設計部 

  〃    寺 西   豊 東洋ガスメーター株式会社 技術開発部メーター設計グループ 

次長 

  〃    秋 山 博 和 東洋計器株式会社 取締役技監 

  〃    川 島   定 矢崎エナジーシステム株式会社 ガス機器事業部  

ガス機器開発センター 第一開発部 第11チーム リーダー 

(16) 燃料油メーター作業委員会 

委 員 長  佐々木 雅 雄 株式会社 タツノ 設計部 部長 

委  員  安 藤 弘 二 経済産業省 産業技術環境局 計量行政室 計量技術専門職 

  〃    戸 田 邦 彦 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター 

 工学計測標準研究部門 流量計試験技術グループ 

  〃    島 田 正 樹 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター  

 工学計測標準研究部門 型式承認技術グループ 

  〃    大 羽 将 之 神奈川県産業技術センター計量検定所 指導グループ副技幹 

  〃    石 井 弘 一 全国石油商業組合連合会 業務グループチームリーダー 

  〃    森   和 久 愛知時計電機株式会社 R&D本部 本部長 

  〃    渡 邉 正 一 株式会社 オーバル マーケティング部課長 

  〃    小 俣 光 男 コモタ株式会社 経営管理部人事マネージャー 

  〃    阿 部   繁 日立オートモティブシステムズメジャメント株式会社 主任技師 

  〃    國 下   健 株式会社 富永製作所 設計部 設計1課 係長 

  〃    塩 見 友 康 日東精工株式会社 制御システム事業部 設計課課長 

  〃    永 良 信 和 株式会社 ホクセイ 技術部部長 

(17) 積算熱量計作業委員会 

委  員   中 田 幹 夫 経済産業省 産業技術環境局 計量行政室 室長補佐 

  〃    神 長   亘 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター 

 工学計測標準研究部門 流量計試験技術グループ長 

  〃    島 田 正 樹 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター  

 工学計測標準研究部門 型式承認技術グループ 

  〃    三 輪 和 弘 愛知時計電機株式会社 生産本部水機器製造部 

 副部長/技術課長  
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委  員   荒 木 敏 文 アズビル金門株式会社 製品開発部 

 開発第2グループ マネジャー 

(18) 圧縮燃料ガス計量システム作業委員会 

委 員 長  大 滝   勉 株式会社 タツノ 設計部 専任部長 

委  員  川 端 尚 志 経済産業省 産業技術環境局 計量行政室 室長補佐 

  〃    安 藤 弘 二 経済産業省 産業技術環境局 計量行政室 計量技術専門職 

  〃    岡 田 有 加 経済産業省 産業技術環境局 計量行政室 

  〃    森 岡 敏 博 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター 

工学計測標準研究部門 気体流量標準研究グループ長 

  〃    戸 田 邦 彦 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター 

 工学計測標準研究部門 流量計試験技術グループ 

  〃    島 田 正 樹 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター  

 工学計測標準研究部門 型式承認技術グループ 

  〃    金 子 大 樹 一般社団法人 日本ガス協会 天然ガス自動車室 係長 

  〃    小 林 誠 司 株式会社 オーバル 技術部技術一グループ 課長 

  〃    高 本 正 樹 東京計装株式会社 取締役 技術本部長  

  〃    樋 口 裕 治 日立オートモティブシステムズメジャメント株式会社 設計部 

(19) 質量計作業委員会 

委 員 長  三 倉 伸 介 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター  

 工学計測標準研究部門 質量計試験技術グループ長 

委  員  安 藤 弘 二 経済産業省 産業技術環境局 計量行政室 計量技術専門職 

  〃    植 木 正 明 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター 

 工学計測標準研究部門 質量標準研究グループ 

  〃    大 谷 怜 志 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター 

 工学計測標準研究部門 質量計試験技術グループ 

  〃    長 野 智 博 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター  

 工学計測標準研究部門 型式承認技術グループ 

  〃    松 本   毅 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター 

 計量標準普及センター 国際計量室／法定計量管理室 総括主幹 

  〃    中 村   匠 東京都計量検定所 検定課 課長代理 

  〃    高 尾 明 寿 一般財団法人 日本品質保証機構 計量計測センター 計量計測部 

 熱･力学計測課課長 

  〃    松 岡 利 幸 アンリツインフィビス株式会社 開発本部第1開発部 

 プロジェクトチーム マネージャー 

  〃    田 尻 祥 子 株式会社 イシダ 技術部 技術統括室 担当課長 
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委  員   荒 木 敏 文 アズビル金門株式会社 製品開発部 

 開発第2グループ マネジャー 

(18) 圧縮燃料ガス計量システム作業委員会 

委 員 長  大 滝   勉 株式会社 タツノ 設計部 専任部長 

委  員  川 端 尚 志 経済産業省 産業技術環境局 計量行政室 室長補佐 

  〃    安 藤 弘 二 経済産業省 産業技術環境局 計量行政室 計量技術専門職 

  〃    岡 田 有 加 経済産業省 産業技術環境局 計量行政室 

  〃    森 岡 敏 博 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター 

工学計測標準研究部門 気体流量標準研究グループ長 

  〃    戸 田 邦 彦 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター 

 工学計測標準研究部門 流量計試験技術グループ 

  〃    島 田 正 樹 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター  

 工学計測標準研究部門 型式承認技術グループ 

  〃    金 子 大 樹 一般社団法人 日本ガス協会 天然ガス自動車室 係長 

  〃    小 林 誠 司 株式会社 オーバル 技術部技術一グループ 課長 

  〃    高 本 正 樹 東京計装株式会社 取締役 技術本部長  

  〃    樋 口 裕 治 日立オートモティブシステムズメジャメント株式会社 設計部 

(19) 質量計作業委員会 

委 員 長  三 倉 伸 介 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター  

 工学計測標準研究部門 質量計試験技術グループ長 

委  員  安 藤 弘 二 経済産業省 産業技術環境局 計量行政室 計量技術専門職 

  〃    植 木 正 明 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター 

 工学計測標準研究部門 質量標準研究グループ 

  〃    大 谷 怜 志 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター 

 工学計測標準研究部門 質量計試験技術グループ 

  〃    長 野 智 博 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター  

 工学計測標準研究部門 型式承認技術グループ 

  〃    松 本   毅 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター 

 計量標準普及センター 国際計量室／法定計量管理室 総括主幹 

  〃    中 村   匠 東京都計量検定所 検定課 課長代理 

  〃    高 尾 明 寿 一般財団法人 日本品質保証機構 計量計測センター 計量計測部 

 熱･力学計測課課長 

  〃    松 岡 利 幸 アンリツインフィビス株式会社 開発本部第1開発部 

 プロジェクトチーム マネージャー 

  〃    田 尻 祥 子 株式会社 イシダ 技術部 技術統括室 担当課長 

委  員  石 井 哲 生 株式会社 エー･アンド･デイ 第1設計開発本部 第1部次長 

  〃    岩 井 誠 司 鎌長製衡株式会社 計量システム部 統括部長 

  〃    瀬 川 浩 一 株式会社 クボタ 精密機器技術部長 

  〃    飯 塚 淳 史 株式会社 島津製作所 分析計測事業部  

 天びんビジネスユニット長 

  〃    和 田 俊 之 株式会社 寺岡精工 知的財産規格部課長 

  〃    村 上   昇 株式会社 村上衡器製作所 代表取締役社長 

  〃    宮 本   功 大和製衡株式会社 生産技術本部 研究開発部 部長 

(20) 自動はかり等作業委員会 

委 員 長  三 倉 伸 介 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター  

 工学計測標準研究部門 質量計試験技術グループ長 

委  員  安 藤 弘 二 経済産業省 産業技術環境局 計量行政室 計量技術専門職 

  〃    大 谷 怜 志 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター  

 工学計測標準研究部門 質量計試験技術グループ 

  〃    長 野 智 博 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター  

 工学計測標準研究部門 型式承認技術グループ 

  〃    高 橋   豊 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター  

 工学計測標準研究部門 計量器試験技術グループ 

  〃    大 野 浩 一 一般財団法人 日本穀物検定協会 関東支部 検査課 

  〃    金 井 一 榮 金井計量管理事務所 計量士 

  〃    高 尾 明 寿 一般財団法人 日本品質保証機構 計量計測センター 計量計測部  

熱･力学計測課課長 

  〃     松 岡 利 幸 アンリツインフィビス株式会社 開発本部第1開発部 

 プロジェクトチーム マネージャー 

  〃    田 尻 祥 子 株式会社 イシダ 技術部 技術統括室 担当課長 

  〃    石 野 浩 一 鎌長製衡株式会社 機械システム部 設計課長 

  〃    瀬 川 浩 一 株式会社 クボタ 精密機器技術部長 

  〃    村 井 茂 夫 JFEアドバンテック株式会社 計量事業部 第１技術部長 

  〃    和 田 俊 之 株式会社 寺岡精工 知的財産規格部課長 

  〃    宮 本   功 大和製衡株式会社 生産技術本部 研究開発部 部長 

 (21) 質量計用ロードセル作業委員会 

委 員 長  廣 瀬 明 生 大和製衡株式会社 生産技術本部 研究開発部 センシング技術課 

委  員  安 藤 弘 二 経済産業省 産業技術環境局 計量行政室 計量技術専門職 

  〃    三 倉 伸 介 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター  

 工学計測標準研究部門 質量計試験技術グループ長 
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委  員  薊   裕 彦 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター  

 工学計測標準研究部門 質量計試験技術グループ 

  〃    孫   建 新 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター  

 工学計測標準研究部門 質量標準研究グループ 

  〃    長 野 智 博 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター  

 工学計測標準研究部門 型式承認技術グループ 

  〃    高 尾 明 寿 一般財団法人 日本品質保証機構 計量計測センター  

 計量計測部熱･力学計測課課長 

  〃    田 尻 祥 子 株式会社 イシダ 技術部 技術統括室 担当課長 

  〃    三 昌 洋 一 株式会社 エー･アンド･デイ 機械設計本部7部71課課長 

  〃    栗 田   聡 株式会社 クボタ 精密機器技術部計量開発グループ長 

  〃    冨 高 禎 彦 JFEアドバンテック株式会社 計量事業部開発部部長 

  〃    池 島   俊 新光電子株式会社 執行役員 技術部部長 

  〃    和 田 俊 之 株式会社 寺岡精工 知的財産規格部課長 

  〃    室 橋   章 ミネベアミツミ株式会社  

センシングデバイス事業部システム技術部 

 トランスデューサ技術課主査 

(22) 電力量計等作業委員会 

委 員 長  加曽利 久 夫 日本電気計器検定所 検定管理部長 

委  員  伊 藤 弘 幸 経済産業省 資源エネルギー庁 電力･ガス事業部 政策課 

 電力産業・市場室 室長補佐 

 〃    佐 藤 優 希 経済産業省 資源エネルギー庁 電力・ガス事業部 政策課 

電力産業・市場室  

  〃    福 崎 知 子 国立研究開発法人産業技術総合研究所 計量標準総合センター 

 計量標準普及センター 法定計量管理室  

  〃    森   成 人 電気事業連合会 工務部副長 

  〃    中 丸 晃 男 コニカミノルタ株式会社 センシング事業部 品質保証部部長 

 〃    松 田 亘 弘 パナソニック株式会社 パワー機器ビジネスユニット 

新事業推進部 課長 

  〃    手 塚 政 俊 日本電気計器検定所 検定管理部検定管理グループマネージャー 

  〃    浜 下 雅 之 日本電気計器検定所 標準部校正サービスグループ 

 マネージャー 

  〃    片 岡 紳 一 日本電気計器検定所 検定管理部型式試験グループ 

 マネージャー 
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委  員  薊   裕 彦 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター  

 工学計測標準研究部門 質量計試験技術グループ 

  〃    孫   建 新 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター  

 工学計測標準研究部門 質量標準研究グループ 

  〃    長 野 智 博 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター  

 工学計測標準研究部門 型式承認技術グループ 

  〃    高 尾 明 寿 一般財団法人 日本品質保証機構 計量計測センター  

 計量計測部熱･力学計測課課長 

  〃    田 尻 祥 子 株式会社 イシダ 技術部 技術統括室 担当課長 

  〃    三 昌 洋 一 株式会社 エー･アンド･デイ 機械設計本部7部71課課長 

  〃    栗 田   聡 株式会社 クボタ 精密機器技術部計量開発グループ長 

  〃    冨 高 禎 彦 JFEアドバンテック株式会社 計量事業部開発部部長 

  〃    池 島   俊 新光電子株式会社 執行役員 技術部部長 

  〃    和 田 俊 之 株式会社 寺岡精工 知的財産規格部課長 

  〃    室 橋   章 ミネベアミツミ株式会社  

センシングデバイス事業部システム技術部 

 トランスデューサ技術課主査 

(22) 電力量計等作業委員会 

委 員 長  加曽利 久 夫 日本電気計器検定所 検定管理部長 

委  員  伊 藤 弘 幸 経済産業省 資源エネルギー庁 電力･ガス事業部 政策課 

 電力産業・市場室 室長補佐 

 〃    佐 藤 優 希 経済産業省 資源エネルギー庁 電力・ガス事業部 政策課 

電力産業・市場室  

  〃    福 崎 知 子 国立研究開発法人産業技術総合研究所 計量標準総合センター 

 計量標準普及センター 法定計量管理室  

  〃    森   成 人 電気事業連合会 工務部副長 

  〃    中 丸 晃 男 コニカミノルタ株式会社 センシング事業部 品質保証部部長 

 〃    松 田 亘 弘 パナソニック株式会社 パワー機器ビジネスユニット 

新事業推進部 課長 

  〃    手 塚 政 俊 日本電気計器検定所 検定管理部検定管理グループマネージャー 

  〃    浜 下 雅 之 日本電気計器検定所 標準部校正サービスグループ 

 マネージャー 

  〃    片 岡 紳 一 日本電気計器検定所 検定管理部型式試験グループ 

 マネージャー 

(23) 音響振動計量器作業委員会 
委 員 長  堀 内 竜 三 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター 
 分析計測標準研究部門 音響超音波標準研究グループ長 
委  員  中 田 幹 夫 経済産業省 産業技術環境局 計量行政室 室長補佐 
  〃    大 田 明 博 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 工学計測標準研究部門  
 工学計測標準研究部門 総括研究主幹 

〃    伊 藤   武 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター  
 工学計測標準研究部門 型式承認技術グループ長 
  〃    堀 越   努 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター 
 工学計測標準研究部門 計量器試験技術グループ 
 〃    振 原   崇 一般財団法人 日本品質保証機構 計量計測センター 

 計器検定課 主幹 
  〃    平     寛 一般財団法人 日本品質保証機構 計量計測センター 
 計器検定課 副主査 
  〃    髙 澤 淳 之 株式会社 小野測器 品質保証グループ 技師長 
  〃    大 屋 正 晴 リオン株式会社 事業企画部担当課長 

(24) 放射線計量器作業委員会 
委 員 長  齋 藤 則 生 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター 
 分析計測標準研究部門 副研究部門長 

（計量標準普及センター国際計量室長） 
委  員  柚 木   彰 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター 
 分析計測標準研究部門 放射能中性子標準研究グループ長 
  〃    吉 澤 道 夫 国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構  

原子力科学研究部門 原子力科学研究所 放射線管理部 部長 
  〃    小 嶋 拓 治 ビームオペレーション株式会社 代表取締役社長 
  〃    高 島   誠 一般財団法人 日本品質保証機構 計量計測センター 計量計測部 
 電子計測課 主査 

(25) 環境・分析計量器作業委員会 
委 員 長  井 原 俊 英 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター 
 物質計測標準研究部門 総括研究主幹 
委  員  石 田 宏 美 経済産業省 産業技術環境局 計量行政室 

〃    三 浦   勉 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター  
 物質計測標準研究部門 無機標準研究グループ長 

〃    黒 岩 貴 芳 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター 
 計量標準普及センター 標準物質認証管理室長  

（物質計測標準研究部門 環境標準研究グループ） 
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委  員  分 領 信 一 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター  

 工学計測標準研究部門 型式承認技術グループ 

  〃    松 本   毅 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター 

 計量標準普及センター 国際計量室／法定計量管理室 総括主幹 

〃    岡 澤   剛 独立行政法人 製品評価技術基盤機構 認定センター 

 計画課 参事官 

  〃    上 原 伸 二 一般財団法人 化学物質評価研究機構 東京事業所 化学標準部 

 技術第一課長 

  〃    別 府 健 司 一般財団法人 日本品質保証機構 計量計測センター 計量計測部 

 計器検定課 主幹 

  〃    中 川 勝 博  株式会社 島津製作所 分析計測事業部 

グローバルマーケティング部 

  〃    関 口 和 弘 一般社団法人 日本環境測定分析協会 副会長 

  〃    井 上 賢 一 一般社団法人 日本電気計測器工業会 政策課題グループ 部長 

  〃    松 浦 義 和 一般社団法人 日本分析機器工業会 専務理事 

〃    板 橋 亨 久 株式会社 島津製作所 分析計測事業部 環境ビジネスユニット 

 ガスグループ グループ長 

  〃    羽毛田   靖 東亜ディーケーケー株式会社 分析技術部専任次長 

  〃    坂 中 正 雄 富士電機システムズ株式会社 環境ソリューション事業部 

 計測機器技術部 主査 

〃    小 林 剛 士 株式会社 堀場製作所 環境・プロセス事業戦略室マネージャー 

幹  事  近 藤   宏  一般社団法人 日本分析機器工業会 総務グループ長 

 (26) 水分・タンパク計作業委員会 

委 員 長  松 本   毅 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準管理センター 

 計量標準普及センター 国際計量室／法定計量管理室 総括主幹 

委  員  沼 田 雅 彦 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター 

 物質計測標準研究部門 有機基準物質研究グループ長 

  〃    戸 田 邦 彦 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター  

 工学計測標準研究部門 流量計試験技術グループ 

  〃    高 尾 明 寿 一般財団法人 日本品質保証機構 計量計測センター 計量計測部 

 熱･力学計測課課長 

  〃    沓 掛 文 夫 株式会社 ケツト科学研究所 技術部顧問 

  〃    石 突 裕 樹 株式会社 サタケ 技術本部 選別・計測グループ  

計測チームリーダー 

  〃    森   静 一 株式会社 ジェイ･サイエンス東日本 企画開発部長 
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委  員  分 領 信 一 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター  

 工学計測標準研究部門 型式承認技術グループ 

  〃    松 本   毅 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター 

 計量標準普及センター 国際計量室／法定計量管理室 総括主幹 

〃    岡 澤   剛 独立行政法人 製品評価技術基盤機構 認定センター 

 計画課 参事官 

  〃    上 原 伸 二 一般財団法人 化学物質評価研究機構 東京事業所 化学標準部 

 技術第一課長 

  〃    別 府 健 司 一般財団法人 日本品質保証機構 計量計測センター 計量計測部 

 計器検定課 主幹 

  〃    中 川 勝 博  株式会社 島津製作所 分析計測事業部 

グローバルマーケティング部 

  〃    関 口 和 弘 一般社団法人 日本環境測定分析協会 副会長 

  〃    井 上 賢 一 一般社団法人 日本電気計測器工業会 政策課題グループ 部長 

  〃    松 浦 義 和 一般社団法人 日本分析機器工業会 専務理事 

〃    板 橋 亨 久 株式会社 島津製作所 分析計測事業部 環境ビジネスユニット 

 ガスグループ グループ長 

  〃    羽毛田   靖 東亜ディーケーケー株式会社 分析技術部専任次長 

  〃    坂 中 正 雄 富士電機システムズ株式会社 環境ソリューション事業部 

 計測機器技術部 主査 

〃    小 林 剛 士 株式会社 堀場製作所 環境・プロセス事業戦略室マネージャー 

幹  事  近 藤   宏  一般社団法人 日本分析機器工業会 総務グループ長 

 (26) 水分・タンパク計作業委員会 

委 員 長  松 本   毅 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準管理センター 

 計量標準普及センター 国際計量室／法定計量管理室 総括主幹 

委  員  沼 田 雅 彦 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター 

 物質計測標準研究部門 有機基準物質研究グループ長 

  〃    戸 田 邦 彦 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター  

 工学計測標準研究部門 流量計試験技術グループ 

  〃    高 尾 明 寿 一般財団法人 日本品質保証機構 計量計測センター 計量計測部 

 熱･力学計測課課長 

  〃    沓 掛 文 夫 株式会社 ケツト科学研究所 技術部顧問 

  〃    石 突 裕 樹 株式会社 サタケ 技術本部 選別・計測グループ  

計測チームリーダー 

  〃    森   静 一 株式会社 ジェイ･サイエンス東日本 企画開発部長 

委  員  鈴 木 康 志 株式会社 島津製作所 分析計測事業部 

 グローバルアプリケーション開発センター 

光・観察グループ マネージャー 

  〃    瀧 川 隆 介 株式会社 チノー 技術開発センター 第2開発室 室長 

  〃    長谷川 勝 二 日本分光株式会社 品質保証部 次長 

  〃    近 藤   宏  一般社団法人 日本分析機器工業会 総務グループ長 

(27) 呼気試験機作業委員会 

委 員 長  上 原 伸 二 一般財団法人 化学物質評価研究機構 東京事業所 化学標準部 

 技術第一課長 

委  員  岡 田 有 加 経済産業省 産業技術環境局 計量行政室 

  〃    下 坂 琢 哉 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター 

 物質計測標準研究部門 ガス･湿度標準研究グループ長 

  〃    松 本   毅 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター 

 計量標準普及センター 国際計量室／法定計量管理室 総括主幹 

  〃    久保田 利 雄 一般財団法人 日本品質保証機構 計量計測センター 計量計測部 

 計器検定課長 

  〃    近 藤   宏  一般社団法人 日本分析機器工業会 総務グループ長 

  〃    畑   慎 一 光明理化学工業株式会社 開発技術部 課長 

  〃    望 月   計 株式会社 タニタ LS事業部企画課 課長 

  〃    杉 本 哲 也 東海電子株式会社 専務取締役 

 〃    瓜 田  貴 フィガロ技研株式会社 開発部 ユニット開発課 

アシスタントマネージャー 

 (28) 医療用計量器作業委員会 

委 員 長  松 浦 義 和 一般社団法人 日本分析機器工業会 専務理事 

委  員  中 田 幹 夫 経済産業省 産業技術環境局 計量行政室 室長補佐 

  〃    森 中 泰 章 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター  

 工学計測標準研究部門 計量器試験技術グループ長 

  〃    伊 藤   武 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター  

 工学計測標準研究部門 型式承認技術グループ長 

  〃    遠 藤   健 独立行政法人 医薬品医療機器総合機構 規格基準部  

 医療機器基準課 主任専門員 

  〃    白 井 正一郎 公益社団法人 日本眼科医会 副会長 

  〃    石 塚 繁 廣 株式会社 エー・アンド・デイ ME事業本部開発1課長 

  〃    村 田 和 春 株式会社 エー・アンド・デイ 第3設計開発本部 第2部  
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委  員  市 川   勉 オムロンヘルスケア株式会社 CS統轄部許認可部 

 技術規格管理グループ 

  〃    藤 田 安 生 オムロンヘルスケア株式会社 生体計測機器開発部マネージャー 

    〃    中 西   孝 シチズン・システムズ株式会社 品質保証部製品保証課 

  〃    小 林   勇  シチズン・システムズ株式会社 開発センター開発四課 

  〃    服 部   真 ジャパンフォーカス株式会社 業務推進部 

〃    阿 部 隆 士 株式会社 タカギセイコー 技術部技術課 

〃    山 田   秀 株式会社 テイエムアイ 代表取締役社長 

〃    築 田 克 美  テルモ株式会社 ホスピタルカンパニーME開発部 研究員  

〃    栗 尾   勝 テルモ株式会社 MEセンター上席主任研究員 

 〃    丸 山 弘 毅 株式会社 トプコン アイケア開発技術部 アイケア製品開発課 

               エキスパート 

 〃    臼 田 孝 史 日本光電工業株式会社 生体情報技術センタバイタルセンサ部 

 2課長 

〃    山 口 徳 芳 株式会社 はんだや 技術部長  

  〃    小 林   忍 フクダ電子株式会社 生産本部課長 

  〃    阪 口 雅 章 森下仁丹株式会社 資材購買部主幹 
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委  員  市 川   勉 オムロンヘルスケア株式会社 CS統轄部許認可部 

 技術規格管理グループ 

  〃    藤 田 安 生 オムロンヘルスケア株式会社 生体計測機器開発部マネージャー 

    〃    中 西   孝 シチズン・システムズ株式会社 品質保証部製品保証課 

  〃    小 林   勇  シチズン・システムズ株式会社 開発センター開発四課 

  〃    服 部   真 ジャパンフォーカス株式会社 業務推進部 

〃    阿 部 隆 士 株式会社 タカギセイコー 技術部技術課 

〃    山 田   秀 株式会社 テイエムアイ 代表取締役社長 

〃    築 田 克 美  テルモ株式会社 ホスピタルカンパニーME開発部 研究員  

〃    栗 尾   勝 テルモ株式会社 MEセンター上席主任研究員 

 〃    丸 山 弘 毅 株式会社 トプコン アイケア開発技術部 アイケア製品開発課 

               エキスパート 

 〃    臼 田 孝 史 日本光電工業株式会社 生体情報技術センタバイタルセンサ部 

 2課長 

〃    山 口 徳 芳 株式会社 はんだや 技術部長  

  〃    小 林   忍 フクダ電子株式会社 生産本部課長 

  〃    阪 口 雅 章 森下仁丹株式会社 資材購買部主幹 

 
 

第２章 水素燃料計量システムに関する国際標準化事業 
2.1 事業目的及び実施内容 

先進各国では、エネルギー安定供給確保及び地球温暖化防止の観点から精力的に燃料電池自動車

（FCV）の開発・普及を進めている。我が国においても、FCVの本格的な普及を進めるにあたり、

水素ステーションにおける水素燃料取引に使用される計量器で適正計量が行われることは、取引当事

者間、とりわけ消費者保護の観点から必要不可欠である。このため、我が国の最新の研究・技術開発

成果をもとにとりまとめたJIS B 8576「水素燃料計量システム－自動車充塡用」及び本事業の初年

度（平成28年度）の成果に基づき、CDの作成や国際会議等を通じた各国意見の取りまとめなどの国

際標準化を実施した。 

【事業の進捗状況】 

(2017年) 

3月31日 R139-1&2 の1WDを作成し、プロジェクト・グループに対してオンライン

（PG Workspace）による任意のコメント提出を求めた（回答期限 

2017/04/30）。 

5月24日  R139-1&2&3 の1CDを作成し、プロジェクト・グループに対してオンライ

ン（PG Workspace）によるコメント提出を求めた（回答期限 2017/08/28）。 

9月18日~20日   国際会議＠蘭・デルフト 

         ※1CDへの各国意見への対応が検討され、2CDを作成することとなった。 

11月16日 R139-1&2&3 の2CDを作成し、プロジェクト・グループに対してオンライ

ン（PG Workspace）による投票及びコメント提出を求めた（回答期限 

2018/02/16）。 

(2018年) 

3月14日   CIML Preliminary ballotの開始（３ヶ月） 

 
2.2 委員会活動 

2.2.1 水素燃料計量システム国内委員会 

(1) 活動の概要 

今年度は委員会を4回開催し、今年度の水素燃料計量システムに係る活動方針等について審議

したほか、R139改定内容及び国際会議について報告を行った。 

(2) 委員会の開催状況 

1) 第1回水素燃料計量システム国内委員会 

日時：2017年5月11日（木）14時～15時30分 

場所：経済産業省別館1階103、105共用会議室 

議題： ①国内委員会及び国内WG委員名簿案について 
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 ②全体スケジュールについて 

    ③WDへの各国コメントについて 

 ④1CD作成について 

 ⑤高精度性能評価方法の開発について 

審議事項： 

国内委員会及び国内WG委員構成、今年度の事業活動（全体計画及び研究開発計画）並

びにWDへの各国コメント、1CD作成状況及び高精度性能評価方法の開発の説明があり、こ

れを承認した。 

2) 「第2回水素燃料計量システム国内委員会」及び「第2回水素燃料計量システム国内WG」

合同会合 

日時：2017年9月5日（火）14時～14時30分 （委員会部分） 

場所：グランドヒル市ヶ谷 西館「ペガサス」 

議題： ①R139 1CDへの各国コメントについて 

 ②国際会議への対処方針について 

    ③高精度性能評価方法の開発について 

 審議事項： 

R139 1CDへの各国コメント、国際会議への対処方針について資料を基に説明があり、

これを承認した。また、産総研の研究開発の状況について報告した。 

3) 第3回水素燃料計量システム国内委員会 

日時：2017年12月14日（木）14時～15時45分 

場所：経済産業省 別館 626会議室 

議題： ①TC8/SC7/p7 第2回国際会議（デルフト）報告について 

    ②国内WGの活動報告 

 ③R139 2CDについて 

 ④今後のスケジュールついて 

 ⑤その他 

審議事項： 

9月に蘭・デルフトで開催されたTC8/SC7/p7 第2回国際会議、国内WGの活動報告、

R139 2CDの改定状況、今後のスケジュールについて説明があり、これを承認した。 

また、中西委員から水素燃料計量システムの評価試験技術について紹介が行われた。 

4) 「第4回水素燃料計量システム国内委員会」及び「第4回水素燃料計量システム国内WG」

合同会合 

日時：2018年2月27日（水）14時～16時 

場所：経済産業省 別館 626会議室 
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 ②全体スケジュールについて 

    ③WDへの各国コメントについて 

 ④1CD作成について 

 ⑤高精度性能評価方法の開発について 

審議事項： 

国内委員会及び国内WG委員構成、今年度の事業活動（全体計画及び研究開発計画）並

びにWDへの各国コメント、1CD作成状況及び高精度性能評価方法の開発の説明があり、こ

れを承認した。 

2) 「第2回水素燃料計量システム国内委員会」及び「第2回水素燃料計量システム国内WG」

合同会合 

日時：2017年9月5日（火）14時～14時30分 （委員会部分） 

場所：グランドヒル市ヶ谷 西館「ペガサス」 

議題： ①R139 1CDへの各国コメントについて 

 ②国際会議への対処方針について 

    ③高精度性能評価方法の開発について 

 審議事項： 

R139 1CDへの各国コメント、国際会議への対処方針について資料を基に説明があり、

これを承認した。また、産総研の研究開発の状況について報告した。 

3) 第3回水素燃料計量システム国内委員会 

日時：2017年12月14日（木）14時～15時45分 

場所：経済産業省 別館 626会議室 

議題： ①TC8/SC7/p7 第2回国際会議（デルフト）報告について 

    ②国内WGの活動報告 

 ③R139 2CDについて 

 ④今後のスケジュールついて 

 ⑤その他 

審議事項： 

9月に蘭・デルフトで開催されたTC8/SC7/p7 第2回国際会議、国内WGの活動報告、

R139 2CDの改定状況、今後のスケジュールについて説明があり、これを承認した。 

また、中西委員から水素燃料計量システムの評価試験技術について紹介が行われた。 

4) 「第4回水素燃料計量システム国内委員会」及び「第4回水素燃料計量システム国内WG」

合同会合 

日時：2018年2月27日（水）14時～16時 

場所：経済産業省 別館 626会議室 

 
 

    議題：①R139 2CDへの各国コメントについて 

       ②高精度性能評価方法の開発について 

審議事項： 

 R139 2CDへの各国コメントについて検討を行った。 

また、産総研の研究開発状況について報告があった。 

 
2.2.2 水素燃料計量システム国内WG 

(1) 活動の概要 

今年度は国内WGを4回開催し、R139 1CD及び2CD並びにWD、1CD及び2CDへの各国コメ

ントへの対応について検討を行った。 

(2) 委員会の開催状況 

1) 第1回水素燃料計量システム国内WG 

日時：2017年5月8日（月）14時～17時 

場所：経済産業省 別館1階 103会議室 

議題： ①全体スケジュールについて 

    ②WDへの各国コメントについて 

   ③1CD作成について 

審議事項： 

 全体スケジュールについて説明があった。また、WDへの各国コメント及び1CDについ

て検討を行った。 

2) 「第2回水素燃料計量システム国内委員会」及び「第2回水素燃料計量システム国内WG」 

  合同会合 

日時：2017年9月5日（火）14時45分～17時 （WG部分） 

場所：グランドヒル市ヶ谷 西館「ペガサス」 

議題： ①R139 1CDへの各国コメントについて 

審議事項： 

 R139 1CDへの各国コメントについて、共同議長である蘭と一緒に日本意見を記載した。 

3) 第3回水素燃料計量システム国内WG 

日時：2017年12月11日（月）14時～15時 

場所：経済産業省 別館 626会議室 

議題： ①TC8/SC7/p7 第2回国際会議（デルフト）報告について 

 ②R139 2CDについて 

③今後のスケジュールについて 

審議事項： 
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9月に蘭・デルフトで開催されたTC8/SC7/p7 第2回国際会議、R139 2CDの改定状況、

今後のスケジュールについて説明があり、これを承認した。 

4) 「第4回水素燃料計量システム国内委員会」及び「第4回水素燃料計量システム国内WG」

合同会合 

※前述の委員会と同じ。 

2.3 国際会議 

2.3.1 R139改定の会議 

 期間：2017年9月18日～20日  

 場所：VSL（蘭・デルフト） 

 日本からの出席者： NMIJ高辻利之（Co-convener），寺尾吉哉， 

METI 川端尚志，川原英彰， 

タツノ 大滝勉， 

日立オートモティブシステムズメジャメント 櫻井茂 
主要な決定事項： 
〇Accuracy class 
現在の案は使用中検定の MPE を使って Class 2, 3, 5 としているが、初期検定の値を使って

Class 1.5, 2, 4とすることになった。日本のJISと矛盾が生じるが、既に市場に出ている装置

はないということで了解した。 
〇Lifetime estimate 
可動部分のない流量計は耐久試験を免除する件について、免除する条件としてメーカによる

Lifetime estimate の提出が要求されている。その具体的な内容について議論し、実際に実験

を行った結果を要求するものではないことを確認した。そのため evidence という用語は使わ

ない。 
〇Table 8 
どのような試験を行うかについてまとめた Table 8 が複雑であり、さらに間違いがあるという

ことで細かい議論を行い、合意した。 
〇脱圧ロス 
日本と欧米で扱いの違いがある。日本は最大量を見積もって全てスタンドが負担する。欧米は

平均値あるいは実測値で差し引く。その扱いは各国の規制当局に任せるべきものであり、具体

的な内容は記さない。 
 
国際会議のDraft Agendaを巻末資料４、出席者リストを巻末資料５、英文議事録を巻末資料

６に示す。 

 
2.4  今後の予定： 
・2018年3月中旬 CIML Preliminary ballotの開始（3ヶ月） 
・2018年7月初旬 CIMLへ最終文書案提出（CIMLの3ヶ月前） 
・2018年10月 CIMLで最終投票 

 

 

－ 28 －



 
 

9月に蘭・デルフトで開催されたTC8/SC7/p7 第2回国際会議、R139 2CDの改定状況、

今後のスケジュールについて説明があり、これを承認した。 

4) 「第4回水素燃料計量システム国内委員会」及び「第4回水素燃料計量システム国内WG」

合同会合 

※前述の委員会と同じ。 

2.3 国際会議 

2.3.1 R139改定の会議 

 期間：2017年9月18日～20日  

 場所：VSL（蘭・デルフト） 

 日本からの出席者： NMIJ高辻利之（Co-convener），寺尾吉哉， 

METI 川端尚志，川原英彰， 

タツノ 大滝勉， 

日立オートモティブシステムズメジャメント 櫻井茂 
主要な決定事項： 
〇Accuracy class 
現在の案は使用中検定の MPE を使って Class 2, 3, 5 としているが、初期検定の値を使って

Class 1.5, 2, 4とすることになった。日本のJISと矛盾が生じるが、既に市場に出ている装置

はないということで了解した。 
〇Lifetime estimate 
可動部分のない流量計は耐久試験を免除する件について、免除する条件としてメーカによる

Lifetime estimate の提出が要求されている。その具体的な内容について議論し、実際に実験

を行った結果を要求するものではないことを確認した。そのため evidence という用語は使わ

ない。 
〇Table 8 
どのような試験を行うかについてまとめた Table 8 が複雑であり、さらに間違いがあるという

ことで細かい議論を行い、合意した。 
〇脱圧ロス 
日本と欧米で扱いの違いがある。日本は最大量を見積もって全てスタンドが負担する。欧米は

平均値あるいは実測値で差し引く。その扱いは各国の規制当局に任せるべきものであり、具体

的な内容は記さない。 
 
国際会議のDraft Agendaを巻末資料４、出席者リストを巻末資料５、英文議事録を巻末資料

６に示す。 

 
2.4  今後の予定： 
・2018年3月中旬 CIML Preliminary ballotの開始（3ヶ月） 
・2018年7月初旬 CIMLへ最終文書案提出（CIMLの3ヶ月前） 
・2018年10月 CIMLで最終投票 

 

 

 
 

第３章 法定計量に関する国際標準化事業における委員会の活動 
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3.1 今年度の審議概要（論点） 

  作業委員会
計量規則等作業委
員会

「文書の要点」：検定の有効期間は，そのメーターの信頼性（すなわち使用中の正確さを保つ性能）
に対して、通常一定の年数が設定される。メーターの信頼性は設計、製造、使用、時間及び環境を
含む多くの要因に影響されるが、そのような要因による影響は評価が難しい。
したがって、メーターの検定に対して最初に設定される有効期間は、望ましい期間より長いか、又は
短いかのいずれかとなり得る。この文書は，上記の問題に取り組むため、特定のメーターの性能及
び適合性の規格に関して統計的手法を用いる客観的手段を提供し、最初に決定した有効期間の
適切性を査定するもの・・・品質を抜取検査に基づいて再評価すること可能とするものである。　
・活動経過
・（2004/07）TC3/SC4「統計的方法の適用」の幹事国（独PTB)より、OIML 国際文書第１委員会

草案(1CD)「サンプリング検査に基づいた使用中ユーティリティーメータの検定有効期限の延長」の

検討依頼に対し、幹事国に回答文を送付。その後 2004年9月に TC3/SC4 会議がドイツで開催さ

れ、1CD に反映されなかった技術的な課題や、法定計量分野への民間機関の参入などの案件に
ついて議論が行われた。
・（2006/06）TC3/SC4「統計的方法の適用」の幹事国（独PTB)より「サンプリング検査に基づいた

使用中ユーティリティメーターに対する調査」第２次委員会草案(2CD)の検討依頼が届いた。 この

草案には、前回の TC3/SC4 会議（2004年9月ドイツ）における検討結果に加え、TC12/WG1「電
気メーター」（2005年11月）及び TC8/SC8「ガスメーター」 会議（2005年10月）の結果も反映され
ていた。
・（2010/12）TC3/SC4から、「サンプリング検査に基づいた使用中ユーティリティメーターに対する

調査」の第３次委員会草案（3CD）に対して、 加盟国によるコメントと投票（賛成、反対、棄権）が求
められた。これに対して我が国は「コメント付賛成」で回答した。　
　
・（2013/10）TC3/SC4 はサンプリングを用いた使用中計量器の管理に関する実態を調査するた
め、新国際文書案「サンプリング検査に基づいた使用中ユーティリティメーターに対する調査」に関
するアンケートを加盟国に送付し、回答を求めた。
・（2014/09）TC3/SC4 は新規 OIML D 文書「サンプリング検査に基づいた使用中ユーティリティ

メーターに対する調査」の第 4 次委員会草案（4CD）を  加盟国に送付し、加盟国のコメントと投票

を求めた。 これに対して我が国は「コメント付賛成」で回答した。

投票結果：Pメンバー12か国　賛成7、反対2

（前回回答2014/09）
この日本意見に対し、不十分な回答であったことから電力計、ガスメーターなどについて再度技術
的な意見が出された。しかし、技術的な基準は個々にR文書に決められていることから、共通的な
取り決めの内容を中心に検討を行った。

コメントつき賛成

G20として発行された。

この文書は、どのようにトレーサビリティの原則及び活用するかについて規定している。この文書
は、計量器のトレーサビリティを証拠立てる役割を果たす計量器の階層化スキームを制定するため
の規則として提言される。

1WDを翻訳。内容について確認及び意見を募った。引用される国際規格について、最新版での
引用、用語などの矛盾箇所について意見が出された。

今年度の審議概要（論点）

1) 新規 D 文書：サンプリング検査に基づいた使用中ユーティリティメーターに対する調査（DD）へ

の CIML 予備投票

①背景・内容：

②論点、提出意見：

③結果：

④今後の予定：

2) D5「計量器の階級図式制定のための原則」１WD*へのコメント                                                  
     *2006年の 2CD から時間が経っているので、この草案は WD（作業草案）と呼ぶこととなった。

①背景・内容：

②論点、提出意見：
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作業委員会 今年度の審議概要（論点）

コメントつき回答

試験所又は他の関係当事者に対し、計量器の校正システムを設定しながら，計量器の校正周期を
どのように定めるかについて検討を求められている。

引用される国際規格について、意見が出された。

コメントつき回答

この新D文書に相当する現在のOIML文書「D29:ISO/IEC ガイド65 を計量器認証機関の評価に

適用するための指針：2008年」については、その重要な参考文書であるISOのガイド65が 新しい

国際規格ISO/IEC 17065に改定されているため、この改定に対応した修正を加える必要がある。

よって、現在の規格に合わせるため改定作業が始まり、1WDへのコメントが求められた。

OIML 証明書制度（OIML-CS）について、ISO/IEC 17065の運用、及びISO/IEC 17067との関
係やその適用の可能性について意見を募った。

コメントなし回答

不確かさ作業委員
会

審議案件はなかった。

包装商品作業委員
会

新ガイド文書案（G21）「包装商品認証システムに対するシステム要件を定義するための

手引き」DG（国際ガイド文書案）に対する予備投票

① 背景・内容：

この文書はOIML加盟国で利用するための包装商品に対する国際的な相互認証制度を発足させ

るための基本文書として、2005年頃から作成作業が進められていたものである。当初この文書は、

より拘束力の強いB又はD文書として作成されていた。しかし多くの加盟国は相互認証制度に強い

抵抗を示した。そのため2013年の第48回CIML委員会において、この文書案を拘束力のないガイ

ド文書として残すことが合意された。そしてBIMLとTC6は、ガイド文書案2CDへのTC6加盟国のコ

メントをもとに、改定したDGを作成し、2017年9月にオンライン予備投票を求めた。

② 論点・提出意見：
文書の位置づけがガイド文書となり、我が国の量目制度に与える影響も極めて小さいと判断された
ため、作業委員会は開催せずメール審議のみで対応した。DGへのわが国のコメントも本質的なも
のではなく、その多くは用語の使い方や編集的なものであった。

③ 審議結果：

DGには「コメント付き賛成」で回答し、その結果、このガイド文書は承認され、2017年12月にOIML 
G21「包装商品認証システムに対するシステム要件を定義するための手引き：2017年」として発行
された。

③結果:

④今後の予定：

①背景・内容：

3) D10 試験所で用いられる計量装置の再校正周期決定のための指針 3WD へのコメント

①背景・内容：

②論点、提出意見：

③結果：

④今後の予定：

4) 新D文書「ISO/IEC 17065を法定計量における計量器認証機関の評価に適用するための指

針」１CDへのコメント

②論点、提出意見：

③結果：

④今後の予定：
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④今後の予定：
現在TC6は、担当する文書であるR79（包装商品ラベル表示）、R87（包装商品内容量）、及びG21
の全てについて改訂／作成作業を終えた段階にある。従って２～３年の間は、TC6に関する審議
案件は発生しないことが予想される。

計量器証明書作業
委員会

1)B18及び補足文書へのコメント

①背景・内容：

・ 計量器のOIML証明書制度は1991年に開始し、MAAは2005年に運用可能となった。し

　かし、現時点において基本証明書制度は計量器の38機種を対象としているがMAAは3つ
　の機種（R49,R60,R76）しか網羅していない。

・ 2015年の第51回CIML委員会においてprMC（予備運営委員会）を発足し、新しい証明

　書制度（OIML-CS）のための基本文書案も同時に承認された。基本文書はOIML B18
　として発行され、prMCはこの文書の附属文書である運用文書（Operational 
　Documents:OD-01～OD-03）と手順書（Procedural Documents:PD-01～PD-08）の草

　案を作成し、prMC会議を２回開催し附属書文書及び今後の運営方法を議論した。

・ OIML-CSの下に、スキームAとスキームBという2つのスキームを作成し、2018年1月1
　日よりMAA証明書→スキームA証明書、基本証明書（Basic）→スキームB証明書へと
　移行する。
・ 2018年1月から開始されるスキームAの機種は、R60, R76とする。R49は2018年から

　2019年へ延期となった。

・ 現在のMAAの発行機関はそのまま維持し、スキームAへと移行するものと考えられる｡

・ スキームBの参加は自己宣言に基づく付加的な根拠となる証拠を伴う適合の実証で十
　分。
・ スキームAの参加発行機関はISO/IEC17065、参加試験所はISO/IEC17025の第三者認
　証又は外部審査に基づく外部評価により実証しなければならない。
・ 2018年1月から開始されるスキームAに参加する発行機関は2020年までの2年間の移行

　期間内にISO/IEC17065の認証を取得しなければならない。

・ 基本、OIML-CSのスキームA及びBの対象となる計量器は、

      a)計量的及び技術的要件、

      b)試験手順、

      c)OIML試験報告書様式、

     の3点の条件が整ったR文書の計量器となる。

・ 6月13-14日に上海にて第2回prMCが開催され、OIML-CSの関連文書について議論し

　た。我が国からは、産総研から3名出席した。

②論点、提出意見：

OIML B 18
・ 文書構成に一貫性がない、全体の構成として用語の統一を配慮すべき。

・ OIML-CS専用の17025、17065への適用ガイドラインとして、OIML　D29及びD30に置き換わ
　る新しい文書の作成を提案。
・ 認定機関にとって発行機関を審査するときに重要となるので、B18の1.3項に「OIML-CSは
　ISO/IEC 17067に規定されているスキームタイプlaに分類される」という文書の追記を追加。

・ WG(作業グループ)についての記述はOD-01のみ、上位文書のB18にも記述すべきである。

・ 誤字修正。

運用文書OD-01～OD-02
・ RC委員についての規定を明確に規定すべき。
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OIML B 18
・ 用語の統一は受け入れられ、修正された。

・ OIML-CS専用適用ガイダンスの作成に対しては特有のガイダンスが必要とされるかどうか、将来
　再検討することはできるとの見方。
・ B18の1.3項に「OIML-CSはISO/IEC 17067に規定されているスキームタイプlaに分類される」
　という文書を挿入することとなった。
・ WG(作業グループ)についての記述は、B18 11.7項に規定されることになった。

・ 誤字修正は全て受け入れられ修正された。

運用文書OD-01～OD-02
・ RC委員については、異なる計量器の機種を網羅するために委員数を増やすことが意図されてい

　るとの回答であった。

手順書PD-01～PD-08
・ PD-05の引用文献欄はReferencesに修正された。他の文書に規定しているGeneralは、PD-
　01、05、06、07、08の文書には必要ないと判断したので修正は行わない。

・ 全てのPD文書のReferences欄で、PD-07の新文書名を「OIML-CSの下での移管取決め」に統
　一すべきとのコメントは受け入れられ修正された。
・ PD-03に承認プロセスフローチャートのような図又はフローチャートの追加提案に対しては合意さ
　れ、ガイドラインの一部としてフローチャートが作成されるとの回答。
・ PD-05にロゴの使用に関する、OIML証明書保持者の権利と義務を作ってはとのコメントについ

　ては、PD-06が証明書の使用とロゴに対応するとの回答であった。カタログへのロゴの使用につ

　いての追加質問では、OIML証明書に対応している製品であることをはっきり識別していれば使
　用できるとなった。
・ PD-07の基本証明書発行機関の移行について、表現方法を修正すべきとのコメントは合意され、
　修正されることになった。

・ 第1回MC会議を2018年3月20から22日にオーストラリア（シドニー）で開催する。

2) IAF-OIML共同評価手続案およびILAC-OIML共同評価手続改定案の新しいバージョンの意
見募集

①背景・内容：

6月の第2回OIML-CS prMC会議で検討された、IAF-OIML共同評価手続案およびILAC-
OIML共同評価手続改訂案の新しいバージョンが事務局により作成された。

②論点、提出意見：

コメントを取りまとめた。主な論点は以下のとおり。
メール審議の時点では、IAF製品WGの合同議長は、このプロジェクトに関する情報を正式に受け

取っていないため、文中の「IAF製品WG(ISO/IEC17065)の管理のもとで」という表現は正しくな

い。従って、OIML担当者からILAC/IAF担当者へ情報共有を依頼することとした。

③結果：

　特になし。

④今後の予定：

　特になし。

電子化計量器作業
委員会

今年度の審議案件はなかった。

③結果：

④今後の予定：
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1)D31 「ソフトウェア制御計量器のための一般要件」の改定（WD）

①背景・内容：

D31「ソフトウェア制御計量器のための一般要件：2008年」は、計量器に組込むソフトウェアの一般

的な要件および試験、検定方法の要件をまとめたもので、各種の国際勧告(R)へ組み込む要件の

「ひな形」を提示する参考文書である。2016年10月に開催された第51回CIMLの承認を受けて、

D31を改定するプロジェクト TC5/SC2/P3 が開始された。

・ TC5/SC2/P3の進捗

4月にWDに対する意見照会、2018年1月には1CDに対する意見照会があった。また、WDに関す

る第1回国際会議が9月にドイツ ベルリンで開催された。

WDでは次の改定方針が示された：

  - 基本参照文書を D11:2004 からV 1:2013へ変更する。

  - 技術的詳細をより少なくする。

  - 余分な宣言書を無くす。

  - ハードウェアなどの用語見直し。

  - 厳しさレベル/妥当性確認に関する簡略化。

・ 情報化作業委員会の活動内容

第1回情報化作業委員会にてWDを審議、意見をとりまとめ回答した。

第1回国際会議に委員が出席した。

1CDについても、第2回情報化作業委員会を開催した。

②論点、提出意見：

第１回情報化作業委員会での論点は次のとおり：
・D31の経緯、役割、位置づけを確認。

・WDで削除された製造事業者の宣言に関する要求事項「ソフトウェア文書化が正しく完全であるこ
とを製造事業者が宣言する」は必要である。理由は、国内で実施されているソフトウェア試験では
D31の要求事項を根拠に製造事業者の宣言を求めているため。

・追跡可能更新（traced update）について、オペレーティングシステムのセキュリティアップデート
を追跡可能更新の一例と解釈して良いのか不明である。
・「サブアセンブリ」、「トークン」、「パターン」など意味が取りにくい語句、説明が足りない箇所の指
摘。

提出意見は次の内容からなる：
・製造事業者の宣言に関する要求事項は必要であるので復活を求める。
・誤記訂正。語句の内容確認および修正、参照箇所の明確化の提案など。

③結果：
「ソフトウェア文書化が正しく完全であることを製造事業者が宣言する」の必要性の主張と復活を求
める要求は理解され、「6.2 型式試験の手続き」の中の一文として1CDに復活した。

The manufacturer shall attest that no hidden or undocumented properties exists. (e.g. 
parameters, commands, functions, backdoors.)

その他の提出意見は概ね受理され、満足できる回答を得た。

④今後の予定：

  - 2018年4月10日 1CDの意見提出締切

  - 2018年4月17日-18日 TC5/SC2/P3 第２回国際会議（蘭ドルトレヒト） 

計量器作業委員会 審議案件はなかった。

タクシーメータ-
作業委員会

審議案件はなかった。

放射温度計測作業
委員会

審議案件はなかった。

情報化作業委員会
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体積計作業委員会 1)R80-2「尺付きタンクローリー及びタンク貨車」（DR）、R80-3「尺付きタンクローリー及びタンク貨

車」（DR）へのCIML予備投票

①背景・内容：

R80は、タンクローリー等に固定されたタンク容量について、その容量を検尺棒により測定するため

の基準であり、今回そのDR文書についてCIML 予備投票の依頼があった。

②論点、提出意見
メール審議の結果、コメント無しの「賛成」として回答をした。

③結果：

メール審議の結果、コメント無しの「賛成」として回答をした。

④今後の予定：

当該文書については、第52回CIML委員会に於いて承認され、平成29年11月にR文書として発
行されている。

水道メーター作業
委員会

審議案件はなかった。

ガスメーター作業委
員会

審議案件はなかった。

燃料油メーター作
業委員会

積算熱量計作業委
員会

審議案件はなかった。

圧縮燃料ガス計量
システム作業委員
会

R139について、水素燃料計量システム国内委員会、国内WGを設置し対応している。

質量計作業委員会 1)R76「非自動はかり」改定のプロジェクト

①背景・内容：

R76非自動はかりは、特定計量器であること、OIML MAAにより適合証明書を発行していることか

ら改定の開始段階からの関与が重要であるため国際会議PGに参加した。このPGは第51回
（2016）CIML委員会において新規活動として承認されたR76「非自動はかり」の改定のためのキッ

クオフ会議となるため、日本から3名（産総研2名、計工連1名（イシダ））が参加した。PGの参加報
告と今後のスケジュールの共有、国内の検討体制などについて審議した。

②論点、提出意見：

〇R76「非自動はかり」改正国際会議PG報告：

2017年12月6，7日、独ブランシュバイクにてPG開催。各国、関連機関から27名が参加。

第51回CIML委員会において R76 を改定するプロジェクトが承認。

PGは、R76改正についての各国提案論点（60件）を次の5つに分類し、サブグループを設置。

　　・「part4」⇒検定、検査、ISO/IEC 17020 
　　・「harmonization（整合）」⇒自動はかり、OIM文書（D11、D31）との整合

　　・「software（ソフト）」⇒ソフトウェア、改ざん防止、リスク管理 
　　・「modular approach（モジュール）」⇒モジュール認証、POS、リスク管理 
　　・「structure, terms and definition（定義）」⇒明確化、R60との関係性、主表示など 
　　　日本は「part4」「software」「modular approach」に参加することとなった。

審議案件はなかった。
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サブグループの議論：
【part4】
豪州が所管する検定の方法を記載した文書（NITP6.1-6.4）を草案として、オセアニア／アジア（豪
州、中国、日本）、ヨーロッパに分かれ相違点について比較文書を作成することになった。
→豪州の検定の手引き書はJISの方向性と同じだが、目視検査もあり、より詳細である。

【modular approach（モジュール）】

複数のモジュールを組み合わせたOIML証明書発行や型式の承認の場合に、複数のrevisionの
取り扱いについてその整合性の保証について問題が提起された。モジュールに関する問題をR76
に如何に反映するかという議論が今後進められるものと思われる。 
【software】
OIML R 76のソフトウェア要件はD31の勧告に基づいていることに同意。必要な場合にはD31から

逸脱する可能性はあるが、目標はOIML R76を可能な限りD31と整合させるべきである。D31 
TC5/SC2/P3プロジェクトグループからD31のドラフトの提供を依頼。 R76のソフトウェアは、要件だ
けでなく、テスト手順と、場合によってはレポート形式と検証手順も含む。ソフトウェアベースの機器
の主な問題は、PCベースの機器に法定計量に関連するソフトウェアを確保すること。
○今後のサブグループでの活動
各国の検定手順に関する基準を提出して比較文書を作成。日本としては、非自動はかりJIS B 
76112:2015附属書JAと引用する本文項目などをまとめて提出。（1月３１日に提出済み）

③結果：

R76改定に関して、その内容が検定、ソフトウェアなど国内の技術基準に係る重要な内容であるこ
とから、詳細な資料を提供するなど、積極的に作業に係わることを確認した。また、委員から要望が
出された次の項目にも注意深く対応することが確認された。
　・改定の意図と関係のない議論の監視

　・不要で煩雑な検定項目の追加の阻止

今後の改定検討作業において、関連するR60「ロードセル」、D31「ソフトウェア」、D11「計量器に対

する一般要求事項 － 環境条件」なども重要な内容であることから、各委員会と協力して作業を行う
ことが必要である。

④今後の予定：

R76改定の全体討議の場としてTCが2019年に日程未定で計画されている。

サブグループとしての活動は、1月末（31日提出済み）までに各国の検定に関する技術基準を提

出、各国意見の聴取と取り纏めを経て2018年9月に第1版WD発行予定。

自動はかり等作業
委員会

1)R129「荷物の多次元寸法システム」（2CD)

①背景・内容

　幅、奥行き、高さなどの寸法測定と質量の測定を同時に行う計量器であり物流の現場な
どで使用されることが多い。システムの構成としてははかり部分が重要となるため、質量
計作業委員会での審議の対象となった。しかしながら、当該計量器を製造している国内事
業者は少ない。

②論点、意見提出：

　寸法測定に使用する光源の特性に関連して、不均質な光を使った試験を加える事が提案されて
いるため、その内容を検討した。試験時の周囲光に加えて強力なパターンを持つ不均質な光が計
量器に照射される場合の評価と理解し、その手法の解読を試みたが、必要な不均質な光に対する
説明や仕様が不十分であった。正確な判断には、計量器表面における不均質な光の照度、パター
ンのコントラスト、光の波長（又は色）のような追加情報が必要であるため、情報の提供を求めること
となったが、技術基準の意図などにおいては適正であると判断した。
　以上のことから、「賛成」（コメント付）として、意見を提出した。
　付加したコメント：試験を実施するために必要な不均質な光について、照度、パターンのコントラス
ト、光の波長（又は色）等の情報を追記すること。
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③結果：

　提出意見に対する回答は、今のところ特になし。

④今後の予定：

　特になし

2)新規R文書：「湾曲した滑り台を用いた連続式積算自動はかり 」（2WD）

①背景・内容：

　湾曲した滑り台上を滑り落ちるバラ状物体を積算計量する自動はかりについて、新規R文書作成

プロジェクトが開始された。事務局から2WDが配信され、検討を行うこととなった。当該自動はかり

はコンベヤスケールと同様の計量方式であるが、現在自動はかりとしてJISを整備しているコンベヤ

スケールには含まれない。この新規R文書に関連する日本のステータスは「Oメンバー」である。

②論点、提出意見：

　当該自動はかりの製造実績と使用について調査を実施したが、国内製造事業者において、類似
の自動はかりを製造する事業者がいないことがわかった。また、現在整備を開始している法規制の
自動はかりにも該当しないものであることから2WDへの回答は行わないこととした。

③結果：
　特になし
④今後の予定：
　特になし

3)R61「充てん用自動はかり」（FDR)

①背景・内容：

充填用自動はかりは、所定質量の製品を容器に充填する自動はかりであり、食品産業の分野では
ピーマンや椎茸のように個々の質量が異なるものを所定質量になるよう自動で組み合わせて袋詰
めするような場面で使用されている。また、液化石油ガスをボンベに自動で充填しながら計量するよ
うな形式もある。
　5CD及びDRを経て第52回CIML委員会での承認に諮られることとなり、その内容を確認し,賛成
の対処を決定した。

②論点、提出意見：

　前回のDRへの日本からのコメントへの反映状況を確認したところ、日本意見が反映されているこ
とを確認した。規定の表現など、若干不明確な箇所へのコメントを添えることとして、「賛成」すること
を対処方針とした。

③結果：

　第52回CIML委員会にて、賛成34、反対0、棄権2で承認された。
④今後の予定：

　OIML WEBサイトにて正式発行待ち
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　質量計用ロードセルは、ひずみゲージを用いた荷重検出装置であってひずみゲージで検
出した質量値を別の量又は信号に変換して出力する計量器である。この質量計用ロードセ
ルからの出力を基にして、指示計やターミナルで改めて質量値に変換して表示することで
質量の計量に使用されている。R60「ロードセルの計量規定」は、質量計用ロードセルの

計量要件、構造、性能、型式承認試験などの技術基準を定めていて、R76「非自動はか
り」と組み合わせることで特に多くの加盟国で活用されている。このような理由から技術
進歩とともに継続的改定が実施されている。今回の改定作業では、5CDの発行後のオンラ

イン会議を経て作成された5.1CDについて、改定内容を審議した。

　今回の5.1CDへの投票は短期間に回答を求められたこともあり、分科会で充分に内容検
討が出来たとは言い難い感がある。その中で以下の意見を付属し賛成に投票した。

提出意見要約：
(1) 用語のタイトルの変更に対応して、用語「非電気式」を「アナログ受動型」に修正す
る。
(2) 配分係数（pLC）の範囲は、5CDと5.1CDにおいて1.0から‘0.7≦pLC≦0.8’へ変更され

た。しかしその変更の技術的背景が不明である。次の理由から、我々は依然としてpLCは

1.0であるべきだと考える。

1. 純粋なデジタルロードセルは通常、計量結果に等価なデジタルデータを、必要な補正や
変換を行った後に出力する。表示ユニットは、単なるデジタルデータの表示器として機能
しているに過ぎず、それは新たな誤差を生じない。
2. 質量計に対する実際の妨害試験において、デジタルロードセルに組み合わされる表示器
に起因する誤差要因は考えられない。このような要因の追加は、試験機関に混乱を与え
る。
3. この勧告は質量計用ロードセルに対するものなので、完成した質量計のための組合せら

れた誤差配分係数は、R76を基に決定すべきである。

我々は3月14日のオンライン会議における合意に従い、配分係数（pLC）に対する更なる

修正は求めないが、我々は依然としてデジタルロードセルのpLCは1.0と考えている。

　　特になし。

　　特になし。

2)R60「ロードセルの計量規定」（DR)
①背景・内容：

5.1CD を経て、Ｒ６０「ロードセルの計量規定」第１次国際勧告案（１ＤＲ）が到着した。作業委員会
を開催し審議を行った。

質量計用ロードセ
ル作業委員会

1)R60「ロードセルの計量規定」（5.1CD)
①背景・内容：

②論点、提出意見：

③結果：

④今後の予定：
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②論点、意見提出：

R60はR76のモジュールとして使用されるため、R76の規定に整合するよう検討するべきであり、

R60の規定が先行することがあってはならないと考えている。我々は配分係数（第1部5.7.1）と
EMC試験の周波数範囲（第2部2.10.7.9）に対するコメントを主な理由として反対投票をした。これ

ら二つの論点に対するコメントが前向きに考慮されるなら、我々は次のDRを支持するとした。

提出意見要約：
(1)　4CDで要求したように、最小死荷重出力戻り（DR）は試験装置の容量(Dmin & Dmax)では

なく、ロードセル本来の性能(Emin & Emax)に基づいて定義されるべきである。

(2)　デジタルロードセルとアナログロードセルの分類が複雑になっている。アナログロードセル、ア
ナログアクティブロードセル、アナログパッシブロードセル、デジタルロードセル、データプロセシン
グを含んだロードセルとなっており、データプロセシングを含んだロードセルは別の規格で扱うこと
になっている。
その中でデジタルロードセルのpLCは1.0が適当と考えており、今までも意見を提出しているが、反

映されていない。ロードセルの様々なタイプと試験条件に適用できるpLCの値について、包括的な

説明が必要である。1DRで使われているpLCの全ての値の集計表を整理し参考として提案する。

また、"analog active load cell"の扱いが不明確であるため、pLC=0.7を追記する。

(3)  短時間電力低減試験の記載において60 Hzへの対応が欠けている。

(4) バースト、サージ、放射電磁界試験において試験レベルがアップしている。特に、放射電磁界

試験の周波数範囲上限が3 GHzに上がっている。また、サージについては、接続機器の適用が30 
mから10 mに変更されている。R61（充填式はかり）を根拠とする改訂であるが、難易度が高く運用

時に障害が生じることが予想されるため、R61に準じ、適用時の条件付けを検討することとした。

(5) 無線電磁界によって生成された伝導（コモンモード）電流への暴露に関して表中の「Test 
Load」の単位が「V」となっている。「ｖ」の誤記と考える。

(6) 妨害試験の適用は“analog-active”のみとなっているが、“digital load cell”にも適用が必要と

考える。

③結果：

　　特になし。

④今後の予定：

　　特になし。

電力量計等作業委
員会

1)R46「有効電力量計」改定のプロジェクト参加

①背景・内容：

　特定計量器である電力量計が参照する重要な位置づけとなる国際勧告である。2012年以

降改訂されていなかったR46について、一昨年に改訂に向けた会議が開催され、改訂意向

の調査、各国の改訂賛成、CIML委員会の承認により始まったプロジェクトとなる。今回
の改訂に関連して、そのプロジェクトへの参加ステータスを調査する依頼が届いた。

②論点、提出意見：

新しく発行したJISの今後の状況にも影響する重要な勧告であることから、プロジェクト

への参加ステータスを「Pメンバー」として回答した。
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2)R46「有効電力量計」（WD)
①背景・内容：

　改定作業を進めることについてCIML委員会にて承認後(2016年)、具体的に活動はな

かったが、幹事国豪からWDの配布が2017年12月1日にあり、改定作業が開始となった。
改定内容は、無効電力量計など新しい計量器の追加や編集上の修正などとなる予定である
が、具体的な進め方や内容の検討は、各国からのコメントが提出された後の会議によって
議論される。

②論点、提出意見：

各委員へWDを配布中、2018年3月中に日本コメントを取りまとめ、回答する予定。

③結果：

なし。

④今後の予定：

日本コメントを提出。

2018年5月10～11日に開催予定の会議（豪） に参加予定。

音響振動計量器作
業委員会

審議案件はなかった。
IEC 60942（音響校正器）の第4版が2017年11月に発行された。

放射線計量器作業
委員会

審議案件はなかった。
昨年開催されたIEC/TC45「原子力計測」に関する会議等概要を項番号3.3.11に示す。

1)R54「水溶液のpH目盛」（1WD）

①背景・内容：

　pH計測における国際的なデファクトスタンダードとされるIUPAC勧告2002に整合させるために、

R54「水溶液のpH目盛」の改定を行う。

②論点、提出意見：

　本改定では、pH 計測のデファクトスタンダードとされる IUPAC 勧告 2002 との適合性を図ること

を主な目的としていると述べているが、IUPAC 勧告 2002と整合していない点がいくつか見受けら

れたため、その点を中心に指摘した。具体的には、IUPAC 勧告 2002 では、一次標準液及び二

次標準液共にHarned cell 法を使って pH 1〜13 程度の範囲が提供されることとなっているが、

R54(1WD)における pH 1.47〜13.16 の範囲の二次標準液は、IUPAC勧告1985に 基づいてガ

ラス電極法によって用意されたものであるなど、一部について依然としてIUPAC 勧告1985との適

合性を維持しており、整合性に問題がある。また、IUPAC 勧告 2002と整合していないデータ（表）
がいくつか掲載されており、この点についても指摘を行った。そのほか、いくつかの用語について、
現在一般的に使われている用語への修正コメントを加えた。

③結果：

　2017年12月1日に意見を提出した。
④今後の予定：

水分・タンパク計
作業委員会

①背景・内容：　
この作業委員会はTC17/SC1（水分計）及びTC17/TC8（農産物の品質分析機器）に対応してい

る。このうちSC1が担当するR59（穀物及び油脂種子の水分計）は、商取引される米や小麦などの
穀物の水分含有量を測定するために生産・流通の場で用いられる穀物水分計について、技術基
準や法定計量管理の手法を定めたOIML勧告である。R59の対象となる測定原理には、水分によ
る試料の導電率、静電容量、又は赤外線透過率の変化から間接的に水分を求める複数の方法が
ある。これらの測定方法の標準となる絶対測定法には、オーブン乾燥法が用いられる。SC8が担当

するR146（穀物及び油脂種子の蛋白質計）は、商取引される小麦や米などの穀物の蛋白質の含
有量を測定するために生産・流通の場で用いられる蛋白質計について、技術基準や法定計量管
理手法を定めたOIML勧告である。測定原理としては、試料の赤外線透過率の違いから間接的に
蛋白質含有量を推定する方法が主体である。この測定方法の標準となる絶対測定法には、ケル
ダール法、又はデュマ法が用いられる。

環境・分析計量器
作業委員会

審議案件はなかった。
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④今後の予定：
R59及びR146共に2016年に改訂版または初版が発行されたため、これから２～３年の間は新たな
審議案件は発生しないことが予想される。それに伴い国際会議も実施されないと思われる。

呼気試験機作業委
員会

　飲酒運転取締りに用いられる呼気アルコール分析計。対象となっているのは、据え置き
式の分析計、移動式の分析計及び携帯式の分析計である。これは小型PCのようなもの
で、データ記録装置や印刷装置も備えている。呼気は被験者が直接機械に吹き込む。主な
検出方法は光学式で、呼気に含まれるアルコールによって赤外線の一部が吸収されるの
で、その吸光度を測定する。
　日本では計量法には規制がなく、法定計量の対象とはなっていない。したがって計量器
に対する技術要件は国内法でなく、国際規格等に依拠した自主的基準に基づいており、担
当機関と製造事業者との間で個別に定めている。また、飲酒運転の取締り現場において風
船と検知管を用いた検査方式（風船式）が広く用いられている。これは、法令（道路交通
法施行令）によりアルコール検査について風船式によることと規定されていたことによる
ものである。この検知器は非電子式かつ使い捨てタイプである（TC17/SC7事務局による

と、このようなスクリーニング装置はR126の対象外）。

　2017年5月に3WDに対してメールによる審議を行ったが、委員からは特に意見はなく、
コメントなしで回答した。
　2017年12月に4WDに対して作業委員会による審議を行った。提出するコメントについ

て議論し、以下の2点についてコメントを提出した。
 ・プラトーを説明する表現が曖昧であり、誤読する恐れがあるので、表現の見直し
 ・携帯式の試験機に関して、国際規格に基づいた耐水試験の追加
2018年1月に4WDの「11章4項性能試験」に対してメールによる審議を実施した。

　2018年2月14日から16日にGUM(波、ワルシャワ）で会議が開催された。委員1名が出
席、各国からの提出意見に対する回答が議論された。

　

医療用計量器作業
委員会

審議案件はなかった。

④今後の予定：

R126「証拠用呼気アルコール分析計　第１部：計量及び技術要件　第２部：計量管理及

び性能試験　第３部：試験報告書の様式（3WD及び4WD)
①背景・内容：

②論点、提出意見：

③結果：
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3.2 委員会活動 

3.2.1 国際法定計量調査研究委員会 

(1) 活動の概要 

今年度は委員会を 2 回開催し、各作業委員会の委員構成、今年度の活動方針について審議し

たほか、R139 の改定状況、第 52 回 CIML 委員会並びに関連の国際会議、セミナー等について

報告を行った。 

(2) 委員会の開催状況及び審議結果 

1) 第 1 回国際法定計量調査研究委員会 

日時：2017年7月3日（月）14時～17時 

場所：グランドヒル市ヶ谷 

議題： ①委員長について 

 ②各作業委員会委員長について 

 ③平成29年度事業について 

・水素燃料計量システム関連 

       ・国際勧告案関連 

 ④事業の進捗状況について 

    ⑤国際会議の報告について 

・OIML-CS（上海）会議 

⑥第52回CIML委員会について 

 ⑦第24回APLMF総会について 

審議事項： 

委員長及び各作業委員会委員長の承認が行われたほか、今年度の事業活動及び事業の進

捗状況について説明された。 

水素燃料計量システムに係る R139 改定については、改定の進捗状況について説明された。 

また、2017 年 10 月 9 日～11 日にコロンビア・カルタヘナで開催される第 52 回 CIML 委

員会、同年 10 月 24 日～26 日にカンボジアで開催される第 24 回 APLMF 総会について、そ

れぞれスケジュール、日本からの出席予定者、議案等の概要説明が行われ、これを承認した。 

2) 第 2 回国際法定計量調査研究委員会 

日時：2018 年 3 月 6 日（火）14 時～17 時 

場所：グランドヒル市ヶ谷 

議題： ①第52回CIML委員会の報告について 

 ②第24回APLMF総会の報告について 

 ③各作業委員会の活動報告について 

④国際会議の報告について 
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⑤平成 29 年度調査研究報告書の取りまとめについて 

審議事項： 

2017 年 10 月にコロンビア・カルタヘナで開催された第 52 回 CIML 委員会、同年 10

月にカンボジアで開催された第 24 回 APLMF 総会、水素燃料計量システムに関する

R139 改定の対応状況の概要、各作業委員会の活動報告について報告した。 

また、本年度調査研究報告書の取りまとめ案の説明があり、これを承認した。 

 
3.3 作業委員会 

3.3.1 計量規則等作業委員会 

(1) 活動の概要 

以下の国際文書について、メールにおいて審議を行い、回答した。 

・新規 D 文書「サンプリング検査に基づいた使用中ユーティリティメーターに対する調査

（DD）」幹事国：独 

・D5「計量器の階級図式制定のための原則」１WDへのコメント 幹事国：スロバキア 

  ・D10「試験所で用いられる計量装置の再校正周期決定のための指針」３WD へのコメント

幹事国：スロバキア 

  ・新D文書「ISO/IEC 17065を法定計量における計量器認証機関の評価に適用するための指 

針」１CDへのコメント 幹事国：米 

 (2) 委員会の開催状況及び審議結果 

 次の1)～4)についてメール審議を行った。 

1) 新規 D 文書「サンプリング検査に基づいた使用中ユーティリティメーターに対する調査

（DD）」 

①内容：検定の有効期間は、メーターの信頼性に対して、通常一定の年数が設定される。メ

ーターの信頼性は設計、製造、使用、時間及び環境を含む多くの要因に影響されるが、そ

のような要因による影響は評価が難しい。したがって、メーターの検定に対して最初に設

定される有効期間は、望ましい期間より長いか、又は短いかのいずれかとなり得る。この

文書は，上記の問題に取り組むため、特定のメーターの性能及び適合性の規格に関して統

計的手法を用いる客観的手段を提供し、最初に決定した有効期間の適切性を査定するもの

で品質を抜取検査に基づいて再評価すること可能とするものである。  

②論点：（前回回答 2014/09）TC3/SC4 は新規 OIML D 文書「サンプリング検査に基づい

た使用中ユーティリティメーターに対する調査」の第 4 次委員会草案（4CD）を  加盟

国に送付し、加盟国のコメントと投票を求めた。 これに対して我が国は「コメント付賛成」

で回答した。投票結果：Pメンバー12か国 賛成7、反対2  
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この日本意見に対し、不十分な回答であったことから電力計、ガスメーターなどについ

て再度技術的な意見が出された。しかし、技術的な基準は個々に R 文書に決められている

ことから、共通的な取り決めの内容を中心に検討を行った。 

③審議結果：検討した結果、コメント付賛成で返答。 

2) D5「計量器の階級図式制定のための原則」１WD*へのコメント 

*2006 年の 2CD から時間が経っているので、この草案は WD（作業草案）と呼ぶこと

となった。 

①内容：この文書は、どのようにトレーサビリティの原則及び活用するかについて規定している。

この文書は、計量器のトレーサビリティを証拠立てる役割を果たす計量器の階層化スキ

ームを制定するための規則として提言される。 

②論点：1WDを翻訳。内容について確認及び意見を募った。引用される国際規格について、

最新版での引用、用語などの矛盾箇所について意見が出された。 

③審議結果：検討した結果、コメントを回答した。  

3）D10 試験所で用いられる計量装置の再校正周期決定のための指針 3WD へのコメント  

①試験所又は他の関係当事者に対し、計量器の校正システムを設定しながら，計量器の校正

周期をどのように定めるかについて検討を求められている。 

②論点：3CD を翻訳。変更箇所を中心に意見を募った。引用される国際規格について、意見

が出された。 

③審議結果：検討した結果、コメント付で回答した。  

4）新 D 文書「ISO/IEC 17065 を法定計量における計量器認証機関の評価に適用するための指

針」１CDへのコメント 

①この新 D 文書に相当する現在の OIML 文書「D29:ISO/IEC ガイド 65 を計量器認証機関

の評価に適用するための指針：2008 年」については、その重要な参考文書である ISO の

ガイド 65 が 新しい国際規格 ISO/IEC 17065 に改定されているため、この改定に対応し

た修正を加える必要がある。よって、現在の規格に合わせるため改定作業が始まり、1WD

へのコメントが求められた。 

②論点：OIML 証明書制度（OIML-CS）について、ISO/IEC 17065の運用、及び ISO/IEC 

17067との関係やその適用の可能性について検討、意見を募った。 

③審議結果：検討した結果、コメントなしで回答した。  
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3.3.2 包装商品作業委員会 

(1) 活動の概要 

今年度は、新ガイド文書案「包装商品認証システムに対するシステム要件を定義するための

手引き」についてメール審議を行った。この文書はその後、OIML G21として発行された。 

(2) 委員会の開催状況及び審議結果 

1) メール審議 

審議対象：新ガイド文書案（G21）「包装商品認証システムに対するシステム要件を定義する

ための手引き」国際ガイド文書案（DG） 

① 内容：BIMLとTC6は、2016年9月の新ガイド文書案2CDへのTC6加盟国のコメント

をもとに、改定したDG（国際ガイド文書案）を作成し、オンライン予備投票を求めた。 

② 論点：この文書は、OIML 加盟国が利用する包装商品に対する国際的な相互認証制度を発

足させるための基本文書として、2005 年頃からその作成作業が進められていたものであ

る。当初この文書は、より拘束力の強いB（基本文書）又はD（OIML 文書）として作成

されていた。しかし多くの TC6 加盟国は、各国の包装商品制度が実態として大きく異な

ることを主な理由として、相互認証制度に強い抵抗を示した。そのため 2013 年の第 48

回 CIML 委員会においては、相互認証制度の発足を諦め、この文書案を拘束力のないガ

イド文書として残すことについて合意された。これに伴いこの過程において、文書案の名

称は「IQ マーク制度」、「ISCP／国際包装商品認証システム」、「GCOP／包装商品認証シ

ステムに対するシステム要件を定義するためのガイド」と変更された。 

③ 審議結果：文書の位置づけがガイド文書となり、我が国の量目制度に与える影響も極めて

小さいと判断されたため、作業委員会は開催せずメール審議のみで対応した。DG へのわ

が国のコメントも本質的なものではなく、用語の使い方や編集的なもので占められていた。

DG には「コメント付き賛成」で回答し、その結果、このガイド文書は承認され、2017

年 12 月にOIML G21「包装商品認証システムに対するシステム要件を定義するための手

引き：2017年」として発行された。 

④ 提出意見：2017 年 9 月に DG に提出した意見の概要は次の通りであった。(1) ３つの用

語「証明書」、「包装／充填／生産ライン」、「認証マーク」の意味が曖昧である。(2) 「認

証システム」及び「認証スキーム」という類似した用語が使われている。(2) 3.1.5 項につ

いて、包装事業者は必ずしも法人ではない。(4)「製品のタイプ」及び「包装商品のタイプ」

という類似した用語が使われている。(5) 4.4.4.4 項は「スキームの所有者が任意の審査周

期を決める」と規定しているのに C.2.4 項は「審査周期は 12 ヶ月を越えない」と規定し

ており矛盾している。(6)類似した用語「品質マーク」と「適合マーク」が同時に使われて

いる。 
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④ 提出意見：2017 年 9 月に DG に提出した意見の概要は次の通りであった。(1) ３つの用
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(3) 国際会議等 

今年度は TC6 の国際会議は開催されなかった。現在 TC6 は、担当する文書である R79（包

装商品ラベル表示）、R87（包装商品内容量）、及び G21 の全てについて改定／作成作業を終え

た段階にある。従って今後２～３年の間は、TC6 に関する審議案件は発生しないことが予想さ

れる。それに伴い、国際会議も開催されないことが予想される。 

 
3.3.3 計量器証明書作業委員会 

1. 活動の概要 

OIML では 1992 年にOIML 基本証明書制度の運用が開始され、2006 年にはMAA 制度が導入さ

れた。MAA 制度は基本証明書制度を置き換えるべく設計された制度で、証明書の発行に関与する試

験機関の能力をより厳しく審査し、証明書と型式評価報告書に対する信頼性を向上させ、相互受け入

れの義務も強めている。 

しかし、MAA 制度は 2006 年から開始して 11 年を経ても OIML 基本証明書制度から MAA 制度

への移が進んでいないという問題が CIML 委員会において指摘された。そこで、第 48 回委員会で

は PTB の Roman Schwartz 氏を主査とする臨時作業部会(AHWG)が構成され、新しい証明書制度

(OIML-CS)への移行に向けた検討が始まった。この活動はその後、同じくRoman Schwartz 氏を委

員長とするOIML-CSのprMC(予備運営委員会)へと引き継がれた。prMCは2017年の2月(ベルリ

ン)と6月(上海)に委員会を開催し、CIML委員会の9月にも、OIML-CSセミナーを開催した。 

OIML-CS は、従来の OIML 基本証明書制度と MAA 制度が、それぞれ実質的にはスキーム

A(MAA相当)及びB(基本証明書相当)として残ることになる。ただし、スキームBは暫定的な位置付

けであり、最終的には全てのカテゴリーがスキーム A へ移行する。更に同じ計量器カテゴリーにお

いて両方のスキームが併存することはない。また運営のための新しい 4 つの組織、即ち運営委員会

(MC)、MC の下部組織としての審査委員会(RC)、裁定委員会(BoA)、試験機関フォーラム(TLF)を設

立し、それらが連携しながらOIML-CSを運営することになる。 

そして OIMLB3「計量器の OIML 型式承認のための OIML 基本証明書制度:2011 年」と B10

「型式評価国際相互受入れ取決めの枠組み:2013 年」に代わる OIML-CS のための新しい基本文書の

最終文書案が第 51 回 CIML 委員会で承認され、B18「OIML 証明書制度の枠組み:2016 年」として

発行された。さらに B18 を補足する多くの附属文書が作成され、既に運用文書及び手順文書として

発行されている。B18については更なる検討が加えられ、2017年11月に発行された。 

今後のスケジュールについては、第 52 回 CIML 委員会において、2018 年 1 月から OIML-CS の

運用を開始することが合意され、このときからprMCは運営委員会(MC)と呼ばれることになる。 
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2. 作業委員の開催状況(書面審議も含む)  

1) 第1回計量器証明書作業委員会 

日時：2017年5月25日(木)14時～15時30分 

会場：経済産業省 別館１階 １０１－２共用会議室 

議題：B18「OIML-CSの枠組み」及び附属文書(ODs01～02、PDs01～08) 

審議事項(内容)： 

B18 文書である「OIML-CS の枠組み」文書案及び附属文書(ODs01～02、PDs01～08)に対する

コメントが 6 月 5 日まで求められ、更に 2017 年 6 月 13 から 14 日に prMC 会議が上海で開催さ

れるため、我が国のコメントに対する回答の確認行った上で、コメントを取りまとめた。 

審議結果：コメント：別紙 3 

 
2) メール審議 

意見締め切り：8月18日 

議題：IAF-OIML 共同評価手続案および ILAC-OIML 共同評価手続改定案の新しいバージョンの

意見募集 

審議事項(内容)：コメントを取りまとめた。主な論点は以下のとおり。 

メール審議の時点では、IAF 製品 WG の合同議長は、このプロジェクトに関する情報を正式に受

け取っていないため、文中の「IAF 製品 WG(ISO/IEC17065)の管理のもとで」という表現は正し

くない。従って、OIML担当者から ILAC/IAF担当者へ情報共有を依頼することとした。 

 
3. 検討した国際勧告案、文書案等 

(1) 草案タイトル：B18「OIML-CSの枠組み」及び附属文書(ODs01～02、PDs01～08) 

(2) 内容、論点、審議経過・結果（賛成、反対、回答及び添付コメント） 

主な内容・論点は以下のとおり。 

全体(B18及び附属文書) 

・ B18、ODs、PDsでそれぞれ規定すべきことが整理されていないまま、文書化が先行されて

いる感がある。B18ではCSの各機能が何を目的として設置されているかをまず規定して、

細かい手続きを下位の手順に規定しつつ、評価プロセスの概要について言及してPDsとの関

連づけをした方がわかりやすい。文書体系とその内容(項目見出し)を整理したエクセルも参

考資料として添付する。また、国際的に認められる製品認証スキームとするのであれば

ISO/IEC17067に沿った内容で整理することが望ましい。 
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考資料として添付する。また、国際的に認められる製品認証スキームとするのであれば

ISO/IEC17067に沿った内容で整理することが望ましい。 

  

 
 

・ 全体構成として用語の統一、文書体裁の統一等を配慮すべき。例えば2. は objectiveと

scopeの二種類の表現がある。また、引用文献にReferencesとBibliographyの二種類の表

現がある。PD-05以下の文書には4. Generalが規定されていない。 

B18へのコメント 

・ 11.6項のレビュー委員会(RC)はメンバー構成が固定ではなく、案件によりその都度設置する

構造と認識している。B18の定義又はOD-01の5章に、この内容を明確にするため説明文

書を追加すべきである。 

・ 3＆11.7項のOIML B18の11 MCにてWGを設立する目的が述べられておらず、OD-01 6

項で設立の目的が述べられている。OD-01の上位文書であるOIML B18でも述べる必要が

ある。 

・ 3.4.3項にWGの定義及び11.7に以下を記載する。 

・ 11.7項： The MC may establish Working Groups (WG), with clearly defined terms of 

reference, to advise it on matters related to the management of the OIML-CS or to 

enhance the efficiency of its operation. 
・ 15項には評価プロセス等の規定が何も書かれていない。評価プロセスを図等で明示し、下位

のPDsと関連づけて規定を整理した方がわかりやすい上、全体の枠組みを決める文書として

も適切である。また、国際的に認められる製品認証スキームとするのであれば評価プロセス

を ISO/IEC17067 (JIS Q 17067)に沿った内容で整理することが望ましく、OIML-CSの場合

はタイプ1aとして内容を配慮する必要があるのではないか。 

・ OD：項番等の誤記を修正する。 

・ PD-01～08 References：PD-07の文書名が、実際のPD-07の文書名と違うので、全て新し

い文書名に変更する。 

・ PD-07 8.1：基本証明書の発行機関は、その能力に応じて「スキームAまたはB」の発行機

関として、PD-03の手続きに基づいて移行できると書いてある。しかし「スキームAまたは

B」はカテゴリーごとに唯一に決まるもので並行して存在しないはず。参入する発行機関が

自由に選べるものではない。B18とも整合化させた上で、何らかの表現の修正が必要。 

・ 前回のPrMCで、併行して行われている作業として17065の法定計量への適用ガイドライ

ン改定作業の議論があった。ガイドラインは一般的なガイドラインで各国の型式証明制度で

17065を使うなら、どこを修正して使用するかも記載されているが、OIML-CS専用のガイ

ドラインを文書化すべきではないかという意見があり、同意見である。色々なケースを一つ

にされると運用しにくくなるので、17065へのガイド文書をOIML―CSの中に入れること

に決まったと理解するが、今回のドキュメントには反映されていないので確認する(D30)。ま

た、17025もTesting Labへのガイドライン(D29)もOIML-CSの文書体系に入れることを

確認する。本件はコメントとして提出することとした。 
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・ PD-03 12.1.2への意見として、発行機関のピアアセスメント(審査)の周期が5年となってい

るが、12.1.1 b)では、5年から修正され4年となっているので、12.1.2は4年の誤記ではな

いか。 

主な審議経緯・結果は国際会議「prMC会議」参照。 

 
4. 国際会議への出席 

1) prMC会議 

日程：2017年6月13-14日 

場所：中国・上海 

出席者：産総研(岸本、戸田、伊藤) 

参加者：20ヶ国＋BIMLから42名が参加 

会議概要(審議内容等)：以下の案件について議論と検討が行われた。 

prMC 議長であるドイツ、PTB の Roman Schwartz 氏からの挨拶、本会議のホスト国である

中国、AQSIQ のXie Jun氏から挨拶が行われた。続いてSchwartz氏から、参加各国メンバーの

紹介が行われた。また、この会議の開始時点で prMC は OIML 加盟国の 18 ヶ国がメンバーであ

り、prMC の決定には少なくともメンバーの半数の承認が要求されるが、今回 12 ヶ国+1 ヶ国(代

理)からの参加があることにより、この規定を満たす定足数があると報告された。 

引き続き prMC 事務局長で BIML の Paul Dixon 氏から、修正された文書の概要が紹介され、

OIML B 18及び附属文書草案(OD 01～OD 02及びPD 01～PD 08)に対する各国コメントの検討

が開始された。予め事務局はこれらのコメントに対する初期見解を示しており、事務局として承

認している事項を除き、議論が必要なコメントを中心に検討が進められた。我が国のコメントへ

の回答及び確定事項を以下に示す。 

【OIML B 18】 

① 現在の文書構成は一貫性がないので全体構成として用語の統一を配慮すべきというコメン

トに対してはほぼ受け入れられ、修正された。 

② OIML-CS専用の17025、17065への適用ガイドラインとして、OIML D29及びD30に

置き換わる新しい文書を作成せよとのコメントに対しては、これはPresidential Council

で議論され、OIML D 29及びD 30はOIML B 6に従って作成されたので、既存の

TC/SC構造の中に残すように要望された、との回答であった。OIML-CS特有のガイダ

ンスが必要とされるかどうか、将来再検討することはできるとした。 

③ 認定機関にとってOIML発行機関の審査を円滑に進めるときに重要となるので、B18の

1.3項に「OIML-CSは ISO/IEC 17067に規定されているスキームタイプ laに分類され

る」という文書を追加すべきとの提案は受入られ、挿入されることとなった。 
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④ Working Groupsについての記述はOD-01のみであるが、主文書であるB18にも記述す

べきであるとの要望は受け入れられ、B18 11.7項に規定されることになった。 

⑤ 誤字修正は全て受け入れられ修正された。 

【運用文書OD01～OD02】 

RC メンバーシップについての規定を明確に規定すべきとのコメントに対しては、RC は 1 つだ

け定義され、異なる測定器のカテゴリーをカバーするためにメンバーシップを増やすことが意図

されているとの回答であった。 

【手順書PD01～PD08】 

① PD-01：PD-05の引用文献欄はReferencesに修正された。他の文書に規定している

Generalは、PD-01、05、06、07、08の文書には必要ないと判断したので修正は行わな

いとなった。 

② PD-01：全てのPD文書のReferences欄で、PD-07の新文書名を「OIML-CSの下での

移管取決め」に統一すべきとのコメントは受け入れられ、修正された。 

③ PD-03：承認プロセスフローチャートのような図又はフローチャートの追加提案に対して

は合意され、ガイドラインの一部としてフローチャートが作成されるとの回答であった。 

④ PD-05：ロゴの使用に関する、OIML証明書保持者の権利と義務を明確にすべきとのコメ

ントについては、PD-06の記述で権利と義務が明確であるとの回答であったが、ロゴ使

用については、会議外での打ち合わせも含めた検討の結果、OIML の上位文書(B 文書)で、

OIMLのロゴとOIML-CSのロゴについての使用に関する規定文書を作成することとな

った(例えば、計量器メーカーが計量器カタログでロゴを使用する際にどのような使用方

法が許されるのかというような状況も念頭において。) また、現在のOIML証明書制度

では、計量器製造者に対して、OIML証明書を受けたのと同じ品質を確保するよう「道

義的責任(moral obligation)」が求められていることを述べる必要がないのかとのコメン

トに対しては、B18を作成する際の議論で書かないことになったという経緯説明があった。 

⑤ PD-07：旧OIML証明書発行機関の移行について論理的に舌足らずな表現になっている

部分について表現方法を修正すべきとのコメントは了解され、修正されることになった。 

【確定事項】 

① 修正されたB18及びODs、PDsをOIML ウェブページに掲載し、編集上の修正締め切

りを6月30日とした。 

② OIML B18, ODs及びPDs文書改善のための「Maintenance Group」を立ち上げた。メ

ンバーは米、印、英、独、日本、豪 (主査)。 

③ 様式等の作業グループを立ち上げた。メンバーは英、米、独、蘭、印。 

④ OIMLロゴとOIML-CSロゴの使用をカバーする新しい基本文書のためのプロジェクト

をCIML委員会に提案する。 
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⑤ ILACと IAFと協力して、QMS専門家(主任審査員)及びprMCメンバーを特定する。 

⑥ 審査委員会(RC)のメンバーは、独、ニュージーランド、豪、日本、仏、中国、ロシア、

蘭、米、印。 

⑦ 次回MC 会議の開催日と会場は、2018 年 3 月19 日または2018 年 3 月26 日から3 日間、

豪で開催する。※後日、2018年3月20日～22日に開催することになった。 

⑧ MC議長の候補者： 

ケース1： Roman Schwartz 氏が CIML 委員長に選出された場合、蘭の Cock 

Oosterman氏   

ケース2： Roman Schwartz 氏が CIML 委員長に選出されなかった場合、引き続

きRoman Schwartz氏 

⑨ MC副委員長候補：豪州のBill Loizides 

 
2) 第1回MC会議(予定) 

日程：2018年3月20～22日(計3日間) 

場所：豪・シドニー 

RC＆メンテナンスグループ会議(3/20)、MC会議(3/21-22) 

・  法定計量専門家の承認基準及び専門家の承認 

・  移行手続き等 

5. その他 

1) OIML-CSへの委員登録 

運営委員会(Management Committee／MC) 

産総研 岸本氏(Main contact person)、伊藤氏、戸田氏、 

2) OIML－CSロゴの使用に関する基本文書(Bxx)作成プロジェクト 

産総研 岸本氏(Main contact person)、伊藤氏、松本氏、戸田氏、 

3) メンテナンス・グループ(Maintenance Group ／MG) 

MGとはOIML-CS関連文書(B18, ODs及びPDs)の修正、見直しなど、文書改善をMCに提

言することを目的として、2017年6月の第2回prMC会議で立ち上げられた組織。 

MG メンバーは、豪、独、印、英、米、日本で構成され、主査は豪の Bill Loizides 氏、日本

のメインコンタクトは戸田氏。 

4) 審査委員会(Review Committee／RC) 

法定計量専門家及び OIML 証明書発行機関の認定の為の事前審査を行う、MC の Sub 

Committee。産総研 戸田氏。 
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3.3.4 電子化計量器作業委員会 

 (1) 活動の概要 

   電子化計量器作業委員会は、TC5/SC1「環境条件」を担当し、D11「計量器に対する一般要

求事項 － 環境条件」について検討を行っている。 

現行の D11（2013 年版）は、2011 年から改定作業が行われ、第 48 回 CIML 委員会（2013 年）

において承認され、発行されたものである。 

 
3.3.5 情報化作業委員会 

(1) 活動の概要 

D31「ソフトウェア制御計量器のための一般要件：2008 年」は、計量器に組込むソフトウェアの

一般的な要件および試験、検定方法の要件をまとめたもので、各種の国際勧告(R)へ組み込む要件

の「ひな形」を提示する参考文書である。2016 年 10 月に開催された第 51 回 CIML の承認を受

けて、D31を改定するプロジェクト TC5/SC2/P3 が開始された。 

TC5/SC2/P3 からは、4 月に WD に対する意見照会、2018 年 1 月には 1CD に対する意見照会

があった。また、WDに関する第1回国際会議が9月に独逸 ベルリンで開催された。 

これに対して、第 1 回情報化作業委員会を 7 月に開催して WD を審議、意見を取りまとめ回答

した。また、第1回国際会議にも委員が出席した。 

1CDに対する意見照会についても、第2回情報化作業委員会を年度中に開催して審議した。 

(2) 作業委員会の開催状況及び審議結果 

1) 第１回情報化作業委員会 

日時: 2017年7月6日(木) 14時～16時30分 

場所: 経済産業省 別館 101-2共用会議室 

審議結果：  

D31「ソフトウェア制御計量器のための一般要件」の WD について、意見の検討を行い、別紙 7

のとおり、意見を提出することを決めた。 

審議内容： 

1. D31の経緯および役割、位置づけの確認。 

2. WD で削除された製造事業者の宣言書に関する要求事項について。要求事項の必要性を主張し

て復活を求める。 

3. 不明確な用語、参照箇所について議論。 

    「サブアセンブリ」、「トークン」、「パターン」、時刻印の「特定適用分野」ほか。 

4. 追跡可能更新（traced update）について、オペレーティングシステムのセキュリティアップデ

ートを追跡可能更新の一例と解釈して良いか？ 
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(3) 国際会議等 

1)  TC5/SC2/P3 第１回国際会議 D31改訂 

開催期間:  2017年9月20日-21日 

開催場所: 独 ベルリン PTB 

出席者: 全18名（11ヶ国）、そのうち日本からの出席者は2名 (NMIJ 1名、(株)イシダ 1名)  

結果概要: 

【審議内容】 

 日本およびカナダが提出した「ソフトウェア文書化が正しく完全であることを製造事業者が

宣言する」要求事項の必要性の主張と復活を求める意見は理解され、「6.2 型式試験の手続

き」に次の一文として復活した。 

The manufacturer shall attest that no hidden or undocumented properties exists. (e.g. 

parameters, commands, functions, backdoors.) 
一方、「6.1 型式試験に供されるソフトウェア文書化」の項目に宣言書は含めないこととな

った。これは、次の二つに配慮が必要なため： 

・ 型式試験自体は宣言書が無くても実施可能であること、 

・ （欧州など、）宣言書が不要な国もあること。 

さらに、上で述べた措置、宣言書を文書化（6.1）の一項目として規定せず、宣言を国ごと

に任意に選択可能な型式試験手続き（6.2）の一部分とすること、を明確にするため、「1. 導

入」に説明を追加することに合意した。 

 追跡可能更新(traced update)/要検定更新(verified update)についての認識、位置付けを再確

認した。組込み/汎用計算機いずれの場合も、オペレーティングシステムのセキュリティア

ップデートを追跡可能更新(traced update)の一例と解釈する方向で議論が進められた。しか

し、まだ結論には至ってない。 

 ソフトウェアの識別子とソフトウェア完全性の証拠は区別して、混同しないようにする。 

識別子に、完全性の証拠を示すハッシュ値などまで含めなくて良いという認識を共有した。

具体的に文書の中では、ソフトウェア識別の定義(5.1.1)から「不可分に結びついた 

(inextricably linked to)」が削除されることになった。 

 文書全般にわたり、用語を見直した。 

 厳しさ(severity)はリスク(risk)へ置き換えられた。6.4 の表 2 に提示する妥当性確認の手続

きA、Bをそれぞれリスクレベル(I)、(II)へ結びつけることに合意した。 

 幹事国である独逸および米国の提案により、次の二つのサブグループを結成することが承認

された： 

SG1 (methods and means, formerly p2) ：活動中断した過去のプロジェクトP2の後継と

なるサブグループ； 
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(3) 国際会議等 
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 厳しさ(severity)はリスク(risk)へ置き換えられた。6.4 の表 2 に提示する妥当性確認の手続

きA、Bをそれぞれリスクレベル(I)、(II)へ結びつけることに合意した。 

 幹事国である独逸および米国の提案により、次の二つのサブグループを結成することが承認

された： 

SG1 (methods and means, formerly p2) ：活動中断した過去のプロジェクトP2の後継と

なるサブグループ； 

 
 

SG2 (operating systems）：オペレーティングシステムの適用に関して議論するサブグループ。 

 
【会議後のスケジュール】 

 2017年11月 サブグループ SG1、SG2を結成 

 2017年12月 修正済WDを公開 

 (2018年1月11日 意見照会のため1CDが回付された。2018年4月10日意見提出締切。) 

 2018年4月 第2回国際会議を開催 

 
(4) その他 

TC5/SC2/P3 の下にサブグループ SG1、SG2 が結成されたが、今回は参加を見送った。理由は、

新しい要求事項案が D31 の CD へ追加された時点で審議すれば良いと判断したため、また委員に

参加希望者がいなかったためである。 

 
3.3.6  体積計作業委員会 

 (1) 活動の概要 

  TC８担当文書である R80-2「尺付きタンクローリー及びタンク貨車」（DR）、R80-3「尺付き

タンクローリー及びタンク貨車」（DR）の国際勧告案に対して CIML 予備投票の依頼があり、

メール審議等により国内意見の調整を行い、「コメント無し賛成」にて回答を行った。なお、本

勧告案は今年度開催されたCIML委員会に於いて承認され、本年11月に発行されている。 

  また、TC8/SC1 については、SC1 の世話人である米国・和蘭より 2018 年 1-2 月にオランダ

に於いて国際会議を予定している旨の連絡が入っている。会議概要としては複数のプロジェク

ト P6（R80）、P9（R71）、P10（R85）についての対象文書を検討するとのことであり、法定

計量としては影響度が少ない文書であるため、日本として会議参加はしない予定である。 

 
3.3.7 質量計作業委員会 

(1) 活動の概要 

第 51 回（2016）CIML 委員会において新規活動として承認された R76「非自動はかり」の

改定に関して、TC9/CS1 は 2017 年 12 月 6 日、7 日に第 1 回 R76 改定プロジェクトグループ

（PG）国際会議OIML TC9/SC1/p1 Revision of OIML R76(1st Project Group meeting)を開催

して作業を開始した。この国際会議は R76 の改定にあたり、改定の方向性を検討するとともに

サブグループの設置を目的としたもので、このサブグループの検討を基に幹事国が WD を作成

することになる。R76 は国内の型式承認の技術基準の参照規格であって、法規制計量器として

重要な位置づけを持つことから、委員が初期段階から積極的に改定に参加することを決め、製造

事業者を含めた 3 名を派遣した。今回の PG では、事前に示された論点①新技術への対応と参
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照規格の更新、②OIML-CS に向けた様式改定、③検定検査のためのPart4 の整備、をさらに細

分して 5 つのサブグループを設置している。日本は“検定検査”、“ソフトウェア”、“モジュー

ル”の 3 つのサブグループに所属することとなり、検定検査の手順などの資料提供などの課題

を実行している。今後、各サブグループにおける課題を検討する上で、国内の意見をまとめるこ

とが重要と考えるため、国内委員会を開催して、体制整備の方向性とスケジュール感の共有を図

った。 

R129-1,2,3「荷物の多次元寸法システム」（2CD）に関して、寸法計測を主に行う計量器であ

るが、非自動はかりの製造事業者が主に製造しているものであるため、当委員会にてメール審議

を行い回答した。（コメント提出：2017年3月2日） 

(2) 作業委員会の開催状況及び審議結果 

1) 第1回質量計作業委員会 

日時：2018年1月25日（木）14時～16時 

場所：経済産業省別館6階626会議室 

議題：TC9/SC1p1 R76「非自動はかり」PG国際会議報告 

① PGにおける検討 

・新技術への対応と参照規格の更新 

・Part 1 計量・技術要件－試験 

・Part 2 試験手順 

・Part 3 試験報告書の様式 

・Part 4 検定検査 

② 改定作業スケジュールの共有 

③ 改定作業における委員会の体制の検討 

 
a) PG出席報告： 

     PGへの出席について報告が行われた。 

PGは、2017年12月6,7日の2日間、独・ブランシュバイクにて開催され、日本からは 

長野委員、大谷委員（産業技術総合研究所）、田尻委員（株式会社イシダ）の3名が出席 

した。直前に配布された大量の資料は使用せずに、その場で各国からのR76改定に対す 

る論点（要望と考えなど）を聞き、主立った論点を事務局がまとめて検討項目とした。 

その主立った論点に対してサブグループを構成して検討を行うこととなった。サブグル 

ープは以下の5つで、日本はそのうちの3つ（「part4」、「software」、「modular  

approach」）に参加することとなった。 
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とが重要と考えるため、国内委員会を開催して、体制整備の方向性とスケジュール感の共有を図

った。 

R129-1,2,3「荷物の多次元寸法システム」（2CD）に関して、寸法計測を主に行う計量器であ

るが、非自動はかりの製造事業者が主に製造しているものであるため、当委員会にてメール審議

を行い回答した。（コメント提出：2017年3月2日） 

(2) 作業委員会の開催状況及び審議結果 

1) 第1回質量計作業委員会 

日時：2018年1月25日（木）14時～16時 

場所：経済産業省別館6階626会議室 

議題：TC9/SC1p1 R76「非自動はかり」PG国際会議報告 

① PGにおける検討 

・新技術への対応と参照規格の更新 

・Part 1 計量・技術要件－試験 

・Part 2 試験手順 

・Part 3 試験報告書の様式 

・Part 4 検定検査 

② 改定作業スケジュールの共有 

③ 改定作業における委員会の体制の検討 

 
a) PG出席報告： 

     PGへの出席について報告が行われた。 

PGは、2017年12月6,7日の2日間、独・ブランシュバイクにて開催され、日本からは 

長野委員、大谷委員（産業技術総合研究所）、田尻委員（株式会社イシダ）の3名が出席 

した。直前に配布された大量の資料は使用せずに、その場で各国からのR76改定に対す 

る論点（要望と考えなど）を聞き、主立った論点を事務局がまとめて検討項目とした。 

その主立った論点に対してサブグループを構成して検討を行うこととなった。サブグル 

ープは以下の5つで、日本はそのうちの3つ（「part4」、「software」、「modular  

approach」）に参加することとなった。 

  

 
 

サブグループ： 

(ア) 「part4」⇒検定、検査、ISO/IEC 17020 

(イ) 「harmonization（整合）」⇒自動はかり、OIML文書（D11、D31）との整合 

(ウ) 「software（ソフト）」⇒ソフトウェア、改ざん防止、リスク管理 

(エ) 「modular approach（モジュール）」⇒モジュール認証、POS、リスク管理 

(オ) 「structure, terms and definition（定義）」⇒明確化、R60との関係、主表示など 

 
第一弾の作業として、各国の検定手法に関する基準を提出することが課されて、日本で 

は長野委員と大谷委員によって、検定に関する基準であるJIS B 7611-2 附属書JAと関 

連する項目をまとめた資料を作成英訳しているところである。（2018年1月31日提出） 

 
    b) 改定作業スケジュールの共有： 

日 付 作業内容 対応者 

2018年1月末 R76-1の修正案作成 

（用語、定義、要件、試験手順） 

事務局 

2018年6月末 サブグループからの提案（初回） サブグループ主査/グループ全員 

2018年9月 WD発行 事務局 

2018年12月 WDへのコメント募集期限 各国 

2019年 

（日程未定） 

R76会議開催 各国委員 

 

    c) 改定作業における委員会の体制の検討： 

       改定スケジュールに従った作業を行うため、各委員の支援体制の整備を依頼。サブグ

ループでの検討に関してロードセル（R60）、ソフトウェア（D31）、電磁環境試験

（D11）が重要な課題となるため、場合により関連するロードセル作業委員会、情報

化作業委員会と電子化計量器作業委員会に支援を求めることとした。 

2) メール審議（R129-1,2,3「荷物の多次元寸法システム」（2CD）） 

審議対象：R129-1,2,3「荷物の多次元寸法システム」（2CD） 

審議結果：「賛成」（コメント付：別紙１） 

審議内容：メール審議を実施したが、対象の計量器を製造している国内事業者が少ないこと

から、コメントは 1 件であった。基本的な基準については問題なく、賛成投票と

したが、寸法測定に用いる光源に対する試験において、試験条件などに追加情報

があることが望まれるため、コメントを付けることとした。 
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(3) 国際会議等 

TC9/SC1/ Revision of OIML R76「非自動はかり」プロジェクトグループ（PG）国際会議 

日時：2017年12月6日,7日 

会場：PTB Seminar-Centre（独 Braunschweig） 
議題：TC9/SC1p1 R76「非自動はかり」PG国際会議 

対応： Pメンバーとして参加 

     参加メンバー 国立研究開発法人産業技術総合研究所 2名 

            日本計量機器工業連合会 1名 

概要：R76「非自動はかり」の改定におけるキックオフ会議として 14 カ国＋BIML+CECIP

が参加して開催された。会議直前に膨大な改定要望資料が事務局から配信されたが、会

議では、まず R76 改定の論点について各国からインタビューし、その内容を 5 つのグル

ープにまとめ、サブグループを形成した。それぞれサブグループにおいて項目の検討の

方向性を議論し、スケジューリングも行った上で WD を作成するまでのプロセスが提示

された。サブグループは以下のとおりで日本は Part4、ソフトウェア、モジュールに参加

することとなった。 

① 「part4」 ⇒検定、検査、ISO/IEC 17020  

② 「harmonization（整合）」自動はかり、OIML文書（D11,D31）との整合 ⇒ 

③ 「software（ソフト）」⇒ソフトウェア、改ざん防止、リスク管理  

④ 「modular approach（モジュール）」⇒モジュール認証、POS、リスク管理  

⑤ 「structure, terms and definition（定義）」⇒明確化、R60との関係性、主表示など 

 
3.3.8 自動はかり等作業委員会 

(1) 活動の概要 

R61-1「充てん用自動はかり」Part1：計量及び技術要求事項（DR）、R61-2「充てん用自動

はかり」Part2：計量管理及び性能試験（DR）及び R61-3「充てん用自動はかり」Part3：試験

報告書の様式（DR）について、委員会を開催して審議した。 

審議は、前回日本が「反対」投票した R61-1,2,3（5CD）からの修正箇所を中心に行い、許容

できる改定であるかの判断を行った。5CD に対して反対した理由である電磁環境試験について

等の譲れない事項については概ね意見が反映されており、その他の事項も DR として許容でき

ない修正でなかったことを鑑み、コメントを付けて「賛成」するものとして回答した。（コメン

ト提出：2017 年 6 月 30 日）その後、2017 年 9 月に第 52 回 CIML 委員会での承認のための

FDR が届き、委員会への確認と対処方針により、賛成することとした。なお、R61 FDR は第

52回CIML委員会において、賛成34、反対0、棄権2で承認された。 
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New Recommendation「湾曲した滑り台を用いた連続式積算自動はかり」（2WD）に関して、

その計量方式からコンベヤスケールと同様と思われる自動はかりとして、製造事業者に対して製

造実績、類似自動はかりの製造に関する調査を実施し、また、2WD へのコメントなどがないか

のメール審議を実施した。国内製造事業者においては、製造実績はなく、2WD へのコメントも

なかったため、回答はしないこととした。この New Recommendation の検討に関して日本は

Oメンバーとしている。 

(2) 作業委員会の開催状況及び審議結果 

1) 第1回自動はかり作業委員会 

日時：2017年6月23日（金）14時～17時 

場所：経済産業省別館6階628共用会議室 

議題：TC9/SC2 R61-1,2,3「充填用自動はかり」DR審議 

   審議対象：R61-1「充てん用自動はかり」Part1：計量及び技術要求事項（DR） 

        R61-2「充てん用自動はかり」Part2：計量管理及び性能試験（DR） 

        R61-3「充てん用自動はかり」Part3：試験報告書の様式（DR） 

 審議結果：「賛成」（コメント付：別紙５） 

審議内容：  

a) R61-1 
5CD へのコメントの反映状況を中心に確認した。また、他国からのコメントによ

り修正が加えられた項目の整合性をチェックした。追加された用語について、記載

箇所の修正と他国からのコメントにより修正した箇所を元に戻すことをコメントした。 

b) R61-2 
5CD へのコメントで譲れない項目として反対した理由とした電磁環境試験のレベ

ル適用に関する箇所の確認を重点的に行った。その結果、日本の作成した修正コメ

ントが取り入れられていることを確認した。その他、試験における充填回数につい

て、大きく記載内容が変更されていたが、基本的な考え方には問題はなく、内容を

明確化することをコメントした。 

2) メール審議（New Recommendation「湾曲した滑り台を用いた連続式積算自動はかり」

（2WD）） 

審議対象：New Recommendation「湾曲した滑り台を用いた連続式積算自動はかり」

（2WD） 

審議結果：回答なし 

審議内容：メール審議を実施したが、対象の計量器を製造している国内事業者がなく、

開発計画や設計も行っていないことから、回答は行わないことにした。 
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(3) 国際会議等 

TC9/SC2 New Recommendation「湾曲した滑り台を用いた連続式積算自動はかり」プロジェ

クト・グループ（PG）国際会議 

日時：2018年3月13日,14日 

会場：NMRO Regulatory Delivery（英国、テディントン） 

議題：New Recommendation「湾曲した滑り台を用いた連続式積算自動はかり」 

対応：当該 New Recommendation に関して日本は O メンバーであり、直近での法規制対象

計量器でないことから、PGには参加しない。 

 
3.3.9 質量計用ロードセル作業委員会 

(1) 活動の概要 

TC9（米国）より R60-1&2「ロードセルの規定／第 1 部：計量および技術要件、第 2 部：計

量管理及び性能試験」（5.1CD）を受領したが回答期限までの期間が短く改訂内容を委員間で共

有しメールにて審議した。充分な検討は出来なかったが、用語と配分係数に関するコメントを付

記し「賛成」にて回答した。 

また、その後、一次国際勧告案(1DR)が到着したため作業委員会開催し内容を審議した。1DR

に対しては、配分係数とEMC 試験の周波数範囲に対するコメントを主な理由として反対投票と

したが、二つの論点に対するコメントが前向きに考慮されるなら、我々は次の DR を支持する

とした。反対投票を行ったのは日本のみであった。 

10 月に開催された CIML 委員会においては技術的内容を提出する場ではなかったため反対を

宣言することはなかった。 

 
(2) 委員会の開催状況及び審議結果 

1) 第1回質量計用ロードセル作業委員会 

日時：2017年6月15日（木）14時～17時 

場所：経済産業省別館1階会議室 

a) 審議対象：R60-1&2「ロードセルの規定 第 1 部：計量・技術要件、第 2 部：計量管理及び

性能試験」（1DR） 

審議結果：「反対」（コメント付：別紙４） 

  ① 最小死荷重出力戻り（DR）は試験装置の容量(Dmin & Dmax)ではなく、ロードセル本来

の性能(Emin & Emax)に基づいて定義されるべきである。 

  ② デジタルロードセルとアナログロードセルの分類が複雑になっている。アナログロードセル、

アナログアクティブロードセル、アナログパッシブロードセル、デジタルロードセル、デー

タプロセシングを含んだロードセルとなっており、データプロセシングを含んだロードセル

－ 60 －



 
 

(3) 国際会議等 

TC9/SC2 New Recommendation「湾曲した滑り台を用いた連続式積算自動はかり」プロジェ

クト・グループ（PG）国際会議 

日時：2018年3月13日,14日 

会場：NMRO Regulatory Delivery（英国、テディントン） 

議題：New Recommendation「湾曲した滑り台を用いた連続式積算自動はかり」 

対応：当該 New Recommendation に関して日本は O メンバーであり、直近での法規制対象

計量器でないことから、PGには参加しない。 

 
3.3.9 質量計用ロードセル作業委員会 

(1) 活動の概要 

TC9（米国）より R60-1&2「ロードセルの規定／第 1 部：計量および技術要件、第 2 部：計

量管理及び性能試験」（5.1CD）を受領したが回答期限までの期間が短く改訂内容を委員間で共

有しメールにて審議した。充分な検討は出来なかったが、用語と配分係数に関するコメントを付

記し「賛成」にて回答した。 

また、その後、一次国際勧告案(1DR)が到着したため作業委員会開催し内容を審議した。1DR

に対しては、配分係数とEMC 試験の周波数範囲に対するコメントを主な理由として反対投票と

したが、二つの論点に対するコメントが前向きに考慮されるなら、我々は次の DR を支持する

とした。反対投票を行ったのは日本のみであった。 

10 月に開催された CIML 委員会においては技術的内容を提出する場ではなかったため反対を

宣言することはなかった。 

 
(2) 委員会の開催状況及び審議結果 

1) 第1回質量計用ロードセル作業委員会 

日時：2017年6月15日（木）14時～17時 

場所：経済産業省別館1階会議室 

a) 審議対象：R60-1&2「ロードセルの規定 第 1 部：計量・技術要件、第 2 部：計量管理及び

性能試験」（1DR） 

審議結果：「反対」（コメント付：別紙４） 

  ① 最小死荷重出力戻り（DR）は試験装置の容量(Dmin & Dmax)ではなく、ロードセル本来

の性能(Emin & Emax)に基づいて定義されるべきである。 

  ② デジタルロードセルとアナログロードセルの分類が複雑になっている。アナログロードセル、

アナログアクティブロードセル、アナログパッシブロードセル、デジタルロードセル、デー

タプロセシングを含んだロードセルとなっており、データプロセシングを含んだロードセル

 
 

は別の規格で扱うことになっている。その中でデジタルロードセルの pLC は 1.0 が適当と

考えており、今までも意見を提出しているが反映されていない。 

  ③ 短時間電力低減試験の記載において60 Hzへの対応が欠けている。 

  ④ バースト、サージ、放射電磁界試験において試験レベルがアップしている。特に、放射電磁

界試験の周波数範囲上限が 3 GHz に上がっている。また、サージについては、接続機器の

適用が30 mから10 mに変更されている。R61（充填式はかり）を根拠とする改訂である

が、難易度が高く運用時に障害が生じることが予想されるため、R61 に準じ、適用時の条

件付けを検討することとした。 

  ⑤ 無線電磁界によって生成された伝導（コモンモード）電流への暴露に関して表中の「Test 

Load」の単位が「V」となっている。「ｖ」の誤記と考える。 

  ⑥ 妨害試験の適用は“analog-active”のみとなっているが、“digital load cell”“にも適用が

必要と考える。 

 
3.3.10 電力量計等作業委員会 

(1) 活動の概要 

2016 年 5 月の会議（蘭のNMi で開催）、10 月のCIML 委員会でのR46 改定作業開始の承

認後，本格的な作業は開始されていなかったが、2017 年 12 月に幹事国の豪から WD が配布

され、改定作業がスタートした。 

WD では、前回会議で審議されていた無効電力量計など新しい計量器の追加や編集上の修

正など検討項目を取り上げているのみで、具体的な内容の検討はこれからである。 

WD に対するコメント提出期限は 4 月 20 日。また、5 月 10 日～11 日に豪にて会議開催予

定である。 

(2) その他 

a)R46導入JIS制定・改正について 

2012 年に発行された国際勧告 R46「有効電力量計」の要求事項を導入した JIS が、2017

年 3 月に改定及び制定された。また、特定計量器検定検査規則も 2017 年 6 月に改定された。

なお、電子式計器の技術基準が大幅な変更となったため、施行まで経過措置期間がが設けら

れた。新しい JIS による型式承認及び検定は 2022 年 4 月開始、2030 年 4 月からは改定前の

技術基準で製造された計器の検定はできなくなり、新しいJISに基づいた検定のみとなる。 

以下に改定及び制定となるJISを示す。下線を引いたものがR46導入のJISである。 

JIS C 1211-2:2017 電力量計（単独計器）―第2部：取引又は証明用 

JIS C 1216-2:2017 電力量計（変成器付計器）―第2部：取引又は証明用 

JIS C 1263-2:2017 無効電力量計―第2部：取引又は証明用 
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JIS C 1283-2:2017 電力量、無効電力量及び最大需要電力表示装置（分離形） 

― 第2部：取引又は証明用 

JIS C 1271-2:2017 交流電子式電力量計―精密電力量計及び普通電力量計― 第 2 部：取引

又は証明用 

JIS C 1272-2:2017 交流電子式電力量計―超特別精密電力量計及び特別精密電力量計― 第 2

部：取引又は証明用 

JIS C 1273-2:2017 交流電子式無効電力量計― 第2部：取引又は証明用 

 
3.3.11 放射線計量器作業委員会 

(1) 活動の概要 

今年度は、活動を行っていない。 

(2)国際会議等 

IEC/TC45「原子力計測」ワーキンググループおよびプレナリーミーティングの開催 

日 程：2017年10月12日（木）～21日（土） 

場 所：中国・上海 

会議概要：ディジタル式放射線測定器のリストモードデータ（IEC 63047）の規格原案

（CD2）、体表面モニタ（IEC 61098）の改正原案（CD）及び食料品中のγ線放出核種の

放射能測定装置（IEC 61563）の投票原案（CDV、投票結果：承認）へのコメントを審議

した。 

2018 年は、8 月に東京で IEC/SC45B/WG16 中間会議を開催し、体表面モニタの改正原案

を審議する予定。 

 (3) その他 

新 JIS 規格「ラジオクロミックフィルム線量計測システムの使用方法」を作成中。 

 
3.3.12 環境・分析計量器作業委員会 

(1) 活動の概要 

今年度は次の1件についてメール審議を行い、日本から回答を行った。 

・R54「水溶液の pH 目盛 / pH scale for aqueous solutions: 1981年」の改定作業、第一次

作業草案（1WD） 

  (2) 作業委員会等の開催状況及び審議結果 

1) メール審議（R54「水溶液の pH 目盛」」1WD） 

審議結果：メール審議を行い、2017年12月1日にコメントを提出：別紙 14 

審議内容：本改定では、pH 計測のデファクトスタンダードとされる IUPAC 勧告 2002 

との適合性を図ることを主な目的としていると述べている。しかしながら、IUPAC 勧告 
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JIS C 1283-2:2017 電力量、無効電力量及び最大需要電力表示装置（分離形） 

― 第2部：取引又は証明用 

JIS C 1271-2:2017 交流電子式電力量計―精密電力量計及び普通電力量計― 第 2 部：取引

又は証明用 

JIS C 1272-2:2017 交流電子式電力量計―超特別精密電力量計及び特別精密電力量計― 第 2

部：取引又は証明用 

JIS C 1273-2:2017 交流電子式無効電力量計― 第2部：取引又は証明用 

 
3.3.11 放射線計量器作業委員会 

(1) 活動の概要 

今年度は、活動を行っていない。 

(2)国際会議等 

IEC/TC45「原子力計測」ワーキンググループおよびプレナリーミーティングの開催 

日 程：2017年10月12日（木）～21日（土） 

場 所：中国・上海 

会議概要：ディジタル式放射線測定器のリストモードデータ（IEC 63047）の規格原案

（CD2）、体表面モニタ（IEC 61098）の改正原案（CD）及び食料品中のγ線放出核種の

放射能測定装置（IEC 61563）の投票原案（CDV、投票結果：承認）へのコメントを審議

した。 

2018 年は、8 月に東京で IEC/SC45B/WG16 中間会議を開催し、体表面モニタの改正原案

を審議する予定。 

 (3) その他 

新 JIS 規格「ラジオクロミックフィルム線量計測システムの使用方法」を作成中。 

 
3.3.12 環境・分析計量器作業委員会 

(1) 活動の概要 

今年度は次の1件についてメール審議を行い、日本から回答を行った。 

・R54「水溶液の pH 目盛 / pH scale for aqueous solutions: 1981年」の改定作業、第一次

作業草案（1WD） 

  (2) 作業委員会等の開催状況及び審議結果 

1) メール審議（R54「水溶液の pH 目盛」」1WD） 

審議結果：メール審議を行い、2017年12月1日にコメントを提出：別紙 14 

審議内容：本改定では、pH 計測のデファクトスタンダードとされる IUPAC 勧告 2002 

との適合性を図ることを主な目的としていると述べている。しかしながら、IUPAC 勧告 

 
 

2002 と整合していない点がいくつか見受けられたため、その点を中心に指摘した。具体的に

は、IUPAC 勧告 2002 では、一次標準液及び二次標準液共に Harned cell 法を使って pH 

1~13 程度の範囲が提供されることとなっているが、R54(1WD)における pH 1.47~13.16 の

範囲の二次標準液は、IUPAC 勧告 1985 に 基づいてガラス電極法によって用意されたもの

であるなど、一部について依然として IUPAC 勧告 1985 との適合性を維持しており、整合性

に問題がある。また、IUPAC 勧告 2002 と整合していないデータ（表）がいくつか掲載され

ており、この点についても指摘を行った。そのほか、いくつかの用語について、現在一般的に

使われている用語への修正コメントを加えた。 

 
3.3.13 水分・タンパク計作業委員会 

(1) 活動の概要 

今年度は TC17/SC1（水分計）及び TC17/TC8（農産物の品質分析機器）による文書審議の

依頼はなかったため、作業委員会の活動はなかった。 

(2) 作業委員会の開催状況及び審議結果 

作業委員会は開催されなかった。 

(3) 国際会議等 

国際会議は開催されなかった。R59 及びR146 共に 2016 年に改訂版または初版が発行された

ため、これから２～３年の間は新たな審議案件は発生しないと予想される。それに伴い、国

際会議も実施されないと思われる。 

 
3.3.14  呼気試験器作業委員会 

(1) 活動の概要 

今年度は、R126「証拠用呼気アルコール分析計 第 1 部：計量及び技術要件 第 2 部：計量

管理及び性能試験 第 3 部：試験報告書の様式」に対して、メール審議及び 1 回の作業委員会

により、回答した。 

(2) 作業委員会の開催状況及び審議結果 

1）第1回呼気試験器作業委員会 

 日  時：2017年11月20日（月）14時～15時30分 

 場  所：経済産業省別館1107共用会議室 

 審議対象：R126「証拠用呼気アルコール分析計」4WD 

 審議結果：コメントを提出（別紙 15） 

 審議内容： 

 ・プラトーを説明する表現が曖昧であり、誤読する恐れがあるので、表現の見直しを提案した。 

 ・携帯式の試験機に関して、国際規格に基づいた耐水試験の追加を提案した。 
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2）メール審議 

①実施時期：2017年6月 

 審議対象：R126「証拠用呼気アルコール分析計」3WD 

 審議結果：委員からの意見は特になく、コメントなしで回答 

②実施時期：2018年1月 

 審議対象：R126「証拠用呼気アルコール分析計 11章4項性能試験」4WD 

 審議結果：コメントを提出（別紙 16） 

(3) 国際会議等 

 会 議 名：OIML TC17/SC 7 「呼気試験器」国際会議 

 開 催 日：2018年2月14日（水）～2月16日（金） 

 開催場所：GUM（波、ワルシャワ） 

 日本からの出席者：杉本委員 

 

－ 64 －
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オ
ラ
ン
ダ
は
コ
メ
ン
ト

#9
7/

N
L-

42
に
お
い
て
、
不
均
質
な
光
を
使
っ
た
試

験
を
加
え
る
事
を
提
案
し
た
。
我
々
は
、
周
囲
光
に
加
え
て
強
力
な
パ
タ

ー
ン
を
持
つ
不
均
質
な
光
が
計
量
器
に
照
射
さ
れ
る
と
理
解
し
た
。
し
か

し
、
試
験
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
不
均
質
な
光
に
対
す
る
説
明
や
仕

様
が
不
十
分
で
あ
る
。
計
量
器
表
面
に
お
け
る
不
均
質
な
光
の
照
度
、
パ

タ
ー
ン
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
、
光
の
波
長
（
又
は
色
）
の
よ
う
な
追
加
情
報

が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
情
報
が
提
供
さ
れ
れ
ば
、
我
々
は
こ
の
試

験
を
受
け
入
れ
る
で
あ
ろ
う
。
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dd

 m
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in
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at
io

n 
on

 th
e 

un
ev

en
 li

gh
t. 

不
均
質
な
光
に
関
す
る
よ
り
詳
し
い
情
報
を
追
加
す
る
。

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

2）メール審議 

①実施時期：2017年6月 

 審議対象：R126「証拠用呼気アルコール分析計」3WD 

 審議結果：委員からの意見は特になく、コメントなしで回答 

②実施時期：2018年1月 

 審議対象：R126「証拠用呼気アルコール分析計 11章4項性能試験」4WD 

 審議結果：コメントを提出（別紙 16） 

(3) 国際会議等 

 会 議 名：OIML TC17/SC 7 「呼気試験器」国際会議 

 開 催 日：2018年2月14日（水）～2月16日（金） 

 開催場所：GUM（波、ワルシャワ） 

 日本からの出席者：杉本委員 
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い
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な
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が
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訂
版
と
し

て
短
期
間
に
提
案
さ
れ
る
こ
と
は
普
通
で
は
な
い
と
思
わ
れ

る
。
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勧
告
の
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お
け
る
重
要
性
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え
る
と
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な
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に
も
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時
間
を
か
け
る
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で
は
な
い
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。
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3.
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3.
1
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の
タ
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ト
ル
の
変
更
に
対
応
し
て
、
用
語
「
非
電

気
式
」
を
修
正
す
べ
き
だ
。
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用
語
「
非
電
気
式
」
を
「ア

ナ
ロ
グ
受

動
型
」
に
修

正
す

る
。
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の
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が
不
明
で
あ
る
。
次
の
理
由
か
ら
、

我
々

は
依
然
と
し
て
p L

C
は

1.
0
で
あ
る
べ
き
だ
と
考
え
る
。

(1
) 純

粋
な
デ
ジ
タ
ル
ロ
ー
ド
セ
ル
は
通
常
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計
量
結
果
に

等
価

な
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タ
ル
デ
ー
タ
を
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必
要
な
補
正
や
変
換
を
行
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た
後
に
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す
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。
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示
ユ
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ッ
ト
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、
単
な
る
デ
ジ
タ
ル

デ
ー

タ
の
表
示
器
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能
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に
過
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ず
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そ
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じ
な
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。
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々
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日
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オ
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イ
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議
に
お
け
る
合

意

に
従
い
、
配
分
係

数
（
p L

C
）
に
対
す
る
更
な
る
修
正
は
求

め
な
い
。
し
か
し
左
記
の
理
由
か
ら
、
我
々
は
依
然
と
し
て

デ
ジ
タ
ル
ロ
ー
ド
セ
ル
の
p L

C
は

1.
0
と
考
え
て
い
る
。
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(2
) 質

量
計

に
対

す
る

実
際

の
妨

害
試

験
に

お
い

て
、

デ

ジ
タ

ル
ロ

ー
ド

セ
ル

に
組

み
合

わ
さ

れ
る

表
示

器
に

起
因

す
る

誤
差

要
因

は
考

え
ら

れ
な

い
。

こ
の

よ
う

な
要

因
の

追

加
は

、
試

験
機

関
に

混
乱

を
与

え
る

。
 

(3
) こ

の
勧

告
は

質
量

計
用

ロ
ー

ド
セ

ル
に

対
す

る
も

の
な

の
で

、
完

成
し

た
質

量
計

の
た

め
の

組
合

せ
ら

れ
た

誤
差

配
分

係
数

は
、

R
76

を
基

に
決

定
す

べ
き

で
あ

る
。
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 O
D

s/
PD

s i
s s

ho
w

n 
in

 th
e 

la
st

 tw
o 

pa
ge

s b
el

ow
. O

ur
 c

on
ce

rn
s a

re
 h

ig
hl

ig
ht

ed
 in

 y
el

lo
w

 in
 th

is
 ta

bl
e.

Pl
ea

se
 b

e 
co

ns
is

te
nt

 in
 u

se
 o

f t
er

m
in

ol
og

y 
an

d 
do

cu
m

en
t f

or
m

at
 

as
 a

n 
ov

er
al

l s
tru

ct
ur

e.
 

 現
在
の
構
成
は
完
全
な
一
貫
性
が
な
い
。

O
D

s及
び

PD
sと

B
18

の

構
成
を
相
互
参
照
し
た
。
我
々
の
懸
念
は
最
後
の

2
ペ
ー
ジ
の

黄
色

で
示
し
て
い
る
部
分
で
あ
る
。

 
全
体
構
成
と
し
て
用
語
の
統
一
、
文
書
体
裁
の
統
一
等
を
配
慮
す
べ

き
で
あ
る
。

 

C
on

si
st

en
cy

 b
et

w
ee

n 
B

18
 a

nd
 th

e 
O

D
s/

PD
s s

ho
ul

d 
be

 
ta

ke
n 

in
to

 c
on

si
de

ra
tio

n.
 

 B
18

と
O

D
s及

び
PD

sは
一
貫

性
を
も
っ
た
も
の
に
な
る

よ
う
考
慮
さ
れ
る
べ
き
で
あ

る
。

 
 

 

JP
 

PD
-0

1 
ed

it 

1.
 

Tw
o 

ki
nd

s o
f e

xp
re

ss
io

ns
, “

R
ef

er
en

ce
s”

 a
nd

 
“B

ib
lio

gr
ap

hy
,”

 a
re

 u
se

d 
fo

r t
he

 ti
tle

s o
f r

ef
er

en
ce

s. 
Pl

ea
se

 
us

e 
ei

th
er

 o
ne

 o
f t

he
m

 fo
r c

la
rif

ic
at

io
n.

 
2.

 
PD

-0
1,

 P
D

-0
5,

 P
D

-0
6,

 P
D

-0
7 

an
d 

PD
-0

8 
do

 n
ot

 h
av

e 
a 

cl
au

se
 “

G
en

er
al

” 
w

hi
ch

 e
xi

st
s i

n 
ot

he
r d

oc
um

en
ts

.  
 

1.
 
引
用
文
献
と
し
て

R
ef

er
en

ce
sと

B
ib

lio
gr

ap
hy

の
二
種
類
の
表

現
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。
明
瞭
化
の
た
め
、
ど
ち
ら
か
に
統
一

す
べ
き
で
あ
る
。

 
2.
 

PD
-0

1,
 0

5,
 0

6,
 0

7,
 0

8
の
文
書
に
は

4.
 G

en
er

al
が
規
定
さ
れ
て

い
な
い
が
他
の
文
書
に
は
規
定
さ
れ
て
い
る
。

 

1.
 

U
se

 a
pp

ro
pr

ia
te

 w
or

di
ng

s. 
2.

 
Pl

ea
se

 c
on

fir
m

 if
 th

is
 c

la
us

e 
is

 n
ec

es
sa

ry
 

un
ifo

rm
ly

 fo
r a

ll 
do

cu
m

en
ts

. 
 

1.
 
適
切
な
用
語
が
使
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

 
2.
 
こ
の
節
が
、
全
て
の
文
書
に
一
様
に
必
要
な
も
の
で

あ
る
の
か
を
確
認
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
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ge
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/
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it.
/
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ch

n.  

C
O

M
M

EN
T 

Pr
op

os
ed

 c
ha

ng
e 

 
Pr

io
rit

y

O
B

SE
R

V
A

TI
O

N
S 

O
F 

TH
E 

C
O

N
V

EN
ER

 
 

JP
 

B
18

 
te

ch
n 

In
 th

e 
pr

M
C

 m
ee

tin
g 

in
 B

er
lin

, w
e 

di
sc

us
se

d 
ab

ou
t g

ui
de

s f
or

 
ap

pl
ic

at
io

n 
of

 IS
O

/IE
C

 1
70

25
 a

nd
 IS

O
/IE

C
 1

70
65

.  
D

id
 it

 
co

nc
lu

de
 to

 in
st

al
l t

he
 g

ui
de

 d
oc

um
en

ts
 sp

ec
ifi

ed
 to

 O
IM

L-
C

S 
on

 
IS

O
/IE

C
 1

70
25

 a
nd

 IS
O

/IE
C

 1
70

65
 in

 th
e 

O
IM

L-
C

S 
do

cu
m

en
t 

sy
st

em
? 

 
 2
月
の

pr
M

C
に

お
い
て

、
D

29
や

D
30

を
使
う

の
で
は
な
く
、

O
IM

L-
C

S
専
用

の
17

02
5、

17
06

5
へ
の
適
用
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を

O
IM

L-
C

S 
do

cu
m

en
t s

ys
te

m
の
中
に
作
る
と
い
う
議
論
だ
っ
た
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

 

C
re

at
e 

ne
w

 P
D

 to
 sh

ow
 g

ui
de

s f
or

 a
pp

lic
at

io
n 

of
 

IS
O

/IE
C

 1
70

25
 a

nd
 IS

O
/IE

C
 1

70
65

.  
R

ep
la

ce
 D

29
 a

nd
 

D
30

 in
 B

18
, O

D
s a

nd
 P

D
s w

ith
 th

is
 n

ew
 P

D
. 

 17
02

5
と

17
06

5
の
適
用
ガ
イ
ド
と
し
て
新
し
い

PD
を

作
れ
。
ま
た
、
こ
の
新
し
い

PD
で

D
29

と
D

30
を
置
き

換
え
よ
。

 

 

 

JP
 

O
D

-0
1 

5 
 

ed
it 

O
ur

 u
nd

er
st

an
di

ng
 is

 th
at

 th
e 

m
em

be
rs

 o
f R

C
 a

re
 n

ot
 fi

xe
d 

an
d 

th
e 

co
m

m
itt

ee
 sh

ou
ld

 in
vi

te
 th

e 
m

em
be

rs
 a

nd
 se

t u
p 

a 
ne

w
 R

C
 in

 
ea

ch
 c

as
e.

 H
ow

ev
er

, s
uc

h 
a 

ru
le

 is
 n

ot
 st

at
ed

 in
 th

e 
pr

es
en

t 
do

cu
m

en
ts

. 
 R

C
の
メ
ン
バ
ー
構
成
は
固
定
で
は
な
く
、
案
件
に
よ
り
そ
の
都
度

設
置
す
る
構
造
と
理
解
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
よ
う
な

規
定
は
現
文
書
で
は
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
。

 

A
 ru

le
 fo

r m
em

be
rs

hi
p 

of
 R

C
 sh

ou
ld

 b
e 

ad
de

d 
cl

ea
rly

 
to

 th
e 

co
nt

en
t o

f C
la

us
e 

5 
of

 O
D

 - 
01

. 
 R

C
の
メ
ン
バ
ー
シ
ッ
プ
に
つ
い
て
の
規
定
を

O
D

 –
 0

1
の

5
に
明
確
に

加
筆
す
べ
き
で
あ
る
。

 
 

 

JP
 

B
18

 
11

.7
 

ge
n 

Th
e 

de
sc

rip
tio

ns
 o

n 
W

or
ki

ng
 G

ro
up

s a
re

 fo
un

d 
on

ly
 in

 O
D

 - 
01

. 
B

ut
 W

or
ki

ng
 G

ro
up

s s
ho

ul
d 

al
so

 b
e 

in
tro

du
ce

d 
br

ie
fly

 in
 th

e 
se

ct
io

n 
11

.7
 o

f B
 1

8 
w

hi
ch

 is
 th

e 
m

ai
n 

do
cu

m
en

t. 
 W

G
に
つ
い
て

の
記
述
は

O
D

 –
 0

1
の
み
に
見
ら
れ
る
。
し
か
し
な

が
ら
、

W
G
に

つ
い
て
は
主
文
書
で
あ
る

B
 1

8
の

11
.7
に
お
い
て

も
、
簡
潔
に
述
べ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

 

Th
e 

W
or

ki
ng

 G
ro

up
s s

ho
ul

d 
be

 in
tro

du
ce

d 
in

 se
ct

io
n 

11
.7

 in
 O

IM
L 

B
18

 a
s t

he
 m

ai
n 

do
cu

m
en

t. 
 上
位
文
書
と
し
て

B
18

の
11

.7
に

W
G
を
規
定

す
べ
き

で
あ
る
。

 
 

 

JP
 

PD
-0

3 
G

en
 

It 
w

ou
ld

 b
e 

ea
si

er
 to

 u
nd

er
st

an
d 

if 
th

e 
ap

pl
ic

at
io

n 
an

d 
ev

al
ua

tio
n 

pr
oc

es
se

s o
f i

ss
ui

ng
 a

ut
ho

rit
ie

s, 
ut

ili
ze

rs
 a

nd
 a

ss
oc

ia
te

s a
re

 
cl

ea
rly

 e
xp

la
in

ed
 in

 a
 fi

gu
re

 o
r a

 fl
ow

ch
ar

t i
n 

PD
-0

3.
  

 発
行
機
関
、
利
用
機
関
及
び
ア
ソ
ー
シ
エ
イ
ト
の
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ

ン
及
び
評
価
プ
ロ
セ
ス
が

 P
D

-0
3
に
お
い
て
図
又
は
フ
ロ
ー
チ
ャ
ー

ト
で
明
確
に
説
明
さ
れ
れ
ば
、
よ
り
分
か
り
易
い
と
思
わ
れ
る
。

 

Su
gg

es
t a

dd
in

g 
a 

fig
ur

e 
or

 a
 fl

ow
ch

ar
t i

n 
PD

-0
3,

 su
ch

 
as

 "
A

nn
ex

 A
 –

 F
lo

w
 C

ha
rt 

sh
ow

in
g 

A
pp

ro
va

l P
ro

ce
ss

" 
w

hi
ch

 w
as

 fo
un

d 
in

 th
e 

pr
ev

io
us

 v
er

si
on

 o
f P

D
-0

3.
 

 PD
-0

3
へ
の
旧

PD
-0

3
の
「
附
属
書

A
 –

 承
認
プ
ロ
セ
ス

フ
ロ
ー
チ
ャ
ー
ト
」
の
よ
う

な
図
又
は
フ
ロ
ー
チ
ャ
ー
ト

の
追
加
を
提
案
す
る
。
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JP
 

B
18

 1
.3

te
ch

n 

In
 c

la
us

e 
1.

3 
of

 B
18

, “
H

ow
ev

er
, t

he
 ty

pe
 e

va
lu

at
io

n 
co

nd
uc

te
d 

w
ith

in
 th

e 
O

IM
L-

C
S 

do
es

 n
ot

 in
cl

ud
e 

an
y 

fo
rm

al
 e

va
lu

at
io

n 
to

 
es

ta
bl

is
h 

th
at

 th
e 

ty
pe

 is
 re

pr
es

en
ta

tiv
e 

of
 th

e 
in

te
nd

ed
 

pr
od

uc
tio

n.
” 

is
 st

at
ed

.  
H

ow
ev

er
, i

t i
s s

tro
ng

ly
 re

co
m

m
en

de
d 

to
 

cl
ar

ify
 w

ha
t t

yp
e 

of
 p

ro
du

ct
 c

er
tif

ic
at

io
n 

sc
he

m
e 

am
on

g 
va

rio
us

 
sc

he
m

es
 th

e 
O

IM
L-

C
S 

is
 c

la
ss

ifi
ed

 to
.(S

ee
 IS

O
/IE

C
 1

70
67

, 
St

an
da

rd
 fo

r “
fu

nd
am

en
ta

ls
 o

f p
ro

du
ct

 c
er

tif
ic

at
io

n 
an

d 
gu

id
el

in
es

 fo
r p

ro
du

ct
 c

er
tif

ic
at

io
n 

sc
he

m
es

”)
 

Th
is

 c
la

rif
ic

at
io

n 
is

 im
po

rta
nt

 fo
r a

cc
re

di
ta

tio
n 

bo
di

es
 to

 a
ss

es
s 

O
IM

L 
Is

su
in

g 
A

ut
ho

rit
ie

s b
ec

au
se

 th
e 

ex
te

nt
 o

f a
ss

es
sm

en
t 

de
pe

nd
s o

n 
ty

pe
 o

f p
ro

du
ct

 c
er

tif
ic

at
io

n 
sc

he
m

e.
 

 B
18
の

1.
3項

に
お
い
て
、
「

O
IM

L-
C

Sに
お
け
る
型
式
評
価
は
、
そ

れ
に
基
づ
き
製
造
さ
れ
て
い
る
製
品
の
代
表
性
に
つ
い
て
正
式
な
評

価
を
し
て
い
る
も
の
で
な
い
。
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
な

が
ら
、

O
IM

L-
C

Sが
様
々

な
製
品
認
証
ス
キ
ー
ム
の
中
で
、
ど
の
タ

イ
プ
に
分
類
さ
れ
る
か
を
明
確
に
す
る
こ
と
を
強
く
推
奨
す
る
。

（
IS

O
/IE

C
 1

70
67
、
「
製

品
認
証
の
基
礎
及
び
製
品
認
証
ス
キ
ー
ム

の
た
め
の
指
針
」
に
つ
い
て
の
規
格
を
参
照
）

 
こ
の
明
確
化
は
、
認
定
機
関
に
と
っ
て
、

O
IM

L発
行
機
関
を
審
査

す
る
に
あ
た
っ
て
重
要
と
な
る
、
何
故
な
ら
審
査
の
広
さ
は
、
製
品

認
証
ス
キ
ー
ム
に
依
存
す
る
た
め
。

 

In
se

rt 
“T

he
 O

IM
L-

C
S 

is
 c

la
ss

ifi
ed

 to
 S

ch
em

e 
ty

pe
 1

a 
de

fin
ed

 in
 IS

O
/IE

C
 1

70
67

.”
 b

ef
or

e 
th

e 
se

nt
en

ce
 “

Su
ch

 
an

 e
va

lu
at

io
n.

...
” 

 O
IM

L-
C

S
は
、

「
IS

O
/IE

C
 1

70
67

に
規
定
さ
れ
て
い
る

ス
キ
ー
ム
タ
イ
プ

1a
に
分
類
さ
れ
る

 」
と
い
う
一
文
を

挿
入
せ
よ
。
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PD
-0

5 
ge

n 

A
lth

ou
gh

 th
e 

do
cu

m
en

t s
ys

te
m

 o
f t

he
 O

IM
L-

C
S 

se
em

s t
o 

be
 

su
ff

ic
ie

nt
ly

 e
st

ab
lis

he
d 

fr
om

 th
e 

vi
ew

po
in

t o
f t

he
 M

C
 a

nd
 Is

su
in

g 
A

ut
ho

rit
ie

s, 
it 

is
 n

ec
es

sa
ry

 to
 d

es
cr

ib
e 

th
e 

rig
ht

s a
nd

 o
bl

ig
at

io
n 

of
 

ap
pl

ic
an

ts
 fo

r O
IM

L 
C

er
tif

ic
at

e,
 m

ea
su

re
m

en
t i

ns
tru

m
en

t 
m

an
uf

ac
tu

re
rs

, a
fte

r g
et

tin
g 

O
IM

L 
C

er
tif

ic
at

e.
 

Fo
r e

xa
m

pl
e,

 
  r

ig
ht

s:
 h

ow
 to

 u
se

 O
IM

L 
C

er
tif

ic
at

e,
 h

ow
 to

 u
se

 O
IM

L-
C

S 
lo

go
, 

w
ith

dr
aw

in
g 

O
IM

L 
ce

rti
fic

at
e 

  o
bl

ig
at

io
ns

: m
or

al
 o

bl
ig

at
io

n 
to

 p
ro

du
ce

 in
st

ru
m

en
ts

 th
at

 
co

nf
or

m
 to

 th
os

e 
su

bm
itt

ed
 fo

r t
yp

e 
ev

al
ua

tio
n,

 w
hi

ch
 w

as
 st

at
ed

 
in

 th
e 

cu
rr

en
t B

3,
 c

la
us

e 
1.

2.
 

 O
IM

L-
C

S
の
文

書
体
系

は
、

M
C
や

Is
su

in
g 

A
ut

ho
rit

y
に
と
っ
て

は
十
分
で
あ
る
も
の
の
、

O
IM

L-
C

S
で
の

O
IM

L 
C

er
tif

ic
at

io
n
の

申
請
者
、
す
な
わ
ち
、

O
IM

L 
C

er
tif

ic
at

eを
入
手
し
た
後
の
、
製
造

者
に
と
っ
て
は
、
の
権
利
と
義
務
が
何
で
あ
る
か
と
い
っ
た
こ
と
が

明
確
で
な
い
よ
う
に
思
う
。

 
例
え
ば

 
 
権
利
：

O
IM

L 
ce

rti
fic

at
eの

利
用
方
法
、

O
IM

L-
C

S
ロ
ゴ
の
使
用

方
法

 
 
義
務
：
型
式
評
価
に
提
出
し
た
計
量
器
と
同
様
の
も
の
を
製
造
す

る
道
徳
的
義
務
（
こ
れ
は
、
現
行
の

B
3
の

1.
2
項
に
述
べ
ら
れ
て
い

る
）

 

e.
g.

 M
ak

e 
cl

au
se

 9
 “

R
ig

ht
s a

nd
 o

bl
ig

at
io

ns
 o

f t
he

 
O

IM
L 

ce
rti

fic
at

e 
ow

ne
r”

 
 例
え
ば
、
第

9
項
と
し
て
「

O
IM

L
証
明
書
保
持
者
の
権

利
と
義
務
」
を
作
っ
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。
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1,
 

02
, 0

3,
 

04
, 0

5,
 

06
, 0

8 
R

ef
er

en
ce

s 

ed
it 

A
 w

ro
ng

 d
oc

um
en

t n
am

e 
"P

D
-0

7:
 C

on
ve

rt
in
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。
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き
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我
々
は

20
17

年
4
月
に

5.
1C

D
に
賛
成
し
た
に
も
か
か
わ
ら

ず
、

1D
R
に
は
反
対
投
票
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
与
え
ら
れ
た
短

い
期
間
で

5.
1C

D
の
変
更
点
、
特
に
妨
害
試
験
に
つ
い
て
十

分
に
吟
味
す
る
こ
と
は
難
し
か
っ
た
。
こ
の

C
D
の
検

討
に
は
、

も
っ
と
長
い
時
間
が
用
意
さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
。
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修
正
案
は
該
当
す
る
項
目
に
提
案
さ
れ
て
い
る
。
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計
量

室
：
反

対
に
備

え
た
一
般
コ
メ
ン
ト
で
す
。
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我
々
の
コ
メ
ン
ト
の
う
ち
、
重
要
な
も
の
は
、
配
分
係
数
（
第

1
部

5.
7）
と

EM
C
試
験
の
周
波
数
範
囲
（
第

2
部

2.
10

.7
.9
）に

係

わ
る
も
の
で
あ
る
。
後

者
に
つ
い
て
は
、
質
量
計
に
使
わ
れ
る
モ

ジ
ュ
ー

ル
と
し
て
、

R
60

の
基
本
方
針
は

R
76

(2
00

6)
と
完
全
に

一
致
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
方
針
は
、

R
76

の
改
訂
に
先
行
し
て

変
更

さ
れ
る
べ

き
で
は
な
い

 

こ
れ
ら
の
対
す
る
コ
メ
ン
ト
が
前
向
き
に
考
慮
さ
れ
る
な
ら
、
我
々

は
次

の
D

R
を
支
持
す
る
で
あ
ろ
う
。
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10

 
M

in
im

um
 

de
ad

 lo
ad

 
ou

tp
ut

 
re

tu
rn

 

Te
ch

 
A

s 
w

e 
re

qu
es

te
d 

in
 4

 C
D

, 
m

in
im

um
 d

ea
d 

lo
ad

 o
ut

pu
t 

re
tu

rn
 (

D
R

) 
sh

ou
ld

 b
e 

de
fin

ed
 b

as
ed

 o
n 

th
e 

or
ig

in
al

 
pe

rf
or

m
an

ce
 o

f 
th

e 
lo

ad
 c

el
l 

(E
m

in
 &

 E
m

ax
), 

no
t 

on
 t

he
 

ca
pa

ci
ty

 o
f t

he
 te

st
in

g 
eq

ui
pm

en
t (

D
m

in
 &

 D
m

ax
). 

4C
D

で
要
求
し
た
よ
う
に
、
最
小
死
荷
重
出
力
戻
り
（

D
R
）は

試

験
装

置
の
容

量
(D

m
in

 &
 D

m
ax

)で
は
な
く
、
ロ
ー

ド
セ
ル

本

来
の
性

能
(E

m
in

 &
 E

m
ax

)に
基

づ
い
て
定

義
さ
れ
る
べ

き
で

あ
る
。

 

C
or

re
ct

 th
e 

se
nt

en
ce

 a
s s

ho
w

n 
be

lo
w

. 

3.
5.

10
 m

in
im

um
 d

ea
d 

lo
ad

 o
ut

pu
t r

et
ur

n 
(D

R)
 

di
ffe

re
nc

e 
of

 lo
ad

 c
el

l o
ut

pu
t, 

ex
pr

es
se

d 
in

 u
ni

ts
 o

f m
as

s 
at

 th
e 

m
in

im
um

 d
ea

d 
lo

ad
 (D

m
in

 E
m
in

), 
m

ea
su

re
d 

be
fo

re
 

an
d 

af
te

r a
pp

lic
at

io
n 

of
 a

 lo
ad

 o
f D

m
ax

 E
m
ax

. 

次
の
よ
う
に
修

正
す
る
。
（
以
下
省
略
） 

 

国
際

計
量

室
：
ド
イ
ツ
の

提
案

に
よ

り
D

m
in

 
/ 

D
m

ax
に

戻
さ
れ

て
い

ま
す

が
、
再

び
Em

in
 

/ 
Em

ax
へ

の
変

更
を
要

求
し
ま
す
。

 

JP
 

1 
3.

6 
Ill

us
tra

tio
n 

of
 

ce
rta

in
 

de
fin

iti
on

s 

Ed
it 

D
o 

no
t u

se
 su

bs
cr

ip
t f

or
 a

 ri
gh

t-p
ar

en
th

es
is

 a
s s

ho
w

n 
on

 
th

e 
rig

ht
. 

右
記
の
よ
う
に
、
右
括
弧
を
下
付
に
す
べ
き
で
は
な
い
。

 

b)
 E

m
in

 ≤
 D

m
in

 ≤
 (0

.1
 E

m
ax

), 
an

d 
(0

.9
 E

m
ax

) ≤
 D

m
ax

 ≤
 E

m
ax

 
新
規
追
加

 

JP
 

1 
5.

7 
R

eq
ui

re
m

en
ts

 fo
r 

an
al

og
-

ac
tiv

e 
an

d 
di

gi
ta

l 
lo

ad
 c

el
ls

Te
ch

 (
1)

 T
he

 ti
tle

 o
f 5

.7
 in

di
ca

te
s t

ha
t t

hi
s c

la
us

e 
co

ve
rs

 b
ot

h 
an

al
og

 a
nd

 d
ig

ita
l l

oa
d 

ce
lls

. S
om

e 
de

sc
rip

tio
ns

 
un

de
r t

hi
s c

la
us

e 
ho

w
ev

er
 re

fe
r o

nl
y 

an
al

og
 ty

pe
.  

5.
7
の
タ
イ
ト
ル
は
、
こ
の
項
が
ア
ナ
ロ
グ
及
び

デ
ジ
タ
ル
ロ

ー
ド
セ
ル
の
両
方
を
含
む
こ
と
を
示
す
。
し
か
し
こ
の
項
の

中
の
一
部
の
記
述
は
、
ア
ナ
ロ
グ
タ
イ
プ
の
み
に
言
及
し
て

い
る
。

 

B
as

ed
 o

n 
th

e 
co

m
m

en
ts

 (1
) a

nd
 (2

), 
w

e 
pr

op
os

e 
fo

llo
w

in
g 

un
de

rli
ne

d 
ch

an
ge

s. 
 

コ
メ
ン
ト

(1
), 

(2
)に

基
づ

い
て
、
以
下
の
修
正
を
提
案
す
る
。
（
以

下
、
修
正
部
分
は
和
訳
省
略
） 

5.
7.

1 
G

en
er

al
 re

qu
ir

em
en

ts
 

In
 

ad
di

tio
n 

to
 

th
e 

ot
he

r 
re

qu
ir

em
en

ts
 

of
 

th
is

 
Re

co
m

m
en

da
tio

n,
 a

na
lo

g-
ac

tiv
e 

an
d 

di
gi

ta
l 

lo
ad

 c
el

ls
 【重

要
】国

際
計

量
室

： 
コ

メ
ン
ト
欄

を
大

幅
に

書
き

換
え
、
デ

ジ
タ
ル
ロ
ー

ド
セ

ル
を
追

加
す

る
修

正
を
提

案
し
、
委

員
か

ら
提

案
さ

れ
た
一
覧
表

X
を
追
加
し

ま
し
た
。
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Pa

ge
 3

 o
f 7

 

(2
) 

A
pp

or
tio

ni
ng

 fa
ct

or
 (p

LC
) s

ho
ul

d 
ba

si
ca

lly
 b

e 
1.

0 
fo

r 
di

gi
ta

l l
oa

d 
ce

lls
 b

ec
au

se
 a

 d
ig

ita
l l

oa
d 

ce
ll 

ou
tp

ut
s 

di
gi

ta
l d

at
a 

w
hi

ch
 is

 e
qu

iv
al

en
t t

o 
th

e 
fin

al
 

m
ea

su
re

m
en

t r
es

ul
t. 

 
デ
ジ
タ
ル
ロ
ー
ド
セ
ル
の
配
分
係
数
（

PL
C
）
は
基
本
的
に

1.
0
で
あ
る
べ
き
だ
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
デ
ジ
タ
ル
ロ
ー
ド
セ
ル

は
最
終
測
定
結
果
に
等
し
い
デ
ジ
タ
ル
デ
ー
タ
を
出
力
す

る
か
ら
。

 

(3
) 

Ta
bl

e 
5 

in
 5

.7
.2

.5
 is

 c
on

fu
si

ng
. A

lth
ou

gh
 si

ng
le

 
va

lu
e 

of
 p

LC
 (1

.0
) i

s a
ss

ig
ne

d 
to

 a
ll 

te
st

 it
em

s, 
th

e 
no

te
 te

lls
 ‘p

LC
 0

.7
 sh

al
l b

e 
us

ed
 fo

r a
na

lo
g-

ac
tiv

e 
lo

ad
 c

el
ls

 u
nd

er
 in

flu
en

ce
 fa

ct
or

s t
es

ts
‘. 

 
5.

7.
2.

5
の
表
５
は
混
乱
を
来
す
。
全
て
の
試
験
項
目
に
つ

い
て
唯
一
の

PL
C
値

(1
.0

)が
指
定
さ
れ
て
い
る
に
も
係
わ

ら
ず
、
付
記
に
は
「ア

ナ
ロ
グ
ロ
ー
ド
セ
ル
の
影
響
試
験
に

は
、

PL
C
と
し
て

0.
7
を
使
う
べ
き
だ
と
」記

載
さ
れ
て
い

る
。

 

(4
) 

A
 n

ew
 c

at
eg

or
y 

of
 lo

ad
 c

el
l, 

"a
na

lo
g-

ac
tiv

e"
 h

as
 

be
en

 in
tro

du
ce

d.
 A

pp
or

tio
ni

ng
 fa

ct
or

 (p
LC

) t
o 

be
 

ap
pl

ie
d 

to
 th

is
 c

at
eg

or
y 

ho
w

ev
er

 is
 n

ot
 m

en
tio

ne
d 

su
ff

ic
ie

nt
ly

. 
新
し
い
ロ
ー
ド
セ
ル
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
「
ア
ナ
ロ
グ
・
ア
ク
テ
ィ

ブ
」
が
導
入
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
適

用
さ
れ
る
配
分
係
数
（

PL
C
）
に
つ

い
て
十

分
な
説

明
が
無

い
。

 

(5
) 

Th
e 

st
at

em
en

ts
 o

n 
ap

po
rti

on
in

g 
fa

ct
or

 a
re

 n
ot

 fu
lly

 
co

ns
is

te
nt

 w
ith

 th
os

e 
in

 O
IM

L 
R

 6
0 

(2
00

0)
 a

nd
 R

 
76

-1
 (2

00
6)

.  
配
分
係
数
に
関
す
る
記
述
は
、

O
IM

L 
R

 6
0 

(2
00

0)
 及

び
R

 7
6-

1 
(2

00
6)
の
記
述
と
十
分
に
整
合
し
て
い
な
い
。

 

sh
al

l 
…

. 
Th

e 
M

PE
 s

ha
ll 

be
 d

et
er

m
in

ed
 u

si
ng

 a
n 

ap
po

rt
io

ni
ng

 fa
ct

or
,  p

LC
 g

re
at

er
 th

an
 o

r e
qu

al
 to

 0
.7

 a
nd

 
le

ss
 th

an
 o

r e
qu

al
 to

 0
.8

 (0
.7

 ≤
 p

LC
 ≤

 0
.8

) f
or

 a
na

lo
g-

ac
tiv

e 
lo

ad
 c

el
ls

, a
nd

 p
LC

 e
qu

al
 to

 1
.0

 fo
r 

di
gi

ta
l l

oa
d 

ce
lls

. T
hi

s 
va

lu
e 

sh
al

l b
e 

su
bs

tit
ut

ed
 fo

r t
he

 a
pp

or
tio

ni
ng

 fa
ct

or
…

 

5.
7.

1.
1 

Fa
ul

ts
 

An
al

og
-a

ct
iv

e 
an

d 
di

gi
ta

l l
oa

d 
ce

lls
 sh

al
l b

e 
de

si
gn

ed
 a

nd
 

m
an

uf
ac

tu
re

d 
su

ch
 th

at
 w

he
n 

th
ey

 a
re

 e
xp

os
ed

 …
: 

5.
7.

1.
4 

C
om

pl
ia

nc
e 

w
ith

 re
qu

ir
em

en
ts

 

An
al

og
-a

ct
iv

e 
an

d 
di

gi
ta

l l
oa

d 
ce

lls
 a

re
 p

re
su

m
ed

 to
 …

. 

5.
7.

2.
1 

W
ar

m
-u

p 
tim

e 

D
ur

in
g 

th
e 

de
si

gn
ed

 w
ar

m
-u

p 
tim

e 
of

 a
na

lo
g-

ac
tiv

e 
an

d 
di

gi
ta

l l
oa

d 
ce

lls
 th

er
e 

sh
al

l b
e 

no
 …

. 

5.
7.

2.
5 

D
is

tu
rb

an
ce

s 

W
he

n 
an

al
og

-a
ct

iv
e 

an
d 

di
gi

ta
l l

oa
d 

ce
lls

 a
re

 su
bj

ec
te

d 
to

 
…

. 

B
as

ed
 o

n 
ou

r c
om

m
en

ts
 (3

), 
(4

) a
nd

 (5
), 

w
e p

ro
po

se
 ad

di
ng

 
a 

ne
w

 s
um

m
ar

y 
Ta

bl
e 

X
 o

n 
th

e 
ap

po
rti

on
in

g 
fa

ct
or

s 
to

 a
n 

ap
pr

op
ria

te
 c

la
us

e 
of

 1
 D

R
. 

コ
メ
ン
ト

(3
), 

(4
), 

(5
)に

基
づ
い
て
、
配
分
係
数
に
関
す
る
新
し

い
集
計
表

X
を
、

1D
R
の
適
切
な
項
に
追
加
す
る
こ
と
を
提
案

す
る
。

 

T
ab

le
 X

: S
um

m
ar

y 
of

 a
pp

or
tio

nm
en

t f
ac

to
rs

 (p
L

C
) t

o 
be

 u
se

d 
in

 R
 6

0 
(1

D
R

)  

表
X
：

R
60

（1
D

R
）
で
使
用
さ
れ
る
べ
き
配
分
係
数
（

PL
C
）
の
集

計
表
（
以
下
省
略
）
 

Te
st

 d
es

cr
ip

tio
n 

p L
C
 

Pa
rt

-c
la

us
e 

in
 R

60
 

An
al

og
 

pa
ss

iv
e

An
al

og
 

ac
tiv

e
D

ig
ita

l
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Pa

ge
 4

 o
f 7

 

M
ax

im
um

 p
er

m
is

si
bl

e 
m

ea
su

re
m

en
t e

rr
or

s 
0.

3 
- 0

.8
0.

3 
- 0

.8
0.

3 
- 0

.8
1-

5.
3 

 
2-

2.
10

.1
 

R
ep

ea
ta

bi
lit

y 
er

ro
rs

 
0.

3 
- 0

.8
0.

3 
- 0

.8
0.

3 
- 0

.8
1-

5.
4 

 
2-

2.
10

.1
 

Te
m

pe
ra

tu
re

 e
ffe

ct
s 

on
 

m
in

im
um

 d
ea

d 
lo

ad
 

ou
tp

ut
 re

tu
rn

 
0.

3 
- 0

.8
0.

3 
- 0

.8
0.

3 
- 0

.8
1-

5.
6.

1.
3 

2-
2.

10
.1

 

C
re

ep
 te

st
 

0.
7 

0.
7 

0.
7 

1-
5.

5.
1 

2-
2.

10
.2

 
M

in
im

um
 d

ea
d 

lo
ad

 
ou

tp
ut

 r
et

ur
n 

(D
R

) 
(1

.0
)*

(1
.0

)*
(1

.0
)*

1-
5.

5.
2 

2-
2.

10
.3

 
B

ar
om

et
ri

c 
pr

es
su

re
 

ef
fe

ct
s 

at
 a

m
bi

en
t 

te
m

pe
ra

tu
re

 
(1

.0
)*

(1
.0

)*
(1

.0
)*

1-
5.

6.
2 

2-
2.

10
.4

 

H
um

id
ity

 e
ffe

ct
s 

(C
H

 
or

 n
o 

m
ar

k)
 

(1
.0

)*
(1

.0
)*

(1
.0

)*
1-

5.
6.

3.
1 

2-
2.

10
.5

 

H
um

id
ity

 e
ffe

ct
s 

(S
H

) 
0.

3 
-0

.8
0.

3 
- 0

.8
0.

3 
- 0

.8
1-

5.
6.

3.
2 

2-
2.

10
.6

 

W
ar

m
-u

p 
tim

e 
 

- 
0.

7 
1.

0 
1-

5.
7.

2.
1 

2-
2.

10
.7

.3
 

Po
w

er
 v

ol
ta

ge
 

va
ri

at
io

ns
  

- 
- 

1.
0 

1-
5.

7.
2.

2,
 

5.
7.

2.
3,

 
5.

7.
2.

4 
2-

2.
10

.7
.4

 
Sh

or
t t

im
e 

po
w

er
 

re
du

ct
io

ns
  

- 
0.

7 
1.

0 
1-

5.
7.

2.
5 

2-
2.

10
.7

.5
 

B
ur

st
s 

(e
le

ct
ri

ca
l f

as
t 

tr
an

si
en

ts
)  

- 
0.

7 
1.

0 
1-

5.
7.

2.
5 

2-
2.

10
.7

.6
 

Su
rg

e 
- 

0.
7 

1.
0 

1-
5.

7.
2.

5 
2-

2.
10

.7
.7

 

E
le

ct
ro

st
at

ic
 d

is
ch

ar
ge

 
- 

0.
7 

1.
0 

1-
5.

7.
2.

5 
2-

2.
10

.7
.8

 
E

le
ct

ro
m

ag
ne

tic
 

su
sc

ep
tib

ili
ty

  
- 

0.
7 

1.
0 

1-
5.

7.
2.

5 
2-

2.
10

.7
.9

 
Im

m
un

ity
 to

 
co

nd
uc

te
d 

el
ec

tr
om

ag
ne

tic
 fi

el
ds

- 
0.

7 
1.

0 
1-

5.
7.

2.
5 

2-
2.

10
.7

.1
0

Sp
an

 s
ta

bi
lit

y 
 

- 
- 

1.
0 

1-
5.

7.
2.

6 
2-

2.
10

.7
.1

1
* 

E
rr

or
s 

at
tr

ib
ut

ed
 to

 th
e 

an
al

og
 d

ev
ic

es
 in

 a
 lo

ad
 ce

ll 
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JP
 

1 
5.

7.
1.

1 
Fa

ul
ts

 
(N

ot
e)

 

Te
ch

 I
n 

th
e 

no
te

, t
he

 c
rit

er
ia

 fo
r f

au
lt 

w
as

 c
ha

ng
ed

 fr
om

 
ve

rif
ic

at
io

n 
in

te
rv

al
 (v

) t
o 

m
in

im
um

 lo
ad

 c
el

l 
ve

rif
ic

at
io

n 
in

te
rv

al
 (v

m
in

). 
W

e 
w

ou
ld

 li
ke

 to
 k

no
w

 
te

ch
ni

ca
l b

ac
kg

ro
un

d 
of

 th
is

 c
ha

ng
e.

  

付
記
に
お
い
て
、
誤
り
の
判
断
基
準
が
検
定
目
量

(v
)か

ら
ロ
ー

ド
セ
ル
最

小
検
定

目
量

(v
m

in
)へ

変
更
さ
れ
た
。
我
々
は
こ
の

修
正
の
技
術
的
背
景
が
知
り
た
い
。

 

N
o 

ch
an

ge
s a

re
 re

qu
es

te
d.

 

修
正
は
提
案
し
な
い
。

 

新
規
追
加

 

JP
 

1 
A

nn
ex

 D
Ed

it 
A

lth
ou

gh
 w

e 
ag

re
ed

 u
si

ng
 ‘n

LC
’, 

th
e 

pr
ev

io
us

 e
xp

re
ss

io
n 

‘n
m

ax
’ i

s s
til

l u
se

d 
se

ve
ra

l t
im

es
.  

「
nL

C
」
を
使
う
こ
と
で
合
意
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ま
だ
前

の

表
現
「

nm
ax
」
が
複
数
回
使
わ
れ
て
い
る
。

 

C
or

re
ct

 ‘n
m

ax
’to

 ‘n
LC

’. 
 

「
nm

ax
」
を
「n

LC
」
に
修
正
す
る

 

 

新
規
追
加

 

JP
 

2 
2.

10
.7

 
A

dd
iti

on
a

l t
es

t f
or

 
an

al
og

-
ac

tiv
e 

lo
ad

 c
el

ls

Ed
it 

B
as

ed
 o

n 
ou

r c
om

m
en

t (
1)

 to
 5

.7
 in

 P
ar

t 1
, a

dd
 “

di
gi

ta
l 

lo
ad

 c
el

ls
” 

as
 sh

ow
n 

on
 th

e 
rig

ht
. A

ll 
te

st
 it

em
s u

nd
er

 
2.

10
.7

 sh
ou

ld
 a

ls
o 

be
 a

pp
lie

d 
to

 d
ig

ita
l l

oa
d 

ce
lls

.  

第
1
部

5.
7
へ
の
我
々
の
コ
メ
ン
ト

(1
)に

基
づ
い
て
、
右
に
示

す
よ
う
に
「
デ
ジ
タ
ル
ロ
ー
ド
セ
ル
」
を
追

加
す
る
。

2.
10

.7
以
下

の
全
て
の
試
験
項
目
は
、
デ
ジ
タ
ル
ロ
ー
ド
セ
ル
に
も
適
用
さ

れ
る
べ
き
で
あ
る
。

 

C
or

re
ct

 th
e 

tit
le

 a
s s

ho
w

n 
be

lo
w

. 

2.
10

.7
 A

dd
iti

on
al

 te
st

 fo
r a

na
lo

g-
ac

tiv
e 

lo
ad

 c
el

ls
 a

nd
 

di
gi

ta
l l

oa
d 

ce
lls

 (d
is

tu
rb

an
ce

s)
. 

Th
es

e 
te

st
s a

re
 a

pp
lie

d 
to

 v
er

ify
 c

om
pl

ia
nc

e 
w

ith
 th

e 
pr

ov
is

io
ns

 fr
om

 5
.7

.2
.1

 to
 5

.7
.2

.1
1 

in
 R

60
-1

. 

タ
イ
ト
ル
を
以
下
の
通

り
修
正
す
る
。

 

2.
10

.7
ア
ナ
ロ
グ
ロ
ー
ド
セ
ル
及
び
デ
ジ
タ
ル
ロ
ー
ド
セ
ル
の
た

め
の
追
加
試
験
（外

乱
） 

こ
れ
ら
の
試
験
は

R6
0-

1
の

5.
7.

2.
1 
か
ら

 5
.7

.2
.1

1
ま
で
の
規

定
を
順
守
し
て
い
る
か
を
確
認
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
。

 

 

新
規
追
加

 

JP
 

2 
2.

10
.7

.1
 

Pe
rf

or
m

a
nc

e 
an

d 
st

ab
ili

ty
 

te
st

s 

Te
ch

 B
as

ed
 o

n 
ou

r c
om

m
en

t (
1)

 to
 5

.7
 in

 P
ar

t 1
, a

dd
 “

di
gi

ta
l 

lo
ad

 c
el

ls
” 

as
 sh

ow
n 

on
 th

e 
rig

ht
. 

”
an

al
og

 a
ct

iv
e 

lo
ad

 c
el

l”
の
み

の
表

現
と
な
っ
て
い
る
箇

所

に
”

 a
nd

 d
ig

ita
l l

oa
d 

ce
lls
”
を
追
記
す
る
。

 

C
or

re
ct

 th
e 

tit
le

 a
s s

ho
w

n 
be

lo
w

. 

2.
10

.7
.1

 P
er

fo
rm

an
ce

 a
nd

 st
ab

ili
ty

 te
st

s 

An
 a

na
lo

g-
ac

tiv
e 

an
d 

di
gi

ta
l 

lo
ad

 c
el

ls
 s

ha
ll 

pa
ss

 t
he

 
pe

rf
or

m
an

ce
 a

nd
 s

ta
bi

lit
y 

te
st

s 
ac

co
rd

in
g 

to
 2

.1
0.

7.
3 

to
 

2.
10

.7
.1

1 
fo

r t
he

 te
st

s g
iv

en
 in

 T
ab

le
 5

. 

新
規
追
加
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Pa

ge
 6

 o
f 7

 

第
1
部

5.
7
へ
の
我
々
の
コ
メ
ン
ト
に
基
づ
い
て
、
右
に
示
す
よ

う
に
「
デ
ジ
タ
ル
ロ
ー
ド
セ
ル
」
を
追
加
す
る
。

 
以
下
の
よ
う
に
修
正
す
る
（
以
下
省
略
）
。

 

JP
 

2 
2.

10
.7

.5
 

Sh
or

t-
tim

e 
po

w
er

 
re

du
ct

io
ns

Te
ch

 I
n 

th
e 

sm
al

l t
ab

le
 in

 ‘t
es

t l
ev

el
’, 

du
ra

tio
ns

 se
em

 to
 b

e 
pr

ov
id

ed
 o

nl
y 

fo
r a

 p
ow

er
 li

ne
 w

ith
 5

0 
H

z.
 O

th
er

 v
al

ue
s 

ar
e 

ne
ed

ed
 fo

r 6
0 

H
z.

 

「
試
験
レ
ベ
ル
」
中
の
小
さ
な
表
に
お
い
て
、
持
続
時
間
は

50
H

z電
源
の
み
に
つ
い
て
用
意
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

60
 H

zの
た
め
に
別
の
値
が
必
要
で
あ
る
。

 

C
or

re
ct

 th
e 

co
lu

m
n 

tit
le

 o
f t

he
 sm

al
l t

ab
le

 a
nd

 p
ro

vi
de

 
du

ra
tio

ns
 (c

yc
le

s)
 b

ot
h 

fo
r 5

0 
H

z 
an

d 
60

 H
z 

as
 sh

ow
n 

be
lo

w
. 

D
ur

at
io

n/
nu

m
be

r o
f c

yc
le

s (
50

 H
z/

60
 H

z)
 

Te
st

 c
: 1

0 
10

/1
2 

Te
st

 d
: 2

5 
25

/3
0 

Te
st

 e
: 2

50
 2

50
/3

00
 

Sh
or

t i
nt

er
ru

pt
io

n:
 2

50
 2

50
/3

00
 

以
下
の
よ
う
に
小
さ
な
表
の
列
タ
イ
ト
ル
を
修
正
し
、

50
H

zと
60

H
zの

両
方
に
つ
い
て
持
続
時
間
（
サ
イ
ク
ル
）
を
提
示
す
べ
き

で
あ
る
。
（
以
下
省
略
）
 

 

JP
 

2 
2.

10
.7

.9
 

Ex
po

su
re

 
to

 
ra

di
at

ed
 

R
F 

el
ec

tro
m

a
gn

et
ic

 
fie

ld
s 

Te
ch

 I
n 

th
e 

‘te
st

 le
ve

l’,
 th

e 
m

ax
im

um
 li

m
it 

of
 fr

eq
ue

nc
y 

ra
ng

e 
ha

s b
ee

n 
ex

te
nd

ed
 to

 3
 G

H
z 

in
 c

om
pl

ia
nc

e 
w

ith
 5

 C
D

 o
f 

R
 6

1.
 A

fte
r t

ha
t h

ow
ev

er
, a

 te
st

 b
el

ow
 2

 G
H

z 
w

as
 

ap
pr

ov
ed

 c
on

di
tio

na
lly

 in
 D

R
 o

f R
 6

1.
 W

e 
re

qu
es

t t
ha

t 
su

ch
 a

 te
st

 a
t a

 lo
w

er
 fr

eq
ue

nc
y 

w
ill

 b
e 

al
so

 p
er

m
itt

ed
 in

 
R

 6
0 

ev
en

 if
 it

 is
 c

on
di

tio
na

l. 
 

R
61

の
5C

D
へ
整
合
し
て
、
「
試
験
レ
ベ
ル
」
に
お
い
て
周
波

数
範
囲
の
上
限
が

 3
 G

H
zに

拡
大
さ
れ
た
。
し
か
し
そ
の
後
、

2 
G

H
z以

下
の
試
験

が
R

61
の

D
R
に
お
い
て
条
件
的
に
認
め

ら
れ
た
。
我
々
は
、
た
と
え
条
件
的
で
あ
っ
て
も
、
こ
の
よ
う
な
低

い
周
波
数
で
の
試
験
が

R
60

に
お

い
て
も
許
さ
れ
る
こ
と
を
要

求
す
る
。

 

D
iv

id
e 

th
e 

te
st

 fr
eq

ue
nc

y 
in

to
 tw

o 
ra

ng
es

 a
s s

ho
w

n 
be

lo
w

 
in

 c
om

pl
ia

nc
e 

w
ith

 th
e 

re
qu

ire
m

en
t o

f R
 6

1 
(D

R
). 

1.
 8

0-
20

00
 M

H
z 

2.
 2

00
0 

- 3
00

0 
M

H
z 

R
61

 (D
R

)の
要
求
事
項
に
合
わ
せ
て
、
試
験
周
波
数
を
下
記
の

二
つ
の
範
囲
に
分
け
る
。

 

1.
 8

0 
- 2

00
0 

M
H

z 

2.
 2

00
0 

- 3
00

0 
M

H
z 

 

【重
要

】国
際
計

量
室

：
R6

1 
5C

D
 及

び
D

R 
と
の

関
係
を
理
由
と
し
た
表
現

に
変
え
ま
し
た
。

 

JP
 

2 
2.

10
.7

.6
,

2.
10

.7
.7

,
2.

10
.7

.9
 

Ed
it 

A
n 

ex
pr

es
si

on
 ’1

0 
V

’ i
n 

th
e 

te
st

 lo
ad

 is
 a

 m
is

pr
in

t. 
It 

sh
ou

ld
 b

e 
ex

pr
es

se
d 

us
in

g 
a 

ve
rif

ic
at

io
n 

in
te

rv
al

 
re

pr
es

en
te

d 
w

ith
 ‘v

’ i
n 

th
e 

lo
w

er
 c

as
e.

 

C
or

re
ct

 ‘1
0 

V
’ t

o 
’1

0 
v’

 u
si

ng
 th

e 
lo

w
er

 c
as

e.
 

小
文
字
を
使
っ
て
‘

10
 V

’ を
 ’1

0 
v’
に
修
正
す
る
。
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Pa

ge
 7

 o
f 7

 

&
 

2.
10

.7
.1

0
試
験
荷
重
の

’1
0 

V
’は

誤
記
で
あ
る
。
こ
れ
は
小
文
字
の

’v
’を

使
っ
た
検
定
目
量
で
表
現
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
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In

te
rn

at
io

na
l O

rg
an

iz
at

io
n 

of
 L

eg
al

 M
et

ro
lo

gy
 

O
rg

an
is

at
io

n 
In

te
rn

at
io

na
le

 d
e 

M
ét

ro
lo

gi
e 

Lé
ga

le

 

 

1 
 Fo

rm
 fo

r 
co

m
m

en
ts

: C
IM

L
 P

re
lim

in
ar

y 
O

nl
in

e 
B

al
lo

t (
D

R
) 

Pr
oj

ec
t:

 O
IM

L
 T

C
 9

/S
C

 2
/p

8 
R

ev
is

io
n 

of
 R

 6
1:

 A
ut

om
at

ic
 g

ra
vi

m
et

ri
c 

fil
lin

g 
in

st
ru

m
en

ts
 

Pa
rts

 1
, 2

 &
 3

 

D
ra

ft 
da

te
d:

 1
0 

A
pr

il 
20

17
 

C
irc

ul
at

io
n 

da
te

:  
10

 A
pr

il 
20

17
 

C
on

ve
ne

r: 
U

K
: M

or
ay

o 
A

w
os

ol
a 

C
lo

si
ng

 d
at

e 
fo

r 
vo

tin
g 

an
d/

or
 c

om
m

en
ts

: 3
0 

Ju
ne

 2
01

7 

Ja
pa

n 
30

 Ju
ne

, 2
01

7 
Pl

ea
se

 ty
pe

 y
ou

r c
om

m
en

ts
 in

 th
is

 te
m

pl
at

e 
fo

rm
 a

nd
 p

os
t i

t (
in

 W
or

d 
fo

rm
at

) a
s s

oo
n 

as
 p

os
si

bl
e 

an
d 

no
 la

te
r t

ha
n 

th
e 

cl
os

in
g 

da
te

 u
si

ng
 th

e 
 P

G
 v

ot
e 

an
d 

co
m

m
en

t p
ag

e 
on

 th
e 

O
IM

L 
w

eb
si

te
 (S

tru
ct

ur
e 


 M
y 

A
cc

es
s 

C
IM

L 
on

lin
e 

vo
tin

g)
. 

 C
ou

nt
ry

 
C

od e 

Pa
ge

 
C

la
us

e/
Su

b 
cl

au
se

 
Pa

ra
gr

a
ph

/F
ig

ur
e/

T
ab

le
/ 

T
yp

e 
of

 
co

m
m

e
nt

 

C
O

M
M

E
N

T
S 

PR
O

PO
SE

D
 C

H
A

N
G

E
 

O
B

SE
R

V
A

T
IO

N
S 

O
F 

T
H

E
 C

O
N

V
E

N
E

R
/P

G
 

on
 e

ac
h 

co
m

m
en

t 
su

bm
itt

ed
 

C
om

m
en

ts
 o

n 
R

 6
1-

1 
(1

D
R

) 

JP
 

7 
3.

2.
2.

1 
of

 
R

 6
1-

1 
Se

le
ct

iv
e 

co
m

bi
na

tio
n 

w
ei

gh
in

g 
in

st
ru

m
en

t

Ti
tle

 
Ed

it 
‘(

A
G

FI
)’

 in
 th

e 
tit

le
 is

 n
ot

 n
ec

es
sa

ry
 a

nd
 it

 sh
ou

ld
 

be
 d

el
et

ed
. 

タ
イ

ト
ル

の
(A

G
FI

)は
不

要
で

あ
り

削
除

す
べ

き

だ
。

 

C
or

re
ct

 th
e 

tit
le

 a
s s

ho
w

n 
be

lo
w

. 

3.
2.

2.
1 

se
le

ct
iv

e 
co

m
bi

na
tio

n 
w

ei
gh

in
g 

in
st

ru
m

en
t (

AG
FI

) 

タ
イ

ト
ル

を
以

下
の
通

り
修

正
。
（

以
下

省
略
）

 

 

JP
 

15
 

3.
4.

14
 o

f R
 

61
-1

 
m

ax
im

um
 

fil
l 

(M
ax

fil
l)

(L
oc

at
io

n
) 

Ed
it 

A
lth

ou
gh

 w
e 

ag
re

e 
to

 a
dd

 th
e 

de
fin

iti
on

 o
f 

‘M
ax

fil
l’,

 it
 sh

ou
ld

 b
e 

pl
ac

ed
 in

 3
.4

.1
0 

af
te

r 
‘3

.4
.9

 M
in

fil
l’.

 

「
M

ax
fil

l」
の

定
義

の
追

加
に

は
賛

成
す

る
が

、

「
M

in
fil

l」
の

後
の

3.
4.

10
に

配
置

す
べ

き
で

あ

る
。

 

M
ov

e 
th

e 
de

fin
iti

on
 a

fte
r ‘

3.
4.

9 
M

in
fil

l’.
 

定
義

を
「

3.
4.

9 
M

in
fil

l」
の

後
に
移

動
す

る
。

 

 

JP
 

17
 

3.
5.

2.
7 

of
 

R
 6

1-
1 

N
ot

e 
Ed

it 
G

er
m

an
y 

an
d 

N
et

he
rla

nd
s p

oi
nt

ed
 o

ut
 e

di
to

ria
lly

 
th

at
 th

e 
th

ird
 h

yp
he

n 
(b

ul
le

t) 
sh

ou
ld

 b
e 

co
rr

ec
te

d.
 

Th
e 

th
ird

 it
em

 sh
ou

ld
 b

e 
re

in
se

rte
d 

as
 

 

別
紙
５
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Pa

ge
 2

 o
f 6

 

si
gn

ifi
ca

nt
 

fa
ul

t  

H
ow

ev
er

, t
he

 w
ho

le
 it

em
 h

as
 b

ee
n 

de
le

te
d 

in
 1

 
D

R
. T

hi
s i

te
m

 sh
ou

ld
 b

e 
re

m
ai

ne
d.

 

ド
イ

ツ
と

オ
ラ

ン
ダ

は
第

3
項

目
の

ハ
イ

フ
ン

（
項

目
）

を
修

正
す

べ
き

だ
と

編
集

的
に

指
摘

し
た

。
し

か
し

こ
の

項
目

全
体

が
1D

R
か

ら
削

除
さ

れ
た

。

こ
の

項
目

は
残

さ
れ

る
べ

き
で

あ
る

。
 

sh
ow

n 
be

lo
w

. 

- 
tr

an
si

to
ry

 fa
ul

ts
 b

ei
ng

 m
om

en
ta

ry
 

va
ri

at
io

ns
 in

 th
e 

in
di

ca
tio

n,
 w

hi
ch

 
ca

nn
ot

 b
e 

in
te

rp
re

te
d,

 m
em

or
iz

ed
 

or
 tr

an
sm

itt
ed

 a
s a

 m
ea

su
re

m
en

t 
re

su
lt;

” 

第
3
項
目

は
以

下
の
通

り
復

活
さ
れ

る
べ

き
で

あ
る

。
（

以
下
省

略
）
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4.
3.

4 
a)

 o
f 

R
 6

1-
1 

1st
 p

ar
a.

 
Ed

it 
N

et
he

rla
nd

s p
oi

nt
ed

 o
ut

 th
at

 ‘(
M

in
)’

 a
nd

 
‘(

M
in

fil
l)’

 sh
ou

ld
 b

e 
ad

de
d.

 H
ow

ev
er

, t
he

y 
ha

ve
 

no
t b

ee
n 

ad
de

d 
to

 1
 D

R
. 

オ
ラ

ン
ダ

は
(M

in
)と

(M
in

fil
l)を

追
記

す
る

よ
う

に

指
摘

し
た

。
し

か
し

1D
R
に

は
、

ま
だ

追
記

さ
れ

て
い

な
い

。
 

 

C
or

re
ct

 th
e 

te
xt

 a
s s

ho
w

n 
be

lo
w

. 

a)
 F

or
 e

ac
h 

fil
l, 

w
hi

ch
 is

 e
qu

al
 to

 th
e 

m
in

im
um

 c
ap

ac
ity

 (M
in

) o
r r

at
ed

 
m

in
im

um
 fi

ll 
(M

in
fil

l),
 th

e 
m

ax
im

um
 

pe
rm

is
si

bl
e 

va
lu

e 
of

 fa
ul

t i
s 0

.2
5 

m
pd

 
in

-s
er

vi
ce

 (s
ee

 4
.3

.1
). 

 

文
章

を
以

下
の

通
り
修

正
。

（
以
下

省

略
）
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4.
4 

of
 R

 
61

-1
 

Pr
od

uc
t 

re
fe

re
nc

e 
qu

an
tit

y 
co

rr
ec

tio
n

1st
 &

 2
nd

 
pa

ra
. 

Te
ch

 
B

ec
au

se
 o

f t
he

 d
el

et
io

n 
of

 th
e 

w
or

di
ng

 ‘a
nd

 th
e 

te
st

 fi
ll 

(F
)’

, i
t b

ec
om

es
 d

iff
ic

ul
t t

o 
un

de
rs

ta
nd

 
th

e 
fir

st
 tw

o 
pa

ra
gr

ap
hs

. I
f w

e 
de

ci
de

 to
 d

el
et

e 
th

is
 w

or
di

ng
, w

ha
t ‘

th
e 

ab
so

lu
te

 v
al

ue
 b

et
w

ee
n’

 
in

di
ca

te
s i

n 
th

e 
1s

t p
ar

ag
ra

ph
? 

In
 a

dd
iti

on
, i

f t
he

 
sa

m
e 

w
or

di
ng

 is
 d

el
et

ed
 a

ls
o 

in
 th

e 
2nd

 p
ar

ag
ra

ph
, 

it 
w

ill
 b

e 
ve

ry
 d

iff
ic

ul
t t

o 
un

de
rs

ta
nd

 th
is

 
pa

ra
gr

ap
h.

  

W
e 

co
ns

id
er

 th
er

ef
or

e 
th

at
 th

is
 w

or
di

ng
 m

ay
 st

ill
 

be
 n

ec
es

sa
ry

. F
ra

nc
e 

al
so

 su
bm

itt
ed

 a
 si

m
ila

r 
co

m
m

en
t o

n 
4.

4 
of

 5
C

D
. 

用
語

「
及

び
試

験
荷

重
（

F）
」

の
削

除
に

よ
り

、

最
初

の
二

つ
の

段
落

の
理

解
が

難
し

く
な

っ
た

。
も

W
e 

re
co

m
m

en
d 

re
in

se
rti

ng
 ‘a

nd
 th

e 
te

st
 

fil
l (

F)
’ i

n 
th

e 
1st

 p
ar

ag
ra

ph
 a

s s
ho

w
n 

be
lo

w
. 

Fo
r m

at
er

ia
l t

es
ts

, w
he

n 
th

e 
ab

so
lu

te
 

va
lu

e 
be

tw
ee

n 
th

e 
pr

od
uc

t r
ef

er
en

ce
 

qu
an

tit
y 

an
d 

th
e 

te
st

 fi
ll 

(F
) i

s g
re

at
er

 
th

an
 1

0 
%

 o
f t

he
 m

pd
 in

-s
er

vi
ce

 o
f t

he
 

ap
pl

ic
ab

le
 F

-r
an

ge
, a

n 
in

cr
ea

se
d 

m
pd

 
m

ay
 b

e 
ap

pl
ie

d.
 T

he
 in

cr
ea

se
d 

m
pd

 h
as

 
a 

va
lu

e 
eq

ua
l t

o 
th

e 
m

pd
 in

-s
er

vi
ce

 o
f 

th
e 

ap
pl

ic
ab

le
 F

-r
an

ge
 m

ul
tip

lie
d 

by
 

1.
5.

 

「
及

び
試

験
荷

重
（

F）
」
を
第

1
段

落

【
重
要
】

国
際

計
量
室

：
委

員
の
コ

メ
ン

ト
を
改

め
て

検
討
さ

せ
て

頂
き
ま

し
た

。
結
局

、
「

及
び
試

験
荷

重
（

F）
」

の
削
除

に
よ

り
、
第

1
段

落
の
み

な
ら

ず
第

2
段
落

の
数
値

の
関

係
（

25
3g

と
25

0g
）

も
含
め
た

全
体

の
意
味

が
不

明
確
と

な
っ

て
い
る

よ
う

で
す
。

や
は

り
、
こ

の
用

語
は
誤

っ
て

削
除
さ

れ
た

の
で
は

な
い

で
し
ょ

う
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Pa

ge
 3

 o
f 6

 

し
こ

の
用

語
を

削
除

す
る

と
決

め
る

な
ら

、
第

1
段

落
の

「
～

と
の

間
の

絶
対

値
」

と
は

何
を

指
す

の

か
？

 更
に

、
も

し
第

2
段

落
の

同
じ

言
葉

も
削

除

す
る

な
ら

、
こ

の
段

落
の

理
解

は
困

難
に

な
る

だ
ろ

う
。

 

そ
れ

故
に

我
々

は
、

こ
の

用
語

は
依

然
と

し
て

必
要

で
は

な
い

か
と

考
え

る
。

フ
ラ

ン
ス

も
、

5C
D
の

4.
4
に

つ
い

て
同

様
の

コ
メ

ン
ト

を
出

し
て

い
る

。
 

に
お

い
て

、
以

下
の
通

り
復

活
さ
せ

る
こ

と
を

推
奨

す
る

。
（
以

下
省

略
）
。

 
か

？
 元

通
り
に

し
た
ほ

う
が

良
い
と

思
い

ま
す
。

 

JP
 

25
 

4.
8.

4 
of

 R
 

61
-1

 
Ti

lti
ng

 

Ite
m

 d
) 

Ed
it 

Th
e 

co
nt

en
t o

f t
he

 it
em

 d
) i

s a
lre

ad
y 

ad
de

d 
to

 th
e 

ite
m

 b
). 

 

項
目

d)
の

記
述

内
容

は
既

に
項

目
b)
に

組
み

入
れ

ら
れ

て
い

る
。

 

D
el

et
e 

th
e 

w
ho

le
 it

em
 d

). 

項
目

d)
全
体
を

削
除
す

る
。

 

 

C
om

m
en

ts
 o

n 
R

 6
1-

2 
(1

D
R

) 

JP
 

10
 

8.
3

of
 R

 
61

-2
 

N
um

be
r 

of
 fi

lls
 

2nd
 

pa
ra

gr
ap

h 
an

d 
N

ot
e 

Te
ch

 
/e

di
t 

(1
) 

Th
is

 is
 a

 re
pl

et
io

n 
of

 o
ur

 c
om

m
en

t o
n 

5 
C

D
. 

Th
e 

te
rm

 ‘m
ax

im
um

’ i
n 

th
e 

2nd
 p

ar
ag

ra
ph

 
be

lo
w

 T
ab

le
 1

 sh
ou

ld
 b

e 
‘m

in
im

um
’. 

(2
) 

Th
e 

nu
m

be
r ‘

36
00

’ i
n 

N
ot

e 
is

 c
on

fu
si

ng
. F

or
 

th
e 

ca
se

 o
f N

=6
0,

 th
e 

pr
es

en
t s

ta
te

m
en

t 
sp

ec
ifi

es
 th

at
 th

e 
la

rg
er

 n
um

be
r s

ha
ll 

be
 

se
le

ct
ed

 fr
om

 e
ith

er
 2

40
 (4

xN
) o

r 6
0 

(th
e 

va
lu

e 
gi

ve
n 

in
 T

ab
le

 1
). 

 

(3
) 

In
 th

e 
ca

se
 g

iv
en

 in
 N

ot
e,

 is
 th

e 
A

G
FI

 
ev

al
ua

te
d 

us
in

g 
al

l m
ea

su
re

m
en

t r
es

ul
ts

 fo
r 

24
0 

te
st

 fi
lls

? 
O

r, 
is

 it
 e

va
lu

at
ed

 w
ith

 o
nl

y 
4 

m
ea

su
re

m
en

t r
es

ul
ts

 o
bt

ai
ne

d 
fo

r e
ac

h 
fe

ed
in

g 
de

vi
ce

? 
In

 th
e 

la
tte

r c
as

e,
 th

e 
ev

al
ua

tio
n 

re
su

lt 
w

ou
ld

 n
ot

 b
e 

re
lia

bl
e 

du
e 

to
 

in
su

ff
ic

ie
nt

 n
um

be
r o

f m
ea

su
re

m
en

t. 

(1
) 

C
or

re
ct

 th
e 

te
xt

 a
s s

ho
w

n 
be

lo
w

. 

W
he

re
 2

 o
r m

or
e 

AG
FI

s a
re

 in
te

gr
at

ed
 

in
 a

 c
ar

ou
se

l, 
th

e 
“m

in
im

um
” 

nu
m

be
r 

of
 te

st
 fi

lls
 sh

al
l b

e 
th

e 
gr

ea
te

st
 o

f 
ei

th
er

: 

(2
) 

Th
e 

nu
m

be
r o

f 3
60

0 
sh

ou
ld

 b
e 

co
rr

ec
te

d 
or

 e
xp

la
in

ed
. 

(3
) 

W
e 

do
 n

ot
 re

qu
es

t a
 c

ha
ng

e 
bu

t 
ne

ed
 a

n 
ex

pl
an

at
io

n.
  

(4
) 

A
dd

 a
 ri

gh
t p

ar
en

th
es

is
 a

s 
‘…

in
st

ea
d 

of
 3

60
0)

’. 

(1
) 

文
章
を
以

下
の

通
り
修

正
。

（
以
下

省
略
）
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(4
) 

A
t t

he
 e

nd
 o

f N
ot

e,
 a

 ri
gh

t p
ar

en
th

es
is

 is
 

m
is

si
ng

. 

(1
) 
こ

れ
は

5C
D
に

対
す

る
我

々
の

コ
メ

ン
ト

と
重

複
す

る
。

表
1
下

の
第

2
段

落
の

「
最

大
回

数
」

は
「

最
小

回
数

」
に

す
べ

き
で

あ
る

。
 

(2
) 
付

記
の

数
字

”3
60

0”
は

混
乱

を
来

す
。

N
=6

0
の

場
合

、
現

在
の

文
章

は
24

0（
4x

N
）

又
は

60
（

表
1
に

記
載

さ
れ

た
値

）
の

う
ち

大
き

い
方

を
選

ぶ
と

規
定

し
て

い
る

。
 

(3
) 
付

記
に

記
載

さ
れ

た
事

例
で

は
、

24
0
の

試
験

荷
重

に
対

す
る

全
て

の
測

定
結

果
か

ら
A

G
FI

を
評

価
す

る
の

か
？

 又
は

各
供

給
装

置
に

つ
い

て
得

ら
れ

た
た

っ
た

４
回

の
試

験
結

果
か

ら
評

価
す

る
の

か
？

 後
者

の
場

合
、

測
定

結
果

が
少

な
い

た
め

、
評

価
結

果
を

信
頼

す
る

こ
と

は
で

き
な

い
だ

ろ
う

。
 

(4
) 
付

記
に

て
、

右
括

弧
が

抜
け

て
い

る
。

 

 

(2
) 

36
00

と
い
う
数

字
は
修

正
、

又
は
説

明
さ
れ
る

べ
き

で
あ
る

。
 

(3
) 

我
々
は
修

正
を

希
望
し

な
い

が
、
説

明
を
希
望

す
る

。
 

(4
) 

「
～

36
00

の
代

わ
り
に

）
」

の
よ
う

に
右
括
弧

を
追

加
。

 

 

JP
 

38
 

10
.3

.3
of

 
R

 6
1-

2 

E
le

ct
ro

st
at

ic
 d

is
c.

Ta
bl

e 
12

 
Te

ch
 

/e
di

t 
Th

is
 is

 a
 re

pl
et

io
n 

of
 o

ur
 c

om
m

en
t o

n 
5 

C
D

.  

(1
) 

‘E
U

T 
pe

rf
or

m
an

ce
’ s

pe
ci

fie
s t

ha
t 5

 
m

ea
su

re
m

en
t s

ha
ll 

be
 p

er
fo

rm
ed

 a
t e

ac
h 

su
rf

ac
e.

 H
ow

ev
er

, t
hi

s n
um

be
r o

f 
m

ea
su

re
m

en
t c

on
tra

di
ct

s a
no

th
er

 n
um

be
r 

sp
ec

ifi
ed

 w
ith

 ‘1
0 

di
sc

ha
rg

es
 p

er
 p

re
se

le
ct

ed
 

di
sc

ha
rg

e 
lo

ca
tio

n’
 in

 ‘t
es

t p
ro

ce
du

re
 in

 
br

ie
f’.

 F
or

 y
ou

r i
nf

or
m

at
io

n,
 IE

C
 6

10
00

-4
-2

 
sp

ec
ifi

es
 1

0 
tim

es
 o

f m
ea

su
re

m
en

t a
t e

ac
h 

su
rf

ac
e.

 

(1
) 

Th
e 

nu
m

be
r o

f m
ea

su
re

m
en

t 
(d

is
ch

ar
ge

) s
ho

ul
d 

be
 c

on
si

st
en

t. 

(2
) 

W
e 

do
 n

ot
 re

qu
es

t a
 c

ha
ng

e 
bu

t 
ne

ed
 a

n 
ex

pl
an

at
io

n.
  

(1
) 

測
定
（
放

電
）

の
回
数

は
整

合
化
さ

せ
る
べ
き

で
あ

る
。

 

(2
) 

我
々
は
修

正
を

希
望
し

な
い

が
、
説

明
を
希
望

す
る

。
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(2
) 

Th
e 

pr
ac

tic
al

 m
ea

ni
ng

 o
f t

he
 fi

ve
 

m
ea

su
re

m
en

ts
 in

 ‘E
U

T 
pe

rf
or

m
an

ce
’ i

s n
ot

 
cl

ea
r. 

D
oe

s i
t m

ea
n 

to
 se

le
ct

 fi
ve

 su
rf

ac
es

 o
f a

 
re

ct
an

gu
la

r i
ns

tru
m

en
t e

xc
ep

t t
he

 b
ot

to
m

? 
O

r, 
do

es
 it

 m
ea

n 
ar

bi
tra

ry
 su

rf
ac

es
 se

le
ct

ed
 b

y 
th

e 
in

sp
ec

to
r?

  

こ
れ

は
5C

D
に

対
す

る
我

々
の

コ
メ

ン
ト

と
重

複

す
る
。

 

(1
) 

「
EU

T
性

能
」

で
は

、
各

面
に

つ
い

て
少

な
く

と
も

5
回

の
測

定
が

要
求

さ
れ

て
い

る
。

し
か

し
こ

の
測

定
回

数
は

「
簡

単
な

試
験

手
順

」
の

「
規

定
さ

れ
た

部
位

に
お

け
る

10
回

の
放

電
」

で
規

定
さ

れ
た

別
の

数
字

と
矛

盾
し

て
い

る
。

参
考

ま
で

に
、

IE
C

 6
10

00
-4

-2
は

、
面

あ
た
り

10
回

の
測

定
を

規
定

し
て

い
る

。
 

(2
) 

「
EU

T
性

能
」

の
5
回

の
測

定
の

具
体

的
な

意

味
が

不
明

確
で

あ
る

。
こ

れ
は

、
長

方
形

の
測

定
機

器
の

底
面

を
除

く
５

面
を

意
味

す
る

の

か
？

 又
は

試
験

者
が

選
ん

だ
任

意
の

面
を

意

味
す

る
の

か
？

  

 

JP
 

14
 

of
 

R
61

-
2,

  23
 

of
 

R
61

-

9.
2.

4 
of

 R
 

61
-2

 
A

cc
ur

ac
y 

of
 z

er
o-

se
tti

ng
 a

t 
ta

re
 

3 
of

 R
61

-
3 

 
Te

ch
/e

d
it 

Th
e 

1st
 p

ar
ag

ra
ph

 s
pe

ci
fie

s 
th

at
 th

e 
te

st
 s

ho
ul

d 
be

 
co

nd
uc

te
d 

at
 2

/3
 o

f t
he

 m
ax

im
um

 ta
re

. T
hi

s 
va

lu
e 

of
 lo

ad
 c

on
tra

di
ct

s 
th

e 
ite

m
 a

) t
ha

t s
pe

ci
fie

s 
a 

te
st

 
at

 t
he

 m
ax

im
um

 t
ar

e 
lo

ad
. 

In
 a

dd
iti

on
, 

‘3
 t

ar
e 

se
tti

ng
’ 

of
 

Pa
rt 

3 
pr

ov
id

es
 

th
re

e 
ta

bl
es

 
fo

r 
re

co
rd

in
g,

 
an

d 
th

is
 

se
em

s 
to

 
re

qu
ire

 
th

re
e 

re
pe

at
ed

 m
ea

su
re

m
en

ts
. 

第
1
段

落
は

最
大

風
袋

荷
重

の
2/

3
で

試
験

す
る

こ

St
at

em
en

ts
 o

n 
th

e 
ta

re
 lo

ad
 sh

ou
ld

 b
e 

al
ig

ne
d.

 

風
袋

荷
重

に
関

す
る

記
述

は
整

合
化

さ
れ

る
べ

き
で

あ
る

。
 

 

国
際
計
量

室
：

「
な
ぜ

最
大

風
袋
量

で
は

な
く

2/
3

で
テ
ス
ト

す
る

の
か
不

明
」
と
ま

で
は

言
わ
な

い
で

お
き
ま

す
。
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3 
と

を
規

定
し

て
い

る
。

こ
の

値
は

最
大

風
袋

荷
重

で

の
試

験
を

規
定

し
た

項
目

a)
と

矛
盾

す
る

。
更
に

第

3
部

の
「

3
風

袋
設

定
」

に
は

、
記

録
の

た
め

３
つ

の
表

が
用

意
さ

れ
て

お
り

、
３

回
の

繰
り

返
し

測
定

が
必

要
と

さ
れ

て
い

る
よ

う
に

見
え

る
。

 

JP
 

23
 

10
.2

.4
.1

 
of

 R
 6

1-
2

Ta
bl

e 
4a

 
Ed

it 
In

 t
he

 ‘
te

st
 p

ro
ce

du
re

 i
n 

br
ie

f’
, 

de
le

te
 ‘
of

’ 
if 

‘2
0°

C
’ i

s d
el

et
ed

. 

「
簡

単
な

試
験

手
順

」
に

お
い

て
、

‘2
0°

C
’を

削
除

す
る

な
ら

ば
’o

f’
も

削
除

す
べ

き
で

あ
る

。
 

 

C
or

re
ct

 th
e 

te
xt

 a
s s

ho
w

n 
be

lo
w

. 

5.
 S

et
 a

t r
ef

er
en

ce
 te

m
pe

ra
tu

re
 o
f a

nd
 

at
 5

0 
%

 re
la

tiv
e 

hu
m

id
ity

, 

文
章

を
以

下
の

通
り
修

正
。

（
以
下

省

略
）
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O

rg
an

is
at

io
n 

In
te

rn
at

io
na

le
 d

e 
M

ét
ro

lo
gi

e 
Lé

ga
le

 
C

O
M

M
E

N
T

S 
T

E
M

PL
A

T
E

 
Te

m
pl

at
e 

re
vi

si
on

 d
at

e:
 2

01
7-

04
-1

3 
In

te
rn

at
io

na
l O

rg
an

iz
at

io
n 

of
 L

eg
al

 M
et

ro
lo

gy

T
C

 3
/S

C
 4

/p
 1

:  
N

ew
 D

oc
um

en
t:

 S
ur

ve
ill

an
ce

 o
f u

til
ity

 m
et

er
s i

n 
se

rv
ic

e 
on

 th
e 

ba
si

s o
f s

am
pl

in
g 

in
sp

ec
tio

ns
 

C
IM

L
 P

re
lim

in
ar

y 
O

nl
in

e 
B

al
lo

t o
n:

 
D

D
 N

ew
 D

oc
um

en
t 

C
ir

cu
la

tio
n 

da
te

:  
20

 A
pr

il 
20

17
 

C
on

ve
ne

r: 
M

r. 
D

irk
 R

at
sc

hk
o 

C
lo

si
ng

 d
at

e 
fo

r 
vo

tin
g 

an
d/

or
 c

om
m

en
ts

: F
ri

da
y 

21
 J

ul
y 

20
17

 a
t 1

7:
00

 C
E

T
 

D
at

e 
co

m
m

en
ts

 su
bm

itt
ed

: 
 

Pl
ea

se
 ty

pe
 y

ou
r c

om
m

en
ts

 in
 th

is
 fo

rm
 a

nd
 p

os
t i

t (
in

 W
or

d 
fo

rm
at

) a
s s

oo
n 

as
 p

os
si

bl
e 

an
d 

no
 la

te
r t

ha
n 

th
e 

cl
os

in
g 

da
te

  
us

in
g 

th
e 

C
IM

L 
on

lin
e 

vo
tin

g 
pa

ge
 o

n 
th

e 
O

IM
L 

w
eb

si
te

 (S
tru

ct
ur

e 


 M
y 

A
cc

es
s 

C
IM

L 
on

lin
e 

vo
tin

g)
. 

PL
E

A
SE

 D
O

 N
O

T
 M

O
D

IF
Y

 T
H

E
 N

U
M

B
E

R
 O

F 
C

O
L

U
M

N
S 

IN
 T

H
E

 T
A

B
L

E
 

C
ou

nt
ry

 
C

od
e1  

Pa
ge

 
C

la
us

e/
  

Su
bc

la
us

e

Pa
ra

gr
ap

h/
 

Fi
gu

re
/ 

T
ab

le
/ 

T
yp

e 
of

 
co

m
m

en
t2

C
O

M
M

E
N

T
S 

PR
O

PO
SE

D
 C

H
A

N
G

E
 

O
B

SE
R

V
A

T
IO

N
S 

O
F 

T
H

E
 

C
O

N
V

E
N

E
R

/P
G

 
on

 e
ac

h 
co

m
m

en
t s

ub
m

itt
ed

 
 1 

M
B

 =
 M

em
be

r b
od

y 
(e

nt
er

 th
e 

IS
O

 3
16

6 
tw

o-
le

tte
r c

ou
nt

ry
 c

od
e,

 e
.g

. C
N

 fo
r C

hi
na

) 
2 

T
yp

e 
of

 c
om

m
en

t: 
ge

 =
 g

en
er

al
 

te
 =

 te
ch

ni
ca

l  
   

   
   

   
ed

 =
 e

di
to

ria
l  

  

JP
 

8 
5.

1 
(a

) 
El

ec
tri

ca
l 

en
er

gy
 

m
et

er
s 

 
Te

, E
d 

C
ha

ra
ct

er
is

tic
s o

f e
le

ct
ric

ity
 m

et
er

s s
ho

ul
d 

be
 

sp
ec

ifi
ed

 u
si

ng
 th

e 
te

rm
s i

n 
R

 4
6 

(2
01

2)
. 

Sp
ec

ifi
ca

tio
n 

us
in

g 
a 

ra
tio

 o
f m

ax
im

um
 / 

ba
si

c 
cu

rr
en

t i
s n

ot
 a

pp
ro

pr
ia

te
. 

電
力
計
の
仕
様
は

R
46

(2
01

2)
で
使
わ
れ
て
い
る
用
語

を
用
い
て
規
定
さ
れ
る
べ
き
だ
。
最
小
／
最
大
の
電

流
を
用
い
た
規
定
は
適
切
で
は
な
い
。

 
 

D
el

et
e 

th
e 

ch
ar

ac
te

ris
tic

 u
si

ng
 c

ur
re

nt
-c

ur
ry

in
g 

ca
pa

ci
ty

. 
In

st
ea

d,
 sp

ec
ify

 th
e 

ch
ar

ac
te

ris
tic

s w
ith

 th
e 

te
rm

s i
n 

R
 4

6,
 i.

e.
 

st
ar

tin
g 

cu
rr

en
t, 

m
in

im
um

 c
ur

re
nt

, t
ra

ns
iti

on
al

 c
ur

re
nt

 a
nd

 
m

ax
im

um
 c

ur
re

nt
. 

電
流
容
量
を
使
っ
た
規
定
は
削
除
す
べ
き
だ
。
代
わ
り
に
、

R
46

で
用
い
ら
れ
て
い
る
用
語
、
即
ち
、
始
動
電
流
、
最
小
電
流
、
変

移
電
流
、
最
大
電
流
を
使
っ
て
仕
様
を
規
定
す
べ
き
だ
。

 
 

 

JP
 

8 
5.

1 
(b

) G
as

 
m

et
er

s  
 

Te
 

A
s w

e 
re

qu
es

te
d 

to
 4

 C
D

, t
he

 re
qu

ire
m

en
t u

si
ng

 
th

e 
sa

m
e 

m
em

br
an

e 
m

at
er

ia
l i

s n
ot

 n
ec

es
sa

ry
 

be
ca

us
e 

R
13

7-
1&

2 
(2

01
2)

 d
oe

s n
ot

 sp
ec

ify
 a

 
m

em
br

an
e 

m
at

er
ia

l. 
 

4C
D
で
要
求
し
た
よ
う
に
、
同
じ
膜
材
料
を
使
う
と

い
う
要
件
は
必
要
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば

 R
13

7-
1&

2
（

20
12
）
は
膜
材
料
を
規
定
し
て
い
な
い
か
ら
。

 
 

D
el

et
e 

th
e 

ite
m

 “
m

em
br

an
e 

m
at

er
ia

l (
if 

ap
pl

ic
ab

le
)”

.  

「
膜
材
料
（
適
応
可

能
な
場
合
）
」
と
い
う
項
目
を
削
除
す
る
。
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 C
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8.
2 

Te
st

 
po

in
ts

 (a
nd

 
8.

1.
2)

 

 
Ed

, G
e 

C
la

us
e 

8.
1.

2 
sp

ec
ifi

es
 to

 re
fe

r a
 re

le
va

nt
 O

IM
L 

R
ec

om
m

en
da

tio
n.

 A
 si

m
ila

r g
en

er
al

 st
at

em
en

t 
sh

ou
ld

 b
e 

ad
de

d 
to

 C
la

us
e 

8.
2.

 

8.
1.

2
は
関
連
す
る

O
IM

L
勧
告

を
参
照
す
る
こ
と
を

規
定
し
て
い
る
。
同
様
な
宣
言
文
が
、

8.
2
に
加
え
ら

れ
る
べ
き
で
あ
る
。

 
 

W
e 

re
co

m
m

en
d 

ad
di

ng
 a

 n
ot

e 
gi

ve
n 

be
lo

w
 to

 C
la

us
e 

8.
2.

 

N
ot

e:
 th

e 
sa

m
pl

e 
m

et
er

s s
ho

ul
d 

be
 in

sp
ec

te
d 

ac
co

rd
in

g 
to

 th
e 

re
le

va
nt

 O
IM

L 
Re

co
m

m
en

da
tio

n.
 A

 n
at

io
na

l r
es

po
ns

ib
le

 b
od

y 
m

ay
 h

ow
ev

er
 sp

ec
ify

 te
st 

po
in

ts
 in

de
pe

nd
en

tly
. 

8.
2
に
以
下
の
よ
う
な
付
記
を
追
加
す
る
こ
と
を
推
奨
す
る
。

 

付
記
：
試
験
対
象
メ
ー
タ
ー
は
、
該
当
す
る

O
IM

L
勧
告
に
基
づ

い
て
検
査
さ
れ
る
べ

き
で
あ
る
。
し
か
し
国
家
責
任
機
関
は
別
の

試
験
点
を
規
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
 

 

JP
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8.
1.

2 
D

is
pl

ay
 te

st
 

 

 
Ed

 
B

ec
au

se
 th

e 
en

tir
e 

cl
au

se
 8

.1
 is

 ti
tle

d 
as

 ‘n
on

-
co

nf
or

m
in

g 
m

et
er

s’
, s

ub
-c

la
us

es
 sh

al
l p

ro
vi

de
 a

 
co

nd
iti

on
 u

nd
er

 w
hi

ch
 a

 m
et

er
 is

 e
va

lu
at

ed
 a

s n
on

-
co

nf
or

m
in

g.
  

項
目

 8
.1

 全
体
が
「
不
適
合
な
メ
ー
タ
ー
」
と
名
付

け
ら
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
各
小
項
目
は
メ
ー
タ
ー

を
不
適
合
で
あ
る
と
評
価
す
る
た
め
の
条
件
を
提
示

す
べ
き
で
あ
る
。

  
 

W
e 

re
co

m
m

en
d 

a 
re

vi
si

on
 a

s s
ho

w
n 

be
lo

w
.  

A 
m

et
er

 fo
rm

in
g 

a 
pa

rt
 o

f t
he

 sa
m

pl
e 

sh
al

l b
e 

co
ns

id
er

ed
 a

s 
no

n-
co

nf
or

m
in

g 
if 

its
 d

is
pl

ay
 d

oe
s n

ot
 c

om
pl

y 
w

ith
 th

e 
re

qu
ir

em
en

ts
 to

 le
gi

bi
lit

y 
an

d 
co

rr
ec

t o
pe

ra
tio

n 
ac

co
rd

in
g 

to
 

th
e 

ap
pl

ic
ab

le
 O

IM
L 

Re
co

m
m

en
da

tio
n.

  

If
 a

bo
ve

 c
ha

ng
e 

is
 n

ot
 a

cc
ep

ta
bl

e,
 C

la
us

e 
8.

1.
2 

sh
ou

ld
 b

e 
re

nu
m

be
re

d 
as

 8
.2

 a
s a

 te
st

 it
em

 u
nd

er
 “

8.
 sa

m
pl

in
g 

in
sp

ec
tio

n”
.

以
下
の
通
り
修
正
を
提
案
す
る
。

  

サ
ン
プ
ル
の
一
部
を
構
成
す
る
各
メ
ー
タ
ー
は
、
そ
の
表
示
器

が
、
該
当
す
る

 O
IM

L 
勧
告
に
従
う
表
示
と
正
常
機
能
に
関
す
る

要
求
事
項
に
適
合
し
な
い
場
合
に
は
、
不
適
合
で
あ
る
と
見
な
さ

れ
る
。

 

も
し
上
記
の
変
更
が
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
な
ら
、

8.
1.

2
を
「

8.
サ

ン
プ
リ
ン
グ
検
査
」
の
項
目
の
一
つ
と
見
な
し
、
そ
の
番
号
を

8.
2

へ
修
正
す
べ
き
で
あ
る
。
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11
 

8.
2.

1.
1 

R
un

ni
ng

 
w

ith
 n

o 
lo

ad
 

 
Ed

 
8.

2.
4.

1 
of

 R
 4

6 
(2

01
2)

 re
qu

ire
s a

 n
on

-lo
ad

 c
he

ck
 

on
ly

 a
t U

no
m

. A
 te

st
 o

n 
‘r

un
ni

ng
 w

ith
 n

o 
lo

ad
’ 

th
er

ef
or

e 
m

ay
 b

e 
co

nd
uc

te
d 

on
ly

 a
t U

no
m

. 

R
46

 (2
01

2)
の

8.
2.

4.
1
は

U
no

m
の
み
に
お
け
る
無

負
荷
試
験
を
要
求
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
「
無
負
荷

で
の
動
作
」
に
関
す
る
試
験
は
、

U
no

m
の
み
で

行

え
ば
良
い
。

 
 

C
ha

ng
e 

th
e 

fir
st

 p
ar

ag
ra

ph
 a

s g
iv

en
 b

el
ow

. 

W
he

n 
th

e 
vo

lta
ge

 is
 a

pp
lie

d 
…

 th
e 

m
et

er
 sh

al
l n

ot
 re

gi
st

er
 

en
er

gy
 a

t t
he

 v
ol

ta
ge

 o
f U

no
m
. 

最
初
の
段
落
を
以
下
の
通
り
修
正
す
る
（
以
下
省
略
）
。
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Pa
ge
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 o

f 4
 

JP
 

 
8.

2.
1.

1 
R

un
ni

ng
 

w
ith

 n
o 

lo
ad

 

 
Ed

 
Th

e 
se

co
nd

 p
ar

ag
ra

ph
 b

eg
in

s w
ith

 “
Th

e 
te

rm
 I t

r …
” 

is
 n

ot
 re

la
te

d 
to

 ‘n
o 

lo
ad

 te
st

’ a
nd

 it
 is

 n
ot

 
ne

ce
ss

ar
y.

 

Th
e 

te
rm

・
・
・
以
下
の
部
分
は
、

’無
負
荷
試
験

’と
は

関
係
な
い
の
で
、
削
除
す
る
。

 
 

D
el

et
e 

th
e 

se
co

nd
 p

ar
ag

ra
ph

. 

第
2
段
落
を
削

除
す

る
。

 
 

 

JP
 

 
8.

2.
1.

2 
ac

cu
ra

cy
 

te
st

s 

 
Te

, E
d 

Te
st

 p
oi

nt
s s

ho
ul

d 
be

 c
om

pl
ia

nt
 w

ith
 th

os
e 

sp
ec

ifi
ed

 in
 R

 4
6 

(2
01

2)
. 

試
験
点
は
、

R
46

(2
01

2)
で
規
定
さ
れ
た
も
の
と
整
合

化
さ
せ
る
べ
き
で
あ
る
。

 
 

U
se

 th
e 

te
st

 p
oi

nt
 g

iv
en

 b
el

ow
 w

hi
ch

 a
re

 sp
ec

ifi
ed

 in
 8

.2
.4

.3
 o

f 
R

 4
6 

(2
01

2)
. 

I m
in

: P
F=

1,
 I t

r: 
PF

=
1,

 I t
r: 

PF
=

0.
5 

in
du

ct
iv

e,
 1

0 
I tr

: P
F=

1,
 1

0 
I tr

: P
F=

0.
5 

in
du

ct
iv

e,
 I m

ax
: P

F=
1 

an
d 

I m
ax

: P
F=

0.
5 

in
du

ct
iv

e 

R
46

（
20

12
）

8.
2.

4.
3
に
規
定
さ
れ
た
以
下
の
試
験
点
を
使
う
（
以

下
省
略
）
。

 

 

JP
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8.
2.

3.
1 

te
st

 
po

in
ts

 fo
r 

w
at

er
 

m
et

er
s 

 
Ed

 
A

 w
ro

ng
 c

la
us

e 
10

.1
.3

, w
hi

ch
 d

oe
s n

ot
 e

xi
st

 in
 R

 
49

-1
 (2

00
6)

, i
s r

ef
er

re
d 

an
d 

th
e 

co
rr

ec
t c

la
us

e 
is

 
6.

3.
3.

 R
eg

ar
dl

es
s t

hi
s m

is
pr

in
t h

ow
ev

er
, t

he
 

re
sp

ec
tiv

e 
cl

au
se

 in
 th

e 
ne

w
 v

er
si

on
 (R

 4
9-

1:
 2

01
3)

 
sh

ou
ld

 b
e 

re
fe

rr
ed

. 

R
49

-1
（

20
06
）
の
存
在
し
な
い
項
目

10
.1

.3
が
間
違

っ
て
参
照
さ
れ
て
お
り
、
正
し
く
は

6.
3.

3
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
誤
記
に
関
わ
ら
ず
、
新
し
い
バ
ー
ジ

ョ
ン
（

R
 4

9-
1:

 2
01

3）
の
該
当
す
る
項
目
を
引
用
す

べ
き
だ
。

 

 

U
se

 th
e 

st
at

em
en

t i
n 

C
la

us
e 

7.
3.

4 
of

 R
 4

9-
1 

(2
01

3)
 fo

r C
la

us
e 

8.
2.

3.
1 

of
 th

e 
pr

es
en

t d
ra

ft.
 

R
49

-1
（

20
13
）
の
項
目

7.
3.

4
の
記
述
を
、
こ
の
草
案
の

8.
2.

3.
1

の
た
め
に
用
い
る
べ
き
だ
。
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8.
4.

2 
G

as
  

m
et

er
s  

  

 
Te

 
Th

e 
ex

pr
es

si
on

 “
vo

lu
m

e 
pa

ss
ed

 th
ro

ug
h 

th
e 

m
et

er
 

sh
al

l b
e 

at
 le

as
t 5

0 
tim

es
 th

e 
cy

cl
ic

 v
ol

um
e 

of
 th

e 
m

et
er

” 
is

 a
pp

lic
ab

le
 o

nl
y 

fo
r g

as
 m

et
er

s u
si

ng
 a

 
m

em
br

an
e 

di
ap

hr
ag

m
. T

he
 e

xp
re

ss
io

n 
sh

ou
ld

 
in

cl
ud

e 
ot

he
r t

yp
es

 o
f m

et
er

.  

Th
is

 is
 a

 re
pe

tit
io

n 
of

 o
ur

 c
om

m
en

t t
o 

4 
C

D
. I

f t
hi

s 
ch

an
ge

 is
 n

ot
 a

cc
ep

ta
bl

e,
 p

le
as

e 
ex

pl
ai

n 
th

e 
re

as
on

.

「
通
過
す
る
体
積
は
周
期
的
な
体
積
の
少
な
く
と
も

 
50

倍
」
と
い
う
表
現
は
、
膜
式
ダ
イ
ヤ
フ
ラ
ム
を
用

い
た
ガ
ス
メ
ー
タ
ー
の
み
に
適
用
で
き
る
も
の
で
あ

る
。
そ
れ
以
外
の
形
式
の
メ
ー
タ
ー
も
含
め
た
表
現

に
す
べ
き
で
あ
る
。

  

こ
れ
は

4C
D
へ

の
コ
メ
ン
ト
の
繰
り
返
し
で
あ
る
。

も
し
こ
の
変
更
が
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
場
合
は
、
理

由
を
説
明
し
て
ほ
し
い
。
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l b
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0 
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e 
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e 
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lu
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e 
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 p
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si

ng
 th

ro
ug

h 
th

e 
m

et
er

 fo
r 

1 
m

in
 a

t Q
m

ax
.  

表
現
を
以
下
の
よ
う
に
修
正
す
る
。

 

試
験
を
開
始
す
る
前
に
メ
ー
タ
ー
を
通
過
す
る
体
積
は
「
通
過
す

る
体
積
は
、
周
期
的

な
体
積
の
少
な
く
と
も
の

 5
0 
倍
」
又
は

 
Q

m
ax

 の
流
量
で

 1
 分

間
に
メ
ー
タ
ー
を
流
れ
る
量
に
等
し
い
体
積

と
す
る
。
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s p
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at
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C
he
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t i
n 

A
nn

ex
 B
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ew
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em

.  

次
の
い
ず
れ
か
の
変
更
を
し
て
い
た
だ
き
た
い
：

 
(1

) 削
除
さ
れ
た
製
造
事
業
者
に
よ
る
メ
タ
宣
言
に
関
す
る
要
求
事

項
を
復
活
さ
せ
て
も
と
に
も
ど
す
。
あ
る
い
は

 
(2

)「
製
造
事
業
者
は
文
書
化
が
正
し
く
完
全
で
あ
る
こ
と
を
宣
言

す
る
」
と
い
う
文
章
を

6.
1（

 型
式
承
認
に
供
さ
れ
る
文
書
）
及
び

付
録

B
の
チ
ェ

ッ
ク
リ
ス
ト
の
新
た
な
項
目
と
し
て
追
加
す
る
。
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l r
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o 
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-a
ss
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l m
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文
書
化
が
正
し
く
完

全
で
あ
る
と
い
う
製
造
事
業
者
に
よ
る
宣
言

（
メ
タ
宣
言
と
呼
ば

れ
る
）
は
不
可
欠
で
あ
る
。
単
に
「
（
メ
タ
宣

言
が
）
型
式
評
価
の

改
善
を
も
た
ら
す
わ
け
で
は
な
い
」
と
い
う
理

由
で
削
除
さ
れ
る
べ

き
で
は
な
い
。

 

我
が
国
の
法
律
に
お

い
て
、
製
造
事
業
者
の
責
務
は

EU
の

M
ID

（
計
量
機
器
指
令
）

と
同
じ
で
は
な
い
、
ま
た
は
そ
の
よ
う
に
整
理

さ
れ
て
は
い
な
い
。

メ
タ
宣
言
が
無
い
と
、
製
造
事
業
者
と
我
々
の

型
式
承
認
制
度
の
た

め
の
発
行
機
関
（
試
験
機
関
の
支
援
を
受
け
て

い
る
）
の
間
の
責
任

分
担
が
不
明
確
に
な
る
。
型
式
承
認
さ
れ
市
場

へ
出
た
計
量
器
の
不

具
合
が
見
つ
か
っ
た
場
合
、
発
行
機
関
が
責
任

分
担
を
負
う
か
も
し

れ
な
い
と
い
う
深
刻
な
リ
ス
ク
を
持
つ
。
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こ
の
よ
う
な
リ
ス
ク
を
回
避
す
る
た
め
、
我
が
国
で
は
、

D
 3

1
に
も

と
づ
き
、
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
試
験
の
提
出
物
の
中
に
製
造
事
業
者
に
よ

る
メ
タ
宣
言
を
含
め
て
い
る
。
こ
れ
は

EU
諸
国
に
は
該
当
し
な
い

が
、
我
々
と
同
様
の
手
続
き
を
持
つ
国
々
は
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

 

メ
タ
宣
言
は
適
正
な
コ
ス
ト
で
必
要
な
信
頼
性
を
実
現
す
る
た
め
に

必
要
で
あ
る
。
一
般
に
ソ
ス
ト
ウ
ェ
ア
の
あ
ら
ゆ
る
不
具
合
を
す
べ

て
見
つ
け
出
す
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
の
と
同
じ
く
、
計
量
器
を
市

場
へ
出
す
前
に
あ
ら
か
じ
め
、
あ
ら
ゆ
る
不
具
合
を
検
出
で
き
る
ソ

フ
ト
ウ
ェ
ア
試
験
は
原
理
的
に
存
在
し
な
い
。

 

メ
タ
宣
言
が
な
け
れ
ば
、
発
行
機
関
は
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
試
験
に
慎
重

に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
の
欠
如
は
ま
た
、
型
式
評
価
の
費
用
負

担
増
の
み
な
ら
ず
、
追
加
説
明
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
製
造

事
業
者
の
負
担
も
増
や
す
こ
と
に
な
る
。
我
々
は
、
現
在
の
ソ
フ
ト

ウ
ェ
ア
試
験
の
シ
ス
テ
ム
が
立
ち
行
か
な
く
な
る
こ
と
を
危
惧
す

る
。
法
定
計
量
の
適
合
性
評
価
シ
ス
テ
ム
を
、
機
能
安
全
の
認
証
よ

う
に
、
コ
ス
ト
が
か
か
る
も
の
に
す
べ
き
で
は
な
い
。

 

法
制
度
の
も
と
に
与
え
ら
れ
た
責
務
に
関
係
な
く
、
メ
タ
宣
言
は
責

任
の
所
在
を
明
確
に
す
る
た
め
に
重
要
な
役
割
を
果
た
す
。
こ
の
役

割
は
、
階
層
化
さ
れ
た
下
請
契
約
者
を
伴
う
複
雑
な
製
造
体
制
や
サ

ー
ド
パ
ー
テ
ィ
の
ラ
イ
ブ
ラ
リ
を
利
用
す
る
製
品
に
も
ま
た
、
適
用

さ
れ
る
。
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
の
製
造
で
は
、
外
部
委
託
や
パ
ッ
ケ
ー
ジ

利
用
も
、
よ
く
使
わ
れ
て
い
る
手
法
で
あ
る
。

 

こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
メ
タ
宣
言
の
要
求
事
項
は
補
足
事
項
で
は

な
く
、
法
定
計
量
の
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
試
験
を
実
装
す
る
た
め
に
残
さ

れ
た
「
先
人
の
知
恵
」
で
あ
る
と
理
解
し
て
い
る
。

 

D
 3

1
の
主
た
る
目
的
は
、
計
量
の
専
門
家
で
あ
っ
て
も
ソ
フ
ト
ウ
ェ

ア
試
験
の
専
門
家
で
な
い
と
思
わ
れ
る
読
者
に
勧
告
文
書
の
作
成
や

法
制
化
の
指
針
を
提
供
す
る
こ
と
で
あ
る
。
メ
タ
宣
言
の
要
求
事
項

が
無
い
と
、
改
訂
さ
れ
た

D
31

は
読
み
手
を
誤
っ
て
導
き
、
予
期
せ

ず
意
図
し
な
い
リ
ス

ク
を
生
じ
さ
せ
る
可
能
性
が
あ
る
。
こ
の
よ
う

な
変
更
は
、
一
種
の

法
定
計
量
の
「
エ
コ
シ
ス
テ
ム
」
と
し
て
効
果

的
に
運
用
さ
れ
て
い

る
今
の
適
合
性
評
価
シ
ス
テ
ム
を
阻
害
す
る
可
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能
性
が
あ
る
。

 

JP
2 

 
2.

3 
ed

it 
Th

e 
re

la
tio

n 
be

tw
ee

n 
th

e 
so

ftw
ar

e-
co

nt
ro

lle
d 

m
ea

su
rin

g 
in

st
ru

m
en

ts
 a

nd
 th

e 
su

b-
as

se
m

bl
ie

s i
s a

m
bi

gu
ou

s. 

ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
制
御
計
量
器
と
サ
ブ
ア
セ
ン
ブ
リ
の
関
係
が
曖
昧
で

あ
る
。

 

A
dd

 a
 p

os
se

ss
iv

e 
“t

he
ir”

 b
ef

or
e 

“s
ub

-a
ss

em
bl

ie
s”

 a
s s

ho
w

n 
be

lo
w

. 

Th
e 

in
st

ru
ct

io
n 

gi
ve

n 
in

 th
is

 D
oc

um
en

t a
pp

ly
 o

nl
y 

to
 so

ftw
ar

e 
co

nt
ro

lle
d 

m
ea

su
ri

ng
 in

st
ru

m
en

ts 
or

 th
ei

r s
ub

-a
ss

em
bl

ie
s. 

Su
b-

as
se

m
bl

ie
s の

前
に
所
有
格
の

 th
ei

r を
追
加
す
る
。
（
以
下
省

略
）

 

 

JP
3 

 
3.

1.
8 

co
m

m
un

ic
a

tio
n 

te
ch

n 
In

cl
ud

in
g 

‘p
er

so
ns

’ i
n 

th
e 

de
fin

iti
on

 m
ig

ht
 n

ot
 b

e 
ne

ce
ss

ar
y.

 

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
定
義
に
「
人
」
は
含
め
る
必
要
は
な
い
と

思
わ
れ
る
。

 

D
el

et
e 

“p
er

so
ns

”.
 

“p
er

so
ns

” 
を
削
除
す
る

。
 

 

JP
4 

 
3.

1.
49

 S
ub

-
as

se
m

bl
y 

ge
n 

Th
e 

te
rm

 “
su

b-
as

se
m

bl
y”

 se
em

s u
nf

am
ili

ar
 to

 m
et

ro
lo

gy
 e

xp
er

ts
. 

A
no

th
er

 te
rm

 in
 th

e 
ne

w
 V

 1
 (2

01
3)

 sh
ou

ld
 b

e 
us

ed
. 

「
サ
ブ
ア
セ
ン
ブ
リ
」
と
い
う
用
語
は
計
量
専
門
家
に
は
馴
染
み
が

な
い
。
新
し
い

V
 1
（

20
13
）
の
他
の
用
語
を
使
用
す
べ
き
で
あ

る
。

 

Su
gg

es
t t

o 
re

pl
ac

e 
th

e 
“s

ub
-a

ss
em

bl
y”

 w
ith

 “
m

od
ul

e”
 b

as
ed

 o
n 

th
e 

ne
w

 v
er

si
on

 o
f O

IM
L 

V
1:

20
13

. 

新
し
い

O
IM

L 
V

1:
20

13
に
従
い
、
用
語
「
サ
ブ
ア
セ
ン
ブ
リ
」
を

「
モ
ジ
ュ
ー
ル
」
へ
書
き
換
え
る
こ
と
を
提
案
す
る
。
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5 

 
3.

1.
49

 S
ub

-
as

se
m

bl
y 

/e
xa

m
pl

es
 

te
ch

n 
Ex

am
pl

es
 o

f s
ub

-a
ss

em
bl

y 
sh

ou
ld

 b
e 

up
da

te
d.

 U
se

 th
e 

m
od

er
n 

ex
am

pl
es

 fo
r w

ei
gh

in
g 

in
st

ru
m

en
t i

n 
th

e 
re

fe
re

nc
e 

O
IM

L 
V 

1:
20

13
 4

.0
4 

– 
M

od
ul

e.
 

サ
ブ
ア
セ
ン
ブ
リ
の
例
は
更
新
す
べ
き
で
あ
る
。
参
考
文
献

O
IM

L 
V

1:
20

13
 の

4.
04

 モ
ジ
ュ
ー
ル
に
あ
る
、
は
か
り
の
た
め
の
新
し
い

例
を
使
う
べ
き
だ
。

 

R
ep

la
ce

 th
e 

cu
rr

en
t e

xa
m

pl
es

 w
ith

 th
e 

ex
am

pl
es

 in
 O

IM
L 

V 
1:

20
13

 -M
od

ul
e 

as
 sh

ow
n 

be
lo

w
.  

Ex
am

pl
e 

Ty
pi

ca
l m

od
ul

es
 o

f a
 w

ei
gh

in
g 

in
st

ru
m

en
t a

re
: 

w
ei

gh
in

g 
m

od
ul

e,
 lo

ad
 c

el
l, 

in
di

ca
to

r, 
an

al
og

 o
r d

ig
ita

l d
at

a 
pr

oc
es

si
ng

 d
ev

ic
e,

 te
rm

in
al

, p
ri

m
ar

y 
di

sp
la

y.
 

記
載
さ
れ
て
い
る
例
を
、
以
下
の
と
お
り
、

O
IM

L 
V

1:
20

13
 4

.0
4 

モ
ジ
ュ
ー
ル
の
例
で
置
き
換
え
る
。
（
以
下
省
略
）

 

 

JP
6 

 
5.

1.
1 

so
ftw

ar
e 

id
en

tif
ic

at
io

n 

te
ch

n 
Th

e 
te

rm
 “

to
ke

n”
 is

 u
nf

am
ili

ar
 to

 th
e 

m
et

ro
lo

gy
 e

xp
er

ts
. 

用
語
「
ト
ー
ク
ン
」
は
計
量
専
門
家
に
は
な
じ
み
が
な
い
。

 

Pl
ea

se
 d

ef
in

e 
“t

ok
en

” 
in

 te
rm

in
ol

og
y.

  

用
語
の
と
こ
ろ
で
、
ト
ー
ク
ン
を
定
義
す
る
。

 

 

JP
7 

 
5.

2.
3.

7 
tim

e 
st

am
p 

te
ch

n 
It 

w
ou

ld
 b

e 
be

tte
r t

o 
ad

d 
so

m
e 

ex
pl

an
at

io
ns

 to
 “

sp
ec

ifi
c 

fie
ld

 o
f 

W
e 

pr
op

os
e 

to
 a

dd
 “

w
hi

ch
 m

ig
ht

 d
ire

ct
ly

 a
ff

ec
t t

he
 c

om
m

er
ci

al
 

 

－ 97 －



 
Pa

ge
 5

 o
f 6

 

M
em

be
r 

/L
ia

si
on

 
Pa

rt
 

C
la

us
e/

 
pa

ra
gr

ap
h/

 
ta

bl
e 

ge
n.

/ 
ed

it.
/ 

te
ch

n.
 

C
O

M
M

E
N

T
S 

PR
O

PO
SE

D
 C

H
A

N
G

E
 

O
B

SE
R

V
A

T
IO

N
S 

O
F 

T
H

E
 

C
O

N
V

E
N

E
R

 
on

 e
ac

h 
co

m
m

en
t s

ub
m

itt
ed

 

ap
pl

ic
at

io
n”

. 

「
特
定
適
用
分
野
」
に
つ
い
て
説
明
を
加
え
た
方
が
良
い
と
思
わ
れ

る
。

 

tra
ns

ac
tio

n”
 a

s f
ol

lo
w

s. 

Bu
t i

f t
he

 in
fo

rm
at

io
n 

co
nc

er
ni

ng
 th

e 
tim

e 
of

 m
ea

su
re

m
en

t i
s 

ne
ce

ss
ar

y 
fo

r a
 sp

ec
ifi

c 
fie

ld
 o

f a
pp

lic
at

io
n 

w
hi

ch
 d

ir
ec

tly
 a

ffe
ct

s 
th

e 
co

m
m

er
ci

al
 tr

an
sa

ct
io

n,
 th

e 
re

lia
bi

lit
y 

of
 th

e 
in

te
rn

al
 c

lo
ck

 
of

 th
e 

m
ea

su
ri

ng
 in

st
ru

m
en

t s
ha

ll 
be

 e
nh

an
ce

d 
by

 sp
ec

ifi
c 

m
ea

ns
. 

以
下
の
通
り
、
「
商
取
引
に
直
接
影
響
を
与
え
る
」
を
追
加
す
る
。

 

し
か
し
、
計
量
時
刻
に
関
す
る
情
報
が
商
取
引
に
直
接
影
響
を
与
え

る
特
定
適
用
分
野
で
必
要
な
場
合
、
そ
の
計
量
器
の
内
部
ク
ロ
ッ
ク

の
信
頼
性
を
個
別
手
段
に
よ
っ
て
強
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

JP
8 

 
5.

2.
4 

co
m

pa
tib

ili
t

y 
of

 
op

er
at

in
g 

sy
st

em
s …

 

te
ch

n 
Th

e 
m

ea
ni

ng
 o

f “
po

rta
bi

lit
y”

 is
 n

ot
 c

le
ar

. W
e 

co
ul

d 
no

t f
in

d 
w

ha
t 

re
qu

ire
m

en
t i

s i
nd

ic
at

ed
 w

ith
 th

is
 te

rm
.  

「
可
搬
性
」
の
意
味
が
曖
昧
で
あ
る
。
こ
の
用
語
に
つ
い
て
の
要
求

事
項
が
見
当
た
ら
な
い
。

 

W
e 

w
ou

ld
 li

ke
 to

 k
no

w
 w

ha
t i

s t
he

 re
qu

ire
m

en
t f

or
 “

po
rta

bi
lit

y”
. 

何
が
「
可
搬
性
」
の
要
求
事
項
な
の
か
教
え
て
ほ
し
い
。

 
 

JP
9 

 
6.

3.
1 

O
ve

rv
ie

w
 

of
 m

et
ho

ds
 

an
d 

th
ei

r 
ap

pl
ic

at
io

n/
Ta

bl
e 

1 

6.
3.

2 
D

es
cr

ip
tio

n 
of

 se
le

ct
ed

 
va

lid
at

io
n 

m
et

ho
ds

 

te
ch

n 
Pl

ea
se

 c
la

rif
y 

th
e 

m
ea

ni
ng

 o
f t

he
 w

or
d 

“p
at

te
rn

” 
in

 T
ab

le
 1

 o
f 

6.
3.

1.
 It

 se
em

s t
o 

ha
ve

 th
e 

sa
m

e 
m

ea
ni

ng
 w

ith
 th

e 
te

rm
 

“f
un

ct
io

ni
ng

 p
at

te
rn

” 
in

 6
.3

.2
. W

e 
co

ul
d 

no
t f

in
d 

th
e 

de
fin

iti
on

 o
f 

th
is

 te
rm

, h
ow

ev
er

. 

A
cc

or
di

ng
 to

 th
e 

no
te

 o
f 2

.0
4 

in
 O

IM
L 

V
 1

:2
01

3,
 “

pa
tte

rn
 is

 u
se

d 
in

 le
ga

l m
et

ro
lo

gy
 w

ith
 th

e 
sa

m
e 

m
ea

ni
ng

 a
s t

yp
e”

. T
hi

s n
ot

e 
do

es
 n

ot
 a

pp
lic

ab
le

 to
 th

is
 c

as
e 

ho
w

ev
er

. I
t s

ee
m

s t
ha

t 
“f

un
ct

io
ni

ng
 p

at
te

rn
” 

is
 n

ot
 u

se
d 

in
 le

ga
l m

et
ro

lo
gy

.  

6.
3.

1 
表

1
の
中
の
「
パ
タ
ー
ン
」
の
意
味
を
明
確
に
し
て
ほ
し
い
。

こ
れ
は

6.
3.

2
の
用
語
「
機
能
パ
タ
ー
ン
（

fu
nc

tio
ni

ng
 p

at
te

rn
）
」

と
同
じ
意
味
の
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
用
語
の
定
義
は
見
当

た
ら
な
い
。

 

O
IM

L 
V

 1
:2

01
3
の

2.
0.

4 
の
付
記
に
よ
る
と
、
「
法
定
計
量
で
は
パ

タ
ー
ン
は
タ
イ
プ
と
同
義
で
用
い
ら
れ
る
」
と
あ
る
。
し
か
し
、
こ

の
付
記
は
、
こ
の
場
合
に
は
あ
て
は
ま
ら
な
い
。
「
機
能
パ
タ
ー

ン
」
は
法
定
計
量
で
は
使
わ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
見
え
る
。

 

Pl
ea

se
 d

ef
in

e 
th

e 
te

rm
 “

fu
nc

tio
ni

ng
 p

at
te

rn
” 

an
d 

us
e 

th
is

 te
rm

 
co

ns
is

te
nt

ly
 in

 th
is

 d
ra

ft.
 

「
機
能
パ
タ
ー
ン
」
を
定
義
し
、
こ
の
草
案
の
中
で
一
貫
性
の
あ
る

使
い
方
を
し
て
ほ
し
い
。
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JP
10

 
 

6.
3.

2.
3 

va
lid

at
io

n 
by

 
fu

nc
tio

na
l 

te
st

in
g 

…
 

/a
pp

lic
at

io
n 

A
N

N
EX

 A
 

te
ch

n 
W

EL
M

EC
 G

ui
de

s i
n 

th
e 

R
ef

er
en

ce
s o

f 6
.3

.2
.3

 m
ay

 b
e 

el
ab

or
at

ed
 

or
 u

nn
ec

es
sa

ry
 b

ec
au

se
 th

e 
cl

au
se

 to
 b

e 
re

fe
rr

ed
 is

 u
ns

pe
ci

fie
d.

  

6.
3.

2.
3
参
考
文
献
の

W
EL

M
EC

ガ
イ
ド
文
書
は
、
参
照
箇
所
が
不

明
の
た
め
、
よ
り
詳
細
に
説
明
さ
れ
る
か
又
は
不
要
だ
と
思
わ
れ

る
。

 

Pl
ea

se
 m

ak
e 

on
e 

of
 th

e 
fo

llo
w

in
g 

ch
an

ge
s:

 e
ith

er
 (1

) s
pe

ci
fy

 th
e 

cl
au

se
(s

) t
o 

be
 re

fe
rr

ed
 in

 th
e 

W
EL

M
EC

 G
ui

de
s, 

or
 (2

) d
el

et
e 

th
e 

re
fe

re
nc

e 
“W

EL
M

EC
 G

ui
de

s”
 fr

om
 b

ot
h 

6.
3.

2.
3 

an
d 

A
N

N
EX

 A
.  

以
下
の

(1
)と

(2
)の

ど
ち
ら
か
の
変
更
を
行
っ
て
い
た
だ
き
た
い
：

 

(1
) W

EL
M

EC
ガ
イ
ド

の
中
の
参
照
さ
れ
る
べ
き
箇
所
を
記
述
す

る
、
あ
る
い
は
、

 

(2
) 6

.3
.2

.3
お
よ
び

A
N

N
EX

 A
か
ら
参
考
文
献
の

W
EL

M
EC

ガ
イ

ド
を
削
除
す
る
。

 

 

JP
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6.
4 

va
lid

at
io

n 
pr

oc
ed

ur
e/

T
ab

le
 2

 

ed
it 

In
 th

e 
ite

m
, S

ev
er

ity
 L

ev
el

 (I
I)

 o
n 

th
e 

ro
w

 5
.2

.1
.1

 o
f T

ab
le

 2
, 

“A
D

+F
A

/C
IW

T”
 is

 a
 ty

po
. 

表
２
の

5.
2.

1.
1
行
の
項
目

Se
ve

rit
y 

Le
ve

l (
II

) に
お
い
て
、

「
A

D
+F

A
/C

IW
T」

は
誤
記
で
あ
る
。

 

Pl
ea

se
 c

or
re

ct
 to

 “
A

D
+D

FA
/C

IW
T”

. 

「
A

D
+D

FA
/C

IW
T」

に
訂
正
。

 

 

JP
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6.
5 

Eq
ui

pm
en

t 
un

de
r t

es
t 

ed
it 

Th
e 

la
st

 w
or

d 
“p

at
te

rn
s”

 se
em

s t
o 

be
 a

m
bi

gu
ou

s. 

最
後
の
語
「

pa
tte

rn
s」

が
曖
昧
で
あ
る
。

 

W
e 

ar
e 

un
ab

le
 to

 su
gg

es
t a

 c
ha

ng
e.

 In
 th

e 
fo

rm
er

 v
er

si
on

, t
he

 
w

or
d 

“c
om

po
ne

nt
s”

 w
as

 u
se

d 
an

d 
it 

m
ad

e 
th

e 
se

nt
en

ce
 

un
de

rs
ta

nd
ab

le
.  

改
善
案
は
提
示
で
き
な
い
。
以
前
の
版
で
は
「
コ
ン
ポ
ー
ネ
ン
ト
」

と
い
う
語
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、
文
の
意
味
が
理
解
で
き
た
。
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5t

h 
pa
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gr

ap
h 

Ed
it 

N
am

es
 o

f t
he

 d
oc

um
en

t a
re

 n
ot

 c
or

re
ct

. 

文
書

名
が

間
違

っ
て

い
る

。
 

R
ep

la
ce

 th
e 

ph
ra

se
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O
IM

L 
B

as
ic

 C
er

tif
ic

at
e 

Sy
st

em
” 

to
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O
IM

L 
Ba

si
c 

C
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e 

Sy
st
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IM
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pe
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ea
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en
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th
e 
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ra

se
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O
IM

L 
M

ut
ua

l A
cc

ep
ta

nc
e 

A
rr

an
ge

m
en

t (
M

A
A
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 to

 “
Fr

am
ew

or
k 

fo
r a

 M
ut

ua
l A

cc
ep

ta
nc

e 
Ar

ra
ng

em
en

t o
n 

O
IM

L 
Ty

pe
 E

va
lu

at
io

ns
”.

 

“
O

IM
L 

B
as

ic
 C

er
tif

ic
at

e 
Sy

st
em

” 
を

 “
O

IM
L 

B
as

ic
 C

er
tif

ic
at

e 
Sy

st
em

 fo
r O

IM
L 

ty
pe

 e
va

lu
at

io
n 

of
 M

ea
su

rin
g 

In
st

ru
m

en
ts

”に
置

き
換

え
る

。
更

に
 “

O
IM

L 
M

ut
ua

l A
cc

ep
ta

nc
e 

A
rr

an
ge

m
en

t (
M

A
A

)”
 を

“F
ra

m
ew

or
k 

fo
r a

 M
ut

ua
l A

cc
ep

ta
nc

e 
A

rr
an

ge
m

en
t o

n 
O

IM
L 

Ty
pe

 
Ev

al
ua

tio
ns

”に
置

き
換

え
る

。
 

N
or

m
al

 
産

総
研

コ
メ

ン
ト

：
修

正
後

の
文

書
名

は
、

そ
れ

ぞ
れ

B3
及

び
B1

0
の

も
の

だ
と

思
い

ま
す

。
し

か
し

セ
ク

シ
ョ

ン
１

で
言

及
し

て
い

る
の

は
文

書
名

で
は

な
く

、
O

IM
L
の

証
明

書
制

度
の

名
称

で
す

。
従

っ
て

、
こ

の
ま

ま
で

良
い

と
思

い
ま

す
。

コ
メ

ン
ト

の
削

除
を

提
案

し
ま

す
。

 

JP
/IA

Ja
pa

n 
Se

ct
io

n 
2 

G
en

 
Th

e 
IA

F 
W

G
 P

ro
du

ct
 C

o-
C

ha
ir 

(H
e 

is
 a

ls
o 

ke
y 

pe
rs

on
ne

l o
f I

A
Ja

pa
n)

 h
as

 n
ot

 b
ee

n 
of

fic
ia

lly
 in

fo
rm

ed
 r

eg
ar

di
ng

 th
is

 p
ro

je
ct

, a
nd

 h
e 

co
m

m
en

te
d 

th
at

 th
us

 th
is

 p
ro

je
ct

 
ha

s n
ot

 y
et

 b
ee

n 
in

tro
du

ce
d 

to
 th

e 
W

G
. 

Th
er

ef
or

e,
 t

he
 p

hr
as

e 
“u

nd
er

 t
he

 s
up

er
vi

si
on

 o
f 

th
e 

IA
F 

W
G

 P
ro

du
ct

 (
IS

O
/IE

C
 

17
06

5)
” 

is
 n

ot
 c

le
ar

ly
 c

or
re

ct
. 

Th
e 

co
nf

irm
at

io
n 

of
 th

e 
fa

ct
 sh

al
l b

e 
re

qu
ire

d.
 

B
as

ed
 o

n 
a 

co
nf

irm
ed

 fa
ct

, c
or

re
ct

 th
e 

ph
ra

se
 a

pp
ro

pr
ia

te
ly

. 
U

rg
en

t, 
an

d 
pr

oh
ib

ite
d 

de
le

te
 o

f 
th

is
 

co
m

m
en

t 

 

JP
/IA

Ja
pa

n 
Se

ct
io

n 
7,

 
[4

], 
[5

], 
[9

], 
[1

0]
 

an
d 

[1
1]

 

Ed
it 

Th
e 

ve
rs

io
n 

of
 th

e 
do

cu
m

en
t i

s n
ot

 c
le

ar
. 

文
書

の
バ

ー
ジ

ョ
ン

が
不

明
確

で
あ

る
。

 
 

[4
]: 

re
pl

ac
e 

“I
SO

/IE
C

 1
70

65
” 

to
 “

IS
O

/IE
C

 1
70

65
:2

01
2”

. 
[5

]: 
re

pl
ac

e 
“I

SO
/IE

C
 1

70
25

” 
to

 “
IS

O
/IE

C
 1

70
25

:2
00

5”
. 

[9
]: 

re
pl

ac
e 

“I
SO

/IE
C

 1
70

00
” 

to
 “

IS
O

/IE
C

 1
70

00
:2

00
4”

. 
[1

0]
: r

ep
la

ce
 “

IS
O

/IE
C

 1
70

11
” 

to
 “

IS
O

/IE
C

 1
70

11
:2

00
4”

. 
[1

1]
: r

ep
la

ce
 “

O
IM

L 
V
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-2

00
” 

to
 “

O
IM

L 
V

 2
-2

00
 E

di
tio

n 
20

12
 (E

/F
)”

. 

N
or

m
al

 
 

JP
 

A
nn

ex
 B

, 
b)

, 4
th

 
ite

m
 

Ed
it 

Pl
ea

se
 m

ak
e 

co
rr

ec
tio

ns
. 

D
el

et
e 

 “
 ) 

” 
af

te
r “

th
e 

O
IM

L-
C

S 
w

eb
si

te
”.

 
“t

he
 O

IM
L-

C
S 

w
eb

si
te

”の
後

の
 “

 ) 
”を

削
除

す
る

。
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at
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Ed
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N
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f t
he

 d
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ot

 c
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re
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文
書

名
が

間
違

っ
て

い
る

。
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 C
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L 
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換

え
る

。
更

に
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”に
置

き
換

え
る

。
 

N
or

m
al

 
産

総
研

コ
メ

ン
ト

：
修

正
後

の
文

書
名

は
、

そ
れ

ぞ
れ

B3
及

び
B1

0
の

も
の

だ
と

思
い

ま
す

。
し

か
し

セ
ク

シ
ョ

ン
１

で
言

及
し

て
い

る
の

は
文

書
名

で
は

な
く

、
O

IM
L
の

証
明

書
制

度
の

名
称

で
す

。
従

っ
て

、
こ

の
ま

ま
で

良
い

と
思

い
ま

す
。

コ
メ

ン
ト

の
削

除
を

提
案

し
ま

す
。
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h 

pa
ra

gr
ap

h 

Ed
it 
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C
 M
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A
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A
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ht
tp

://
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c.
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c-
m
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-a
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s/
 

“
IL

A
C

 M
ut

ua
l R

ec
og

ni
tio

n 
A

rr
an

ge
m

en
t”
は

、
略

称
と

し
て

 “
IL

A
C

 M
R

A
”と

呼
ば

れ
て

い
る

。
 

 

In
se

rt 
th

e 
w

or
d 

“(
M

R
A

)”
 a

fte
r “

IL
A

C
 M

ut
ua

l R
ec

og
ni

tio
n 

A
rr

an
ge

m
en

t”
. 

 “
IL

A
C

 M
ut

ua
l R

ec
og

ni
tio

n 
A

rr
an

ge
m

en
t”
の

後
に

 “
(M

R
A

)”
を

挿
入

す

る
。
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n 
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G
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W
e 

ha
ve

 r
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d 
a 

co
m

m
en

t 
fr

om
 a

 l
oc

al
 e

xp
er

t 
th

at
 t

he
 I

A
F 

W
G

 P
ro

du
ct

 C
o-

C
ha

ir 
(a

 s
ta

ff
 m

em
be

r 
of

 I
A

Ja
pa

n)
 h

ad
 n

ot
 b

ee
n 

of
fic

ia
lly

 in
fo

rm
ed

 o
f 

th
is

 p
ro

je
ct

 
pr

ep
ar

in
g 

jo
in

t p
ro

ce
du

re
s, 

an
d 

th
e 

pr
oj

ec
t w

as
 th

er
ef

or
e 

no
t i

nt
ro

du
ce

d 
to

 th
e 

W
G

. 
Th

er
e 

is
 a

 s
ta

te
m

en
t i

n 
Se

ct
io

n 
2 

w
hi

ch
 r

ef
er

s 
a 

co
nt

rib
ut

io
n 

by
 th

is
 W

G
 a

s 
ci

te
d 

be
lo

w
.  

Th
is

 d
oc

um
en

t 
w

as
 p

re
pa

re
d 

by
 t

he
 I

LA
C

-I
AF

-O
IM

L 
lia

iso
n 

of
fic

er
s 

un
de

r 
th

e 
su

pe
rv

is
io

n 
of

 th
e 

IL
AC

 A
cc

re
di

ta
tio

n 
C

om
m

itt
ee

 (
AI

C
) 

an
d 

th
e 

IA
F 

W
G

 P
ro

du
ct

 
(I

SO
/IE

C
 1

70
65

). 
W

e 
w

ou
ld

 l
ik

e 
to

 c
on

fir
m

 i
f 

ab
ov

e 
po

lic
y 

is
 m

ai
nt

ai
ne

d 
in

 t
he

 p
re

se
nt

 d
ra

fti
ng

 
pr

oc
ed

ur
e.

 If
 n

ot
, t

hi
s p

ol
ic

y 
sh

ou
ld

 b
e 

m
ai

nt
ai

ne
d 

in
 th

e 
fu

rth
er

 p
ro

ce
du

re
s. 

我
々

は
国

内
専

門
家

よ
り

、
こ

の
合

同
文

書
を

作
成

す
る

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

が
IA

F
製

品

W
G

の
合

同
議

長
（

IA
Ja

pa
n
の

職
員

）
に

正
式

に
通

知
さ

れ
て

お
ら

ず
、

故
に

こ
の

プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
が

W
G

に
紹

介
さ

れ
な

か
っ

た
と

い
う

コ
メ

ン
ト

を
受

け
取

っ
た

。
セ

ク

シ
ョ

ン
２

に
は

、
以

下
に

引
用

し
た

よ
う

に
、

こ
の

W
G

の
関

与
に

関
す

る
記

述
が

あ

る
。

 

こ
の

文
書

は
IL

AC
 認

定
委

員
会

 (A
IC

) 及
び

IA
F 

製
品

W
G

 (I
SO

/IE
C

 1
70

65
)の

監
督

の
下

に
、

IL
AC

-I
AF

-O
IM

L 
連

絡
担

当
者

に
よ

っ
て

作
成

さ
れ

た
。

 

我
々

は
、

上
記

の
方

針
が

今
回

の
草

案
作

成
作

業
に

お
い

て
遵

守
さ

れ
て

い
る

こ
と

を

確
認

し
た

い
。

も
し

そ
う

で
な

い
な

ら
ば

、
今

後
の

作
業

に
お

い
て

、
こ

の
方

針
が

守

ら
れ

る
べ

き
で

あ
る

。
 

 

Th
is

 is
 a

 c
on

fir
m

at
io

n 
of

 a
 p

ol
ic

y 
an

d 
w

e 
do

 n
ot

 re
qu

es
t a

ny
 c

ha
ng

es
 o

f 
th

is
 jo

in
t p

ro
ce

du
re

.  

こ
れ

は
方

針
の

確
認

で
あ

り
、

合
同

文
書

に
対

す
る

修
正

は
求

め
な

い
。

 
 

Im
po

rta
nt

 
co

m
m

en
t 

重
要

コ
メ

ン

ト
 

 

産
総

研
コ

メ
ン

ト
：

元
の

コ
メ

ン
ト

は
IL

AC
/IA
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の
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す
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r b
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r c
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N
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w
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g 
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s 
ar
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 d
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ft,
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ei

r 
m
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ni

ng
s 
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ot

 c
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ar
 a

s 
ex

pl
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ne
d 

be
lo

w
.  

1.
 

Ce
rt

ifi
ca

te
: m

an
y 

m
em

be
r 

co
un

tr
ie

s 
kn

ow
 

its
 m

ea
ni

ng
 in

 ty
pe

 e
va

lu
at

io
n.

 T
he

 
m

ea
ni

ng
 in

 a
 c

er
tif

ic
at

io
n 

sy
st

em
 fo

r 
pr

ep
ac

ka
ge

s 
se

em
s 

no
t c

le
ar

 h
ow

ev
er

. A
 

si
m

pl
e 

ex
pl

an
at

io
n 
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 r

eq
ue

st
ed
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2.
 

Pa
ck

in
g/

fil
lin

g/
pr

od
uc

tio
n 

lin
e:

  t
he

se
 

th
re

e 
te

rm
s 

se
em

 to
 m

ea
n 

th
e 

sa
m

e 
‘li

ne
’. 

If
 s

o,
 s

in
gl

e 
te

rm
 s

ho
ul

d 
be

 u
se

d 
co
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is

te
nt

ly
 a

nd
 it
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3.
 

M
ar

k 
of

 c
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fo
rm

ity
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an
y 

m
em

be
r 

co
un

tr
ie

s 
m

ay
 im

ag
in

e 
w

ha
t i

s 
m

ea
nt

 b
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th
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rm
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A 

si
m

pl
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an
at
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n 

is
 

re
qu

es
te

d 
ho

w
ev

er
. 

以
下
の
用
語
が
草
案
で
使
わ
れ
て
い
る
が
、
下
記
に
説
明

し
た
と
お
り
、
そ
の
意
味
が
不
明
確
で
あ
る
。

 

1.
 

証
明
書
：
多
く
の
加
盟
国
は
型
式
評
価
に
お
け
る
そ

の
意
味
を
知
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
包
装
商
品
認
証

シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
意
味
は
不
明
確
で
あ
る
。
簡
単

な
説
明
が
必
要
で
あ
る
。

 

2.
 

包
装
／
充
填
／
生
産
ラ
イ
ン
：
こ
れ
ら
の
３
つ
の
用

W
e 

re
co

m
m

en
d 

de
fin

in
g 

or
 e

xp
la

in
in

g 
th

es
e 

te
rm

s 
in

 C
la

us
e 

3.
  

こ
れ
ら
の
用
語
を
第
３
章
で
定
義
又
は
説
明
す

る
こ
と
を
推
奨
す
る
。
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Pa
ge

 2
 o

f 3
 

語
は
同
じ
「
ラ
イ
ン
」
を
意
味
す
る
と
思
わ
れ
る
。

も
し
そ
う
な
ら
、
同
じ
用
語
を
一
貫
し
て
使
う
べ
き

で
あ
り
、
そ
の
用
語
の
説
明
が
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ

る
。

 

3.
 

認
証
マ
ー
ク
：
多
く
の
加
盟
国
は
こ
の
用
語
の
意
味

を
想
像
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
簡
単
な
説
明
が

必
要
で
あ
る
。

 

 

JP
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ai

n 
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xt
 

3.
1.

1 
an

d 
3.

1.
2 
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ch
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tif

ic
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m
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 d
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 d
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er

en
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w
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. W
e 
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fic
 c
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at
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n 
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r 
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ifi

ed
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ro
du

ct
.  

「
認
証
シ
ス
テ
ム
」
「
認
証
ス
キ
ー
ム
」
と
い
う
、
似
た

意
味
を
も
つ
２
つ
の
用
語
が
定
義
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し

こ
れ
ら
の
違
い
は
依
然
と
し
て
不
明
確
で
あ
る
。
我
々

は
、
前
者
が
認
証
を
実
施
す
る
た
め
の
任
意
の
一
般
的
な

制
度
を
意
味
し
、
後
者
が
特
定
の
商
品
に
対
す
る
特
定
の

認
証
シ
ス
テ
ム
を
意
味
す
る
と
理
解
す
る
。
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ot

, p
le
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e 

cl
ar

ify
 in

 th
es

e 
cl

au
se

s.
 

も
し
我
々
の
左
記
の
理
解
が
正
し
い
な
ら
、
修

正
は
求
め
な
い
。
も
し
そ
う
で
な
い
な
ら
、
こ

れ
ら
の
項
で
説
明
し
て
ほ
し
い
。
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包
装
事
業
者
は
民
間
企
業
や
個
人
で
あ
る
場
合
が
あ
り
、

必
ず
し
も
法
人
で
は
な
い
。
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「
法
的
な
」
を
削
除
し
て
、
「
法
人
」
を
「
事

業
者
」
に
修
正
す
る
こ
と
を
推
奨
す
る
。
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4.
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4.

4.
1.

2 
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d 
4.
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2.
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 m
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 c
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ar
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ev
er

.  

２
つ
の
類
似
し
た
用
語
「
製
品
の
タ
イ
プ
」
及
び
「
包
装

商
品
の
タ
イ
プ
」
が
使
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
の

意
味
は
明
確
で
は
な
い
。
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3 

or
 4

.3
. 

こ
れ
ら
の
用
語
の
簡
単
な
説
明
を
、

3
項
ま
た

は
4.

3
項
に
説

明
す
る
。
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A
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e 
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.2
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in

g 
12

 m
on

th
s 

ho
w

ev
er

.  

4.
4.

4.
4
項
の
付

記
は
、
ス
キ
ー
ム
の
所
有
者
が
審
査
の
周

期
を
決
め
る
と
規
定
し
て
い
る
。
し
か
し

C.
2.

4
の

a)
は
、

12
ヶ
月
を

越
え
な
い
期
間
を
規
定
し
て
い
る
。

 

 

si
ng

le
 s

ta
te

m
en

t “
an

 in
te

rv
al

 n
ot

 
ex

ce
ed

in
g 

12
 m

on
th

s 
w

ill
 b

e 
de

ci
de

d 
by

 
th

e 
ow

ne
r”

 m
ay

 b
e 

us
ed

. 

こ
れ
ら
の
２
つ
の
項
の
表
現
は
、
整
合
化
さ
れ

る
べ
き
で
あ
る
。
例
え
ば
、
「

12
ヶ
月
を
越

え
な
い
範
囲
で
所
有
者
が
期
間
を
決
定
す
る
」

と
い
っ
た
単
一
表
現
を
使
っ
て
も
よ
い
。

 

 

JP
 

A
nn

ex
 

C 
C.

8 
a)

 
Ed

it 
Th

e 
te

rm
 ‘q

ua
nt

ity
 m

ar
k’

 s
ee

m
s 

to
 m

ea
n 

‘m
ar

ks
 

of
 c

on
fo

rm
ity

’ u
se

d 
in

 th
is

 d
ra

ft.
 

「
品
質
マ
ー
ク
」
は
、
こ
の
草
案
で
使
わ
れ
て
い
る
「
適

合
マ
ー
ク
」
を
意
味
す
る
と
思
わ
れ
る
。

 

 

R
ep

la
ce

 ‘q
ua

nt
ity

 m
ar

k’
 w

ith
 ‘m

ar
ks

 o
f 

co
nf

or
m

ity
’. 

「
品
質
マ
ー
ク
」
を
「
適
合
マ
ー
ク
」
で
置
き

換
え
る
。
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el
em

en
ts
 

G
en

/e
di
t

Ac
co
rd
in
g 
to
 th

e 
de

fin
iti
on

 in
 3
.2
, t
he

 
te
rm

 “
m
et
ro
lo
gi
ca
l t
ra
ce
ab

ili
ty
” 

sh
ou

ld
 b
e 
us
ed

 fo
r t
hi
s t
itl
e.
 

3.
2
の

定
義

に
従

っ
て

、
タ

イ
ト

ル
に

用
語

「
計

量
計

測
ト

レ
ー

サ
ビ

リ
テ

ィ

ー
」

を
使

う
べ

き
で

あ
る

。
 

Ch
an

ge
 th

e 
cl
au

se
 ti
tle

 to
  

“4
 M

et
ro
lo
gi
ca
l t
ra
ce
ab

ili
ty
 a
nd

 it
s 

el
em

en
ts
”.
 

項
タ

イ
ト

ル
を

「
4
計
量
計

測
ト
レ

ー
サ

ビ
リ

テ
ィ

ー
と

そ
の
要

素
」

へ
変
更

す

る
。
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5.
3.
2,
 5

.4
.2
 a
nd

 A
nn

ex
 

A 
G
en

/t
ec
h

IL
AC

 n
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 u
se
s t
he

 te
rm

 “
ca
lib

ra
tio

n 
an

d 
m
ea
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m
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t c
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r t
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ac
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 d
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ra
tio
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s.
 P
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 v
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sio
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 IS
O
/I
EC
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01

1 
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 th
e 
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es
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20

17
 a
nd

 
IL
AC

 P
14

. 

IL
AC

は
認

定
の

対
象

と
な

る
試

験
機

関

の
記

述
の

た
め

に
現

在
、

「
校

正
測

定

能
力

」
と

い
う

用
語

を
使

っ
て

い
る

。

20
17

年
に

は
改

訂
作

業
の

途
中

に
あ

る

IS
O
/I
EC

 1
70

11
の

次
の

バ
ー

ジ
ョ

ン
と

IL
AC

 P
14

も
参

照
し

て
ほ

し
い

。
 

 

Th
e 
te
rm

 “
be

st
 m

ea
su
re
m
en

t 
ca
pa

bi
lit
y”
 sh

ou
ld
 b
e 
ch
an

ge
d 
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“c
al
ib
ra
tio

n 
an

d 
m
ea

su
re
m
en

t 
ca
pa

bi
lit
y”
.  

「
最

良
の

計
測

能
力
」

と
い

う
用
語

は
、

「
校

正
測

定
能

力
」
に

修
正

さ
れ
る

べ
き

で
あ

る
。
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5.
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ra
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第
５

項
は

校
正

の
階

層
に

お
け

る
各

々

の
試

験
機

関
に

つ
い

て
記

述
し

て
い

る

の
で

、
タ

イ
ト

ル
は

組
織

内
校

正
の

た

め
の

試
験

所
を

含
む

べ
き

で
あ

る
。
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m
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タ
イ

ト
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は
例

え
ば
、

「
組

織
内
校

正
を

実
施

す
る

試
験

所
又
は

ユ
ー

ザ
ー
」

へ
と

変
更

さ
れ

る
べ

き
で
あ

る
。

 

 

 

JP
 

Fi
gu

re
 o
f n

at
io
na

l 
hi
er
ar
ch
y 
sc
he

m
e 
in
 

G
en

/e
di
t

At
 th

e 
bo

tt
om

 o
f t
he

 fi
gu

re
, t
w
o 

di
ffe

re
nt
 te

rm
s,
 “
or
di
na

ry
 

Th
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m
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g 
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m
en
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us
ed

 fo
r t
he

 sa
m
e 

m
ea

ni
ng

. 

図
の

最
下

部
に

お
い

て
、

二
つ

の
用

語

「
普

通
の

機
器

」
と

「
計

量
器

」
が

同

じ
意

味
で

用
い

ら
れ

て
い

る
。

 

 

“m
ea

su
rin

g 
in
st
ru
m
en

ts
”.
 

２
つ

の
テ

キ
ス

ト
ボ
ッ

ク
ス

内
の
「

普
通

の
機

器
」

は
、

「
計
量

器
」

へ
と
修

正
さ

れ
る

べ
き

で
あ

る
。
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11
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 4
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G
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C
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rm
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m
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su
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C
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 m
en
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is

 p
ol
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 T
he

re
fo
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, 

th
e 

te
rm
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be

st
 m

ea
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m

en
t c

ap
ab

ili
ty

 
(B

M
C

)”
 sh

ou
ld

 n
ot

 b
e 

us
ed

.  

IL
A

C
 は

認
定
の
対

象
と
な
る
試
験

機
関
の
記

述
の
た

め
に

現
在

、
”校

正
測
定
能

力

（
C

M
C
）

”と
い

う
用

語
を

使
っ

て
い

る
。

20
17

 年
に

は
改

訂
作

業
の

途
中

に
あ

る

IS
O

/IE
C

 1
70

11
 の

次
の
バ
ー
ジ

ョ
ン
と

IL
A

C
 

P1
4（

校
正

の
不

確
か

さ
に

関
す

る
IL

A
C
の

方

針
）
は

こ
の

方
針

に
つ

い
て

触
れ

て
い

る
。

し

た
が
っ

て
“最

良
の

計
測
能
力
（

B
M

C
）

”と
い

う
用
語

は
使

う
べ

き
で

は
な

い
。

 

D
el

et
e 

“o
r B

M
C

” 
w

hi
ch

 a
pp

ea
rs

 tw
ic

e 
in

 4
.4

. A
ls

o,
 

de
le

te
 th

e 
de

fin
iti

on
 o

f B
M

C
 in

 3
.1

1.
  

4.
4
に

2
度
出
て
く

る
「
ま

た
は

B
M

C
」

と
い

う
記

述
を

削
除
す

る
。

ま
た

、
3.

11
の

B
M

C
の

定
義

を
削

除
す

る
。
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O

/IE
C

 1
70

25
は
、
い
ま

FD
IS
（
最
終
国
際

規
格
草
案
）
の
段
階
に
あ
り
、

20
17

年
中
に
は

改
訂
さ
れ
る
。
従
っ
て

3W
D
の
要
求
事
項

は
、

FD
IS

の
も
の
と
整
合
化
さ
る
べ
き
で
あ

る
。
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該
当
す
る
要
求
事

項
を

FD
IS

の
も

の
と
比

較
し

な
が

ら

3W
D
を
チ
ェ
ッ
ク
し

、
必

要
な

ら
ば

、
こ

れ
ら

の
要

求
事

項
を
更
新
す
べ
き

だ
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 p
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y 

C
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 d
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m
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1 

D
ec
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20
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D
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e 
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m
m
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ts
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itt
ed
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Pl
ea

se
 ty

pe
 y

ou
r c

om
m

en
ts

 in
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is
 fo

rm
 a

nd
 p

os
t i

t (
in

 W
or

d 
fo

rm
at

) a
s s

oo
n 
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 p

os
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bl
e 
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d 

no
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te
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n 
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e 
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A
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G
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&

 c
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 C
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E
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Y
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H
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M
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E
R
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F 

C
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M
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E
 T

A
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L
E
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C
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nt
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C
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C
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T
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M
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T
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O
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D
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H
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N
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E
 

O
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V
A
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F 
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H
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C
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E
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E
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h 
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m
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ub
m

itt
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 1 

M
B

 =
 M

em
be

r b
od

y 
(e

nt
er

 th
e 

IS
O

 3
16

6 
tw

o-
le

tte
r c

ou
nt

ry
 c

od
e,

 e
.g

. C
N

 fo
r C

hi
na

) 
2 

T
yp

e 
of

 c
om

m
en

t: 
ge

 =
 g

en
er

al
 

te
 =

 te
ch

ni
ca

l  
   

   
   

   
ed

 =
 e

di
to

ria
l  

In
st

ru
ct

io
ns

 fo
r u

si
ng

 th
is

 te
m

pl
at

e:
 

 Th
e 

st
ru

ct
ur

e 
of

 th
is

 ta
bl

e 
al

lo
w

s f
or

 th
e 

au
to

m
at

ic
 c

ol
la

tio
n 

of
 a

ll 
th

e 
co

m
m

en
ts

 p
os

te
d 

by
 th

e 
pa

rti
ci

pa
nt

s. 
H

ow
ev

er
, t

hi
s i

s o
nl

y 
po

ss
ib

le
 if

 th
e 

fo
llo

w
in

g 
in

st
ru

ct
io

ns
 a

re
 

fo
llo

w
ed

. P
le

as
e 

 
 

do
 n

ot
 a

dd
 a

ny
 c

ol
um

ns
 to

 th
e 

ta
bl

e,
 

 
do

 n
ot

 m
er

ge
 a

ny
 o

f t
he

 c
el

ls
, 

 
ad

d 
th

e 
C

ou
nt

ry
 C

od
e 

in
 e

ac
h 

ro
w

, 
 

fil
l i

n 
th

e 
Pa

rt 
nu

m
be

r i
n 

ea
ch

 ro
w

 (i
f t

he
 d

oc
um

en
t t

o 
be

 c
om

m
en

te
d 

ha
s n

o 
pa

rts
, l

ea
ve

 th
is

 c
ol

um
n 

bl
an

k)
, 

 
en

te
r o

ne
 re

fe
re

nc
e 

pe
r r

ow
 in

 th
e 

C
la

us
e/

Su
b 

cl
au

se
 c

ol
um

n.
 If

 y
ou

r c
om

m
en

t a
pp

lie
s t

o 
m

or
e 

th
an

 o
ne

 c
la

us
e,

 p
le

as
e 

re
pe

at
 th

e 
ro

w
 o

r m
ak

e 
th

e 
re

fe
re

nc
e 

in
 th

e 
C

om
m

en
ts

 c
ol

um
n,

 
 

do
 n

ot
 e

m
be

d 
ot

he
r t

ab
le

s i
n 

th
e 

ta
bl

e,
 

 
en

te
r t

he
 d

at
e 

on
 w

hi
ch

 y
ou

 m
ak

e 
th

e 
co

m
m

en
ts

 in
 th

e 
he

ad
in

g.
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m
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Pa
ge

 2
 o

f 5
 

 

JP
 

En
tir

e 
dr

af
t 

an
d 

Fi
el

d 
of

 
ap

pl
ic

at
io

n 

p.
 4

 
an

d 
ot

he
rs

 

 
G

en
. 

Th
e 

se
co

nd
 p

ar
ag

ra
ph

 o
f “

Fi
el

d 
of

 a
pp

lic
at

io
n”

 re
ad

s:
  

Th
e 

Re
co

m
m

en
da

tio
n 

is
 h

ar
m

on
iz

ed
 w

ith
 th

e 
In

te
rn

at
io

na
l 

Re
co

m
m

en
da

tio
n 

IU
PA

C
 “

M
ea

su
re

m
en

t o
f p

H
. D

ef
in

iti
on

, 
st

an
da

rd
s, 

an
d 

pr
oc

ed
ur

es
, I

U
PA

C
 R

ec
om

m
en

da
tio

ns
 2

00
2”

 
[1

],
 a

nd
 ta

ke
s i

nt
o 

co
ns

id
er

at
io

n 
Re

co
m

m
en

da
tio

ns
 o

f s
om

e 
in

te
rn

at
io

na
l s

ta
nd

ar
ds

 [2
-5

].
   

A
lth

ou
gh

 th
is

 p
ar

ag
ra

ph
 d

ec
la

re
s a

 h
ar

m
on

iz
at

io
n 

w
ith

 th
e 

la
te

st
 IU

PA
C

 R
ec

om
m

en
da

tio
ns

 2
00

2,
 w

hi
ch

 a
re

 c
on

si
de

re
d 

as
 a

 d
e 

fa
ct

o 
st

an
da

rd
 in

 p
H

 m
ea

su
re

m
en

t, 
m

an
y 

la
ck

s i
n 

ha
rm

on
iz

at
io

n 
re

m
ai

n 
pa

rti
cu

la
rly

 in
 “

In
tro

du
ct

io
n”

 a
nd

 
Ta

bl
es

 1
 to

 4
. S

om
e 

pa
rts

 st
ill

 se
em

 to
 m

ai
nt

ai
n 

a 
ha

rm
on

iz
at

io
n 

w
ith

 th
e 

ol
d 

ve
rs

io
ns

 (1
98

5)
 o

f I
U

PA
C

 
R

ec
om

m
en

da
tio

ns
. 

「
適
用
分
野
」
の
第
二
段
落
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
：

 

Th
e 

Re
co

m
m

en
da

tio
n 

is
 h

ar
m

on
iz

ed
 w

ith
 th

e 
…

…
…

…
…

…
…

…
. i

nt
er

na
tio

na
l s

ta
nd

ar
ds

 [2
-5

]. 
 

こ
の
段
落
は
、

pH
計
測
の
デ
フ
ァ
ク
ト
ス
タ
ン
ダ
ー
ト
と
さ
れ

る
最
新
の

IU
PA

C
勧
告

20
02

と
の
適
合
性
を
宣
言
し
て
い
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
特
に
「
序
論
」
や
表

1〜
 4
に
は
、
適
合
し

て
い
な
い
部
分
が
多
く
残
っ
て
い
る
。
一
部
に
つ
い
て
は
、
依

然
と
し
て
勧
告
の
前
の
版
（

19
85
）
と
の
適
合
性
を
維
持
し
て

い
る
よ
う
に
見
え
る
。

 

Th
is

 is
 a

 g
en

er
al

 c
om

m
en

t t
o 

th
e 

en
tir

e 
dr

af
t. 

Fo
r c

on
cr

et
e 

pr
op

os
ed

 
ch

an
ge

s, 
pl

ea
se

 re
fe

r o
ur

 o
th

er
 c

om
m

en
ts

. 

こ
れ
は

草
案
全
体
へ
の
一
般
コ
メ
ン
ト
で
あ
る
。
完
全
な
修
正
提
案
に

つ
い
て

は
、
他
の
コ
メ
ン
ト
を
参
照
し
て
ほ
し
い
。

 

 

 

JP
 

Fo
rw

ar
d 

an
d 

th
e 

w
or

ki
ng

 
m

et
ho

d 
of

 p
H

 
de

te
rm

in
at

io
n 

p.
 3
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p.
 8

 
2nd

 p
ar

a.
 

(p
. 3

) &
 

1st
 p

ar
a.

 
(p

. 8
) 

Ed
it.

 
Th

e 
te

rm
 “

pH
-m

et
ry

” 
is

 n
ot

 u
se

d 
ge

ne
ra

lly
. 

一
般
的
に
は
使
わ
れ
な
い
用
語

  「
pH

-m
et

ry
」
が
使
わ
れ
て
い

る
。

 

R
ep

la
ce

 “
pH

-m
et

ry
” 

w
ith

 “
pH

 m
ea

su
re

m
en

ts
” 

fo
r e

xa
m

pl
e.

 

「
pH

-m
et

ry
」
を
「

pH
 m

ea
su

re
m

en
ts

 」
等
に
修
正
す
る
。

 

 

JP
 

In
tro

du
ct

io
n 

p.
 4

 
 

G
en

./T
ec

h.
 

Th
e 

se
co

nd
 a

nd
 th

ird
 p

ar
ag

ra
ph

s r
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d:
  

Th
e 

pr
im

ar
y 

m
et
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d 
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 m
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ng
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H

 is
 a

pp
lie

d 
in

 th
e 
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tr
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m
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 H
ar

ne
d 
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ll,

 u
si

ng
 h
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ge
n 

ga
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nd
 si
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er

-
si
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er

 c
hl

or
id

e 
el

ec
tr
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es

, i
n 

pH
 ra

ng
e 

3.
54

2 
- 1

0.
24

5 
in

 th
e 

te
m

pe
ra

tu
re

 ra
ng

e 
27

8.
15

 - 
32

3.
15

 K
. 

Th
e 

w
or

ki
ng

 m
ea

su
re

m
en

t m
et

ho
d 

of
 p

H
 is

 a
pp

lie
d 

in
 

m
ea

su
ri

ng
 sy

st
em

, u
si

ng
 g

la
ss

 e
le

ct
ro

de
, i

n 
pH

 ra
ng

e 
1.

47
 - 

13
.1

6 
(p

H
-m

et
er

 w
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 th
e 

el
ec
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e 
sy

st
em

, c
on
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st

in
g 

of
 a
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fe
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e 
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e 
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d 
gl
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s e

le
ct
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de

) i
n 

th
e 

te
m
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tu
re

 
ra

ng
e 

27
8.

15
 - 

32
3.

15
 K

.  

Th
e 

pr
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en
t s
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m
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 sh

ou
ld

 b
e 
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iz

ed
 w

ith
 th

os
e 

of
 IU

PA
C 

R
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m
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00

2.
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o,
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al
l b

e 
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ed
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e 

de
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 o
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 p
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d 
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in

g 
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e 
gl
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de

 
m

et
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d 
ar

e 
ne

ce
ss

ar
y.

 

現
在
の
記
述
は

IU
PA

C
 勧

告
20

02
の
記
述
と
整
合
化
す
べ
き
だ
。
ガ

ラ
ス
電
極
法
を
用
い
て
得
ら
れ
た
標
準
液
に
関
す
る
記
載
の
必
要
性
に

つ
い
て
も
ま
た
、
吟
味
す
べ
き
だ
。
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m
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 - 
13
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er
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e 

H
ar
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d 
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ll 

m
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 T
he

 
se
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nd
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an

da
rd

 so
lu
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W

D
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n 
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e 
pH

 ra
ng

e 
of
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.4
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- 1

3.
16
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er

e,
 h

ow
ev

er
, p

ro
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de
d 
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in

g 
th

e 
gl
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s 
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ec

tro
de

 m
et
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d 
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d 
on

 th
e 
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d 
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98
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f I
U

PA
C

 
R
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m
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. 

第
２
及
び
第
３
段
落
に
は
以
下
の
通
り
記
載
さ
れ
て
い
る
：

 

Th
e 

pr
im

ar
y 

m
et

ho
d…

…
..3

23
.1

5 
K

. 

Th
e 

w
or

ki
ng

 m
ea

su
re

m
en

t m
et

ho
d…

..3
23

.1
5 

K
. 

最
新
の

IU
PA

C
 勧

告
 2

00
2
で
は
、
一
次
及
び
二
次
標
準
液
共

に
、

H
ar

ne
d 

ce
ll
法
を
使
っ
て

pH
 1
～

13
程
度
の
範
囲
で
提
供

さ
れ
た
。
し
か
し

R
54

（
1W

D
）
に
お
け
る

1.
47

～
13

.1
6
の

pH
範
囲
の
二
次
標
準
液
は
、
古
い

IU
PA

C
勧
告

（
19

85
）
に

基
づ
い
て
ガ
ラ
ス
電
極
法
に
よ
っ
て
用
意
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
。
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In
tro

du
ct

io
n 

 
p.

 4
 

3rd
. p

ar
a.

 
Ed

it.
 

Th
e 

te
rm

 “
pH

-m
et

r”
 is

 n
ot

 g
en

er
al

ly
 u

se
d.

 

用
語

 「
pH

-m
et

r」
は
、
一
般
的
に
は
使
わ
れ
な
い
。

 

R
ep

la
ce

 “
pH

-m
et

r”
 w

ith
 “

pH
 m

et
er

”.
 

「
pH

-m
et

r」
を
「

pH
 m

et
er
」
に
置
き
換
え
る
。

 

 

JP
 

N
ot

io
na

l 
de

fin
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 o

f 
pH

  

p.
 4

 
1st

 p
ar

a.
 

Ed
it.

 
“p

H
” 

an
d 

“H
+ ”

 sh
ou

ld
 n

ot
 b

e 
ita

lic
iz

ed
. 

 「
pH

」
及
び
「

H
+」

は
斜
体
に
す
べ
き
で
は
な
い
。

 

C
or

re
ct

 “
pH

” 
an

d 
“H

+ ”
 to

 b
e 

un
ita

lic
iz

ed
. 

「
pH

」
及
び
「

H
+」

を
立
体
に
修
正
。
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e 
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im
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m
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d 

of
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m
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m
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w
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ng
 

m
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d 
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H
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rm
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at
io

n 

p.
 5

 &
 

p.
 8

 
3t

h 
an

d 
4t

h 
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lle
ts

 o
f 

th
e 

lis
t (

p.
 

5)
 

5th
 a

nd
 6

th
 

bu
lle

ts
 o

f 
th

e 
lis

t (
p.

 
8)

 

Ed
it.

 
/T

ec
h.

 
Th

e 
te

rm
s “

po
ta

ss
iu

m
 d

ih
yd

ro
ge

n 
or

th
op

ho
sp

ha
te

” 
an

d 
“d

is
od

iu
m

 h
yd

ro
ge

n 
or

th
op

ho
sp

ha
te

” 
ar

e 
ba

se
d 

on
 th

e 
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C
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m
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. 

「
po

ta
ss

iu
m

 d
ih

yd
ro

ge
n 

or
th

op
ho

sp
ha

te
」
や
「

di
so

di
um

 
hy

dr
og

en
 o

rth
op

ho
sp

ha
te
」
と
い
う
用
語
は
、
古
い

IU
PA

C
勧

告
に
基
づ
い
て
い
る
。
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ep
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 “
po
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iu
m

 d
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ro

ge
n 
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th
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sp
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” 

w
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po
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m
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og
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 p
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ro
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w
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 p
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sp
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te
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「
po

ta
ss

iu
m

 d
ih

yd
ro

ge
n 

or
th

op
ho

sp
ha

te
 」

を
「

po
ta

ss
iu

m
 

di
hy

dr
og

en
 p

ho
sp

ha
te
」
に
置
き
換
え
る
。
更
に
、
「

di
so

di
um

 
hy

dr
og

en
 o

rth
op

ho
sp

ha
te

 」
を
「

so
di

um
 h

yd
ro

ge
n 

ph
os

ph
at

e」
に
置

き
換
え
る
。
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f T
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f “
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lu

tio
n 

P 
N

o 
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t 

29
3.

15
 °C

 (3
.5

64
) d

oe
s n

ot
 e
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st
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C

 
R
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om

m
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tio

ns
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00
2.
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n 

ap
pr

op
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te
 e
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de
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e 
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r t
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s 
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lu

e 
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 b
e 
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n 

ad
di

tio
n,

 th
e 
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lu

e 
of
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So

lu
tio

n 
P 

N
o 
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 a

t 2
93

.1
5 

°C
 (4

.0
01

) i
s d
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er

en
t f

ro
m

 th
at

 o
f I

U
PA

C
 

R
ec

om
m

en
da

tio
ns
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00

2 
(4

.0
00

). 
R
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so

n(
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f t
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 d
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ou
ld

 b
e 

ex
pl
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ne

d 
w
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n 
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te
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e.
 

表
１
の

pH
値
の

中
で
、
「

So
lu

tio
n 

P 
N

o1
」
の

29
3.

15
 ℃

の

値
（

3.
56

4）
は

IU
PA

C
 R

ec
om

m
en

da
tio

ns
 2

00
2
に
存
在
し
な

い
た
め
、
適
切
な
エ
ビ
デ
ン
ス
の
提
示
が
必
要
で
あ
る
。
ま

た
、
「

So
lu

tio
n 

P 
N

o2
」
の

29
3.

15
 ℃

の
値
（

4.
00

1）
は

IU
PA

C
 R

ec
om

m
en

da
tio

ns
 2

00
2
の
値
（

4.
00

0）
と
異
な
る
た

め
、
値
が
異
な
る
理
由
と
適
切
な
エ
ビ
デ
ン
ス
の
提
示
が
必
要

で
あ
る
。

 

Pl
ea

se
 c

on
fir

m
 th

es
e 

va
lu

es
.  

A
lso

, p
le

as
e 

pr
ov

id
e 

th
e 

ev
id

en
ce

s f
or

 
th

e 
va

lu
es

 a
pp

ro
pr

ia
te

ly
. 

数
値
の
再
確
認
し
て
ほ
し
い
。
ま
た
、
数
値
の
エ
ビ
デ
ン
ス
を
適
切
に

提
示
し
て
ほ
し
い
。
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of
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d 
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R
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m
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00
2.
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di

ng
 to

 th
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m
m
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tio
n,

 
pH
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an

da
rd
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lu

tio
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 p
ro
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d 
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g 
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e 
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s e
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de
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no
t r

eg
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d 
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 th

e 
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y 
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ff
er
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lu

tio
ns

. M
or

eo
ve

r, 
th

er
e 

ar
e 

no
 e

vi
de

nc
es

 fo
r t

he
 v

al
ue

s i
n 

th
is

 ta
bl

e.
 P

ur
po

se
s a

nd
 

pr
ac

tic
al

 u
se

rs
 o

f t
hi

s t
ab

le
 a

re
 n

ot
 c

le
ar

. 

表
２
は

IU
PA

C
 勧

告
20

02
で
提

案
さ
れ
た
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
と

相
反
す
る
。
こ
の
勧
告
に
よ
る
と
、
ガ
ラ
ス
電
極
法
に
よ
っ
て

用
意
さ
れ
た

pH
標
準
液
は
、
一
次
緩
衝
液
と
は
見
な
さ
れ
な

い
。
更
に
、
こ
の
表
の
数
値
に
対
す
る
エ
ビ
デ
ン
ス
が
な
い
。

こ
の
表
の
目
的
と
具
体
的
な
ユ
ー
ザ
ー
が
明
確
で
は
な
い
。
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 to
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m
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e 
w
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C

 R
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m
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m
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ed
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H
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 p
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de

d 
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g 
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e 
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s 
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d 
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e 
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ss
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y.

 If
 th

is
 ta

bl
e 

is
 m

ai
nt
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ne

d,
 n

ec
es

sa
ry

 
ev

id
en

ce
s s

ha
ll 

be
 g

iv
en

. 

IU
PA

C
 勧

告
20

02
と
整
合
化
さ
せ
る
た
め
に
は
、
ガ
ラ
ス
電
極
法
に
よ

っ
て
提
供
さ
れ
た
標
準
液
が
必
要
な
の
か
吟
味
す
る
必
要
が
あ
る
。
も

し
こ
の
表
を
残
す
な
ら
、
必
要
な
エ
ビ
デ
ン
ス
が
提
示
さ
れ
る
べ
き
で

あ
る
。
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 p
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h 
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m
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 b
e 
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d 
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tm
et
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r m
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a 
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ol
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”.
 

現
在
の
表
現
「
入
力
電
圧
が
高
い
電
圧
計
」
は
、
「
高
電
圧
を

測
定
す
る
た
め
の
電
圧
計
」
と
読
め
る
の
で
、
不
適
当
で
は
な

い
か

? 

A
no

th
er

 e
xp

re
ss

io
n 

“t
he

 v
ol

tm
et

er
 w

ith
 h

ig
h 

in
pu

t r
es

is
ta

nc
e”

 se
em

s 
m

or
e 

ap
pr

op
ria

te
. I

t i
s r

ec
om

m
en

de
d 

to
 re

pl
ac

e 
“v

ol
ta

ge
” 

w
ith

 
“r

es
is

ta
nc

e”
. 

別
の
表
現
「
高
い
入
力
抵
抗
を
も
つ
電
圧
計
」
の
方
が
適
切
で
は
な
い

か
。
「
電
圧
」
を
「
抵
抗
」
に
置
き
換
え
る
こ
と
を
推
奨
す
る
。

 

 

JP
 

Th
e 

w
or

ki
ng

 
m
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d 
of
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H

 
de
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at
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n 

p.
 8

 
1st

 p
ar

a.
 

Te
ch

. 
In

pu
t r

es
is

ta
nc

e 
in

 th
e 

ex
pr

es
si

on
“

hi
gh

 in
pu

t v
ol

ta
ge

 (
10

 
T

)”
 m

ay
 b

e 
to

o 
la

rg
e.

 

“h
ig

h 
in

pu
t v

ol
ta

ge
 (≧

10
 T
Ω

)”
と
い
う
表
現
に
お
い
て
、
入

力
抵
抗
値
が
大
き
過
ぎ
な
い
か

? 

Fo
r r

ef
er

en
ce

, J
IS

 (J
ap

an
 In

du
st

ria
l S

ta
nd

ar
ds

) Z
 8

80
5 

sp
ec

ifi
es

 a
 

va
lu

e 
of

 in
pu

t v
ol

ta
ge

 m
or

e 
th

an
 1

×1
01

1 
Ω

 (=
 0

.1
 T

Ω
). 

参
考
と

し
て
、

JI
S 

Z 
88

05
(p

H
測
定
用
ガ
ラ
ス
電
極

)で
は
入
力
抵
抗
を

 
1×

10
11
Ω

(=
 0

.1
 T
Ω

)以
上
と
規
定
し
て
い
る
。
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00
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. 

1W
D
の
表
３
は

IU
PA

C
 勧

告
 2

00
2
の
表

3
と
異

な
る
。
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bl

e 
3 

of
 th

is
 1

W
D
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ld
 b

e 
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ed
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 is
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 to
 sh
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ev
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f t
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da

ta
. 

1W
D
の
表
３
は

、
IU

PA
C
勧

告
20

02
の
表
と
の
ハ
ー
モ
ナ
イ
ズ
を
検

討
す
る

べ
き
で
あ
る
。
デ
ー
タ
の
エ
ビ
デ
ン
ス
を
提
示
が
必
要
で
あ

る
。
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 d
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1W
D
の
表
４
は

IU
PA

C
勧

告
20

02
の
表

2
と
異

な
る
。
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1W
D
の
表
４
は

、
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PA
C
勧

告
20

02
の
表
と
の
ハ
ー
モ
ナ
イ
ズ
を
検

討
す
る

べ
き
で
あ
る
。
デ
ー
タ
の
エ
ビ
デ
ン
ス
を
提
示
が
必
要
で
あ

る
。
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of
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co
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ch
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 c
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us
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w
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m
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 W

D
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re
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se

 to
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m
m
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t f

ro
m

 G
er

m
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y 
to

 W
D

2.
 T

he
 

pr
es

en
t t
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t m

ig
ht

 h
ow

ev
er

 b
e 

m
is
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de

rs
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od
 th

at
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ld
 in
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ca

te
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er

io
d 
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ex
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d 

un
til

 th
e 
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a 
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 v
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ue
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f 
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, t
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 te
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 w
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ld

 m
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n 
a 

ris
in

g 
ph
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e 

be
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re
 th

e 
pl

at
ea

u 
in

co
rr

ec
tly

. 

こ
の

項
は
、

ド
イ

ツ
の

W
D

2
へ
の
コ
メ
ン
ト
に
応
じ
て

W
D

3
に

お
い
て

大
き

く
修
正
さ
れ
た
。
し
か
し
現
在
の
文
章

で
は

、
「
プ

ラ
ト

ー
」
が
呼
気
の
排
出
が
始
ま
っ
て
か
ら
ア

ル
コ

ー
ル
濃

度
が

安
定
す
る
ま
で
の
期
間
を
意
味
す
る
と
誤

解
さ

れ
る
恐

れ
が

あ
る
。
も
し
そ
う
な
ら
ば
、
こ
の
文
章
は

プ
ラ

ト
ー
前

の
上

昇
期
間
を
間
違
っ
て
意
味
す
る
こ
と
に
な

る
。
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. 

誤
解
を
防
ぐ
た
め
に
、
例
え

ば
、

以
下

の
よ

う
な

修
正

を
提

案

す
る
。

 

呼
気
の
排
出
過
程
に
お
い
て

、
ア

ル
コ

ー
ル

濃
度

が
一

定
値

に
達
し
た
と
考
え
ら
れ
る
時
点

か
ら

そ
れ

が
急

速
に

低
下

し
始

め
る
ま
で
の
期
間
。
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れ
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っ
て
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11
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砂
、
塵

、
塩
霧
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す
る
試
験
を
入
れ
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も
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追
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で
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追
加
す
べ

き
で

あ
る

。
 

 

 

－ 120 －



 

 

1 

 T
em

pl
at

e 
fo

r 
op

in
io

n 
an

d 
co

m
m

en
ts

 o
n 

W
or

ks
pa

ce
 D

oc
um

en
t 

O
IM

L
 T

C
17

/ S
C

7 
/ p

3/
 R

12
6 

C
om

m
en

ts
 o

n:
  

O
IM

L
 T

C
17

/ S
C

7 
/ p

3/
 R

12
6-

co
ns

ul
ta

tio
n 

te
xt

 2
 –

 c
la

us
e 

11
.4

 

W
or

ks
pa

ce
 D

oc
um

en
t: 

 
 

 
co

ns
ul

ta
tio

n 
te

xt
 2

 –
 c

la
us

e 
11

.4
 

Ti
tle

:  
Pr

op
os

al
 fo

r a
 re

vi
se

d 
cl

au
se

 
11

.4
 “

Pe
rf

or
m

an
ce

 te
st

s 
Pr

oj
ec

t: 
p3

:  
Re

vi
si

on
 o

f R
 1

26
: E

vi
de

nt
ia

l b
re

at
h 

an
al

yz
er

s  
C

irc
ul

at
io

n 
da

te
:  

18
th

 D
ec

em
be

r, 
20

17
 

C
lo

si
ng

 d
at

e 
fo

r c
om

m
en

ts
: 2

6nd
, 

Ja
nu

ar
y 

20
18

 
Se

cr
et

ar
ia

t: 
FR

 
L

ae
tit

ia
 D

el
et

te
 

  
   

  D
E 

R
eg

in
a 

K
lu

es
s 

la
et

iti
a.

de
le

tte
@

ln
e.

fr
, L

N
E,

 F
ra

nc
e 

R
eg

in
a.

K
lu

es
s@

pt
b.

de
, P

TB
, G

er
m

an
y 

 

C
om

m
en

tin
g 

co
un

tr
y:

 J
ap

an
 

da
te

 o
f o

pi
ni

on
/ c

om
m

en
ts

: 2
6 

Ja
nu

ar
y,

 2
01

8 
 O

pi
ni

on
: 

Q
ue

st
io

n:
 

A
ns

w
er

 (y
es

 o
r 

no
):

 

T
hi

s c
on

su
lta

tio
n 

te
xt

 2
 sh

ou
ld

 su
bs

tit
ut

e 
th

e 
ex

is
tin

g 
11

.4
 in

 W
D

4 
(f

ur
th

er
 r

ev
is

ed
 if

 n
ec

es
sa

ry
) 

Ye
s 

w
e 

sh
ou

ld
 c

on
tin

ue
 w

ith
 th

e 
ex

is
tin

g 
11

.4
 si

nc
e 

it 
w

as
 a

lr
ea

dy
 d

is
cu

ss
ed

 
N

o 
Pl

ea
se

 re
ga

rd
, t

ha
t w

e 
ca

n 
co

ns
id

er
 o

nl
y 

th
e 

op
in

io
n 

of
 P

-m
em

be
rs

 o
f p

3 
fo

r t
hi

s p
ol

l! 
  C

om
m

en
ts

 to
 c

on
su

lta
tio

n 
te

xt
 2

: 

M
em

be
r 

/L
ia

si
on

 
C

la
us

e/
 

pa
ra

gr
ap

h/
 

ta
bl

e 

ge
n.

/ 
ed

it.
/ 

te
ch

n.
 

C
O

M
M

E
N

T
S 

PR
O

PO
SE

D
 C

H
A

N
G

E
 

O
B

SE
R

V
A

T
IO

N
S 

O
F 

T
H

E
 S

E
C

R
E

T
A

R
IA

T
 

on
 e

ac
h 

co
m

m
en

t s
ub

m
itt

ed
 

JP
 

11
.4

.1
 

R
ef

er
en

ce
 

am
bi

en
t 

co
nd

iti
on

s 

Ed
it.

 
Ti

tle
 is

 m
is

si
ng

 in
 th

e 
ta

bl
e.

 

表
の

タ
イ
ト

ル
が

な
い
。
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こ
の
表
に
、
番
号
と
適
切
な
タ
イ
ト

ル
を
追

加
す

る
。

 

 

（
国

際
室
に

よ
る

追
加
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こ
の

表
の
一

部
が

分
か
り
に
く
い
。
我
々
は
表
現

の
修

正
を
提

案
す

る
。
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（
委

員
長
コ

メ
ン

ト
）

 

表
に

ま
と
め

ら
れ

て
い

る
修

正
案

で
良

い
と

考
え
ま

す
。

 

（
国

際
室
に

よ
る

追
加

）
内

容
は

良
い

の
で

す
が
、

特
に

「
5℃

」
の
要

求
事

項

の
表

現
が
分

か
り

に
く

い
と

思
い

ま
し
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.  

表
の
中
で
以
下
の
修
正
を
提
案
す
る

。
 

第
2
列
の
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
：
「
公

称
値

と
変

化
の

範
囲

」


「
公
称
値
の
範
囲
」

 

第
3
列
の
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
：
「
各
試

験
に
お

い
て

許
容

で
き

る
変
化
」


「
各
試
験
に
お
け
る

変
化

の
最

大
値

」
 

第
2
行
の
第

3
列
の
値
：
「

5℃
及
び

1
時

間
あ

た
り

5℃
を

越
え
な
い
」


 「
5℃

か
つ
ド
リ
フ
ト
が

1
時

間
あ

た
り

5℃
よ
り
小
さ
い
」

 

第
6
行
の
第

2～
3
列
の
値
：
「
定
格

動
作

条
件

で
規

定
さ

れ

た
値
」
で
置
き
換
え
る
。
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我
々

は
呼
気

温
度

と
相
対
湿
度
の
追
加
に
賛
成
す

る
。

 

 

(N
o 

ch
an

ge
s a

re
 re

qu
es

te
d)

 

（
修
正
は
要
求
し
な
い
。
）

 

 

（
委

員
長
コ

メ
ン

ト
）

 

11
.4

.2
に

呼
吸
温

度
及

び
湿

度
が

追
記

さ

れ
て

い
る
の

は
、

問
題

な
い

と
思

い
ま

す
。
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相
対

湿
度
の

表
現

に
は
通
常
、
大
文
字
が
使
わ
れ

て
い

る
。

 

 

C
or
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ct

 “
rH

” 
to

 “
R

H
”.

 

「
rH

」
を
「

R
H
」
に
修
正
す
る
。

 

 

（
国

際
室
に

よ
る

追
加
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ex
 C
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). 

 

11
.4

.3
.2
は

呼
気

プ
ロ
フ
ァ
イ
ル
（

A
nn

ex
 C

.1
）
を

伴
う

タ
イ
プ

２
の

ガ
ス
発
生
器
の
使
用
を
認
め
て

い
る

。
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プ
ロ
フ
ァ
イ
ル
の
タ
イ
プ
を
「
一

定
の

流
量

」
か

ら
「

一
定

又
は
可
変
の
流
量
」
へ
変
更
す
る

。
 

 

（
国

際
室
に

よ
る

追
加

）
 

た
だ

事
務
局

が
「

一
定

の
流

量
」

と
の

み
表

記
し
て

い
る

の
に

は
、

何
か

意
味

が
あ

る
の
か

も
知

れ
ま

せ
ん

。
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こ
れ
ら
の
表
の
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に
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番

号
と
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第４章 OIML 等の活動 

4.1 第 52回 CIML 委員会報告 

4.1.1 OIML 総会と CIML 委員会の概要 

国際法定計量会議（OIML 総会）は OIML の最高決定機関であり、原則として 4 年に 1 回開催されている。

国際法定計量委員会（CIML委員会）はOIMLの理事機関として総会を支援する役割があり、毎年開催され

る。CIML 委員会は各国１名の CIML 委員により構成され、その審議の結果は OIML 総会で最終承認され

る。2017 年 9 月の時点で CIML委員長は英国（元BEIS）の Mr. Peter Mason（ピーター・メイソン氏）、事務局

である BIML の局長は米国出身の Mr. Stephen Patoray（ステファン・パトレ氏）であった。 

第 52 回 CIML 委員会は 2017 年 10 月 9～12 日の日程で、南米コロンビアのカルタヘナ（Cartagena）に
おいて開催された（表 1 参照）。ここ数年の CIML 委員会は、ニュージーランド・オークランド（2014 年）、フラ

ンス・アルカション（2015 年）、フランス・ストラスブール（2016 年）で開催されており、OIML 総会は 2016 年に

同時開催された。 

表 1 第 52 回 CIML 委員会・関連会議のスケジュール（2017 年 10 月） 
 8 日（日） 9 日（月） 10 日（火） 11 日（水） 12 日（木） 13 日（金） 

午前  OIML-CS 
セミナー 

CIML 委員会

（1/5） 
CIML 委員会

（3/5） 
CIML 委員会

（5/5） 
PC 委員会*1 

午後 PC 委員会*1 同セミナー 
RLMO 会議*2 

途上国部会*2 

CIML 委員会

（2/5） 
CIML 委員会

（4/5） 
特になし  

夕方   OIML 懇談会  ホスト懇談会  

会場：Las Américas International Convention and Exhibition Center, Cartagena 
*1 PC（運営委員会）委員のみ。*2 RLMO（地域法定計量機関）含む一部のメンバーのみ。 

 

またCIML委員長を補佐するために、運営委員会（PC）が組織されている。PCは年2回委員会を開催し、

うち 1 回は CIML 委員会開催時に設定されている。三木 CIML 委員は PC メンバーの一人であるだけでは

なく、2013 年より CIML 第二副委員長（当時）を担当していた。なお 2017 年 9 月の時点で第一副委員長は

ドイツの Dr. Roman Schwartz（ローマン・シュワルツ氏）であった。また産総研は 2011 年より OIML TC8（流体

量の計測）の事務局、2016 年より TC8/SC7/p7（R139: 自動車用圧縮ガス燃料の計量システム・改定プロジ

ェクト）の合同世話人を担当している。 

2018 年 3 月現在の OIML 加盟国は、正加盟国 62 カ国、準加盟国 64 カ国である。BIML が公表した参

加者リストによると、第 52 回 CIML 委員会への参加国・参加者は、正加盟国 42 カ国から 86 名、準加盟国 9
カ国から 13 名、及び BIML や来賓やオブザーバーも含めて合計 115 名であった。うち我が国からの参加者

は以下の 7 名であった。 

(1) 吉岡勝彦，経済産業省 産業技術環境局 計量行政室 室長（日本代表団 団長） 

(2) 岡田有加，経済産業省 産業技術環境局 計量行政室 

(3) 三木幸信，産業技術総合研究所 副理事長／CIML 第二副委員長（当時） 
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は以下の 7 名であった。 

(1) 吉岡勝彦，経済産業省 産業技術環境局 計量行政室 室長（日本代表団 団長） 

(2) 岡田有加，経済産業省 産業技術環境局 計量行政室 

(3) 三木幸信，産業技術総合研究所 副理事長／CIML 第二副委員長（当時） 

(4) 高辻利之，産業技術総合研究所 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門 部門長 

(5) 根本 一，同センター、工学計測標準研究部門 総括研究主幹 

(6) 松本 毅，同センター、計量標準普及センター 法定計量管理室 総括主幹 

(7) 田口佳代子，日本計量機器工業連合会 業務部課長 

 

また、第 52 回 CIML 委員会における主な決定事項は次のとおりであった。 

(1) CIML 委員長として、第一副委員長であったドイツの Dr. Roman Schwartz（ローマン・シュワルツ氏）が６

年の任期で指名された。それに伴って、産総研の三木幸信氏が臨時的に第一副委員長の役割を兼任

することとなった。 

(2) BIML 局長である Mr. Stephen Patoray（ステファン・パトレ氏）の後継者を選定する手続きを開始した。後

継者は第 53 回 CIML 委員会（2018 年 10 月）において指名される。 

(3) BIML 副局長については、Kool 氏の後任として英国の Mr. Paul Dixon（ポール・ディクソン氏）が指名さ

れ、現職の Mr. Ian Dunmill（イアン・ダンミル氏）の任期は 2019 年 3 月から最長 5 年間だけ延長される

ことになった。 

(4) B 6（技術作業指針）の改定案が承認された。 

(5) 新証明書制度（OIML-CS）の 2018 年 1 月からの運用開始、及びその移行スケジュールが確認された。

基本文書 B 18 の改訂版が承認され、MC（運営委員会）の委員長・副委員長が指名された。 

(6) R 60（ロードセル）、R 61（充てん用自動はかり）、R 81（尺付きタンクローリー・タンク貨車）の最終文書案

が承認された。サンプリング検査のための新しい文書はガイド文書 G 20 として承認された。 

(7) D 1（計量法に関する考察）と D 2（法定計量単位）を改定し、OIML ロゴの使用に関する新しい基本文

書（Bxx）を作成するプロジェクトが承認された。 

(8) CEEMS（計量制度の整備途上にある国及び経済圏）諮問部会については、新しい基本文書案（B 19）
が承認された。更に前 CIML 委員長の Mr. Peter Mason（ピーター・メイソン氏）が同部会の副議長に指

名された。 

(9) RLMO（地域法定計量機関）円卓会議が開催され、三木氏が活動報告を行った。 

(10) BIML は 2018 年 6 月に、中国と日本で TC/SC 事務局のための研修を計画している。 

(11) 第 53 回委員会は、2018 年 10 月 8～12 日にドイツのハンブルクにおいて開催される。 

 

4.1.2 第 52 回 CIML 委員会 

4.1.2.1 OIML-CS セミナー 

10 月 9 日の午前には、新しい証明書制度（OIML-CS）を紹介すると共に加盟国の意見を募るためのセミ

ナーが開催された。その概要は以下の通りであった（略称の説明は略語参照）。 

(1) コロンビア代表（Alejandro Giraldo Lopez 氏）による挨拶 

(2) OIML の概要、OIML 証明書制度及び OIML 勧告の役割（ドイツ：Schwartz 氏、BIML: Paul Dixon
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氏 及び Luis Mussio 氏） 

(3) OIML 証明書制度に期待される恩恵（ドイツ PTB: Peter Ulbig 氏） 

(4) 利害関係者（産業界、発行機関／利用参加機関）の観点、及び証明書制度に関する経験 

 製造事業者（CECIP）の観点（スイス／CECIP: Roland Nater 氏） 

 オランダの状況（NMi: Cock Oosterman 氏） 

 オーストラリアの経験（NMIA: Bill Loizides 氏） 

 アメリカ合衆国の状況（NIST：Charles Ehrlich 氏） 

 ブラジルの状況（INMETRO：Juan Carlos 氏） 

 コロンビアの状況（産業経済監督局: Jairo Enrique Malaver Barbosa 氏） 

(5) 新しい OIML 証明書制度への準備 

 新しい制度への移行とその手続き（Dixon 氏） 

 prMC（予備運営委員会）の活動、及びその決定事項（Schwartz 氏） 

 OIML-CS ホームページ等の紹介（Dixon 氏） 

 発行機関（IA）, 利用型参加機関（Utilizer）、アソシエート（Associate）について（Oosterman 氏） 

 中国における状況報告（AQSIQ: Jun Xie 氏） 

 過去の証明書の有効性と取り扱い（Mussio 氏） 

 OIML-CS 運営委員会（Management Committee）への案内（Dixon 氏） 

 法定計量専門家（LME）と品質システム（QMS）専門家について（Ulbig 氏） 

 試験機関フォーラム（TLF）について（Oosterman 氏） 

 次回会議について（Oosterman 氏） 

(6) 質疑応答 

このようにその内容は多岐に渡るものであったが、新制度の基本案については既に prMC で合意があっ

たため、このセミナーは OIML-CS を十分に熟知していない CIML 委員への宣伝普及という色合いが強かっ

た。 

4.1.2.2 RLMO（地域法定計量機関）円卓会議 

RLMO 円卓会議には通常、地域法定計量機関の代表者が参加し、2014 年から三木氏が第二副委員長

として議長を務めている。今回の円卓会議は 10 月 9 日の午後に開催され、我が国の代表団も参加した。今

回の円卓会議には 6 つの RLMO である AFRIMETS、APLMF、COOMET、GULFMET、SIM、WELMEC
に加えて BIPM と BIML から、合計 13 カ国 30 名が参加した（略称の説明は略語参照）。 

円卓会議では三木議長の司会により、6 名の RLMO の代表・代理（南アフリカ、ニュージーランド、ドイツ、

サウジアラビア、米国、スイス）が報告を行った。これらの報告の多くは、各 RLMO の歴史、加盟国の構成、

内部機構、地域における役割、域内研修活動を含むものであった。その後の議論では、OIML-CS に関する

情報共有、電子的なニュースレーターや研修教材も含めたホームページの整備、研修／セミナーに関する

情報共有、特に WELMEC や APLMF が進めているガイド文書の整備、穀物水分計研修に関する連携、計

量器ソフトウェアに対する規制や情報交換が話題となった。また Schwartz 氏は、新しい OIML-CS に関する

宣伝普及活動や各地域からの要望について調査するために、RLMO が連携することを提案した。三木氏は、
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氏 及び Luis Mussio 氏） 

(3) OIML 証明書制度に期待される恩恵（ドイツ PTB: Peter Ulbig 氏） 

(4) 利害関係者（産業界、発行機関／利用参加機関）の観点、及び証明書制度に関する経験 

 製造事業者（CECIP）の観点（スイス／CECIP: Roland Nater 氏） 

 オランダの状況（NMi: Cock Oosterman 氏） 

 オーストラリアの経験（NMIA: Bill Loizides 氏） 

 アメリカ合衆国の状況（NIST：Charles Ehrlich 氏） 

 ブラジルの状況（INMETRO：Juan Carlos 氏） 

 コロンビアの状況（産業経済監督局: Jairo Enrique Malaver Barbosa 氏） 

(5) 新しい OIML 証明書制度への準備 

 新しい制度への移行とその手続き（Dixon 氏） 

 prMC（予備運営委員会）の活動、及びその決定事項（Schwartz 氏） 

 OIML-CS ホームページ等の紹介（Dixon 氏） 

 発行機関（IA）, 利用型参加機関（Utilizer）、アソシエート（Associate）について（Oosterman 氏） 

 中国における状況報告（AQSIQ: Jun Xie 氏） 

 過去の証明書の有効性と取り扱い（Mussio 氏） 

 OIML-CS 運営委員会（Management Committee）への案内（Dixon 氏） 

 法定計量専門家（LME）と品質システム（QMS）専門家について（Ulbig 氏） 

 試験機関フォーラム（TLF）について（Oosterman 氏） 

 次回会議について（Oosterman 氏） 

(6) 質疑応答 

このようにその内容は多岐に渡るものであったが、新制度の基本案については既に prMC で合意があっ

たため、このセミナーは OIML-CS を十分に熟知していない CIML 委員への宣伝普及という色合いが強かっ

た。 

4.1.2.2 RLMO（地域法定計量機関）円卓会議 

RLMO 円卓会議には通常、地域法定計量機関の代表者が参加し、2014 年から三木氏が第二副委員長

として議長を務めている。今回の円卓会議は 10 月 9 日の午後に開催され、我が国の代表団も参加した。今

回の円卓会議には 6 つの RLMO である AFRIMETS、APLMF、COOMET、GULFMET、SIM、WELMEC
に加えて BIPM と BIML から、合計 13 カ国 30 名が参加した（略称の説明は略語参照）。 

円卓会議では三木議長の司会により、6 名の RLMO の代表・代理（南アフリカ、ニュージーランド、ドイツ、

サウジアラビア、米国、スイス）が報告を行った。これらの報告の多くは、各 RLMO の歴史、加盟国の構成、

内部機構、地域における役割、域内研修活動を含むものであった。その後の議論では、OIML-CS に関する

情報共有、電子的なニュースレーターや研修教材も含めたホームページの整備、研修／セミナーに関する

情報共有、特に WELMEC や APLMF が進めているガイド文書の整備、穀物水分計研修に関する連携、計

量器ソフトウェアに対する規制や情報交換が話題となった。また Schwartz 氏は、新しい OIML-CS に関する

宣伝普及活動や各地域からの要望について調査するために、RLMO が連携することを提案した。三木氏は、

かねてから作成を進めている RLMO 連携のための予備的なホームページの更新状況について報告した。 

結論として、RLMO 相互の情報交換と予備的なホームページの作成作業を継続し、そして次回の RLMO
円卓会議を第 53 回委員会（2018 年）の前に開催することで合意した。 

4.1.2.3 CEEMS諮問部会 

10 月 9 日の午後には中国が議長を務める CEEMS 諮問部会が開催され、RLMO 円卓会議の参加者の

多くが参加した。ただし、この諮問部会への我が国からの参加はなかった。 

4.1.2.4.第 52 回 CIML委員会 

 以下に、10 月 10～12 日に開催された第 52 回 CIML 委員会の概要を議事次第に沿って報告する。全

ての議事事項の和訳は、巻末資料 7 に掲載する。 

0 開会 

委員会初日の 10 月 10 日の朝には、コロンビアを代表して産業経済監督局（Superintendence of Industry 
and Commerce）の Ms. Monica Andrea Ramirez Hinestroza（モニカ・アンドレア・ラミレス・ヒネストローザ氏）が

開会挨拶を行った。同氏は、南米での委員会の開催は 1997 年のブラジル・リオデジャネイロ（第 32 回）以来

2 回目であるため、カルタヘナが選ばれたことへの謝辞を表明した。なお南米諸国の OIML への加盟は、

その発足当時（1955 年）にはなかったが、2018 年１月の時点では南米 12 ヵ国のうち、チリ、ガイアナ、スリナ

ム、ベネズエラを除く 8 ヵ国が加盟している。コロンビアは法定計量の啓蒙・普及に努めており、委員会直後

の 10 月 12～13 日には同じ会場で計量に関する国家レベルのセミナーが開催された。 

この挨拶に続いてBIMLにより出席確認が行われ、代理出席（proxy）も含めて定足数（総加盟国の 2／3）
を満たしていることが確認された。なおインドネシアは欠席したが、代理国として日本を指名した。 

1 第 51 回委員会の議事録の承認 

第 51 回委員会の議事録がコメントなしで承認された（決議 2017/1：決議の内容は VIII 章を参照）。この中

で我が国に関わる記述は、主な記述は、副委員長選定委員会への参加（4.2）、過去の翻訳センターへの寄

付（6.2）、日本が提供した研修（JICA）に対するインドからの謝辞（7.3）、B6改定プロジェクトへの日本の参加

に対する Mason 氏の期待（8.1）、R 87（包装商品）承認手続きへのコメント（9.1.1-4）、R 139（自動車用圧縮

ガス燃料の計量システム）改定のための新プロジェクトの提案（TC8/SC7/p7）と質疑応答（9.1.2.4）、R 139 改

定に関する EMPIR（計量における革新的研究に関する欧州プログラム）の状況説明（9.1.2.4）、R 76（非自

動はかり）改定プロジェクトへのコメント（9.1.2.5）、MPE（最大許容誤差）の不当利用防止ルールに関する説

明とコメント（9.1.5）、RLMO 円卓会議の報告（14.3）であった。 

2 CIML委員長の報告 

事前に提出された資料に基づき、委員長の Mason 氏が報告を行った（決議 2017/2）。その内容は、加盟

国と CIML 委員の変遷、B 6 改定や証明書制度の改革に代表される技術活動、CEEMS 諮問部会に代表さ

れる途上国支援活動、リエゾン（関係機関との連携）活動、BIML 職員の変遷など多岐にわたった。同氏は

この委員会でその役割を終えることが予定されていたため、この報告は辞任の挨拶とも取れる内容が多く、

同氏を陰で支えた妻への感謝の言葉で終えられた。 
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3 CIML委員長候補によるプレゼンテーション 

OIML B 14「CIML委員長及び副委員長の選挙手続：2013年版」によると、CIML の委員長と副委員長の

任期は共に 6 年で、再任を認めている。現職の Mason 氏は、2011 年 10 月の第 46 回委員会において委員

長に就任し、その任期は今回の委員会で終了する。しかし第 51 回委員会の時点では立候補者は現れず、

また Mason 氏自身も再任を望まなかった。 

そこで今回の委員会では、第一副委員長である Schwartz 氏が次期委員長として立候補した。同氏は

2010 年の第 45 回委員会において第二副委員長に就任し、2012 年の第 47 回委員会において Grahame 
Harvey氏（オーストラリア）に代わって第一副委員長の位置に就いた。今回の委員会でSchwartz氏は、事前

に提出された経歴書に基づきフランス語も交えながら CIML 委員や副委員長としての実績と、委員長に指

名された場合の抱負について語った。この中で同氏は品質社会基盤（quality infrastructure）、特に近年の

IT技術の中で計量が占める重要な役割を再確認した上で、OIMLは国際文書及び証明書制度の提供機関

として他の国際機関とも連携しながら、その重要な役割を果たしてゆくべきであると強調した。 

委員長の選挙は 11 日午前中の CIML 委員とその支援スタッフのみが参加した内部委員会（closed 
session）にて行われ（V-16 章を参照）、最終的に Schwartz 氏が 6 年間の任期で委員長に指名された（決議

2017/30）。 

4 新しい BIML副局長の採用 

BIML（国際法定計量事務局）の２名の副局長のうち、Willem Kool 氏が 2016 年 2 月に死去した。そのた

め後継者候補の募集案内が 2016 年 11 月に行われた。その後、B 13「BIML局長及び副局長の選任手続」

に基づいて三木氏も含む選定委員会（Selection Committee）が構成され、選考作業が進められた。なお局

長と副局長の任期は５年で、再任も認められている。 

この委員会では、11 日午前中の内部委員会において最終的な議論が行われ、英国の法定計量制度を

担当する政府機関（BEIS）出身の Mr. Paul Dixon（ポール・ディクソン氏）が新しい副局長に指名された（決

議 2017/31）。同氏は、既に証明書制度の改革作業において重要な役割を果たしてきた。 

5 次期 BIML局長採用のための選定委員会の設立 

現局長 Patoray 氏の任期は 2018 年 12 月に終了し、同氏は任期延長を望んでいなかったため、B 13 に

従って次期局長のための選定委員会の設立が提案された。同氏は 2011 年の委員会から局長を担当してお

り、2016 年には３年の任期延長が承認された。これについても内部委員会における議論の結果、局長の後

継者を選定するための選定委員会を招集することが決議された（決議 2017/3）。新しい局長は、第 53 回委

員会で指名されることになる。 

6 現 BIML副局長の契約更新 

現職の副局長である Mr. Ian Dunmill（イアン・ダンミル氏）の任期（契約）が 2019 年 3 月に終了するため、

B 7「BIML 職員規定」に従って同氏の任期の更新が提案された。内部委員会における議論の結果、最長 5
年間の任期延長を第 53 回委員会に提案することが決議された（決議 2017/32）。 
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3 CIML委員長候補によるプレゼンテーション 

OIML B 14「CIML委員長及び副委員長の選挙手続：2013年版」によると、CIML の委員長と副委員長の

任期は共に 6 年で、再任を認めている。現職の Mason 氏は、2011 年 10 月の第 46 回委員会において委員

長に就任し、その任期は今回の委員会で終了する。しかし第 51 回委員会の時点では立候補者は現れず、

また Mason 氏自身も再任を望まなかった。 

そこで今回の委員会では、第一副委員長である Schwartz 氏が次期委員長として立候補した。同氏は

2010 年の第 45 回委員会において第二副委員長に就任し、2012 年の第 47 回委員会において Grahame 
Harvey氏（オーストラリア）に代わって第一副委員長の位置に就いた。今回の委員会でSchwartz氏は、事前

に提出された経歴書に基づきフランス語も交えながら CIML 委員や副委員長としての実績と、委員長に指

名された場合の抱負について語った。この中で同氏は品質社会基盤（quality infrastructure）、特に近年の

IT技術の中で計量が占める重要な役割を再確認した上で、OIMLは国際文書及び証明書制度の提供機関

として他の国際機関とも連携しながら、その重要な役割を果たしてゆくべきであると強調した。 

委員長の選挙は 11 日午前中の CIML 委員とその支援スタッフのみが参加した内部委員会（closed 
session）にて行われ（V-16 章を参照）、最終的に Schwartz 氏が 6 年間の任期で委員長に指名された（決議

2017/30）。 

4 新しい BIML副局長の採用 

BIML（国際法定計量事務局）の２名の副局長のうち、Willem Kool 氏が 2016 年 2 月に死去した。そのた

め後継者候補の募集案内が 2016 年 11 月に行われた。その後、B 13「BIML局長及び副局長の選任手続」

に基づいて三木氏も含む選定委員会（Selection Committee）が構成され、選考作業が進められた。なお局

長と副局長の任期は５年で、再任も認められている。 

この委員会では、11 日午前中の内部委員会において最終的な議論が行われ、英国の法定計量制度を

担当する政府機関（BEIS）出身の Mr. Paul Dixon（ポール・ディクソン氏）が新しい副局長に指名された（決

議 2017/31）。同氏は、既に証明書制度の改革作業において重要な役割を果たしてきた。 

5 次期 BIML局長採用のための選定委員会の設立 

現局長 Patoray 氏の任期は 2018 年 12 月に終了し、同氏は任期延長を望んでいなかったため、B 13 に

従って次期局長のための選定委員会の設立が提案された。同氏は 2011 年の委員会から局長を担当してお

り、2016 年には３年の任期延長が承認された。これについても内部委員会における議論の結果、局長の後

継者を選定するための選定委員会を招集することが決議された（決議 2017/3）。新しい局長は、第 53 回委

員会で指名されることになる。 

6 現 BIML副局長の契約更新 

現職の副局長である Mr. Ian Dunmill（イアン・ダンミル氏）の任期（契約）が 2019 年 3 月に終了するため、

B 7「BIML 職員規定」に従って同氏の任期の更新が提案された。内部委員会における議論の結果、最長 5
年間の任期延長を第 53 回委員会に提案することが決議された（決議 2017/32）。 

 

7 BIML 活動に関する報告 

BIML（国際法定計量事務局）局長である Patoray 氏は、事前に提出された作業文書に基づいて事務局

の活動報告を行った。その主な内容は、職員の変遷、B 6 の改定作業、各 TC/SC におけるプロジェクト進捗

状況、日本と連携しながら効果的に進められた R 139 の改定作業、証明書制度の改革であった。そして１年

後に予定されている同氏の辞任についても触れ、この期間共に仕事をした Mason 氏への謝辞により報告は

終えられた（決議 2017/4）。 

8 加盟国及び準加盟国に関する BIML 局長による報告 

この一年間の OIML 加盟国の変遷について Patoray 氏より報告があった。主な変化としては、カンボジア

が正加盟国へ昇格し、フィリピン／エクアドル／ボリビアが準加盟し、アルゼンチン／キルギスタンが除名さ

れ、アルゼンチンが除名後に再度準加盟し、ブラジル／ノルウェー／タイ／クロアチア／スウェーデン／ハ

ンガリー／キプロス／カザフスタン／スロバキア／ポルトガル／インドネシア／オランダ／デンマークの

CIML 委員が交代した。この報告に対してはインド代表から、ギリシャの加盟状態と会費のクラス、及び分担

金の算出根拠に関する質問があった。 

9 財務に関する案件 

9.1 2016 年決算の承認 

2016 年度の会計報告と監査報告書に基づいて、Patoray 氏により報告が行われた（決議 2017/6）。 

9.2 2013–2016 年の会計期間における余剰金の審査 

Patoray 氏が前会計期間（2013～2016 年）の余剰金について報告した（決議 2017/7）。提出された資料に

よると、この期間の余剰金の確定額は€273,180（ユーロ）であった。同氏は万が一のための余裕を考慮し、こ

のうち€200,000 を 2017 年以降の BIML による研修活動に充当することを提案した。ちなみに 2016 年の第

15 回総会では、この余剰金の扱いについて議論があり、内部留保金に追加することで合意された。またこの

総会では次の会計期間（2017～2020 年）に発生する剰余金の扱いについても議論があり、原則として 
OIML 内の研修等の活動に充当すること（総会決議 2016/2）、剰余金の扱いに関する基本方針を第 16 回

総会（2020 年）に提案すること（総会決議 2016/3）について合意された。更に Patoray 氏は、委員会の時点

で約€1,200,000 の内部留保金が残っていると告げた。 

これらの報告に対してはインド代表から改めて、剰余金の研修活動への充当に対する要望があった。米

国代表からは、内部留保金と総収入との関係、及び想定される研修の規模について質問があった。これに

ついて Patoray 氏は、内部留保金は年間の総収入（分担金総額）の 60 %程度で他の国際機関と比べても妥

当な額であり、研修は短期間のものを想定していると回答した。 

加盟国および準加盟国に関する滞納金 

BIML 局長より、一部の加盟国および準加盟国の滞納金について報告があった（決議 2017/8）。 

9.3 2017 年度予算執行の予測 

BIML 局長が 2017 年度予算執行の見通しについて報告し、予想される出費額は当初予算の範囲内であ

ると報告した（決議 2017/9）。これについては米国代表から、局長の適切な予算運用に対する感謝の言葉が
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あった。 

ちなみに第 15 回総会（2016 年）で承認された現会計期間の予算案では、正加盟国の基本分担金は前の

会計期間と同じ€14,000である（準加盟国はその 1/10）。OIML基本証明書／MAA証明書の登録手数料に

ついても変更はなく、€350／件である。会費のクラス分けについてはギリシャがクラス 2 から 1、ベルギー

がクラス 1 から 2、パキスタンがクラス 1 から 2 へと変更された。そして新加盟国を含めた分担金の総数

は、144 から 146 へと増加した。 

10 リエゾン（連携関係）活動 

10.1 リエゾン活動に関する BIML からの報告 

BIML の新しいリエゾン担当者である Dixon 氏から OIML と連携する国際機関の状況について報告があ

った。その概要は品質社会基盤を支える国際機関相互の連携の重要性、UNIDO の支援を受けた

AFRIMETS 計量学校に対する支援、BIPM, IAF, IEC, ILAC, ISO, ITC, ITU, OIML, UNECE, UNIDO によ

り構成される DCMAS との連携、貿易に対する技術障壁を減らすためのアフリカ諸国・カリブ海諸国・太平洋

諸国の連携を目指す ACP-EU TBT であった（略称は VII 章を参照）。 

10.2 RLMO（地域法定計量機関）円卓会議に関する情報 

三木氏が、10 月 9 日午後に開催された RLMO 円卓会議の報告を行った（III 章も参照）。ただ例年ならば、

RLMO 円卓会議の報告に感謝する旨の決議が可決されていたが、今回の委員会では決議案は提出されな

かった。 

10.3 リエゾン（連携）機関による報告 

OIMLと連携する機関のうち、BIPMを代表してAndy Henson氏が活動報告を行った。その概要は、メート

ル条約と BIPM の役割、加盟国の変遷、CIPM MRA の進展状況、SI の定義改定の進捗状況、BIPM 関連

会議の予定であった。 

世界銀行グループ（WBG）の代表がオンラインで委員会に参加し、「貿易、競争力強化、革新技術のため

の品質社会基盤」と題して、スクリーンを通して途上国の品質社会基盤整備を支援する WBG の活動を紹介

した。これについて南アフリカ代表は加盟国に多様性があることに配慮し、具体的な支援対象を明確化する

ことを提案した。Mason 氏はリエゾン活動の目的として、貿易の障壁撤廃、及び標準や規格に関する他の国

際機関との連携の必要性を強調した。BIPM 代表は、UNIDO による AFRIMETS 支援に関する事例を紹介

した。インド代表は、例えば医療用計測機器の管理体制は加盟国によって大きく異なるため、計量のための

品質社会基盤の安易な評価（Diagnostic）を避けるように警告した。 

欧州のはかり製造事業者の団体である CECIP からは、Roland Nater 氏（スイス・メトラー社）と Karlheinz 
Banholzer 氏（ドイツ・ザルトリウス社）から、それぞれ活動報告が行われた。Nater 氏は CECIP の概要紹介と

共に、（一社）計量機器工業連合会、CWIA （中国はかり協会）、米国の SMA（はかり製造事業者協会）との

間で基本合意書（Letter of Intent）を交わして業界団体の国際連携を進めている事実について報告した。一

方で Banholzer 氏は、IoT（物のインターネット）技術の急速な発展に対する計量機器メーカーの取り組みに

ついて紹介した（全てのリエゾン機関に対する決議 2017/10）。 
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あった。 
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り構成される DCMAS との連携、貿易に対する技術障壁を減らすためのアフリカ諸国・カリブ海諸国・太平洋

諸国の連携を目指す ACP-EU TBT であった（略称は VII 章を参照）。 

10.2 RLMO（地域法定計量機関）円卓会議に関する情報 

三木氏が、10 月 9 日午後に開催された RLMO 円卓会議の報告を行った（III 章も参照）。ただ例年ならば、

RLMO 円卓会議の報告に感謝する旨の決議が可決されていたが、今回の委員会では決議案は提出されな

かった。 

10.3 リエゾン（連携）機関による報告 

OIMLと連携する機関のうち、BIPMを代表してAndy Henson氏が活動報告を行った。その概要は、メート

ル条約と BIPM の役割、加盟国の変遷、CIPM MRA の進展状況、SI の定義改定の進捗状況、BIPM 関連

会議の予定であった。 

世界銀行グループ（WBG）の代表がオンラインで委員会に参加し、「貿易、競争力強化、革新技術のため

の品質社会基盤」と題して、スクリーンを通して途上国の品質社会基盤整備を支援する WBG の活動を紹介

した。これについて南アフリカ代表は加盟国に多様性があることに配慮し、具体的な支援対象を明確化する

ことを提案した。Mason 氏はリエゾン活動の目的として、貿易の障壁撤廃、及び標準や規格に関する他の国

際機関との連携の必要性を強調した。BIPM 代表は、UNIDO による AFRIMETS 支援に関する事例を紹介

した。インド代表は、例えば医療用計測機器の管理体制は加盟国によって大きく異なるため、計量のための

品質社会基盤の安易な評価（Diagnostic）を避けるように警告した。 

欧州のはかり製造事業者の団体である CECIP からは、Roland Nater 氏（スイス・メトラー社）と Karlheinz 
Banholzer 氏（ドイツ・ザルトリウス社）から、それぞれ活動報告が行われた。Nater 氏は CECIP の概要紹介と

共に、（一社）計量機器工業連合会、CWIA （中国はかり協会）、米国の SMA（はかり製造事業者協会）との

間で基本合意書（Letter of Intent）を交わして業界団体の国際連携を進めている事実について報告した。一

方で Banholzer 氏は、IoT（物のインターネット）技術の急速な発展に対する計量機器メーカーの取り組みに

ついて紹介した（全てのリエゾン機関に対する決議 2017/10）。 

11 CEEMS（計量制度の整備途上にある国及び経済圏）に関連する報告 

第 48 回委員会では、CIML 運営委員会のメンバーであり、当時の APLMF 議長でもあった中国 AQSIQ
の Mr. Pu Changcheng （蒲長城氏）の提案により、途上国のための新しい CEEMS 諮問部会が発足した。こ

れ以降、OIMLは開発途上国に対してCEEMSという新しい略称を使い、この諮問部会の活動に協力してい

る。 

その後、2015 年の第 50 回委員会では、同諮問部会の活動を支える OIML の役割に関して、詳細な内容

を含む決議が承認された（決議 2015/10）。また第 50 回委員会の直前には CEEMS セミナーが開催された。

さらに OIML の試験的研修センター（OPTC）を中国に設立し、2016 年の 7 月に北京における非自動はかり

研修や同年 8 月の広州市における法定計量管理システム・セミナーなど、国内における研修活動を推進し

ている。 

11.1 諮問部会・議長の報告 

CEEMS 諮問部会の活動、及び 10 月 9 日午後に開催された会合の成果について、諮問部会（AG）の議

長である Pu Changcheng 氏の代理として、中国 AQSIQ の Mr. Guo Su（郭謖氏）が報告を行った。その概要

は、類似した用語である AG（諮問部会）／CEEMS／OPTC の説明、上海で 6 月に開催された OIML-CS セ

ミナー、諮問部会の新しいホームページ、OPTC による研修活動、諮問部会を支援する専門家の募集作業

であった。更にMason氏からも報告があり、第50回委員会の決議（2015/10）のフォローアップとして、委員会

は同諮問部会のその後の活動を承認した（決議 2017/11）。 

11.2 CEEMS に関連した BIML の活動 

Dunmill氏よりCEEMS諮問部会を支援するOIMLの活動について報告があった。その概要は、ACP-EU 
TBT プログラムとの連携、電子教材（e-learning）に関する Moodle（学習支援ソフト）の利用、研修教材のフラ

ンス及びスペイン語への翻訳、OPTC と連携した研修活動であった（決議 2017/12）。 

11.3 CEEMS のための特別基金に関する BIML の報告 

47 回委員会（2012 年）において、途上国支援を目的とした新たな OIML 特別基金（€35,000/年）が承

認された。この委員会ではPatoray氏からその後の経過報告が行われ、それによると2016年の基金はOPTC
の研修と DCMAS ホームページの整備に利用され、2017 年の予算額（委員会の時点）は€9,200 であった

（決議 2017/13）。 

11.4 CEEMS 諮問部会の付託条項のための新基本文書（B xx） 

CEEMS 諮問部会の付託条項（ToR）を定めた新しい基本文書案（Bxx）が提案された。これについては

2017 年 5 月に CIML 運営委員及び各 RLMO 代表に草案が送付されてコメントが求められ、一部のメンバ

ーによるコメントが委員会資料として公開された。我が国もこの内容を検討したが、「懸念はあるがコメントを

提出するまでもない」という判断から、回答は行わなかった。 

この委員会では、Mason 氏がこの基本文書の必要性やその作成過程について説明し、最終的にこの文

書は新しい基本文書 B 19「計量制度の整備途上にある国及び経済圏（CEEMS）に関する諮問部会に対す

る付託条項」として承認された（決議 2017/14）。更に Mason 氏は、この B 19 に基づいて、9 日の諮問部会に
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おいて自らが同部会の副議長に指名されたことを報告した（決議 2017/15）。 

この報告に対してインド代表は、OIML が講師を同国へ派遣し、法定計量担当者のための研修を実施す

ることを要望した。 

12 OIML B 6 技術作業指針の改定 

B 6「技術作業指針：2013年版」は、OIML 条約である B 1 を補完する形で OIML の技術活動に関する基

本ルールを定めている。B 6 を改定するために CIML 運営委員会を中心とした臨時プロジェクト・グループ

（PG）による検討作業が進められており、三木氏もそのメンバーである。 

12.1 B 6「技術作業指針」改定のためのプロジェクト・グループ（PG）委員長の報告 

B 6 を改定する臨時 PG の委員長である Mason 氏から、第 51 回委員会以降の活動報告が行われた。こ

のPGによる検討作業の大きな目的は文書改定プロセスの短縮化であり、その中でも中心になったのは最終

文書案に対するオンライン予備投票の短縮であった。そのため米国は２段階投票システムを提案したが、こ

れに対する PG メンバーの意見は分かれた。一方で委員長は、３ヶ月の投票期間中に他国のコメントの閲覧

と自国の回答の修正を許すこと、及び特定の条件の下に３ヶ月の投票期間を短縮する提案を行い、今回の

委員会に提案された B 6 の最終基本文書案（FDB）に反映された。また公式な投票システムとは独立した、

より柔軟性のあるオンラインの PG Workspace の有効利用も提案された。 

一方で B 6 の手続きの基本文書（B 文書）への適用も、長年の大きな懸案事項であった。PG Workspace
で行われた PG メンバーに対する調査結果によると、多くのメンバーは現在の B 6 の柔軟性のある手順の維

持を望んだ。B 文書の取扱についても B 6 に明記せず、最近の B 6、B 18、B 19 の改定作業において採用

されたように、その都度 CIML で決定するという手法が望まれた。 

ちなみに 2012 年に我が国は棄権投票に対するコメントを提出し、熟慮の末の意図的な「棄権」を「無回答」

とは別に扱うことを要求した。条約（B 1）には棄権を無回答と見なす規定があるため、この要求は全面的に

は受け入れられなかったが、FDB の 5.12.2.2 と 6.4.1.5 には「コメント付棄権は Pメンバーの責務を果たしたと

見なされる」という一文が付け加えられた。 

この報告に対して、オーストラリア代表は技術活動の迅速化と透明性の確保を要望し、例えば ISOで実施

しているようにプロジェクト開始から３年以内に文書を発行するという条件を加えることを提案した。なお B 6
（2013 年）の 5.13.1 項には、既に努力目標としての３年間の時間制限が設けられている。 

12.2 B 6「技術作業指針」改定案の CIML による承認 

上記の報告の後、B 6（FDB）は承認された（決議 2017/16）。ただし３～５年の適切な期間を経て、この指

針を見直すという条件が追記された。 

13. OIML 基本文書（B 文書）の作成、改定及び修正 

臨時 PG は基本文書（B 文書）の作成／改定のための基本方針についても、2012 年から検討を続けてき

た。この中で我が国も含む一部のメンバーは、B 文書の一部を明示的に B 6 の対象とすることを望んだ。 

今回の委員会における Mason 氏の報告によると、今後は B 3 や B 10 のような B 文書が TC/SC において
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おいて自らが同部会の副議長に指名されたことを報告した（決議 2017/15）。 
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より柔軟性のあるオンラインの PG Workspace の有効利用も提案された。 

一方で B 6 の手続きの基本文書（B 文書）への適用も、長年の大きな懸案事項であった。PG Workspace
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上記の報告の後、B 6（FDB）は承認された（決議 2017/16）。ただし３～５年の適切な期間を経て、この指

針を見直すという条件が追記された。 

13. OIML 基本文書（B 文書）の作成、改定及び修正 

臨時 PG は基本文書（B 文書）の作成／改定のための基本方針についても、2012 年から検討を続けてき

た。この中で我が国も含む一部のメンバーは、B 文書の一部を明示的に B 6 の対象とすることを望んだ。 

今回の委員会における Mason 氏の報告によると、今後は B 3 や B 10 のような B 文書が TC/SC において

議論されることはないと予想され、一般にB文書に関心をもつメンバーはTC/SC活動に関わる技術専門家と

は大きく異なり、職員規則など一部の B 文書は委員長や BIML のみによって検討されているという実態を再

確認した。そして B 6（2013 年版）に規定された B 文書に対する柔軟な手続き、及び小規模で柔軟性がある

臨時 PG による作業形態は依然として有効であると考えた。そこで Mason 氏は、B 文書の取扱方法について

B 6 に明記することは避け、これまで通り必要な場合に委員会が手続きを定めることを提案し、承認された

（決議 2017/17）。 

14 新しい OIML証明書制度（OIML-CS） 

OIML では 1992 年に基本証明書制度の運用が開始され、2006 年には MAA 制度が導入された。MAA
制度は基本証明書制度を置き換えるべく設計された新しい制度で、証明書の発行に関与する試験機関の

能力をより厳しく審査し、証明書と型式評価報告書に対する信頼性を向上させ、相互受け入れの義務も強

めた。ちなみに産総研は 2017年末までR 49（水道メーター）とR 117（水以外の液体用計量システム）のカテ

ゴリーで OIML 基本証明書を、R 60（ロードセル）と R 76（非自動はかり）のカテゴリーで MAA 証明書を発行

していた。 

しかし、かねてから 10 年を経ても基本証明書制度から MAA 制度への移行が進んでいないという問題が

CIMLにおいて指摘されていた。そこで第 48回委員会では、Schwartz氏を主査とする臨時作業部会が構成

され、統一された新しい証明書制度（OIML-CS）への移行に向けた検討が始まり、この活動は prMC（予備

運営委員会）へと引き継がれた。prMC は 2017 年 2 月にベルリンにて、同年 6 月に上海にて会議を開催し、

今回の CIML 委員会の直前の 10 月 9 日にも、OIML-CS セミナーを開催した。そしてこの委員会の後、2018
年 1 月の OIML-CS の発足に伴って、prMC は MC（運営委員会）と改名された（決議 2017/21）。初回の MC
会議は、2018 年 3 月 20～23 日にオーストラリアのシドニーで予定された。 

OIML-CS では、従来の基本証明書制度と MAA 制度が、それぞれ実質的にはスキーム A（MAA 相当）

及び B（基本証明書相当）として残ることになる。ただしスキーム B は暫定的な位置づけであり、究極的には

全てのカテゴリーがスキーム A へ移行することを目指す。また同じ計量器カテゴリーにおいて両方のスキー

ムが併存することはない。OIML-CS における試験機関には従前通り ISO/IEC 17025「試験所及び校正機関

の能力に関する一般要求事項」が要求され、発行機関には 2 年間の猶予期間の後、ISO/IEC 17065「適合

性評価－製品、プロセス及びサービスの認証を行う機関に対する要求事項」が要求される。また運営のため

の新しい 5 つの組織、即ち運営委員会（MC）、MC の下部組織としての審査委員会（RC）、裁定委員会

（BoA）、試験機関フォーラム（TLF）、メンテナンス・グループ（MG）を設立し、それらが連携しながら

OIML-CS を運営する。 

OIML-CS のための新しい基本文書は既に第 51 回委員会で承認され、B 18「OIML 証明書制度の枠組

み：2016 年版」として発行された。この文書には更なる検討が加えられ、2017 年版の最終基本文書案（FDB）
が今回の委員会に提出された。さらに B 18 を補足する多くの付属文書が作成され、運用文書（OD-01, 
OD-02）及び手順文書（PD-01～PD-08）として発行された。 

今後のスケジュールについては、2018 年 1 月 1 日から OIML-CS の運用を開始することについて最終確

認された（決議 2017/19）。また同時に基本証明書制度と MAA 制度、及びそれらの基本文書であった B 3
と B 10 は廃止する。OIML-CSが対象とする計量器のカテゴリーについては、表 2 のような移行スケジュール

が承認された（決議 2017/20）。 
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表 2： 第 52 回委員会で承認された OIML-CS への移行スケジュール 
年月 移行の内容 対象となる計量器カテゴリー（括弧内は略称） 

2018年1月 スキームＡ 
の運用開始 

R 60（ロードセル）, R 76（非自動はかり） 

2018年1月 スキーム B 
の運用開始 

R 21（タクシーメーター）, R 46（電力量計）, R 49（水道メーター）, R 
50（積算自動はかり）, R 51（自動補足式はかり）, R 61（充てん用自

動はかり）, R 75（積算熱量計）, R 85（自動液面計）, R 99（排ガス測

定器）, R 106（貨車用自動はかり）, R 107（不連続式積算自動はか

り）, R 117（水以外の液体用計量システム）, R 129（多次元測定器）, 
R 134（自動車用軸重計）, R 137（ガスメーター）, R 139（圧縮ガス計

量システム） 
2019年1月 スキーム A 

への移行（一部） 
R 46, R 49, R 51, R 117, R 137 

2020年1月 スキーム A 
への移行（全て） 

R 21, R 50, R 61, R 75, R 85, R 99, R 106, R 107, R 129, R 134, R 
139 

我が国の OIML-CS への関与については、MC（RC 含む）に３名の産総研メンバーが登録されている。

2017 年の 2 回の prMC 委員会には、我が国のメンバーも参加した。国内では国際法定計量調査研究委員

会（国法調委）の計量器証明書分科会にて議論を重ね、prMC へ複数回のコメントを提出している。 

14.1 OIML-CS予備運営委員会（prMC）委員長による報告 

今回の委員会では、Schwartz 氏が前回の委員会の決議（2016/16）を再確認し、B 18 の改定作業、２回の

prMC 会議、上海で開催されたセミナー、ILAC/IAF 合同文書の作成作業など、それ以降の prMC の活動に

ついて紹介した。この過程で当初計画されていた AP（諮問委員会）については、その実効性について

prMC 委員から疑問が提出されたため、MC の下部組織である RC（審査委員会）としてその役割を変えて発

足させることになった。 

次に MC 事務長（Executive Secretary）となる Dixon 氏が、B 18 や補足文書（PD/OD）の改定作業につい

て説明を付け加えた。また Dixon 氏は、現在の発行機関（基本証明書／MAA）の OIML-CS への移行手続

きは自動的に行われることはなく、改めて規定の書式に従った申請書を提出する必要があるという点につい

て再確認した。ただ従前の MAA 試験機関については、ISO/IEC 17025 に対する再審査は求められない。

更に同氏は過去に発行された OIML 証明書（基本／MAA）は今後も有効であるが、基本証明書制度にお

いて得られた試験データは原則として OIML-CS における証明書の発行手続きには使うことができないと付

け加えた。 

この説明に対して米国やオランダの代表は、OIML-CS のための再度の試験実施に伴う余分なコストや時

間について懸念を表明した。特に米国は R 117 に関わる流量計／体積計の試験には大きなコストがかかり、

過去のデータが使えなくなることは致命的であると指摘した。これについて Schwartz 氏は、MAA 制度で取

得されたデータのスキーム A における利用は可能だが、基本証明書制度で得られたデータをスキーム A で

利用することは望ましくないと、改めてコメントした。スイス代表も、同氏の考え方を支持した。 

OIML-CS で強化された発行機関に対する ISO/IEC 17065 取得の義務についても、米国、英国、インド、

ブラジルからこの要求事項への適応について懸念を表明する声があった。その背景として、先進国も含めた
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表 2： 第 52 回委員会で承認された OIML-CS への移行スケジュール 
年月 移行の内容 対象となる計量器カテゴリー（括弧内は略称） 

2018年1月 スキームＡ 
の運用開始 

R 60（ロードセル）, R 76（非自動はかり） 

2018年1月 スキーム B 
の運用開始 

R 21（タクシーメーター）, R 46（電力量計）, R 49（水道メーター）, R 
50（積算自動はかり）, R 51（自動補足式はかり）, R 61（充てん用自

動はかり）, R 75（積算熱量計）, R 85（自動液面計）, R 99（排ガス測

定器）, R 106（貨車用自動はかり）, R 107（不連続式積算自動はか

り）, R 117（水以外の液体用計量システム）, R 129（多次元測定器）, 
R 134（自動車用軸重計）, R 137（ガスメーター）, R 139（圧縮ガス計

量システム） 
2019年1月 スキーム A 

への移行（一部） 
R 46, R 49, R 51, R 117, R 137 

2020年1月 スキーム A 
への移行（全て） 

R 21, R 50, R 61, R 75, R 85, R 99, R 106, R 107, R 129, R 134, R 
139 

我が国の OIML-CS への関与については、MC（RC 含む）に３名の産総研メンバーが登録されている。

2017 年の 2 回の prMC 委員会には、我が国のメンバーも参加した。国内では国際法定計量調査研究委員

会（国法調委）の計量器証明書分科会にて議論を重ね、prMC へ複数回のコメントを提出している。 

14.1 OIML-CS予備運営委員会（prMC）委員長による報告 

今回の委員会では、Schwartz 氏が前回の委員会の決議（2016/16）を再確認し、B 18 の改定作業、２回の

prMC 会議、上海で開催されたセミナー、ILAC/IAF 合同文書の作成作業など、それ以降の prMC の活動に

ついて紹介した。この過程で当初計画されていた AP（諮問委員会）については、その実効性について

prMC 委員から疑問が提出されたため、MC の下部組織である RC（審査委員会）としてその役割を変えて発

足させることになった。 

次に MC 事務長（Executive Secretary）となる Dixon 氏が、B 18 や補足文書（PD/OD）の改定作業につい

て説明を付け加えた。また Dixon 氏は、現在の発行機関（基本証明書／MAA）の OIML-CS への移行手続

きは自動的に行われることはなく、改めて規定の書式に従った申請書を提出する必要があるという点につい

て再確認した。ただ従前の MAA 試験機関については、ISO/IEC 17025 に対する再審査は求められない。

更に同氏は過去に発行された OIML 証明書（基本／MAA）は今後も有効であるが、基本証明書制度にお

いて得られた試験データは原則として OIML-CS における証明書の発行手続きには使うことができないと付

け加えた。 

この説明に対して米国やオランダの代表は、OIML-CS のための再度の試験実施に伴う余分なコストや時

間について懸念を表明した。特に米国は R 117 に関わる流量計／体積計の試験には大きなコストがかかり、

過去のデータが使えなくなることは致命的であると指摘した。これについて Schwartz 氏は、MAA 制度で取

得されたデータのスキーム A における利用は可能だが、基本証明書制度で得られたデータをスキーム A で

利用することは望ましくないと、改めてコメントした。スイス代表も、同氏の考え方を支持した。 

OIML-CS で強化された発行機関に対する ISO/IEC 17065 取得の義務についても、米国、英国、インド、

ブラジルからこの要求事項への適応について懸念を表明する声があった。その背景として、先進国も含めた

多くの発行機関は、この国際規格に基づく認定をまだ取得していないという事情がある。インド代表は証明

書制度の要求レベルが上がって途上国がついて行けなくなることを心配し、認定取得のための研修やセミ

ナーの提供を要望した。 

一方で CECIP は製造事業者として、国を越えた単一の相互受入れ制度が本当に実現されるならば

OIML-CS を歓迎するとコメントした。フィンランド代表は今後、異なる種類の証明書が混在するという事態は

混乱を招き、かつ市場はそれらの違いを理解できないと指摘した。フランス代表も、製造事業者は世界で１

つの証明書制度を望んでいると念を押した。またスキームBからスキームAへ移行するための条件や手続き

についても質問があり、Dixon 氏より手順文書（PD-07）に記載がある旨の回答が行われた。 

14.2 OIML B 18「証明書制度（OIML-CS）の枠組み」最終基本文書案の承認 

上記の説明と議論に基づき、B 18（2017 年版）の FDB が承認された（決議 2017/18）。 

14.3 運営委員会（MC）委員長、及び副委員長の任命  

用紙を使った投票手続きにより、Cock Oosterman 氏（オランダ NMi）が MC 委員長として、また Bill 
Loizides（オーストラリア NMIA）が MC 副委員長として指名された（決議 2017/22）。 

14.4 裁定委員会（BoA）の委員長及び委員の任命 

OIML-CS 運用時に発生する諸問題に具体的に対応するために MC とは独立した小グループとして設立

する BoA（裁定委員会）について、Schwartz 氏がその委員長に指名され、更に三木氏を含む４名の BoA 委

員が指名された（決議 2017/23）。 

14.5 OIML-CS ロゴを使用した新しい基本文書を開発するための新規プロジェクト提案 

新しい証明書制度における OIML ロゴ及び OIML-CS ロゴの使用に関する新しい基本文書（Bxx）を作成

するプロジェクトの提案が行われ、承認された（決議 2017/24）。 

14.6 OIML 基本証明書制度及び MAA 証明書制度に関する BIML からの報告 

BIML の担当者である Luis Mussio 氏が、統計データに基づいて証明書制度の現状について報告した。 

15. 技術活動 

15.1 CIML で承認される技術案件 

15.1.1 最終文書案の承認 

この委員会では以下の４つの文書の最終草案について CIML による承認が求められ、全て賛成多数で

承認された（決議 2017/25）。これらの文書の一覧を表 3 に示す。 

R 60 ロードセルの計量規定（2000 年版の改定案） 

R 60 現行版については 2010 年から改定作業が続き、その過程で我が国は 2CD、3CD、4CD、DR に対し

て反対投票を行った（5CD, 5.1CD には賛成投票）。2017 年 6 月に予備投票にかけられた国際勧告案（DR）
に対して提出した日本のコメントのうち、この委員会で承認された最終勧告案（FDR）に反映されなかったも
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のは以下の通りであった。 

(1) EMC（電磁両立性）試験の周波数範囲の上限を、3 GHz から 2 GHz へ下げるべきである。 

(2) 試験のための測定荷重範囲には、試験機関の設備に依存する「Dmin/Dmax」ではなく、ロードセル

本来の性能である「Emin/Emax」を使うべきである。 

(3) デジタル・ロードセルの誤差配分係数（pLC）はアナログ・ロードセルの係数とは別にすべきである。 

今回の委員会において R 60（FDR）は承認されたが、我が国の代表は上記意見が十分に反映されていな

かったことを理由に、FDR に対する棄権投票の意思を口頭で伝えた。またフランス代表は、最終的な編集上

の修正を提案した。 

R 61 充てん用自動はかり（2004 年版の改定案） 

R 61 現行版については 2011 年から改定作業が続いており、その過程で我が国は 1WD（4CD 相当）と

5CD に対して反対投票を行っている。これらの反対投票とコメントの大部分は反映されたので、オンライン予

備投票における DR、及び今回の委員会における FDR に対して共に賛成投票した。 

R 80 尺付きタンクローリー及びタンク貨車：第 2/3 部（1989 年版の改定案） 

R 80-1（計量及び技術要求事項）は既に 2009 年版が存在するが、このたび R 80-2（計量管理及び試験）

と R 80-3（試験報告書の様式）の FDR が追加提案された。これらの文書案は、R 80（1989 年版）に基づいて

いると思われる。この過程で我が国は 1CD（2009 年）にコメントを提出し、DR 及び FDR に対してはコメントな

しで賛成投票した。 

G 20 サンプリング検査に基づいた使用中ユーティリティメーターに対する調査（新規） 

この文書については、新しい国際文書（D）として 2004 年から作成作業が続いており、我が国は 3CD、

4CD、DD（国際文書案）に対して「コメントつき賛成」で回答した。懸案事項として、サンプリンング検査のた

めの技術基準として最新版の勧告文書（R）を参照するように要望したが、古い計量器も対象としているとい

う理由から認められなかった。しかし我が国がサンプリング検査を採用する可能性は低いので、予備投票に

おいて DD に賛成投票した。この予備投票の結果は「賛成 32／反対 4／棄権 2」で、本来ならば否決されて

もやむを得ない状況にあった。しかしサンプリング試験のための参考文書というこの文書の役割を考慮し、あ

えて FDD（最終国際文書案）がこの委員会に提出された。 

この委員会では FDD に対する反対投票は無かったものの、D（国際文書）ではなくより拘束力の弱い G
（ガイド文書）にすべきであるという多くの意見があった。そこで委員長の判断により決議案が修正され、この

FDDは新たなガイド文書として承認され、その後G 20として発行された。ただしその内容について委員会の

十分な合意は得られていないと思われたため、このガイド文書を再度改定するための作業を第 53 回委員会

に提案することとなった（決議 2017/26）。 
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のは以下の通りであった。 

(1) EMC（電磁両立性）試験の周波数範囲の上限を、3 GHz から 2 GHz へ下げるべきである。 

(2) 試験のための測定荷重範囲には、試験機関の設備に依存する「Dmin/Dmax」ではなく、ロードセル

本来の性能である「Emin/Emax」を使うべきである。 

(3) デジタル・ロードセルの誤差配分係数（pLC）はアナログ・ロードセルの係数とは別にすべきである。 

今回の委員会において R 60（FDR）は承認されたが、我が国の代表は上記意見が十分に反映されていな

かったことを理由に、FDR に対する棄権投票の意思を口頭で伝えた。またフランス代表は、最終的な編集上

の修正を提案した。 

R 61 充てん用自動はかり（2004 年版の改定案） 

R 61 現行版については 2011 年から改定作業が続いており、その過程で我が国は 1WD（4CD 相当）と

5CD に対して反対投票を行っている。これらの反対投票とコメントの大部分は反映されたので、オンライン予

備投票における DR、及び今回の委員会における FDR に対して共に賛成投票した。 

R 80 尺付きタンクローリー及びタンク貨車：第 2/3 部（1989 年版の改定案） 

R 80-1（計量及び技術要求事項）は既に 2009 年版が存在するが、このたび R 80-2（計量管理及び試験）

と R 80-3（試験報告書の様式）の FDR が追加提案された。これらの文書案は、R 80（1989 年版）に基づいて

いると思われる。この過程で我が国は 1CD（2009 年）にコメントを提出し、DR 及び FDR に対してはコメントな

しで賛成投票した。 

G 20 サンプリング検査に基づいた使用中ユーティリティメーターに対する調査（新規） 

この文書については、新しい国際文書（D）として 2004 年から作成作業が続いており、我が国は 3CD、

4CD、DD（国際文書案）に対して「コメントつき賛成」で回答した。懸案事項として、サンプリンング検査のた

めの技術基準として最新版の勧告文書（R）を参照するように要望したが、古い計量器も対象としているとい

う理由から認められなかった。しかし我が国がサンプリング検査を採用する可能性は低いので、予備投票に

おいて DD に賛成投票した。この予備投票の結果は「賛成 32／反対 4／棄権 2」で、本来ならば否決されて

もやむを得ない状況にあった。しかしサンプリング試験のための参考文書というこの文書の役割を考慮し、あ

えて FDD（最終国際文書案）がこの委員会に提出された。 

この委員会では FDD に対する反対投票は無かったものの、D（国際文書）ではなくより拘束力の弱い G
（ガイド文書）にすべきであるという多くの意見があった。そこで委員長の判断により決議案が修正され、この

FDDは新たなガイド文書として承認され、その後G 20として発行された。ただしその内容について委員会の

十分な合意は得られていないと思われたため、このガイド文書を再度改定するための作業を第 53 回委員会

に提案することとなった（決議 2017/26）。 

  

表 3： 第 52 回委員会で承認された最終文書案とプロジェクトの変更 
No. 文書 最終文書案 担当プロジェクト又は

機関 
予備投票（回答月/日
本回答/採決の結果） 

1 R 60 
-1/2/3 

ロードセルの計量規定 第 1-3 部（2000 年版の改

定） 
TC9 / p1 
（米国） 

2017.6／反対／承認 

2 R 61 
-1/2/3 

充てん用自動はかり 第 1-3 部（2004 年版の改定） TC9 / SC2 / p8 
（英国） 

2017.6／賛成／承認 

3 R 80-2/3 尺付きタンクローリー及びタンク貨車 第 2-3 部

（1989 年版の改定） 
TC8 / SC1 / p6 
（ドイツ、米国） 

2017.4／賛成／承認 

4 （新 G 20） サンプリング検査に基づいた使用中ユーティリティメ

ーターに対する調査 
TC3 / SC4 / p1 

（ドイツ） 
2017.7／賛成／承認 

5 B 6 OIML 技術作業指針（2013 年版の改定） 臨時 PG, BIML なし 
6 B 18 OIML 証明書制度の枠組み（2016 年版の改定） prMC, BIML なし 
7 （新 B 19） 計量制度の整備途上にある国及び経済圏

（CEEMS）に関する諮問部会に対する付託条項 
CEEMS 諮問部会 なし 

No. 文書 新規プロジェクト 担当 TC/SC 又は機関 追補文書 
8 D 1 「計量法に関する考察：2012 年版」の改定作業 CEEMS 諮問部会（中国）、

BIML 及び BIPM 
15.1.2.1 

9 D 2 「法定計量単位：2007 年版」の改定作業 TC2（オーストリア） 15.1.2.2 
10 （新 Bxx） 「OIML 及び OIML-CS ロゴ使用規則」の作成作業 MC, BIML 14.5 
No. 文書 廃止・変更されるプロジェクト 担当 TC/SC 又は機関 追補文書 
11 D 31 p2（Dxx ソフトウェア検定）の p3（D31 改定）への統合 TC5/SC2（ドイツ） 52-ciml-a

md-10 12 R40, R41, 
R43 他 

p2 & p4（Rxx 体積容器試験報告書の作成）、及び p3 
（体積容器に関する R 40, R 41, R 43 の改定）の廃止 

TC8（日本） 

13 新 Dxx p3（Dxx 密度計階級図式の作成）の廃止 TC9/SC4（ロシア） 
14 R 18 p5（R 18 線状消失式高温計の改定）の廃止 TC11/SC3（ロシア） 
15 R 102 p3（R 102 音響校正器の改定）の廃止 TC13（ドイツ） 
16 新 Rxx P3（Rxx 近赤外式糖度計の作成）の廃止 TC17/SC2（ロシア） 

15.1.2 新規プロジェクトの承認 

次のプロジェクトの提案が、CIML による承認のため提出された（表 3 も参照）。 

D 1「計量法に関する考察」の改定作業開始 

D 1（2012 年版）の改定作業について、かつて担当していた TC3（計量規則：米国）ではなく、CEEMS 諮

問部会が BIPM と合同で担当することが提案され、承認された（決議 2017/27）。このプロジェクトには OIML
名誉会員のManfred Kochsiek氏（ドイツ）も関与する。委員会では、米国代表が同諮問部会による改定作業

を認める旨の発言を行った。これについてインド代表からは、D 1 の役割や位置づけに関する質問があった。

これに対してSchwartz氏とMason氏から、この文書は計量制度の整備途上にある国が新しい計量法に基づ

いた制度を構築する作業を支援することを目的とした参考書であり、そのためこの文書は計量法が網羅しう

る全ての要素を含んでいるという説明が付け加えられた。 

－ 139 －



D 2「法定計量単位」の改定作業開始 

D 2（2007 年版）について、TC2（計量単位：オーストリア）による改定作業の開始が承認された（決議 
2017/28）。ただこの作業は、SI の改定に伴う CGPM（国際度量衡総会）の方針が確定した後に開始する。 

15.2 情報のための技術項目（プロジェクトの見直し） 

Dunmill 氏から廃止される文書作成／改定のためのプロジェクトの一覧表が提示された（表 3 も参照）。同

氏の説明によると、全てのプロジェクトについて B 6（技術作業指針）が推奨する 3 年以内の文書発行という

スケジュールに従っているものは存在せず、そのうち約 40 %には深刻な懸念がある。続いて同氏は廃止す

べきプロジェクトを提案し承認されたが、これらは長い間活動が停滞しているか、又は現在はその文書の必

要性が認められないものである。この中には産総研が担当する TC8（流体量の計測）が自ら提案したプロジ

ェクト p2（体積容器の試験報告書の様式）、p3（R 40, R 41, R 43 の改定作業）、p4（基準体積容器の試験報

告書の様式）の廃止も含まれていた。また TC5/SC2 が担当する p2（ソフトウェアの検証方法に関する新 D 文

書）については、既存の p3（D 31 ソフトウェア制御計量器のための一般要件の改定作業）へ統合することと

なった。一方で現在、日本がオランダとの合同世話人として進めている R 139 の改定作業（TC8/SC7/p7）は、

順調に進んでいる良いプロジェクトの例であるというコメントもあった。 

15.3 TC/SC 事務局及び PG 世話人のための研修に関する BIML の報告 

かつて BIML は TC/SC/PG の事務局員や世話人のための研修を実施していたが、ここ 10 年以上もの期

間は実施されていなかった。第 51回委員会／第 15回総会では、余剰金の扱いに関連してこの研修が再び

話題となった。その後、BIMLは 2017年にドイツ及びロシアにおいて試験的な研修を再開した。今回の委員

会では BIML 非常勤職員の Gilles Vinet 氏（カナダ）から報告が行われた。この報告に対してインドとブラジ

ルの代表は、自国での研修の開催を提案した。また米国代表は、OIML が新しい事務局員や世話人のため

のガイドとなる資料を作成することを提案した。 

なお委員会終了後の BIML からの連絡によると、2018 年の研修が 6 月 13～14 日に中国の北京で、その

翌週の 18～19 日に東京の産総研・臨海副都心センターで実施されることになった。これらの研修への参加

資格は、グループ A（TC/SC/PG 事務局・世話人）、グループ B（将来、事務局・世話人を担当できる専門家）、

グループ C（その他の関係者）に分類される。BIML は会議費用、及びグループ A 及び B の海外渡航費用

を負担することができる。 

15.4 国際単位系（SI）の改定についての最新情報 

国際度量衡総会（CGPM）は、2011年にキログラムを含む 7つの SI基本単位を再定義することを決定した。

それに伴い 2011 年の第 46 回委員会から、CIML 運営委員会を中心とした臨時作業部会において、OIML
における対応について議論がなされた。その結果は、以下の２つの決議として残されている。 

・第 46 回 CIML 委員会（2011 年）： 決議 No. 25（一部） 

委員会は、………..CIML の全委員、及び関連する技術委員会、特に TC 2、TC9、TC 9/SC 3 及び TC 
11 に対して、（SI 定義変更の）検討作業に積極的に参加して、2012 年 2 月 24 日までに臨時作業部会

「新規 SI」へコメントを提出することを奨励する。……….. 
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D 2「法定計量単位」の改定作業開始 

D 2（2007 年版）について、TC2（計量単位：オーストリア）による改定作業の開始が承認された（決議 
2017/28）。ただこの作業は、SI の改定に伴う CGPM（国際度量衡総会）の方針が確定した後に開始する。 

15.2 情報のための技術項目（プロジェクトの見直し） 

Dunmill 氏から廃止される文書作成／改定のためのプロジェクトの一覧表が提示された（表 3 も参照）。同

氏の説明によると、全てのプロジェクトについて B 6（技術作業指針）が推奨する 3 年以内の文書発行という

スケジュールに従っているものは存在せず、そのうち約 40 %には深刻な懸念がある。続いて同氏は廃止す

べきプロジェクトを提案し承認されたが、これらは長い間活動が停滞しているか、又は現在はその文書の必

要性が認められないものである。この中には産総研が担当する TC8（流体量の計測）が自ら提案したプロジ

ェクト p2（体積容器の試験報告書の様式）、p3（R 40, R 41, R 43 の改定作業）、p4（基準体積容器の試験報

告書の様式）の廃止も含まれていた。また TC5/SC2 が担当する p2（ソフトウェアの検証方法に関する新 D 文

書）については、既存の p3（D 31 ソフトウェア制御計量器のための一般要件の改定作業）へ統合することと

なった。一方で現在、日本がオランダとの合同世話人として進めている R 139 の改定作業（TC8/SC7/p7）は、

順調に進んでいる良いプロジェクトの例であるというコメントもあった。 

15.3 TC/SC 事務局及び PG 世話人のための研修に関する BIML の報告 

かつて BIML は TC/SC/PG の事務局員や世話人のための研修を実施していたが、ここ 10 年以上もの期

間は実施されていなかった。第 51回委員会／第 15回総会では、余剰金の扱いに関連してこの研修が再び

話題となった。その後、BIMLは 2017年にドイツ及びロシアにおいて試験的な研修を再開した。今回の委員

会では BIML 非常勤職員の Gilles Vinet 氏（カナダ）から報告が行われた。この報告に対してインドとブラジ

ルの代表は、自国での研修の開催を提案した。また米国代表は、OIML が新しい事務局員や世話人のため

のガイドとなる資料を作成することを提案した。 

なお委員会終了後の BIML からの連絡によると、2018 年の研修が 6 月 13～14 日に中国の北京で、その

翌週の 18～19 日に東京の産総研・臨海副都心センターで実施されることになった。これらの研修への参加

資格は、グループ A（TC/SC/PG 事務局・世話人）、グループ B（将来、事務局・世話人を担当できる専門家）、

グループ C（その他の関係者）に分類される。BIML は会議費用、及びグループ A 及び B の海外渡航費用

を負担することができる。 

15.4 国際単位系（SI）の改定についての最新情報 

国際度量衡総会（CGPM）は、2011年にキログラムを含む 7つの SI基本単位を再定義することを決定した。

それに伴い 2011 年の第 46 回委員会から、CIML 運営委員会を中心とした臨時作業部会において、OIML
における対応について議論がなされた。その結果は、以下の２つの決議として残されている。 

・第 46 回 CIML 委員会（2011 年）： 決議 No. 25（一部） 

委員会は、………..CIML の全委員、及び関連する技術委員会、特に TC 2、TC9、TC 9/SC 3 及び TC 
11 に対して、（SI 定義変更の）検討作業に積極的に参加して、2012 年 2 月 24 日までに臨時作業部会

「新規 SI」へコメントを提出することを奨励する。……….. 

・第 47 回 CIML 委員会（2012 年）： 決議 No. 23 

委員会は、その第 46 回委員会の決議 No. 25 を思い起こし、OIML 特別作業部会“新規 SI”の主査に

よる口頭報告に着目し、現在話合われている国際単位系（SI）に対する変更提案について、CIML 委員及

び技術委員会 TC 2、TC 9、TC 9/SC 3 及び TC 11 から寄せられたコメントを勘案し、CGPM の決議 1
（2011）に応えて、新規 SI に関する OIML の意見として、以下の文章を BIPM に提出することを承認す

る： 

“OIML は、21 世紀における科学、技術及び商業分野のニーズを引き続き満たしてゆけるように、SI を
改定しようという CGPM の意図を支持する。OIML 技術委員会の TC 2、TC 9、TC 9/SC 3、TC 11 並びに 
CIML 委員へ質問を行った結果、新規 SI の定義は、時間、長さ、光度、電流、温度、物質量、及び関連し

て派生する SI 単位量の通常の測定に対して、皆無に等しい影響しか与えないと考えざるを得ない、という

結論を得た。潜在的な影響としては、OIML R 111に従い、クラスEの分銅を使用して行われる正確な質量測

定に対するものが考えられる。CCM の 2010 年勧告を慎重に順守することが、今後の日常的な質量測定

に対する潜在的な悪影響を避けるための基本的原則であると、OIML は考える。新規 SI が、それを必要と

する全ての関係者にとって分かりやすいものであり続けるために、SI 基本単位の定義の公式化について更

なる改良を加えるという CGPM の意図を、OIML は支持する。” 

OIML の意見の作成について、特別作業部会に謝意を表し、BIML 局長に対し、OIML の意見を 
BIPM に伝えるよう指示する。 

上記のうち第 47 回委員会の決議 23 は、OIML から BIPM への提言となっている。今回の委員会ではスイ

スMETASのGregor Dudle氏が、2018年に予想される改定されたSIのCGPMによる採択に向けたCCU（単

位諮問委員会）の活動を紹介した。そして SI 改定に関する過去の委員会の決議が再確認された（決議 
2017/29）。 

16. 人事に関する議論と選挙 

通常の委員会では選挙は最終日に行われる場合が多い。しかし今回は一部の候補者の都合、及び早い

段階で委員長を交代させて会議運営を担当させるという理由から、11 日（水）の午前中に CIML 委員と国家

代表及び支援スタッフのみが参加した内部委員会を設け、人事に関する議論と選挙が行われた。この内部

委員会には我が国から、三木氏、吉岡氏、高辻氏が参加し、投票及び開票作業の円滑な遂行を支援した。

た。 

まず投票用紙を用いた委員長候補への信任投票の結果、Schwartz 氏が圧倒的多数で委員長に指名さ

れた（決議 2017/30）。また三木氏は B 14「CIML 委員長及び副委員長の選挙手続」の規定に基づき、第 53
回委員会までの期間について、臨時的に第一副委員長の役割を代行することとなった。 

BIML 局長については、選定委員会を組織することが合意された（決議 2017/3）。新たな BIML 副局長に

ついては選定委員会が推薦した Dixon 氏が指名された（決議 2017/31）。現副局長の Dunmill 氏について

は、再任用が確認された（決議 2017/32）。 
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17. OIML賞の授与 

まず前年度の「途上国における法定計量に対する顕著な貢献賞 / Excellent Achievements in Legal 
Metrology in Developing Countries」の受賞者であるケニア貿易標準管理機構の代表がプレゼンテーション

を行った。次に同賞の今年の受賞者として、(1) コロンビア産業経済監督局、(2) マレーシア国家計量標準

機関（NMIM）の Mr. Osman Bin Zakaria（オスマン・ザカリヤ氏）、(3) マレーシア国内貿易・協力・消費者省

の Mr. Roslan Bin Mahayudin（ロスラン・マハユーディン氏）、(4) マレーシア計測株式会社（MCM）の Mr. 
Ibrahim Bin Hamzah（イブライム・ハムザウ氏）が表彰された（決議 2017/33）。 

更に前委員長の Mr. Peter Mason（ピーター・メイソン氏）とカナダの元 CIML 委員長である Mr. Alan 
Johnston（アラン・ジョンストン氏）に対して、名誉会員の称号が贈られた（決議 2017/34-35）。ただし、毎年発

表される OIML 表彰（OIML メダル）と OIML 感謝状については、対象者はなかった。 

18. 将来の委員会 

2018 年 10 月 8～12 日にドイツ、ハンブルクで予定されている第 53 回 CIML 委員会について、Schwartz
氏がビデオを使ったプレゼンテーションを行った（決議 2017/36）。第 54 回以降の委員会については、公式

な情報は無かった。ただ非公式には、複数の加盟国が 2019～2020 年の開催を検討しているという情報もあ

った。 

19. 委員会決議の承認 

今回の委員会中に提案された全ての決議草案について、最終的にまとめて採択が行われ全て承認され

た。採決のルールは、全 CIML 委員の 3/4 以上が出席し、その 4/5 以上が投票し、その 4/5 以上が賛成投

票であることである（B 1 の 17 条）。ただ実際の採決では、反対と棄権投票のみを挙手により回答した。 

20. CIML運営委員会（PC） 

CIML 運営委員会（PC/Presidential Council）は、CIML 委員長を補佐する目的で CIML 委員会の同意

のもとに設けられた小委員会である。運営委員会は CIML 委員長、副委員長の他に、委員長に指名された

CIML 委員数名及び BIML 局長で構成されている。2017 年の PC 委員は、委員長（英国）と副委員長２名

（ドイツ・日本）に加えてカナダ、フランス、オランダ、米国、ロシア、タンザニア、BIML 局長の合計 10 名であ

る。運営委員会の会議は毎年春と秋の 2 回開催されており、うち 1 回は CIML 委員会の直前と直後に開

催されている。 
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17. OIML賞の授与 
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4. 2 第 24 回 APLMF 総会・作業部会総会報告 

1 APLMF総会の概要 

APLMF（アジア太平洋法定計量フォーラム）は 1994 年にオーストラリアにて発足し、その後、産業技術総

合研究所の計量標準総合センター（NMIJ）は 2002-2007 年の期間に議長と事務局を担当した。その後は中

国 AQSIQ が議長と事務局を担当し、2015 年の第 22 回総会（ホノルル）の直後にニュージーランドの MBIE
（産業・イノベーション・労働省 消費者保護局）がその役割を引き継いだ。 

APLMF ではアジア地域の現状への配慮から、参加メンバーを「国」ではなく「経済圏」と呼んでいる。また

OIML と大きく異なる点として、情報交換のためのゆるやかなフォーラムという性格をもつので、総会におい

ては明確な採決を行わず決議事項も存在しない。APLMFには分野毎に7つのWG（作業部会）があり、WG
総会が総会の直前に開催されている。 

第 24 回 APLMF 総会及び作業部会（WG）総会は、2017 年 10 月 24～27 日の日程でカンボジア、シェム

リアップ（Siem Reap）にあるホテルにおいて開催された。うち 24 日は一部メンバーが参加し、25 日は WG 総

会、26日～27日（午前）は総会であった（詳細は表 4参照）。ホスト機関は、カンボジア産業手工業省（MIH）

の傘下にある国家計量センター（NMC）であった。NMC は首都プノンペンにあり、同国の計量標準と法定計

量の制度を担っている。 

2018 年 1 月の時点で、APLMF には 20 の正加盟経済圏：オーストラリア, ブルネイ, カナダ, カンボジア, 
中国, 香港, インドネシア, 日本, 北朝鮮, 韓国, マレーシア, モンゴル, ニュージーランド, パプアニュー

ギニア, フィリピン, シンガポール, 台湾, タイ, 米国, ベトナム、及び 6つの準加盟経済圏：チリ, コロンビア, 
ラオス, メキシコ, ペルー, ロシアがある。 

これ以降に会議の概要を報告する。本会議の公式 Web サイトは 
http://www.aplmf.org/cambodia-2017.html であり、会議資料、文書、発表資料、各経済圏レポートもここに

公開されている。 

表 4：第 24 回 APLMF 総会・WG 総会の概要 
会議名 第 24 回アジア太平洋法定計量フォーラム総会（通称：APLMF 総会） 

および作業部会総会（通称：WG 総会） 
全体の日程 2017 年 10 月 24 日（火）～27 日（金） 

会場 Apsara Angkor Resort & Conference, National Route 6, Kruos Village, Svay Dangkum 
Commune, Siem Reap, Cambodia 

主催機関 アジア太平洋法定計量フォーラム（APLMF） 
現地共催機関 カンボジア産業手工業省（MIH）及び国家計量センター（NMC） 

会議スケジュール 
 10 月 24 日（火） 10 月 25 日（水） 10 月 26 日（木） 10 月 27 日（金） 

午前 MEDEA 運営委員会*1 WG 総会 APLMF 総会 
（ホスト国講演含む） 

APLMF 総会*2 

午後 APLMF 執行委員会*1 WG 総会 APLMF 総会 見学*1 
夕方  ホスト国懇談会 APLMF 懇談会  

*1 一部メンバーのみ。*2 正加盟経済圏のみ。 
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2 参加者 

ホスト経済圏の関係者やスタッフも含めた参加者総数は約 60名、うち会議への参加者数は 50名で、その

内訳は以下の通りであった。 

2.1 APLMF 経済圏代表（39 名） 

加盟経済圏代表としては、20 の正加盟経済圏のうち次の 16 か国が参加した（括弧内は人数）。オーストラ

リア(1), カンボジア(3), カナダ(1), 中国(5), インドネシア(2), 日本(4), 韓国(4), マレーシア(3), ニュージー

ランド(1), パプアニューギニア(1), フィリピン(1), シンガポール(2), 台湾(3), タイ(4), 米国(2), ベトナム(1)。
他の 4つの正加盟経済圏であるブルネイ、香港、北朝鮮及びモンゴルは欠席した。6つの準加盟経済圏（チ

リ、コロンビア、ラオス、メキシコ、ペルー、ロシア）からはロシア(1)のみが参加した。 

2.2 来賓参加者、オブザーバー（7 名） 

Mr. John Birch（ジョン・バーチ氏／元 APLMF 議長／オーストラリア）、Mr. Pu Changcheng（蒲長城氏／

元 APLMF 議長／元、中国 AQSIQ）、Mr. Stephen Patoray（ステファン・パトレ氏／BIML 局長／フランス在

住）、Dr. Sabine Greiner（サビーン・グレイナー氏／ドイツ PTB）、Mr. Abdul Rashid Zainal Abidin 氏（アブドゥ

ール・ラシッド・ザイナール・アビディン氏／元マレーシア NMIM 所長）、及び Dr. Hans-Peter Vaterlaus（ハン

ス・ピーター・ベテラウス氏／元スイス METAS）、Mr. Tenzin Dorji 氏（テンジン・ドルジ氏／ブータン標準局）

の合計 7 名が来賓又はオブザーバーとして参加した。 

2.3 議長・事務局（4 名） 

ニュージーランド MBIE からは、ALPMF 議長である Mr. Stephen O’Brien （ステファン・オブライアン氏）、

事務局からはMs. Alli Smith （アリ・スミス氏）、及びMr. Kim Truscott（キム・トルスコット氏）が参加した。更に

今回から、元オーストラリアNMIAのMrs. Marian Haire（マリアン・ヘアー氏）が研修を担当する事務局員とし

て参加した。 

2.4 現地参加者（約 10 名） 

ホスト国を代表した来賓として、産業手工業省（MIH）からMr. Uch Bora（ウチ・ボラ氏）が参加した。WG総

会及びAPLMF総会ではホスト機関であるNMCの所長であるMs. Peou Vorleaks（ペオウ・フォルリークス氏）

が名誉議長を務めた。更に NMC から、10 名程度のスタッフが参加した。 

2.5 日本代表団 

この総会へのわが国からの参加者は以下の通りであった。 

(1) 岡田有加：経済産業省 産業技術環境局計量行政室  
(2) 高辻利之：産業技術総合研究所 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門 研究部門長 
(3) 根本 一： 同上センター 工学計測標準研究部門 総括研究主幹 
(4) 松本 毅： 同上センター 計量標準普及センター 国際計量室 総括主幹 
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3 MEDEAプロジェクト 

3.1 プロジェクトの概要 

APLMF 活動では以前から、途上国向けの法定計量研修が大きな比重を占めている。これは１週間以内

の短期研修で、加盟経済圏を開催地として主に先進国から講師を招いて実施される。その予算については、

以前は APEC 予算、加盟経済圏及び APLMF の自己予算で賄われていたが、2013 年からドイツ PTB（物理

工学研究所）の予算を受け入れている。この予算はドイツの連邦経済協力開発省（BMZ）の支援を受けたも

ので、MEDEA（計量分野のアジア途上国支援）プロジェクトと呼ばれる。そのため最近では、WG 総会の多

くの部分が PTB を交えた議論に費やされている。 

MEDEA プロジェクトでは、活動やイベントを作業パッケージ（Work Package）という名称のカテゴリーに分

けて取り扱っており、その一覧を表 5 に示す。各パッケージが複数の研修等のイベントを企画・運営しており、

2016 年以降の APLMF 研修を表 6 に示す。昨年の総会以降、日本は穀物水分計研修（2017 年 7 月）に講

師を派遣して企画・運営にも携わった。更に総会終了後に新しい研修の提案があり、2018年の計画として追

加された。 

3.2 MEDEA運営委員会（10 月 24 日 10：00～12：30 一部メンバーのみ） 

一部のメンバーが MEDEA 運営委員（CC）として、定期的に PTB 及び APMP（アジア太平洋計量計画）と

合同のワークショップ（面会した委員会）及びオンライン会議（4 週間に一度程度）に参加している。総会の時

点での運営委員会メンバーは以下の通りである。括弧【 】内は代表する組織の略称。 

(1) Mrs. Marian Haire 【APLMF 研修 WG】 
(2) Dr. Sabine Greiner 【PTB/MEDEA コーディネーター】 
(3) 高辻利之氏 【APMP 議長】 
(4) 松本毅氏 【APLMF 農産物 WG】 
(5) Mr. Abdul Rashid Bin Zainal Abidin 【APMP／元マレーシア NMIM】 
(6) Mr. Stephen O'Brien 【APLMF 議長】 
(7) Ms. Alli Smith 【APLMF 事務局】 
(8) Dr. Charun Yafa 【APMP／タイ NIMT】 

10 月 24 日午前には、同ホテルで運営委員会（CC）が実施された。この委員会には上記メンバーうち、

Yafa 氏を除くメンバーが参加した。ここでは翌日の WG 総会に備えて、この 1 年間に実施された研修等を振

り返り、支援対象国に対して実施された要望調査の結果について検討し、更に今後のプロジェクトと研修計

画について予備的な議論が行われた。 

表 5： MEDEA プロジェクトにおける作業パッケージ（WP）の一覧 
No. WP 記号 作業パッケージの名称 補足説明 
1 Joint 1 途上国における計量基盤整備／Development of National 

Metrology Infrastructure in Developing Economies 
APLMF ガイド文書 1 の改定作

業 
2 Joint 2 計量に対する認識の向上／Raise Awareness for Metrology 計量に関する宣伝普及活動 
3 Joint 3 国際協力に関する専門家グループ／Expert Group for 

International Cooperation 
各 NMI の国際担当者相互の

意見交換 
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4 Joint 4 組織運営と利害関係者とのコミュニケーションに関する手法

／Management and Stakeholder Communication Skills 
NMI 指導者のためのセミナー 

5 APLMF 1 法定計量分野の基礎及び応用研修／Fundamental and 
Advanced Courses in Legal Metrology 

全ての法定計量研修・セミナ

ーが一体となった活動 
6 APMP 2 計測機器バンク／Instrument Bank 古い計測機器の貸与 
7 APMP 3 技術研修／Technical Training 計量標準分野の個別研修 
8 APMP 4 化学計測（MiC）/Metrology in Chemistry 化学計測分野の研修 
9 APMP 5 CMC の推進／CMC Publication NMI による CMC 取得支援 

10 APMP 6 単独の活動／Standalone Initiatives 計量標準のその他の活動 

表 6： MEDEA プロジェクトによる APLMF 研修の一覧（2016 年以降・APMP との合同を含む） 
研修等の題目 日程（y/m/d） 開催地 講師 パッケージ 

穀物水分計の検定に関する研修 / Training 
course on verification of rice moisture meters 

2018/11（予定） タイ、パタヤ タイ、他 APLMF 1 

トラックスケールを含む非自動はかりの検定に関

する研修 / Training course on verification of 
NAWI including weigh-bridges 

2018/5（予定） マレーシア オーストラリア APLMF 1 

包装商品に関する研修 / Training course on 
packaged goods（OIML との合同研修） 

2018/4/10-13 中国、南寧市 ニュージーランド APLMF 1 

トラックスケール検定の研修 / Training course on 
verification of weighbridges 

2017/9/26-29 中国、北京 中国、ニュージー

ランド 
APLMF 1 

水道メーター型式承認に関する研修 / Training 
course on verification of pattern approval of water 
meters 

2017/9/12-14 マレーシア、クア

ラルンプール郊

外 

オーストラリア、ニ

ュージーランド 
APLMF 1 

マスターメーターを使った大流量石油流量計の

検定に関する講師研修 / Train the trainer course 
on the verification of bulk flow metering systems 
using a master meter 

2017/7/24-27 タイ、パタヤ オーストラリア APLMF 1 

穀物水分計のトレーサビリティー研修 - 初心者

研修 / Training course on traceability in rice 
moisture measurement - beginners course 

2017/7/17-21 マレーシア、クア

ラルンプール郊

外 

NMIJ、ケツト科学

研究所、マレーシ

ア 

APLMF 1 

APMP-APLMF 合同ワークショップ：国家計量基

盤の近代化：課題－解決手法－経験と学習 / 
APMP-APLMF joint workshop: modernizing 
national metrology infrastructures: key issues - 
approaches - lessons learned 

2017/5/22-23 マレーシア、マラ

ッカ 
APMP & APLMF

経済圏 
Joint 1 

非自動はかり検定の講師養成研修 / 
Train-the-trainer course on the verification of 
non-automatic weighing instruments 

2016/11/28 
-12/01 

マレーシア、クア

ラルンプール 
オーストラリア APLMF 1 

質量標準研修 / Training course on mass 
standards 

2016/8/30-9/1 インドネシア、ジャ

カルタ 
NMIJ、ニュージ

ーランド 
APLMF 1 

燃料油メーターの検定研修 / Verification of fuel 
dispensers 

2016/7/11-13 タイ、パタヤ オーストラリア、タ

イ、他 
APLMF 1 

4. EC（執行委員会）会議（10 月 24 日午後・一部メンバーのみ） 
24 日午後には同じホテルで APLMF 執行委員会（Executive Committee）が開催された。ここに日本代表は

参加していないが、以下のメンバーが参加したと思われる。通常の話題は APLMF の人事、予算、加盟経済

圏、表彰などである。 
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4 Joint 4 組織運営と利害関係者とのコミュニケーションに関する手法

／Management and Stakeholder Communication Skills 
NMI 指導者のためのセミナー 

5 APLMF 1 法定計量分野の基礎及び応用研修／Fundamental and 
Advanced Courses in Legal Metrology 

全ての法定計量研修・セミナ

ーが一体となった活動 
6 APMP 2 計測機器バンク／Instrument Bank 古い計測機器の貸与 
7 APMP 3 技術研修／Technical Training 計量標準分野の個別研修 
8 APMP 4 化学計測（MiC）/Metrology in Chemistry 化学計測分野の研修 
9 APMP 5 CMC の推進／CMC Publication NMI による CMC 取得支援 

10 APMP 6 単独の活動／Standalone Initiatives 計量標準のその他の活動 

表 6： MEDEA プロジェクトによる APLMF 研修の一覧（2016 年以降・APMP との合同を含む） 
研修等の題目 日程（y/m/d） 開催地 講師 パッケージ 

穀物水分計の検定に関する研修 / Training 
course on verification of rice moisture meters 

2018/11（予定） タイ、パタヤ タイ、他 APLMF 1 

トラックスケールを含む非自動はかりの検定に関

する研修 / Training course on verification of 
NAWI including weigh-bridges 

2018/5（予定） マレーシア オーストラリア APLMF 1 

包装商品に関する研修 / Training course on 
packaged goods（OIML との合同研修） 

2018/4/10-13 中国、南寧市 ニュージーランド APLMF 1 

トラックスケール検定の研修 / Training course on 
verification of weighbridges 

2017/9/26-29 中国、北京 中国、ニュージー

ランド 
APLMF 1 

水道メーター型式承認に関する研修 / Training 
course on verification of pattern approval of water 
meters 

2017/9/12-14 マレーシア、クア

ラルンプール郊

外 

オーストラリア、ニ

ュージーランド 
APLMF 1 

マスターメーターを使った大流量石油流量計の

検定に関する講師研修 / Train the trainer course 
on the verification of bulk flow metering systems 
using a master meter 

2017/7/24-27 タイ、パタヤ オーストラリア APLMF 1 

穀物水分計のトレーサビリティー研修 - 初心者

研修 / Training course on traceability in rice 
moisture measurement - beginners course 

2017/7/17-21 マレーシア、クア

ラルンプール郊

外 

NMIJ、ケツト科学

研究所、マレーシ

ア 

APLMF 1 

APMP-APLMF 合同ワークショップ：国家計量基

盤の近代化：課題－解決手法－経験と学習 / 
APMP-APLMF joint workshop: modernizing 
national metrology infrastructures: key issues - 
approaches - lessons learned 

2017/5/22-23 マレーシア、マラ

ッカ 
APMP & APLMF

経済圏 
Joint 1 

非自動はかり検定の講師養成研修 / 
Train-the-trainer course on the verification of 
non-automatic weighing instruments 

2016/11/28 
-12/01 

マレーシア、クア

ラルンプール 
オーストラリア APLMF 1 

質量標準研修 / Training course on mass 
standards 

2016/8/30-9/1 インドネシア、ジャ

カルタ 
NMIJ、ニュージ

ーランド 
APLMF 1 

燃料油メーターの検定研修 / Verification of fuel 
dispensers 

2016/7/11-13 タイ、パタヤ オーストラリア、タ

イ、他 
APLMF 1 

4. EC（執行委員会）会議（10 月 24 日午後・一部メンバーのみ） 
24 日午後には同じホテルで APLMF 執行委員会（Executive Committee）が開催された。ここに日本代表は

参加していないが、以下のメンバーが参加したと思われる。通常の話題は APLMF の人事、予算、加盟経済

圏、表彰などである。 

 

(1) Mr. Stephen O’Brien （APLMF 議長／MBIE）、及び事務局員 
(2) Mr. Pu Changcheng（前 APLMF 議長／中国 AQSIQ） 
(3) Mr. Alan Johnston （元 CIML 委員長／カナダ） 
(4) Mr. Mohd Roslan bin Mahayudin （ASEAN 諸国代表／マレーシア MDTCC） 
(5) Mr. Hari Prawoko （ASEAN 諸国代表／元インドネシア DoM） 

5 WG（作業部会）総会（10 月 25 日） 

APLMF には計量の分野ごとに 7 つの WG（作業部会）が存在する。これらの WG 総会は同じ会議室

において連続して開催され、APLMF 総会への参加者の多くが全ての WG の議論に加わっている。今回

の WG 総会は、O’Brien 氏の司会により進められた。 

5.1 開会式 

O’Brien氏の司会の元で、ホスト経済圏代表のUch Bora氏（MIH）より開会の挨拶があった。続いて、全て

の参加者が自己紹介を行った。その後、会議室で集合写真の撮影を行った。 

5.2 WGの見直し 

WG の新しいガイドラインと運営方法について、O’Brien 氏が話題提供した。この中で、これまで研修調整

WG 主査を担当していた Haire 氏（オーストラリア）が退職後に APLMF 事務局へ異動し、事務局員として引

き続き研修調整の役割を果たすという報告があった。つまり研修調整 WG は解散し、その役割は事務局が

兼ねることになった。 

これに続いて、WG の見直しについても議論があり、WG を固定された形態とするのではなく、状況に応じ

て臨機応変に改編できる体制とすること、WG を複数のメンバーで運営する、WG 主査や WG メンバーも臨

機応変に交代する、明文化された WG の運営ルールを作成する、APEC や OIML の途上国支援活動と連

携させる、などの提案があった。 

5.3 MEDEAプロジェクトに関する報告 

PTB の Greiner 氏より、2015～2017 年の 3 年間の MEDEA 1.0 プロジェクトで実施された研修等のイベン

ト、参加者数、対象国から回答された今後の要望、プロジェクトの目に見える成果などについて統計的デー

タも使った報告があった。更に 2018 年から予定されている後継プロジェクトである MEDEA 2.0 も紹介され、

基本的な目的や実施方法は踏襲するという説明があった。なお 2017 年 12 月の PTB からの連絡によると、

MEDEA 2.0 はドイツ政府により正式に承認されたが、その予算額は MEDEA 1.0 の 2 百万ユーロから 1.3 百

万ユーロへ減額された。 

5.4 MEDEAプロジェクトに関するグループ・ディスカッション 

参加者全員により、MEDEA プロジェクトの今後の方針について、グループに別れ、ホワイトボードを使っ

たディスカッションが行われた。事務局から提示された議論のための話題は以下の 5 つであった。 

1. 貴方の経済圏における 2 つの重要な課題又は話題 
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2. MEDEA 1.0 の 2 つの重要な波及効果 
3. 更なる研修やワークショップを必要とする分野又は計量器 
4. 貴方の経済圏はどのように MEDEA プロジェクトに貢献するつもりか？ 
5. MEDEA プロジェクトは今後 3 年間に何をすべきか？ 

その後、これらの内容について各グループの代表から議論の概要が報告された。この中で今後取り組む

べき課題として、電気自動車のための計量、燃料としての LPG（液化石油ガス）／CNG（圧縮天然ガス）／

LNG（液化天然ガス）の計量、水素エネルギーの利用、スマートメーターへの対応、計量器ソフトウェアの認

証などが話題に挙がった。 

5.5 研修調整WG／Training coordination 【オーストラリア／事務局】 

主査は元オーストラリア NMIA の Haire 氏。APLMF では研修活動が大きな比重を占めているため、この 
WG には重要な役割があり、全ての研修活動の調整役を担っている。既に述べたように、Haire 氏は事務局

へ移ることになったので、WG としてはこれが最後の報告となった。 

ここで同氏からは、前回の総会以降に行われた 6 つの研修について概要報告があった。続いて、今後引

き続き取り組むべき研修課題として、トラックスケールを含む非自動はかり、水道メーター、穀物水分計、包

装商品、計量器ソフトウェア、法定計量分野の標準器（長さ、体積、質量）が話題に挙がった。研修課題はそ

の場では決定できなかったが、総会終了後に 2018 年には包装商品、非自動はかり、穀物水分計に関する

研修を実施することが内定した（表６参照）。 

5.6 包装商品WG／Goods packed by measure 【ニュージーランド MBIE】 

WG 主査は MBIE の Mr. Phil Sorrell（フィル・ソレル氏）。この WG では、包装商品を担当する OIML 
TC6 の活動や OIML 出版物の状況について報告を行っている。また同 WG は、包装商品研修の殆どにつ

いて講師を派遣している。今回の報告では、改定されたばかりの OIML R 87「包装商品の内容量：2016 年

版」、及び包装商品の相互認証制度のための新しいガイド文書である OIML G 21「包装商品認証システム

に対するシステム要件を定義するための手引き：2017年版」について紹介があった。またニュージーランドで

は、電子タバコが包装商品制度の対象となっているという話題もあった。 

5.7 ユーティリティ・メーターWG／Utility meters 【カナダ Measurement Canada】 

主査は BIML 非常勤職員でもあるカナダの Mr. Gilles Vinet（ジル・ヴィネット氏）だが、代理として Alan 
Johnston 氏がユーティリティ・メーター （電力計、ガスメーター、水道メーター等）に関する報告を行った。そ

の概要は、R 46「有効電力量計」、R 49「冷温水用水道メーター」、R 137「ガスメーター」、R 139「自動車用

圧縮ガス燃料の計量システム」、及びR 140「ガス燃料の計量システム」の改定に関するOIMLの動向であっ

た。過去にこの WG は講師を派遣してユーティリティ・メーターに関する多くの研修を実施しているが、最近

の活動は特に見られない。 

5.8 相互承認WG／Mutual recognition arrangements 【米国NIST】 

WG 主査は米国 CIML 委員でもある NIST の Dr. Charles Ehrlich（チャールズ・アーリック氏）である。

OIML MAA 制度や新しい OIML-CS を含む証明書制度の動向を APLMF、特に OIML に参加していない
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2. MEDEA 1.0 の 2 つの重要な波及効果 
3. 更なる研修やワークショップを必要とする分野又は計量器 
4. 貴方の経済圏はどのように MEDEA プロジェクトに貢献するつもりか？ 
5. MEDEA プロジェクトは今後 3 年間に何をすべきか？ 

その後、これらの内容について各グループの代表から議論の概要が報告された。この中で今後取り組む

べき課題として、電気自動車のための計量、燃料としての LPG（液化石油ガス）／CNG（圧縮天然ガス）／

LNG（液化天然ガス）の計量、水素エネルギーの利用、スマートメーターへの対応、計量器ソフトウェアの認

証などが話題に挙がった。 

5.5 研修調整WG／Training coordination 【オーストラリア／事務局】 

主査は元オーストラリア NMIA の Haire 氏。APLMF では研修活動が大きな比重を占めているため、この 
WG には重要な役割があり、全ての研修活動の調整役を担っている。既に述べたように、Haire 氏は事務局

へ移ることになったので、WG としてはこれが最後の報告となった。 

ここで同氏からは、前回の総会以降に行われた 6 つの研修について概要報告があった。続いて、今後引

き続き取り組むべき研修課題として、トラックスケールを含む非自動はかり、水道メーター、穀物水分計、包

装商品、計量器ソフトウェア、法定計量分野の標準器（長さ、体積、質量）が話題に挙がった。研修課題はそ

の場では決定できなかったが、総会終了後に 2018 年には包装商品、非自動はかり、穀物水分計に関する

研修を実施することが内定した（表６参照）。 

5.6 包装商品WG／Goods packed by measure 【ニュージーランド MBIE】 

WG 主査は MBIE の Mr. Phil Sorrell（フィル・ソレル氏）。この WG では、包装商品を担当する OIML 
TC6 の活動や OIML 出版物の状況について報告を行っている。また同 WG は、包装商品研修の殆どにつ

いて講師を派遣している。今回の報告では、改定されたばかりの OIML R 87「包装商品の内容量：2016 年

版」、及び包装商品の相互認証制度のための新しいガイド文書である OIML G 21「包装商品認証システム

に対するシステム要件を定義するための手引き：2017年版」について紹介があった。またニュージーランドで

は、電子タバコが包装商品制度の対象となっているという話題もあった。 

5.7 ユーティリティ・メーターWG／Utility meters 【カナダ Measurement Canada】 

主査は BIML 非常勤職員でもあるカナダの Mr. Gilles Vinet（ジル・ヴィネット氏）だが、代理として Alan 
Johnston 氏がユーティリティ・メーター （電力計、ガスメーター、水道メーター等）に関する報告を行った。そ

の概要は、R 46「有効電力量計」、R 49「冷温水用水道メーター」、R 137「ガスメーター」、R 139「自動車用

圧縮ガス燃料の計量システム」、及びR 140「ガス燃料の計量システム」の改定に関するOIMLの動向であっ

た。過去にこの WG は講師を派遣してユーティリティ・メーターに関する多くの研修を実施しているが、最近

の活動は特に見られない。 

5.8 相互承認WG／Mutual recognition arrangements 【米国NIST】 

WG 主査は米国 CIML 委員でもある NIST の Dr. Charles Ehrlich（チャールズ・アーリック氏）である。

OIML MAA 制度や新しい OIML-CS を含む証明書制度の動向を APLMF、特に OIML に参加していない

 

経済圏に伝え、これらの制度への参加を促すことが WG の主な役割である。今回の報告の概要は、2018 年

1 月の新しい証明書制度（OIML-CS）の発足に向けた予備運営委員会（prMC）の活動、6 月に上海で開催

された CS セミナー、計量器のカテゴリーに応じた OIML-CS への移行スケジュール、そして OIML-CS への

参加登録の方法や要件であった。 

5.9 医療計測器WG／Medical measurements 【台湾BSMI】 

かつてこの WG は台湾において多くの医療機器セミナーを実施しており、日本も講師を派遣した。しかし

最近は APEC 予算が獲得できず、また同 WG は MEDEA プロジェクトには消極的であるため、セミナーの実

施は中断している。その代わりに毎年、各経済圏に対する調査活動を行っている。 

今回は WG 主査である台湾 BSMI の Mr. Chung-Lin Wang（荘素琴氏）の代わりに Ms. Hui-Ling Ting（丁
恵玲氏）から報告があった。Ting 氏はまず、2016 年に APLMF 加盟経済圏に対して行った医療機器の使用

に伴う有害事象に関する調査の結果を回顧した。続いて 2017 年に行った医療機器に対する法的管理体制

に関する調査の結果を報告した。ちなみに我が国は、2017 年 8 月にこの調査へ回答を行っている。更に

2018 年には、自動血圧計に対する規制と国際規格に関する調査を計画しているという報告もあった。 

5.10 農産物品質計測WG／Quality measurement of agricultural products 【日本NMIJ】 

2001 年から産総研は穀物水分計 WG の主査を担当し、2007 年には松本毅氏が主査を引き継ぎ、その

際に WG の名称も現在の名称へと変更した。この WG はこれまでアジア地域で 12 回の研修やワークショ

ップを開催した。今回の報告の概要は、(1) 主査の辞任と後継者の募集、(2) 2017 年 7 月の穀物水分計研

修の報告、(3) 水分計測に関するガイド文書の発行、(4) OIML TC17/SC1（水分計）及び TC17/SC8（蛋白

質計）の動向であった。 

これらのうち(1)について、日本国内で農産物の品質に直接携わっていない産総研による活動支援の困

難を理由に、松本氏はWG主査を辞任した。同氏は事前にその意向をAPLMF議長に伝え（2017年7月）、

事務局は後継者の募集に関する記事を APLMF ニュースレター（2017 年 9 月発行）に掲載した。これに対し

て、タイの CBWM 及びマレーシアの NMIM が引き継ぎの意向を表明した。この総会における議長、事務局、

松本氏とこれら二ヵ国代表との相談の結果、Mr. Surachai Sungzikaw（スラチャイ・サンジカウ氏／CBWM）が

主査を担当し、Ms. Haslina bte Abdul Kadir（ハスリナ・ビテ・アブドゥール・カディール氏／NMIM）が副主査

を担当することで合意を得た。ただ穀物水分計研修の続行に対する加盟経済圏の要望は強く、Sungzikaw
氏は 2018 年 11 月に次回の研修を企画することになった。松本氏も WG メンバーとして Sungzikaw 氏を支

援する。 

5.11 計量管理制度WG／Metrological control systems 【中国AQSIQ】 

この WG は中国 AQSIQ が担当しており、第 22 回総会において主査が元 APLMF 事務局員でもある Mr. 
Guo Su（郭謖氏）に交代した。その主な担当範囲は計量に関わる各経済圏の法律／規定／制度の管理体

制、国家管理システム、国家トレーサビリティー制度である。主な活動は、APLMF 加盟経済圏における地域

レベルの堅実な計量管理制度のモデルとなるガイド文書を構築することである。同WGはAPLMFが提供す

る全てのガイド文書のとりまとめ作業も担当すると共に、独自のガイド文書も作成している。 
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今回は Su 氏より 2017 年の活動報告があり、それによると穀物水分計及び燃料油メーターに関するガイド

を発行し、APMP と合同で作成中の計量制度に関するガイド 1 の改定作業へ協力し、複数の MEDEA プロ

ジェクトに中国から講師を派遣した。更に WG 本来の活動からは外れるが、OIML において中国が提唱して

いる CEEMS 諮問部会、及び試験的研修センター（OPTC）の活動紹介もあった。 

6 APLMF総会（10 月 26 日～27 日） 

6.1 ホスト国講演 

10 月 26 日午前にはホスト国であるカンボジアより講演が行われた。その主な内容は、計量制度を管轄す

る MIH と NMC の紹介、計量標準と法定計量制度の概要、地方の計量行政、OIML/APLMF/BIPM/APMP
などの国際機関や ASEAN ACCSQ との連携であった。 

6.2 APLMF議長・事務局の報告 

前回の議事録確認、議長・事務局の活動報告、今後の活動方針、連携する国際機関（OIML, APEC 等）

の会議への出席などについて、議長と事務局から報告があった。 

6.3 作業部会の報告 

前日のWG総会の議論に基づいて、事務局のTruscott氏が各WGの活動報告と活動計画に関する一覧

表を提示し、各主査の確認を得た。 

6.4 連携機関の報告 

連携する次の計量関係機関または個人から次の報告が行われた（括弧内は報告者）： APMP（高辻氏）、

OIML（Patoray 氏／Loizides 氏）、PTB（Greiner 氏）、APEC（O’Brien 氏）、包装商品制度（Vaterlaus 氏）。 

OIML については、Patoray 氏が 2 週間前にコロンビアで開催された第 52 回 CIML 委員会の概要を報告

した。ここではマレーシア NMIM が OIML の「途上国における法定計量に対する顕著な貢献賞」を受賞した

というニュースもあった。これに続いて、Bill Loizide 氏（オーストラリア）が新しい証明書制度（OIML-CS）の
動向について報告を加えた。証明書制度については、加盟経済圏が新しい制度の仕組みを十分に理解し

ていなかったためか、数多くの質問があった。また証明書制度に関する研修やセミナーの必要性についても

提案があった。 

スイス METAS の Vaterlaus 氏は、新しい OIML R 87「包装商品内容量：2016 年」の基本的な考え方、及

びこの勧告において日本が提唱した段階的サンプリング手法について紹介した。更にガイド文書 OIML G 
21 として間もなく発行される予定の包装商品認証制度についても簡単に触れた。これについては、R 87 の

手法を取り入れていない加盟経済圏も多いため、APLMF がガイド文書を作成すべきだという提案もあった。 

6.5 経済圏報告（Economy Reports） 

通常の総会では、参加した経済圏による簡単な報告を行っている。今回の総会における大きな変化とし

て、従来は各経済圏が文書と口頭で行っていた発表を、ポスターセッション形式で行った。このセッションの
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ために、26 日に複数の時間帯（合計１時間程度）が用意された。そのための資料として、文書（Word 形式）

及びポスター（パワーポイント形式１枚）の２種類の資料の提出が事前に要求された。 

このセッションでは各経済圏の代表が自らのポスターの前で 1～2 分の説明を行い、そこに集まった他の

経済圏のメンバーが自由に質問する形態をとった。ポスターに集まるメンバーが入れ替わるたびに、説明者

は同じ説明を数回繰り返した。 

ちなみに我が国については松本氏がポスターの説明を行い、次の話題を取り挙げた。(1) 計量法に係わ

る政省令の改正と自動はかりに対する新しい計量管理制度、(2) OIML TC8/SC7 に提案した水素自動車の

ための R 139「自動車用圧縮ガス燃料の計量システム」の改定プロジェクト、(3) 2017 年 7～8 月に実施した

経済産業省の「子供デー」と産総研の一般公開、(4) 同年 7 月にマレーシアで実施した APLMF 穀物水分

計研修、(5) 同年 12 月に関東地域で予定され、その後実施された AOTS（海外産業人材育成協会）研修で

あった。 

6.6 正加盟経済圏による総会（10 月 27 日午前） 

正加盟経済圏のみが参加して議論が行われた。まず議長の O’Brien 氏は、2017 年に議事録やガイド文

書の草案に対するオンライン投票システムを導入したが回答率が極めて低かったと報告した。これについて

松本氏は、APLMF では過去に採決が行われたことがなく、加盟経済圏は明確な採決を下すことに抵抗感

があるのではないかとコメントした。 

加盟経済圏の分担金について議長から見直しの提案があり、承認された。その結果、クラス 1 に相当する

基本分担金の額（USD 675）は変わらなかったが、オーストラリア、中国、香港、マレーシア、ニュージーラン

ド、シンガポールのクラスが引き上げられ、北朝鮮、パプアニューギニア、ベトナムのクラスが引き下げられた。

ただ我が国の金額（クラス 5=USD 10,800）には影響は無かった。 

APLMF 加盟経済圏の考え方について、議長は原則として APEC 加盟国に限定するという従来の基本方

針を改めて提案した。具体的には APEC と連携関係のある ASEAN, PIF, PECC からの加盟は認めるというも

のである。議長は、この考えに従ってフィジーの加盟は認めるが、ブータン、インド、イラン、カザフスタンから

の要請は却下せざるをえないと伝えた。これについて中央アジアやアフリカ地域までも含む APMP と

APLMFとの加盟形態の違いも指摘されたが、Birch 氏は両機関の歴史的な成り立ちの違いを指摘して議長

の提案を支持した。 

WG の見直しについては、研修調整 WG を解散し、その機能を事務局へ統合することについて再確認し

た。更に農産物品質測定 WG の新しい主査についてはタイ（CBWM）が担当し、副主査はマレーシア

（NMIM）が担当することについて合意された（5.10章を参照）。また松本氏はWGメンバーとして残り、これら

の経済圏を支援することについても確認した。 

2018 年の第 25 回総会のホスト経済圏について、議長は過去の開催実績の集計表も提示して候補を募っ

たが、その場では決定できなかった。議長は、2018年 11月にシンガポールで予定されているAPMP総会の

直後に同じ会場で開催することも提案したが、合意は得られなかった。この議論に関して、日本は既に 1997, 
2003, 2016 年に 3 回の総会を開催しており、この数は全加盟経済圏の中で最大かつ唯一であった。 
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7 表彰 

APLMF 功労賞（service award）が、26 日の懇談会の場で以下のメンバーに授与された。 

1. Mr. Sakchai Hasamin（サクチャイ・ハサミン氏／元タイ CBWM）：長年の間、タイの代表として貢献し、

多くの研修を支援した。 

2. Mr. Kevin Gudmundsson（ケビン・グドムンソン氏／元ニュージーランド MBIE）：APLMF 事務局員及

び包装商品 WG 主査として貢献したが、MBIE から計量標準機関である MSL へ異動した。 

3. Mr. Alan Johnston（アラン・ジョンストン氏／カナダ Measurement Canada）：長年の間、カナダ代表及び

APLMF 執行委員として貢献した。2005～2010 年の期間には CIML 委員長も務めた。 

4. Mr. Hari Prawoko（ハリ・プラバコ氏／元インドネシア DoM 所長）：長年の間、インドネシア代表及び

APLMF 執行委員として貢献し、多くの研修を支援した。 

5. 松本 毅氏（NMIJ）：農産物品質測定 WG 主査として、2007-2017 年の担当期間に、合計 7 件の研修

やワークショップを企画し運営した。更に穀物水分計ガイド文書も作成した。 

更に 2016 年の第 23 回総会において、著名な功労賞（distinguished service award）及び功労賞が前議長

と事務局員を努めた中国 AQSIQ の Pu Changcheng 氏をはじめとする９名のメンバーに授与されていたが、

その授与式が今回の総会において行われた。 

8 懇談会と見学 

10 月 25 日夕方にホスト経済圏主催の懇談会、そして 26 日夕方には APLMF 主催の懇談会が共に会議

会場と同じホテルで開かれた。10 月 27 日午後にはアンコールワット遺跡群への見学が用意され、会議出席

者の一部が参加した。 

9 総会の要旨及び合意事項 

APLMF 総会においては明確な決議は行われないが、議論から、以下の事項について合意されたと考え

られる。正式な議事録は後日、事務局より送付される予定である。 

 研修活動の中心となっていた研修運営 WG は廃止された。しかし、その主査であった Mrs. Marian 
Haire（マリアン・ヘアー氏／元オーストラリア NMIA）は APLMF 事務局メンバーとして残り、実質的に

は活動を続ける。 

 2001 年より産総研が担当してきた農産物品質測定 WG の主査が、松本毅氏からタイ CBWM の Mr. 
Surachai Sungzikaw（スラチャイ・サンジカウ氏）氏に交代した。Sungzikaw 氏は 2018 年 11 月に穀物

水分計研修を実施する。 

 2018 年の研修課題については明確な結論は出なかったが、総会後に包装商品、非自動はかり、穀

物水分計に内定した。 
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 PTB によるプロジェクト MEDEA 1.0 の成果について議論があった。後継となる MEDEA 2.0 は 2018
年後半から実施され、基本方針も踏襲する。ただ予算額は 1.3 百万ユーロへ減額された。 

 分担金のクラスが見直され、一部の加盟経済圏のクラスが引き上げ、又は引き下げられた。ただ日本

の分担金額は変わらなかった。 

 加盟国の見直しが行われたが、APEC 関係国に限るという以前からの基本方針は変わらなかった。 

 経済圏レポートは一方的な説明ではなく、ポスターセッション形式にて対話的に行われた。 

 OIML の新しい証明書制度（OIML-CS）や TC6（包装商品）の活動について、情報共有された。 

 産総研メンバーを含む 5 名に対して、2017 年の APLMF 功労賞が授与された。 

 第 25 回 APLMF 総会（2018 年秋）については、ホスト経済圏と時期は確定しなかった。 
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国際勧告（International Recommendations）一覧 

 

番号 表     題 発行年 TC/SC 
R 7 最高温度保持機能付ガラス製水銀体温計 

Clinical thermometers, mercury-in-glass with maximum device 
1979 18/2 

R 14 ICUMSA国際糖度目盛に基づいた偏光検糖計 
Polarimetric saccharimeters graduated in accordance with the 
ICUMSA International Sugar Scale 

1995 17/2 

R 15 穀物の100リットル単位質量の計量器 
Instruments for measuring the hectolitre mass of cereals 

1974 9/4 

R 16-1 機械式非観血血圧計 
Non-invasive mechanical sphygmomanometers 

2002 18/1 

R 16-2 非観血自動血圧計 
Non-invasive automated sphygmomanometers 

2002 18/1 

R 18 線状消失式高温計 
Visual disappearing filament pyrometers 

1989 11/3 

R 21 タクシーメーター 計量及び技術要求事項、試験手順、及び試験報告書の
様式 
Taximeters. Metrological and technical requirements, test procedures 
and test report format  

2007 7/4 

R 22 国際アルコール濃度測定表 
International alcoholometric tables 

1975 9/4 

R 23 自動車用タイヤ圧力計 
Tire pressure gauges for motor vehicles 

1975 10 

R 24 検定官用メートル基準直尺 
Standard one metre bar for verification officers 

1975 7/1 

R 26 医療用注射器 
Medical syringes 

1978 18/5 

R 34 計量器の精度等級 
Accuracy classes of measuring instruments 

1979 3 

R 35-1 一般使用のための長さの実量器 第1部：計量及び技術要求事項 
Material measures of length for general use Part 1: Metrological and 
technical requirements  

2007 7 

R 35-1 修正 上記の（修正版）Amendment 2014 7 
R35-2 一般使用のための長さの実量器 第2部：試験方法 

Material measures of length for general use Part 2: Test methods 
2011 7 

R35-3 一般使用のための長さの実量器 第3部：試験報告書の様式 
Material measures of length for general use Part 3: Test report format 

2011 7 

R 40 検定官用目盛付き基準メスピペット 
Standard graduated pipettes for verification officers 

1981 8 

R 41 検定官用基準ビュレット 
Standard burettes for verification officers 

1981 8 

R 42 検定官用金属証印 
Metal stamps for verification officers 

1981 3 

R 43 検定官用目盛付きガラス製基準フラスコ 
Standard graduated glass flasks for verification officers 

1981 8 

R 44 アルコール濃度測定に用いられる濃度計、密度計及び温度計 
Alcoholometers and alcohol hydrometers and thermometers for use in 
alcoholometry 

1985 9/4 

R46-1/2 有効電力量計 第1部：計量及び技術要求事項、第2部：計量管理及び性 
能試験 
Active electrical energy meters Part 1: Metrological and technical 
requirements  Part 2: Metrological controls and performance tests 

2012 12 

巻末資料１

－ 155 －



 
 

番号 表     題 発行年 TC/SC 
R46-3 有効電力量計 第3部：試験報告書の様式 

Active electrical energy meters  Part 3: Test report format 
2013 12 

R 47 大ひょう量はかり検査用基準分銅 
Standard weights for testing of high capacity weighing machines 

1979 9/3 

R 48 放射温度計校正用タングステン・リボン標準電球 
Tungsten ribbon lamps for the calibration of radiation thermometers 

2004 11/3 

R 49-1 冷温水用水道メーター 第1部：計量及び技術要求事項 
Water meters intended for the metering of cold potable water and hot 
water  Part 1: Metrological and technical requirements 

2013 8/5 

R 49-2 冷温水用水道メーター 第2部：試験方法 
Water meters intended for the metering of cold potable water and hot 
water  Part 2: Test methods 

2013 8/5 

R 49-3 冷温水用水道メーター 第3部：試験報告書の様式 
Water meters intended for the metering of cold potable water and hot 
water  Part 3: Test report format 

2013 8/5 

R 50-1 連続式積算自動はかり（ベルトウェア） 第1部：計量及び技術要求事項 
Continuous totalizing automatic weighing instruments (belt weighers) 
Part 1: Metrological and technical requirements 

2014 9/2 

R 50-2 連続式積算自動はかり（ベルトウェア） 第2部：試験手順 
Continuous totalizing automatic weighing instruments (belt weighers) 
Part 2: Test procedures 

2014 9/2 

R 50-3 連続式積算自動はかり（ベルトウェア） 第3部：試験報告書の様式 
Continuous totalizing automatic weighing instruments (belt weighers) 
Part 3 : Test report format 

2014 9/2 

R 51-1 自動捕捉式はかり 第1部：計量及び技術要求事項－試験 
Automatic catchweighing instruments Part 1: Metrological and 
technical requirements - Tests 

2006 9/2 

R 51-1  
正誤表 

自動捕捉式はかり 第1部：計量技術要求事項－試験に対する正誤表 
Erratum (2010.08.09) to OIML R 51-1:2006 Automatic catchweighing 
instruments  Part 1: Metrological and technical requirements – Tests 

2010 9/2 

R 51-2 自動捕捉式はかり 第2部：試験報告書の様式 
Automatic catchweighing instruments  Part 2: Test report format 

2006 9/2 

R 52 六中角柱分銅－計量及び技術要求事項 
Hexagonal weights - Metrological and technical requirements 

2004 9/3 

R 53 圧力の測定に使用する弾性受圧素子の計量特性：決定方法 
Metrological characteristics of elastic sensing elements used for 
measurement of pressure: Determination methods 

1982 10/2 

R 54 
 

水溶液のpH目盛 
pH scale for aqueous solutions 

1981 17/3 
 

R 55 自動車用スピードメーター、機械式オドメーター及びクロノタコグラフ：
計量規定 
Speedometers, mechanical odometers and chronotachographs for 
motor vehicles: Metrological regulations 

1981 7/4 

R 56 電解液の導電率を再現する標準溶液 
Standard solutions reproducing the conductivity of electrolytes 

1981 17/4 

R 58 騒音計 
Sound level meters 

1998 13 

R 59 穀物及び油脂種子の水分計 
Moisture meters for cereal grains and oilseeds 

2016 17/1 

R 60-1 ロードセルの計量規定 第1部：計量及び技術要求事項 
Metrological regulation for load cells  Part 1: Metrological and 
technical requirements 

2017 9 

－ 156 －



 
 

番号 表     題 発行年 TC/SC 
R46-3 有効電力量計 第3部：試験報告書の様式 

Active electrical energy meters  Part 3: Test report format 
2013 12 

R 47 大ひょう量はかり検査用基準分銅 
Standard weights for testing of high capacity weighing machines 

1979 9/3 

R 48 放射温度計校正用タングステン・リボン標準電球 
Tungsten ribbon lamps for the calibration of radiation thermometers 

2004 11/3 

R 49-1 冷温水用水道メーター 第1部：計量及び技術要求事項 
Water meters intended for the metering of cold potable water and hot 
water  Part 1: Metrological and technical requirements 

2013 8/5 

R 49-2 冷温水用水道メーター 第2部：試験方法 
Water meters intended for the metering of cold potable water and hot 
water  Part 2: Test methods 

2013 8/5 

R 49-3 冷温水用水道メーター 第3部：試験報告書の様式 
Water meters intended for the metering of cold potable water and hot 
water  Part 3: Test report format 

2013 8/5 

R 50-1 連続式積算自動はかり（ベルトウェア） 第1部：計量及び技術要求事項 
Continuous totalizing automatic weighing instruments (belt weighers) 
Part 1: Metrological and technical requirements 

2014 9/2 

R 50-2 連続式積算自動はかり（ベルトウェア） 第2部：試験手順 
Continuous totalizing automatic weighing instruments (belt weighers) 
Part 2: Test procedures 

2014 9/2 

R 50-3 連続式積算自動はかり（ベルトウェア） 第3部：試験報告書の様式 
Continuous totalizing automatic weighing instruments (belt weighers) 
Part 3 : Test report format 

2014 9/2 

R 51-1 自動捕捉式はかり 第1部：計量及び技術要求事項－試験 
Automatic catchweighing instruments Part 1: Metrological and 
technical requirements - Tests 

2006 9/2 

R 51-1  
正誤表 

自動捕捉式はかり 第1部：計量技術要求事項－試験に対する正誤表 
Erratum (2010.08.09) to OIML R 51-1:2006 Automatic catchweighing 
instruments  Part 1: Metrological and technical requirements – Tests 

2010 9/2 

R 51-2 自動捕捉式はかり 第2部：試験報告書の様式 
Automatic catchweighing instruments  Part 2: Test report format 

2006 9/2 

R 52 六中角柱分銅－計量及び技術要求事項 
Hexagonal weights - Metrological and technical requirements 

2004 9/3 

R 53 圧力の測定に使用する弾性受圧素子の計量特性：決定方法 
Metrological characteristics of elastic sensing elements used for 
measurement of pressure: Determination methods 

1982 10/2 

R 54 
 

水溶液のpH目盛 
pH scale for aqueous solutions 

1981 17/3 
 

R 55 自動車用スピードメーター、機械式オドメーター及びクロノタコグラフ：
計量規定 
Speedometers, mechanical odometers and chronotachographs for 
motor vehicles: Metrological regulations 

1981 7/4 

R 56 電解液の導電率を再現する標準溶液 
Standard solutions reproducing the conductivity of electrolytes 

1981 17/4 

R 58 騒音計 
Sound level meters 

1998 13 

R 59 穀物及び油脂種子の水分計 
Moisture meters for cereal grains and oilseeds 

2016 17/1 

R 60-1 ロードセルの計量規定 第1部：計量及び技術要求事項 
Metrological regulation for load cells  Part 1: Metrological and 
technical requirements 

2017 9 

 
 

番号 表     題 発行年 TC/SC 
R 60-2  ロードセルの計量規定 第2部：計量管理及び性能試験 

Metrological regulation for load cells Part 2: Metrological controls and 
performance tests 

2017 9 

R 60-3  ロードセルの計量規定 第3部：報告書の様式 
Metrological regulation for load cells Part 3:Test report format 

2017 9 

R 60-4  ロードセルの計量規定 附属書 
Metrological regulation for load cells Annexes 

2017 9 

R 61-1 充てん用自動はかり 第1部：計量及び技術要求事項－試験 
Automatic gravimetric filling instruments  Part 1 : Metrological and 
technical requirements – Tests 

2004 9/2 

R 61-2 充てん用自動はかり 第2部：試験手順 
Automatic gravimetric filling instruments  Part 2: Test procedures 

2017 9/2 

R 61-3 充てん用自動はかり 第3部：試験報告書の様式 
Automatic gravimetric filling instruments  Part 3: Test report format  

2017 9/2 

R 63 石油計量表 
Petroleum measurement tables  

1994 8 

R 65 単軸材料試験機の力計測システム 
Force measuring system of uniaxial material testing machines  

2006 10/4 

R 66 長さ測定器 
Length measuring instruments 

1985 7/1 

R 68 導電率セルの校正方法 
Calibration method for conductivity cells 

1985 17/4 

R 69 動粘度測定用ガラス細管粘度計：検定方法 
Glass capillary viscometers for the measurement of kinematic 
viscosity: Verification method 

1985 17/5 

R 71 定置型貯蔵タンク：一般要求事項 
Fixed storage tanks: General requirements 

2008 8/1 

R 75-1 積算熱量計 第1部：一般要求事項 
Heat meters  Part 1: General requirements 

2002 11 

R 75-2 積算熱量計 第2部：型式承認試験 
Heat meters  Part 2: Type approval tests  

2002 11 

R 75-3 積算熱量計 第3部：試験報告書の様式 
Heat meters  Part 3: Test Report Format  

2006 11 

R 76-1 非自動はかり 第1部：計量及び技術要求事項－試験 
Non-automatic weighing instruments Part 1: Metrological and 
technical requirements – Tests 

2006 9/1 

R 76-2 非自動はかり 第2部：試験報告書の様式 
Non-automatic weighing instruments  Part 2 : Test report format  

2007 9/1 

R 78 赤血球の沈降速度測定用ウエスタグレン管 
Westergren tubes for measurement of erythrocyte sedimentation rate 

1989 18/5 

R 79 包装商品のラベル表記に関する要求事項 
Labeling requirements for prepackages 

2015 6 

R 80-1 尺付きタンクローリー及びタンク貸車 第1部：計量及び技術要求事項 
Road and rail tankers with level gauging  Part 1: Metrological and 
technical requirements 

2009 8/1 

R 80-2 尺付きタンクローリー及びタンク貸車 第2部：計量管理及び試験 
Road and rail tankers with level gauging  Part 2: Metrological controls 
and tests 

2017 8/1 

R 80-3 尺付きタンクローリー及びタンク貸車 第 3 部：型式評価のための報告書
様式 
Road and rail tankers with level gauging  Part 3: Report format for 
type evaluation 

2017 8/1 

－ 157 －



 
 

番号 表     題 発行年 TC/SC 
R 81 低温液体用体積計と計量システム 

Dynamic measuring devices and systems for cryogenic liquids 
1998 8/6 

R 81-D 低温液体用体積計と計量システム 付属書D：試験報告書の様式 
Dynamic measuring devices and systems for cryogenic liquids - Annex 
D: Test Report Format 

2006 8/6 

R 82 殺虫剤及び有毒物質による汚染測定のためのガスクロマトグラフ・システム 
Gas chromatographic systems for the measuring the pollution from 
pesticides and other toxic substances 

2006 16/3 

R 83 水中の有機汚染物質分析用ガスクロマトグラフ／質量分析計システム 
Gas chromatograph/mass spectrometer systems for analysis of organic 
pollutants in water 

2006 16/2 

R 84 白金、銅又はニッケル抵抗温度計（工業及び商業用） 
Platinum, copper, and nickel resistance thermometers（for industrial 
and commercial use） 

2003 11/1 

R 85-1&2 定置型貯蔵タンクの液面測定用自動液面計 第1部：計量及び技術要求事
項、第2部：計量管理及び性能試験 
Automatic level gauges for measuring the level of liquid in stationary 
storage tanks  Part 1: Metrological and technical requirements   
Part 2: Metrological control and tests 

2008 8/1 

R85-3 定置型貯蔵タンクの液面測定用自動液面計 第 3 部：型式評価のための報告

書様式 
Automatic level gauges for measuring the level of liquid in stationary 
storage tanks  Part 3: Report Format for type evaluation 

2008 8/1 

R 87 包装商品の内容量 
Quantity of product in prepackages   

2016 6 

R 88 積分平均形騒音計 
Integrating-averaging sound level meters  

1998 13 

R 89 脳波計－計量特性－検定のための方法と装置 
Electroencephalographs - Metrological characteristics - Methods and 
equipment for verification 

1990 18/4 

R 90 心電計－計量特性－検定のための方法と装置 
Electrocardiographs - Metrological characteristics - Methods and 
equipment for verification  

1990 18/4 

R 91 自動車の速度測定用レーダー装置 
Radar equipment for the measurement of the speed of vehicles  

1990 7/4 

R 92 木材用水分計－検定方法と装置：一般規定 
Wood-moisture meters - Verification methods and equipment: general 
provisions 

1989 17/1 

R 93 レンズメーター 
Focimeters 

1999 14 

R 95 タンカー：一般要求事項 
Ships' tanks - General requirements  

1990 8/1 

R 97 気圧計 
Barometers  

1990 10/3 

R 98 高精度線度器 
High-precision line measures of length 

1991 7/1 

R 99-1&2 
 
 

自動車排ガスの測定器 第1部：計量及び技術要求事項、第2部：計量管
理及び性能試験 
Instruments for measuring vehicle exhaust emissions  Part 1:  
Metrological and technical requirements  Part 2: Metrological controls 
and performance tests 

2008 16/1 

－ 158 －



 
 

番号 表     題 発行年 TC/SC 
R 81 低温液体用体積計と計量システム 

Dynamic measuring devices and systems for cryogenic liquids 
1998 8/6 

R 81-D 低温液体用体積計と計量システム 付属書D：試験報告書の様式 
Dynamic measuring devices and systems for cryogenic liquids - Annex 
D: Test Report Format 

2006 8/6 

R 82 殺虫剤及び有毒物質による汚染測定のためのガスクロマトグラフ・システム 
Gas chromatographic systems for the measuring the pollution from 
pesticides and other toxic substances 

2006 16/3 

R 83 水中の有機汚染物質分析用ガスクロマトグラフ／質量分析計システム 
Gas chromatograph/mass spectrometer systems for analysis of organic 
pollutants in water 

2006 16/2 

R 84 白金、銅又はニッケル抵抗温度計（工業及び商業用） 
Platinum, copper, and nickel resistance thermometers（for industrial 
and commercial use） 

2003 11/1 

R 85-1&2 定置型貯蔵タンクの液面測定用自動液面計 第1部：計量及び技術要求事
項、第2部：計量管理及び性能試験 
Automatic level gauges for measuring the level of liquid in stationary 
storage tanks  Part 1: Metrological and technical requirements   
Part 2: Metrological control and tests 

2008 8/1 

R85-3 定置型貯蔵タンクの液面測定用自動液面計 第 3 部：型式評価のための報告

書様式 
Automatic level gauges for measuring the level of liquid in stationary 
storage tanks  Part 3: Report Format for type evaluation 

2008 8/1 

R 87 包装商品の内容量 
Quantity of product in prepackages   

2016 6 

R 88 積分平均形騒音計 
Integrating-averaging sound level meters  

1998 13 

R 89 脳波計－計量特性－検定のための方法と装置 
Electroencephalographs - Metrological characteristics - Methods and 
equipment for verification 

1990 18/4 

R 90 心電計－計量特性－検定のための方法と装置 
Electrocardiographs - Metrological characteristics - Methods and 
equipment for verification  

1990 18/4 

R 91 自動車の速度測定用レーダー装置 
Radar equipment for the measurement of the speed of vehicles  

1990 7/4 

R 92 木材用水分計－検定方法と装置：一般規定 
Wood-moisture meters - Verification methods and equipment: general 
provisions 

1989 17/1 

R 93 レンズメーター 
Focimeters 

1999 14 

R 95 タンカー：一般要求事項 
Ships' tanks - General requirements  

1990 8/1 

R 97 気圧計 
Barometers  

1990 10/3 

R 98 高精度線度器 
High-precision line measures of length 

1991 7/1 

R 99-1&2 
 
 

自動車排ガスの測定器 第1部：計量及び技術要求事項、第2部：計量管
理及び性能試験 
Instruments for measuring vehicle exhaust emissions  Part 1:  
Metrological and technical requirements  Part 2: Metrological controls 
and performance tests 

2008 16/1 

 
 

番号 表     題 発行年 TC/SC 
R 99-3 自動車排ガスの測定器 第3部：報告書様式 

Instruments for measuring vehicle exhaust emissions  Part 3: Report 
Format 

2008 16/1 

R 100-1 水中の金属汚染物質測定用原子吸光光度計 第1部：計量及び技術要求事項 
Atomic absorption spectrometers for measuring metal pollutants in 
water  Part 1: Metrological and technical requirements 

2013 
 

16/2 

R 100-2 水中の金属汚染物質測定用原子吸光光度計 第2部：試験手順 
Atomic absorption spectrometers for measuring metal pollutants in 
water  Part 2: Test procedures 

2013 
 

16/2 

R 100-3 水中の金属汚染物質測定用原子吸光光度計 第3部：試験報告書の様式 
Atomic absorption spectrometers for measuring metal pollutants in 
water  Part 3: Test report format 

2013 16/2 

R 101 弾性受圧素子による指示式及び自記式圧力計、真空計、連成計（普通計器） 
Indicating and recording pressure gauges, vacuum gauges and 
pressure-vacuum gauges with elastic sensing elements（ordinary 
instruments）  

1991 10/2 

R 102 音響校正器（付属書Aを含む） 
Sound calibrators（including Annex A） 

1992 13 

R102-B&
C 

音響校正器－付属書B及びC：型式評価のための試験方法と試験報告書の
様式 
Sound calibrators - Annexes B and C: Test methods for pattern 
evaluation and Test report format  

1995 13 

R 103 振動への人体の反応に関する測定装置 
Measuring instrumentation for human response to vibration   

1992 13 

R 104 純音オーディオメータ（付属書A～Eを含む） 
Pure-tone audiometers（including Annexes A to E） 

1993 13 

R 104-F 純音オーディオメータ 付属書F：試験報告書の様式 
Pure-tone audiometers - Annex F: Test report format  

1997 13 

R 106-1 貨車用自動はかり 第1部：計量及び技術要求事項－試験 
Automatic rail-weighbridges Part 1 : Metrological and technical 
requirements – Tests 

2011 9/2 

R 106-2 
 

貨車用自動はかり 第2部：試験報告書の様式 
Automatic rail-weighbridges  Part 2 : Test report format  

2012 9/2 

R 107-1 不連続式積算自動はかり（積算式ホッパー） 第1部：計量及び技術要求
事項－試験 
Discontinuous totalizing automatic weighing instruments （totalizing 
hopper weighers） Part 1 : Metrological and technical requirements - 
Tests   

2007 9/2 

R 107-2 不連続式積算自動はかり（積算式ホッパー） 第2部：試験報告書の様式 
Discontinuous totalizing automatic weighing instruments （totalizing 
hopper weighers） Part 2 : Test report format  

2007 9/2 

R 108 果汁の糖分測定用屈折計 
Refractometers for the measurement of the sugar content of fruit juices   

1993 17/2 

R 109 弾性受圧素子による圧力計及び真空計（標準計器） 
Pressure gauges and vacuum gauges with elastic sensing elements 
（standard instruments）  

1993 10/2 

R 110 
 

重錘型圧力天びん 
Pressure balances 

1994 
 

10/1 
 

R 111-1 精度等級E1、E2、F1、F2、M1、M1-2、M2、M2-3及びM3の分銅 第1部：
計量及び技術要求事項 
Weights of classes E1, E2, F1, F2, M1, M1-2, M2, M2-3 and M3 Part 1: 
Metrological and technical requirements   

2004 9/3 

－ 159 －



 
 

番号 表     題 発行年 TC/SC 
R 111-2 精度等級E1、E2、F1、F2、M1、M1-2、M2、M2-3及びM3の分銅 第2部：

試験報告書の様式 
Weights of classes E1, E2, F1, F2, M1, M1-2, M2, M2-3 and M3  Part 2: Test 
report format  

2004 9/3 

R 112 殺虫剤及び有害物質測定用高性能液体クロマトグラフ 
High performance liquid chromatographs for measurement of pesticides 
and other toxic substances   

1994 16/3 

R 113 有害化学汚染物質の現場測定用可搬式ガスクロマトグラフ 
Portable gas chromatographs for field measurements of hazardous 
chemical pollutants   

1994 16/4 

R 114 連続測定用電子体温計 
Clinical electrical thermometers for continuous measurement   

1995 18/2 

R 115 最高温度保持機能付電子体温計 
Clinical electrical thermometers with maximum device  

1995 18/2 

R 116 水中の金属汚染物質測定に用いる誘導結合プラズマ原子発光分光分析計 
Inductively coupled plasma atomic emission spectrometers for the 
measurement of metal pollutants in water   

2006 16/2 

R 117-1 水以外の液体用動的計量システム 第1部：計量技術要求事項 
Dynamic measuring systems for liquids other than water Part 1: 
Metrological and technical requirements  

2007 8/3 

R 117-2 水以外の液体用動的計量システム 第 2 部：計量管理及び性能試験 
Dynamic measuring systems for liquids other than water Part 2: 
Metrological controls and performance tests 

2014 
 

8/3 

R 117-3 水以外の液体用動的計量システム 第 3 部：試験報告書の様式 
Dynamic measuring systems for liquids other than water  Part 3: Test 
report format 

2014 8/3 

R 119 水以外の液体用計量システムを試験するための基準体積管 
Pipe provers for testing of measuring systems for liquids other than 
water   

1996 8 

R 120 水以外の液体用基準タンクの性能及び計量システムの試験方法 
Standard capacity measures for testing measuring systems for liquids 
other than water   

2010 8 

R 122 語音オーディオメータ 
Equipment for speech audiometry   

1996 13 

R 122-C 語音オーディオメータ 付属書C：試験報告書の様式 
Equipment for speech audiometry - Annex C: Test report format   

1999 13 

R 123 有害元素を含む汚染物質の現場測定用携帯及び可搬式蛍光Ｘ線分析装置 
Portable and transportable X-ray fluorescence spectrometers for field 
measurement of hazardous elemental pollutants   

1997 16/4 

R 124 ぶどう酒の糖分測定用屈折計 
Refractometers for the measurement of the sugar content of grape 
musts  

1997 17/2 

R 125 タンク中の液体質量用計量システム 
Measuring systems for the mass of liquids in tanks   

1998 8/1 

R 126 証拠用呼気分析計 
Evidential breath analyzers  

2012 17/7 

R 127 材料及び製品の電離放射線加工処理に用いるラジオクロミック・フィルム
線量計測システム 
Radiochromic film dosimetry system for ionizing radiation processing 
of materials and products   

1999 15/2 

R 128 脚力測定器 
Ergometers for foot crank work   

2000 18 
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番号 表     題 発行年 TC/SC 
R 111-2 精度等級E1、E2、F1、F2、M1、M1-2、M2、M2-3及びM3の分銅 第2部：

試験報告書の様式 
Weights of classes E1, E2, F1, F2, M1, M1-2, M2, M2-3 and M3  Part 2: Test 
report format  

2004 9/3 

R 112 殺虫剤及び有害物質測定用高性能液体クロマトグラフ 
High performance liquid chromatographs for measurement of pesticides 
and other toxic substances   

1994 16/3 

R 113 有害化学汚染物質の現場測定用可搬式ガスクロマトグラフ 
Portable gas chromatographs for field measurements of hazardous 
chemical pollutants   

1994 16/4 

R 114 連続測定用電子体温計 
Clinical electrical thermometers for continuous measurement   

1995 18/2 

R 115 最高温度保持機能付電子体温計 
Clinical electrical thermometers with maximum device  

1995 18/2 

R 116 水中の金属汚染物質測定に用いる誘導結合プラズマ原子発光分光分析計 
Inductively coupled plasma atomic emission spectrometers for the 
measurement of metal pollutants in water   

2006 16/2 

R 117-1 水以外の液体用動的計量システム 第1部：計量技術要求事項 
Dynamic measuring systems for liquids other than water Part 1: 
Metrological and technical requirements  

2007 8/3 

R 117-2 水以外の液体用動的計量システム 第 2 部：計量管理及び性能試験 
Dynamic measuring systems for liquids other than water Part 2: 
Metrological controls and performance tests 

2014 
 

8/3 

R 117-3 水以外の液体用動的計量システム 第 3 部：試験報告書の様式 
Dynamic measuring systems for liquids other than water  Part 3: Test 
report format 

2014 8/3 

R 119 水以外の液体用計量システムを試験するための基準体積管 
Pipe provers for testing of measuring systems for liquids other than 
water   

1996 8 

R 120 水以外の液体用基準タンクの性能及び計量システムの試験方法 
Standard capacity measures for testing measuring systems for liquids 
other than water   

2010 8 

R 122 語音オーディオメータ 
Equipment for speech audiometry   

1996 13 

R 122-C 語音オーディオメータ 付属書C：試験報告書の様式 
Equipment for speech audiometry - Annex C: Test report format   

1999 13 

R 123 有害元素を含む汚染物質の現場測定用携帯及び可搬式蛍光Ｘ線分析装置 
Portable and transportable X-ray fluorescence spectrometers for field 
measurement of hazardous elemental pollutants   

1997 16/4 

R 124 ぶどう酒の糖分測定用屈折計 
Refractometers for the measurement of the sugar content of grape 
musts  

1997 17/2 

R 125 タンク中の液体質量用計量システム 
Measuring systems for the mass of liquids in tanks   

1998 8/1 

R 126 証拠用呼気分析計 
Evidential breath analyzers  

2012 17/7 

R 127 材料及び製品の電離放射線加工処理に用いるラジオクロミック・フィルム
線量計測システム 
Radiochromic film dosimetry system for ionizing radiation processing 
of materials and products   

1999 15/2 

R 128 脚力測定器 
Ergometers for foot crank work   

2000 18 

 
 

番号 表     題 発行年 TC/SC 
R 129 荷物の多次元寸法システム 

Multi-dimensional measuring instruments   
2000 7/5 

R 130 オクターブ及び1/３オクターブ・バンドフィルター 
Octave-band and one-third-octave-band filters   

2001 13 

R 131 材料及び製品の電離放射線加工処理に用いるPMMA線量計システム 
Polymethylmethacrylate（PMMA）dosimetry systems for ionizing 
radiation processing of materials and products   

2001 15/2 

R 132 材料及び製品の電離放射線加工処理に用いるアラニンEPR線量計システム 
Alanine EPR dosimetry systems for ionizing radiation processing of 
materials and products   

2001 15/2 
 

R 133 ガラス製温度計 
Liquid-in-glass thermometers  

2002 11/2 

R 134-1 走行自動車及び軸荷重の自動はかり 第1部：計量及び技術要求事項－試験 
Automatic instruments for weighing road vehicles in motion and 
measuring axle loads  Part 1: Metrological and technical 
requirements -Tests   

2006 9/2 

R 134-2 走行自動車及び軸荷重の自動はかり 第2部：試験報告書の様式 
Automatic instruments for weighing road vehicles in motion and 
measuring axle loads  Part 2: Test report format   

2009 9/2 

R 135 医学研究用分光光度計 
Spectrophotometers for medical laboratories   

2004 18/5 

R 136-1 皮革面積計 
Instruments for measuring the areas of leathers   

2004 7/3 

R 136-2 皮革面積計 第2部：試験報告書の様式 
Instruments for measuring the areas of leathers  Part 2: Test Report 
Format   

2006 7/3 

R137-1&2 ガスメーター 第1部：計量技術要求事項, 第２部：計量管理及び性能試験 
Gas Meters  Part 1: Metrological and technical requirements Part 2: 
Metrological controls and performance tests 

2012 8/7 

R137-1&2 
修正 

修正：ガスメーター 第 1 部：計量技術要求事項, 第 2 部：計量管理及び
性能試験 
Amendment : Gas Meters  Part 1: Metrological and technical 
requirements and Part 2: Metrological controls and performance tests 

2014 8/7 

R137-3 ガスメーター 第3部：試験報告書の様式 
Gas meters  Part 3: Test report format 

2014 8/7 

R 138 
 

商取引に使用される体積容器 
Vessels for commercial transactions 

2007 8 

R138修正 修正：商取引に使用される体積容器 
Amendment : Vessels for commercial transactions  

2009 8 

R 139-1 
 
 

自動車用圧縮ガス燃料の計量システム 第 1 部：計量及び技術要求事項 
Compressed gaseous fuels measuring systems for vehicles   
Part 1: Metrological and technical requirements 

2014 8/7 

R 139-2 
 
 

自動車用圧縮ガス燃料の計量システム  第 2 部：計量管理及び性能試験 
Compressed gaseous fuels measuring systems for vehicles   
Part 2: Metrological controls and performance tests 

2014 8/7 

R 139-3 
 

自動車用圧縮ガス燃料の計量システム  第 3 部：試験報告書の様式 
Compressed gaseous fuels measuring systems for vehicles   
Part 3: Test report format 

2015 8/7 

R 140 ガス燃料の計量システム 
Measuring systems for gaseous fuel 

2007 8/7 

－ 161 －



 
 

番号 表     題 発行年 TC/SC 
R141 熱画像装置の主要特性の校正及び検定手順 

Procedure for calibration and verification of the main characteristics of 
thermographic instruments 

2008 11/3 

R142 自動糖度計：検定の方法及び手段 
Automated refractometers: Methods and means of verification 

2008 17/2 

R143 
 

定置型連続式二酸化硫黄測定器 
Instruments for the continuous measurement of SO2 in stationary 
source emissions 

2009 16/1 

R144-1 定置型連続式一酸化炭素・窒素酸化物測定器 第1部：計量及び技術要求事項 
Instruments for the continuous measurement of CO and NOx in 
stationary source emissions Part 1: Metrological and technical 
requirements 

2013 16/1 

R144-2 定置型連続式一酸化炭素・窒素酸化物測定器 第 2 部：計量及び性能試験 
Instruments for the continuous measurement of CO and NOx in 
stationary source emissions Part 2: Metrological and performance tests 

2013 16/1 

R144-3 定置型連続式一酸化炭素・窒素酸化物測定器 第3部：試験報告書の様式 
Instruments for the continuous measurement of CO and NOx in 
stationary source emissions  Part 3: Test report format 

2013 16/1 

R145-1 眼科医療器具－圧入及び圧平式眼圧計 第1部：計量及び技術要求事項 
Ophthalmic instruments - Impression and applanation tonometers 
Part 1: Metrological and technical requirements 

2015 18 

R145-2 眼科医療器具－圧入及び圧平式眼圧計 第2部：試験手順 
Ophthalmic instruments - Impression and applanation tonometers 
Part 2: Test procedures 

2015 18 

R145-3 眼科医療器具－圧入及び圧平式眼圧計 第3部：試験報告書の様式 
Ophthalmic instruments - Impression and applanation tonometers. 
Part 3: Test report format 

2015 18 

R146 穀物及び油脂種子の蛋白質計 
Protein measuring instruments for cereal grains and oilseeds 

2016 17/8 

R147 －50℃から2500℃までの温度範囲の黒体放射源 
Standard blackbody radiator for the temperature range from -50 ℃ to 
2500 ℃ 

2016 11/3 

－ 162 －



 
 

番号 表     題 発行年 TC/SC 
R141 熱画像装置の主要特性の校正及び検定手順 

Procedure for calibration and verification of the main characteristics of 
thermographic instruments 

2008 11/3 

R142 自動糖度計：検定の方法及び手段 
Automated refractometers: Methods and means of verification 

2008 17/2 

R143 
 

定置型連続式二酸化硫黄測定器 
Instruments for the continuous measurement of SO2 in stationary 
source emissions 

2009 16/1 

R144-1 定置型連続式一酸化炭素・窒素酸化物測定器 第1部：計量及び技術要求事項 
Instruments for the continuous measurement of CO and NOx in 
stationary source emissions Part 1: Metrological and technical 
requirements 

2013 16/1 

R144-2 定置型連続式一酸化炭素・窒素酸化物測定器 第 2 部：計量及び性能試験 
Instruments for the continuous measurement of CO and NOx in 
stationary source emissions Part 2: Metrological and performance tests 

2013 16/1 

R144-3 定置型連続式一酸化炭素・窒素酸化物測定器 第3部：試験報告書の様式 
Instruments for the continuous measurement of CO and NOx in 
stationary source emissions  Part 3: Test report format 

2013 16/1 

R145-1 眼科医療器具－圧入及び圧平式眼圧計 第1部：計量及び技術要求事項 
Ophthalmic instruments - Impression and applanation tonometers 
Part 1: Metrological and technical requirements 

2015 18 

R145-2 眼科医療器具－圧入及び圧平式眼圧計 第2部：試験手順 
Ophthalmic instruments - Impression and applanation tonometers 
Part 2: Test procedures 

2015 18 

R145-3 眼科医療器具－圧入及び圧平式眼圧計 第3部：試験報告書の様式 
Ophthalmic instruments - Impression and applanation tonometers. 
Part 3: Test report format 

2015 18 

R146 穀物及び油脂種子の蛋白質計 
Protein measuring instruments for cereal grains and oilseeds 

2016 17/8 

R147 －50℃から2500℃までの温度範囲の黒体放射源 
Standard blackbody radiator for the temperature range from -50 ℃ to 
2500 ℃ 

2016 11/3 

 
 

国際文書（International Documents）一覧 

 

番号 表     題 発行年 TC/SC 
D 1 計量法に関する考察 

Considerations for a law on metrology 
2012 3 

D 2 法定計量単位 
Legal units of measurement 

2007 2 

D 3 計量器の法定要求事項 
Legal qualification of measuring instruments  

1979 3 

D 5 計量器の階級図式制定のための原則 
Principles for the establishment of hierarchy schemes for measuring 
instruments  

1982 4 

D 8 標準器の選択、承認、使用、管理及び文書化に関する原則 
Measurement standards. Choice, recognition, use, conservation and 
documentation 

2004 4 

D 9 計量取締の原則 
Principles of metrological supervision 

2004 3/2 

D 10 
ILAC-G24 

試験所で用いられる計量装置の再校正周期決定のための指針 
Guidelines for the determination of recalibration intervals of measuring 
equipment used in testing laboratories 

2007 4 

D 11 計量器に対する一般要求事項－環境要件 
General requirements for measuring instruments - 
Environmental conditions 

2013 5/1 

D 12 検定対象計量器の使用分野 
Fields of use of measuring instruments subject to verification 

1986 3/2 

D 13 検査結果、型式承認及び検定の承認に関する二国間又は多国間協定のため

の指針 
Guidelines for bi- or multilateral arrangements on the recognition of : 
test results - pattern approvals- verifications 

1986 3/1 

D 14 法定計量従事者の養成、資格及ぴ訓練プログラム 
Training and qualification of legal metrology personnel   

2004 BIML 

D 16 法定計量管理の確保の原則 
Principles of assurance of metrological control 

2011 3/2 

D 17 液体の粘度測定器の階級図式 
Hierarchy scheme for instruments measuring the viscosity of liquids  

1987 17/5 

D 18 国家法定計量機関による計量管理のための認証標準物質使用に関する一

般原則 
The use of certified reference materials in fields covered by metrological 
control exercised by national services of legal metrology. Basic 
principles  

2008 3/3 

D 19 型式評価と型式承認 
Pattern evaluation and pattern approval  

1988 3/1 

－ 163 －



 
 

番号 表     題 発行年 TC/SC 
D 20 計量器の当初・後続検定及び手順 

Initial and subsequent verification of measuring instruments and 
processes   

1988 3/1 

D 21 放射線治療に用いられる線量計の校正のための二次標準線量測定実験室 
Secondary standard dosimetry laboratories for the calibration of 
dosimeters used in radiotherapy   

1990 15/1 

D 22 有害廃棄物より発生する大気汚染物質評価のための携帯用測定器に関す

る指針 
Guide to portable instruments for assessing airborne pollutants arising 
from hazardous wastes   

1991 16/4 

D 23 検定用設備の法定計量管理の原則 
Principles for metrological control of equipment used for verification   

1993 4 

D 24 全放射温度計 
Total radiation pyrometers  

1996 11/3 

D 25 流体の計量装置に用いる渦式メーター 
Vortex meters used in measuring systems for fluids   

2010 8 

D 26 ガラス製抽出用メジャｰ：自動ピペット 
Glass delivery measures - Automatic pipettes   

2010 8 

D 27 製造事業者の品質管理システムを活用した計量器の初期検定 
Initial verification of measuring instruments using the manufacturer's 
quality management system   

2001 3/1 

D 28 空気中での質量の測定に関する協定値（R33の改訂） 
Conventional value of the result of weighing in air (Revision of R 33)   

2004 9/3 

D29 ISO/IEC ガイド65 を計量器認証機関の評価に適用するための指針 
Guide for the application of ISO/IEC Guide 65 to assessment of 
measuring instrument certification bodies in legal metrology 

2008 3/5 

D30 ISO/IEC 17025を法定計量に関わる試験機関の評価に適用するための指

針 
Guide for the application of ISO/IEC 17025 to the assessment of Testing 
Laboratories involved in legal metrology 

2008 3/5 

D31 ソウトウェア制御計量器のための一般要件 
General requirements for software controlled measuring instruments 

2008 5/2 

－ 164 －



 
 

番号 表     題 発行年 TC/SC 
D 20 計量器の当初・後続検定及び手順 

Initial and subsequent verification of measuring instruments and 
processes   

1988 3/1 

D 21 放射線治療に用いられる線量計の校正のための二次標準線量測定実験室 
Secondary standard dosimetry laboratories for the calibration of 
dosimeters used in radiotherapy   

1990 15/1 

D 22 有害廃棄物より発生する大気汚染物質評価のための携帯用測定器に関す

る指針 
Guide to portable instruments for assessing airborne pollutants arising 
from hazardous wastes   

1991 16/4 

D 23 検定用設備の法定計量管理の原則 
Principles for metrological control of equipment used for verification   

1993 4 

D 24 全放射温度計 
Total radiation pyrometers  

1996 11/3 

D 25 流体の計量装置に用いる渦式メーター 
Vortex meters used in measuring systems for fluids   

2010 8 

D 26 ガラス製抽出用メジャｰ：自動ピペット 
Glass delivery measures - Automatic pipettes   

2010 8 

D 27 製造事業者の品質管理システムを活用した計量器の初期検定 
Initial verification of measuring instruments using the manufacturer's 
quality management system   

2001 3/1 

D 28 空気中での質量の測定に関する協定値（R33の改訂） 
Conventional value of the result of weighing in air (Revision of R 33)   

2004 9/3 

D29 ISO/IEC ガイド65 を計量器認証機関の評価に適用するための指針 
Guide for the application of ISO/IEC Guide 65 to assessment of 
measuring instrument certification bodies in legal metrology 

2008 3/5 

D30 ISO/IEC 17025を法定計量に関わる試験機関の評価に適用するための指

針 
Guide for the application of ISO/IEC 17025 to the assessment of Testing 
Laboratories involved in legal metrology 

2008 3/5 

D31 ソウトウェア制御計量器のための一般要件 
General requirements for software controlled measuring instruments 

2008 5/2 

 
 

基本文書（Basic Publications）一覧 

 

番号 表     題 発行年 TC/SC 
B1 OIML条約 

OIML Convention 
1955 

（1968改正） 
BIML 

B3 
（廃止された） 

計量器のOIML型式承認のためのOIML基本証明書制度 
OIML Basic Certificate System for OIML Type Evaluation of  
Measuring Instruments 

2011 3/5 

B6-1 OIML技術作業指針  第1部：OIML刊行物作成のための機構及び手続き 
Directives for OIML technical work  Part 1: Structures and 
procedures for the development of OIML publications 

2017 
:to be  
published 

BIML 

B6-2 OIML技術作業指針 第2部：OIML刊行物の起草及び提示のための手引き 
Directives for OIML technical work  Part 2: Guide to the drafting and 
presentation of OIML publications 

2012 BIML 

B7 職員規定 
Staff Regulations 

2013 BIML 

B8 財務規定 
OIML Financial Regulations 

2012 
 

BIML 

B10 
（廃止された） 

型式評価国際相互受入れ取決めの枠組み（2012 年発行の修正文書を反映し

た 2011年版） 
Framework for a Mutual Acceptance Arrangement on OIML Type 
Evaluations (Edition 2011 € including changes in the 2012 
Amendment) 

2011 
（2013改定） 

3/5 

B11 OIML刊行物の翻訳・使用･販売に関する規則 
Rules governing the translation, copyright and distribution of OIML 
Publications 

2007 BIML 

B12 OIMLと他機関の連携に関する基本文書 
Policy paper on liaisons between the OIML and other bodies 

2004 BIML 

B13 BIML局長及び副局長の選任手続 
Procedure for the appointment of the BIML Director and Assistant 
Directors 

2004 BIML 

B14 CIML委員長及び副委員長の選挙手続 
Procedure for the election of the CIML President and Vice-Presidents 

2013 BIML 

B15 OIML戦略 
OIML Strategy 

2011 BIML 

B16 
 

運営委員会に関する取決め 
Terms of reference for the Presidential Council 

2011 BIML 

B17 OIML 集会に参加する CIML 名誉委員及び招待客の旅費の償還に関す

る方針と規則  
Policies and rules for the reimbursement of travel expenses incurred by 
CIML Members of Honor and invited guests in attending OIML events 

2012 BIML 

B18 OIMl 証明書制度の枠組み(OIML-CS) 
Framework for the OIML 
Certification System (OIML-CS) 

2017 BIML 

B19 計量制度の整備途上にある国及び経済圏（CEEMS）に関する諮問部会に

対する付託条項 
Terms of Reference for the Advisory Group on matters concerning 
Countries and Economies with Emerging Metrology Systems 
(CEEMS) 

2017 CEEMS 
諮問部会 

 

 

－ 165 －



名　称 英語名称 幹 事 国 資格＊ 所管出版物

TC1 用語 Terminology ポーランド P V1

V2-200

V2-200
正誤表

計量単位 Units of measurement オーストリア P D2

TC3 計量規則 Metrological control アメリカ P R34

R42

D1

D3

SC1 型式承認及び検定 Pattern Approval and verification アメリカ P D13

D19

D20

D27

SC2 計量取締り Metrological supervision チェコ P D9

D12

D16

SC3 標準物質 Reference materials ロシア P D18

SC4 統計的方法の適用 Application of statistical methods ドイツ P

SC5 適合性評価(証明書制度） Conformity assessment P D29

D30

SC6 型式適合性（CTT） Conformity to type ニュージーランド P －

TC4 標準器，校正及び検定装置 スロバキア P D5

D8

D10

D23

TC5 計量器に関する一般要求事項
General requirements for measuring
instruments

- P －

SC1 環境条件 Environmental conditions オランダ P D11

SC2 ソフトウェア Software ドイツ P D31

TC6 包装商品 Prepackaged products 南アフリカ P R79

R87

TC7 長さ関連量の計量器 イギリス P R35-1

R35-2

R35-3

SC1 長さ計 Measuring instruments for length ロシア P R24

R66

R98

SC3 面積の測定 Measurement of areas イギリス P R136-1

R136-2

SC4 道路運送車両計量器 Measuring instruments for road traffic アメリカ P R21

R55

R91

アメリカ、
BIML

TC2

Measuring instruments for length and
associated quantities

巻末資料２

TC/SC

Measurement standards and calibration and
verification devices
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名　称 英語名称 幹 事 国 資格＊ 所管出版物

TC7 SC5 形状測定器 Dimensional measuring instruments オーストラリア P R129

TC8 流体量の測定 Measurement of quantities of fluids 日本 P R40

R41

R43

R63

R119

R120

R138

R138修正

D25

D26

SC1 静的体積・質量測定 Static volume and mass measurement アメリカ、 P R71

オランダ R80-1&2&3

R85-1&2&3

R95

R125

SC3 水以外の液体の動的体積・質量測定 P R117-1&2&3

SC5 水道メーター Water meters イギリス P R49-1&2&3

SC6 低温液体の計量 Measurement of cryogenic liquids アメリカ O R81

R81-D

SC7 ガスメータリング Gas metering オランダ P R137-1&2

R139-1&2&3

R140

TC9 質量計及び密度計 Instruments for measuring mass and density アメリカ P R60

SC1 非自動はかり Nonautomatic weighing instruments P R76-1

R76-2

SC2 自動はかり Automatic weighing instruments イギリス P R50-1&2

R51-1&2

R51-1
正誤表

R61-1&2

R106-1&2

R107-１&2

R134-1&2

SC3 分銅 Weights ドイツ P R47

R52

R111-1&2

D28

TC/SC

フランス、
ドイツ

Dynamic volume and mass measurement
(liquids other than water)

ドイツ、
アメリカ
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名　称 英語名称 幹 事 国 資格＊ 所管出版物

TC9 SC4 密度計 Densities ロシア P R15

R22

R44

TC10 圧力，力及び関連量の計量器
Instruments for measuring pressure, force
and associated quantities

アメリカ P R23

SC1 重錘型圧力天びん Pressure balances チェコ P R110

SC2 弾性感圧素子圧力計
Pressure gauges with elastic sensing
elements

ロシア P R53

R101

R109

SC3 気圧計 Barometers 中国 P R97

SC4 材料試験機 Material testing machines アメリカ O R65

TC11 温度及び関連量の計量器
Instruments for measuring temperature and
associated quantities

- P R75-1&2&3

SC1 抵抗温度計 Resistance thermometers ロシア O R84

SC2 接触温度計 Contact thermometers アメリカ P R133

SC3 放射温度計 Radiation thermometers ロシア P R18

R48

R141

R147

D24

TC12 電気量の計量器
Instruments for measuring electrical
quantities

オーストラリア P R46

TC13 音響及び振動の計量器
Measuring instruments for acoustics and
vibration

- P R58

R88

R102

R102-B&C

R103

R104

R104-F

R122

R122-C

R130

TC14 光関連量の計量器 Measuring instruments used for optics ハンガリー O R93

TC15 電離放射線の計量器 Measuring instruments for ionizing radiations ロシア P －

SC1 医療用電離放射線の計量器
Measuring instruments for ionizing radiations
used in medical applications

ロシア O D21

SC2 工業用電離放射線の計量器
Measuring instruments for ionizing radiations
used in industrial processes

アメリカ O R127

R131

R132

TC16 汚染度計量器 Instruments for measuring pollutants アメリカ P －

SC1 大気汚染 Air pollution オランダ P R99-1&2&3

R143

R144

SC2 水質汚染 Water pollution アメリカ P R83

R100

R116

TC/SC
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名　称 英語名称 幹 事 国 資格＊ 所管出版物

TC16 SC3 殺虫剤及び有毒汚染物質
Pesticides and other pollutant toxic
substances

アメリカ O R82

R112

SC4 有害性汚染物質の環境計測
Field measurements of hazardous (toxic)
pollutants

アメリカ O R113

R123

D22

TC17 物理化学測定器
Instruments for physico-chemical
measurements

ロシア O －

SC1 水分計 Humidity P R59

R92

SC2 糖度計 Saccharimetry ロシア O R14

R108

R124

R142

SC3 pH計 pH-metry ロシア P R54

SC4 導電率の測定 Conductometry ロシア O R56

R68

SC5 粘度の測定 Viscosimetry ロシア O R69

D17

SC6 ガス分析計 Gas analysis ロシア O －

SC7 呼気試験機 Breath testers
フランス、

ドイツ
P R126

SC8 農産物の品質分析機器
Instruments for quality analysis of
agricultural products

オーストラリア P R146

TC18 医療用計量器 Medical measuring instruments ドイツ P R128

R145

SC1 血圧計 Blood pressure instruments 中国 P R16-1&2

SC2 体温計 Medical thermometers － P R7

R114

R115

SC4 医療用電子計量器 Bio-electrical instruments ロシア O R89

R90

SC5 医学研究用計測器
Measuring instruments for medical
laboratories

ドイツ O R26

R78

R135

＊OIMLの技術委員会（TC/SC）への日本の参加資格

中国、
アメリカ

TC/SC
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巻末資料３ 

技術委員会（TC及びSC）及びBIMLが所管している刊行物及び審議状況 
 

TC/SC/ 

BIML 

勧告及び文書名 発行年 審議状況 

TC1 V1：国際法定計量用語集（VIML）（仏語-英語） 

V2：国際計量基本用語集（VIM）第 3 版（仏語－英語）（2010 年版

の微修正） 

2013 

2010 

 

TC2 D2：法定計量単位 2007  

TC3 R34：計量器の精度等級 

R42：検定官用金属証印 

D1：計量法に関する考察 

D3：計量器の法定要求事項 

1979 

1981 

2012 

1979 

 

TC3/SC1 D13：検査結果、型式承認及び検定の承認に関する二国間又は多国間

協定のための指針 

D19：型式評価と型式承認 

D20：計量器の当初・後続検定及び手順 

D27：製造事業者の品質管理システムを活用した計量器の初期検定 

1986 

 

1988 

1988 

2001 

 

TC3/SC2 D9：計量取締の原則 

D12：検定対象計量器の使用分野 

D16：計量管理の確保の原則 

2004 

1986 

2011 

 

TC3/SC3 D18：国家法定計量機関による計量管理のための認証標準物質使用に

関する一般原則 

2008  

TC3/SC4 G20：抜き取り検査法に基づく使用中のユーティリティメーターの調査 2017  

TC3/SC5 D29：ISO/IEC ガイド65を計量器認証機関の評価に適用するための

指針 

D30：ISO/IEC 17025 を法定計量に関わる試験機関の評価に適用す

るための指針 

G19：法定計量での適合性評価における測定の不確かさの役割 

新規D：ISO/IEC 17065を法定計量における計量器認証機関の

評価に適用するための指針 

B3：計量器のOIML型式承認のためのOIML基本証明書制度 

B10：型式評価国際相互受入れ取決めの枠組み 

2008 

 

2008 

 

2017 

 

2011 

2011 

 

 

 

 

 

(2CD) 

TC4 D5：計量器の階級図式制定のための原則 

D8：標準器の選択、承認、使用、管理及び文書化に関する原則 

1982 

2004 

(1CD） 
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巻末資料３ 

技術委員会（TC及びSC）及びBIMLが所管している刊行物及び審議状況 
 

TC/SC/ 

BIML 

勧告及び文書名 発行年 審議状況 

TC1 V1：国際法定計量用語集（VIML）（仏語-英語） 

V2：国際計量基本用語集（VIM）第 3 版（仏語－英語）（2010 年版

の微修正） 

2013 

2010 

 

TC2 D2：法定計量単位 2007  

TC3 R34：計量器の精度等級 

R42：検定官用金属証印 

D1：計量法に関する考察 

D3：計量器の法定要求事項 

1979 

1981 

2012 

1979 

 

TC3/SC1 D13：検査結果、型式承認及び検定の承認に関する二国間又は多国間

協定のための指針 

D19：型式評価と型式承認 

D20：計量器の当初・後続検定及び手順 

D27：製造事業者の品質管理システムを活用した計量器の初期検定 

1986 

 

1988 

1988 

2001 

 

TC3/SC2 D9：計量取締の原則 

D12：検定対象計量器の使用分野 

D16：計量管理の確保の原則 

2004 

1986 

2011 

 

TC3/SC3 D18：国家法定計量機関による計量管理のための認証標準物質使用に

関する一般原則 

2008  

TC3/SC4 G20：抜き取り検査法に基づく使用中のユーティリティメーターの調査 2017  

TC3/SC5 D29：ISO/IEC ガイド65を計量器認証機関の評価に適用するための

指針 

D30：ISO/IEC 17025 を法定計量に関わる試験機関の評価に適用す

るための指針 

G19：法定計量での適合性評価における測定の不確かさの役割 

新規D：ISO/IEC 17065を法定計量における計量器認証機関の

評価に適用するための指針 

B3：計量器のOIML型式承認のためのOIML基本証明書制度 

B10：型式評価国際相互受入れ取決めの枠組み 

2008 

 

2008 

 

2017 

 

2011 

2011 

 

 

 

 

 

(2CD) 

TC4 D5：計量器の階級図式制定のための原則 

D8：標準器の選択、承認、使用、管理及び文書化に関する原則 

1982 

2004 

(1CD） 

 

 
 

TC/SC/ 

BIML 

勧告及び文書名 発行年 審議状況 

D10：試験所で用いられる計量装置の再校正周期決定のための指針 

D23：検定用設備の法定計量管理の原則 

2007 

1993 

(3WD) 

TC5/SC1 D11：電子計量器の一般要求事項 2013  

TC5/SC2 D31：ソフトウェア制御計量器のための一般要件 2008 (1CD) 

TC6 R79：包装商品のラベル表記に関する要求事項 2015  

 R87：包装商品の内容量 

G21：包装商品認証システムに対するシステム要件を定義するための

ガイド 

2016 

2017 

 

 

 

TC7 R35-1：一般使用のための長さの実量器 第1部：計量及び技術要求事項 

R35-2：一般使用のための長さの実量器 第2部：試験方法 

R35-3：一般使用のための長さの実量器 第3部：試験報告書の様式 

2007 

2011 

2011 

 

TC7/SC1 R24：検定官用メートル基準直尺 

R66：長さ測定器 

R98：高精度線度器 

1975 

1985 

1991 

 

(WD) 

TC7/SC3 R136-1：皮革面積計 

R136-2：皮革面積計 第2部：試験報告書の様式 

2004 

2006 

 

TC7/SC4 R21：タクシーメーター 計量及び技術要求事項、試験手順及び試験

報告書の様式 

R55：自動車用スピードメーター，機械式オドメーター，及びクロノ

タコグラフ：計量規定 

R91：自動車の速度測定用レーダー装置 

2007 

 

1981 

 

1990 

 

TC7/SC5 R129：荷物の多次元寸法システム 2000 (2CD) 

TC8 R40：検定官用目盛付き基準メスピペット 

R41：検定官用基準ビュレット 

R43：検定官用目盛付きガラス製基準フラスコ 

R63：石油計量表 

R119：水以外の液体用計量システムを試験するための基準体積管 

R120：水以外の液体用基準タンクの性能及び計量システムの試験方法 

R138：商取引に使用される体積容器 

R138修正文書：商取引に使用される体積容器（修正条項2009） 

1981 

1981 

1981 

1994 

1996 

2010 

2007 

2009 

 

TC8/SC1 R71：定置型貯蔵タンク：一般要求事項 

R80-1：タンクローリー 第1部：計量及び技術要求事項 

2008 

2009 

(1CD) 
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TC/SC/ 

BIML 

勧告及び文書名 発行年 審議状況 

R80-2：タンクローリー 第2部：計量管理及び性能試験 

R80-3：タンクローリー 第3部：報告書の様式 

2017 

2017 

 

 

TC8/SC1 R85-1&2：定置型貯蔵タンクの液面測定用自動液面計 第1部：計量

及び技術要求事項、第2部：計量管理及び性能試験 

2008 

 

(1CD) 

 

 R85-3定置型貯蔵タンクの液面測定用自動液面計 第3部：型式評価

のための報告書様式 

R95：タンカー：一般技術要求事項 

2008 

 

1990 

 

 R125：タンク中の液体質量用計量システム 1998  

TC8/SC3 R117-1：水以外の液体用動的計量システム 第 1 部：計量及び技術

要求事項 

R117-2「水以外の液体用動的計量システム 第 2 部：計量管理及び

性能試験」 

R117-3「水以外の液体用動的計量システム 第 3 部：試験報告書の

様式」 

2007 

 

2014 

 

2014 

 

(1CD) 

 

(1CD) 

 

(1CD) 

TC8/SC5 R49-1：冷温水用水道メーター 第1部：計量及び技術要求事項 

R49-2：冷温水用水道メーター 第2部：試験方法 

R49-3：冷温水用水道メーター 第3部：試験報告書の様式 

2013 

2013 

2013 

 

TC8/SC6 R81：低温液体用体積計と計量システム 

R81-D：低温液体用体積計と計量システム 付属書D：試験報告書の

様式 

1998 

2006 

(1CD) 

TC8/SC7 R137-1＆2「ガスメーター 第1部：計量技術要求事項、第2部：計

量管理及び性能試験」 

R139-1：自動車用圧縮ガス燃料の計量システム 第 1 部：計量技術

要求事項 

R139-2：自動車用圧縮ガス燃料の計量システム 第 2 部：計量管理

及び性能試験 

R139-3：自動車用圧縮ガス燃料の計量システム 第 3 部：試験報告

書の様式 

R140：ガス燃料の計量システム 

2012 

 

2014 

 

2015 

 

2015 

 

2007 

 

 

(2CD) 

 

(2CD) 

 

(2CD) 

TC9 R60-1＆2&3：ロードセルの計量規定 第1部：計量・技術要件 ロ

ードセルの計量規定 第2部：計量管理及び性能試験 第3部：試験

報告書の様式、附属書 

2017 
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TC/SC/ 

BIML 

勧告及び文書名 発行年 審議状況 

R80-2：タンクローリー 第2部：計量管理及び性能試験 

R80-3：タンクローリー 第3部：報告書の様式 

2017 

2017 

 

 

TC8/SC1 R85-1&2：定置型貯蔵タンクの液面測定用自動液面計 第1部：計量

及び技術要求事項、第2部：計量管理及び性能試験 

2008 

 

(1CD) 

 

 R85-3定置型貯蔵タンクの液面測定用自動液面計 第3部：型式評価

のための報告書様式 

R95：タンカー：一般技術要求事項 

2008 

 

1990 

 

 R125：タンク中の液体質量用計量システム 1998  

TC8/SC3 R117-1：水以外の液体用動的計量システム 第 1 部：計量及び技術

要求事項 

R117-2「水以外の液体用動的計量システム 第 2 部：計量管理及び

性能試験」 

R117-3「水以外の液体用動的計量システム 第 3 部：試験報告書の

様式」 

2007 

 

2014 

 

2014 

 

(1CD) 

 

(1CD) 

 

(1CD) 

TC8/SC5 R49-1：冷温水用水道メーター 第1部：計量及び技術要求事項 

R49-2：冷温水用水道メーター 第2部：試験方法 

R49-3：冷温水用水道メーター 第3部：試験報告書の様式 

2013 

2013 

2013 

 

TC8/SC6 R81：低温液体用体積計と計量システム 

R81-D：低温液体用体積計と計量システム 付属書D：試験報告書の

様式 

1998 

2006 

(1CD) 

TC8/SC7 R137-1＆2「ガスメーター 第1部：計量技術要求事項、第2部：計

量管理及び性能試験」 

R139-1：自動車用圧縮ガス燃料の計量システム 第 1 部：計量技術

要求事項 

R139-2：自動車用圧縮ガス燃料の計量システム 第 2 部：計量管理

及び性能試験 

R139-3：自動車用圧縮ガス燃料の計量システム 第 3 部：試験報告

書の様式 

R140：ガス燃料の計量システム 

2012 

 

2014 

 

2015 

 

2015 

 

2007 

 

 

(2CD) 

 

(2CD) 

 

(2CD) 

TC9 R60-1＆2&3：ロードセルの計量規定 第1部：計量・技術要件 ロ

ードセルの計量規定 第2部：計量管理及び性能試験 第3部：試験

報告書の様式、附属書 

2017 

 

 

 

 

 

 
 

TC/SC/ 

BIML 

勧告及び文書名 発行年 審議状況 

TC9/SC1 R76-1：非自動はかり 第1部：計量及び技術要求事項－試験 

R76-2：非自動はかり 第2部：試験報告書の様式 

2006 

2007 

 

TC9/SC2 R50-1：連続式積算自動はかり（ベルトウェア） 第 1 部：計量及び

技術要求事項 

R50-2：連続式積算自動はかり（ベルトウェア） 第 2 部：計量管理

及び性能試験 

R50-3：連続式積算自動はかり（ベルトウェア） 第 3 部：試験報告

書の様式 

新規：湾曲した滑り台を用いた連続式積算自動はかり 

R51-1：自動捕捉式はかり 第1部：計量及び技術要求事項－試験 

R51-2：自動捕捉式はかり 第2部：試験報告書の様式 

2014 

 

2014 

 

2014 

 

 

2006 

2006 

 

 

 

 

 

 

(2WD) 

 

 R61-1：充てん用自動はかり 第1部：計量及び技術要求事項－試験

第2部：計量管理及び性能試験」 

R61-2：充てん用自動はかり 第2部：計量管理及び試験 

R61-3：充てん用自動はかり 第3部：試験報告書の様式 

R106-1：貨車用自動はかり 第 1 部：計量及び技術要求事項－試験

R 106-2：貨車用自動はかり 第2部：試験報告書の様式 

R107-1：不連続式積算自動はかり（積算式ホッパー） 第1部：計量

及び技術要求事項－試験 

R107-2：不連続式積算自動はかり（積算式ホッパー） 第2部：試験

報告書の様式 

R134-1：走行自動車及び軸荷重の自動はかり 第 1 部：計量及び技

術要求事項－試験 

R134-2：走行自動車及び軸荷重の自動はかり 第 2 部：試験報告書

の様式 

2017 

 

2017 

2017 

2011 

2013 

2007 

 

2007 

 

2006 

 

2009 

 

 

 

 

TC9/SC3 R47：大ひょう量はかり検査用基準分銅 

R52：六中角柱分銅-計量技術要求事項→計量及び技術要求事項 

R111-1：精度等級 Ｅ1、Ｅ2、Ｆ1、Ｆ2、Ｍ1、M1-2、Ｍ2、M2-3及び 

Ｍ3の分銅 第1部：計量及び技術要求事項 

R111-2：精度等級 Ｅ1、Ｅ2、Ｆ1、Ｆ2、Ｍ1、M1-2、Ｍ2、M2-3及び 

Ｍ3の分銅 第2部：試験報告書の様式 

D28：空気中での質量の測定に関する協定値（R33の改訂） 

1979 

2004 

2004 

 

2004 

 

2004 
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TC/SC/ 

BIML 

勧告及び文書名 発行年 審議状況 

TC9/SC4 R15：穀物の100リットル単位質量の計量器 

R22：国際アルコール濃度測定表 

R44：アルコール濃度測定に用いられる濃度計，密度計及び温度計 

1974 

1975 

1985 

 

TC10 R23：自動車用タイヤ圧力計 1975  

TC10/SC1 R110：重錘型圧力天びん 

新規：外部出力が4～20Ma又は10～50mAの圧力伝送器 

1994  

（4CD） 

TC10/SC2 R53：圧力の測定に使用する弾性受圧素子の計量特性：決定方法 

R101：弾性受圧素子による指示式及び自記式圧力計，真空計，連成

計（普通計器） 

R109：弾性受圧素子による圧力計及び真空計（標準計器） 

新規：弾性感圧素子圧力計 

1982 

1991 

 

1993 

 

 

 

 

（3CD） 

TC10/SC3 R97：気圧計 1990  

TC10/SC4 R65：単軸材料試験機の力計測システム 2006  

TC11 R75-1：積算熱量計 第1部：一般要求事項 

R75-2：積算熱量計 第2部：型式承認試験 

R75-3：積算熱量計 第3部：試験報告書の様式 

2002 

2002 

2006 

 

TC11/SC1 白金，銅又はニッケル抵抗温度計（工業及び商業用） 2003  

TC11/SC2 R133：ガラス製温度計 2002  

TC11/SC3 R18：線状消失式高温計 

R48：放射温度計校正用タングステン・リボン標準電球 

R141：熱画像装置の主要特性の校正及び検定手順 

D24：全放射温度計 

放射温度計校正用の黒体放射源：校正及び検定手順 

1989 

2004 

2008 

1996 

2016 

 

 

 

 

 

TC12 R46-1＆2：有効電力量計 第1部：計量及び技術要求事項、第2部：

計量管理及び性能試験 

R46：有効電力量計  第3部：試験報告書の様式 

2012 

 

2013 

(1WD) 

TC13 R58：騒音計 

R88：積分平均形騒音計 

R102：音響校正器（付属書Aを含む） 

R102-B&C：音響校正器 付属書 B 及び C 型式評価のための試験

方法と試験報告書の様式 

R103：振動への人体の反応に関する測定装置 

1998 

1998 

1992 

1995 

 

1992 
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TC/SC/ 

BIML 

勧告及び文書名 発行年 審議状況 

TC9/SC4 R15：穀物の100リットル単位質量の計量器 

R22：国際アルコール濃度測定表 

R44：アルコール濃度測定に用いられる濃度計，密度計及び温度計 

1974 

1975 

1985 

 

TC10 R23：自動車用タイヤ圧力計 1975  

TC10/SC1 R110：重錘型圧力天びん 

新規：外部出力が4～20Ma又は10～50mAの圧力伝送器 

1994  

（4CD） 

TC10/SC2 R53：圧力の測定に使用する弾性受圧素子の計量特性：決定方法 

R101：弾性受圧素子による指示式及び自記式圧力計，真空計，連成

計（普通計器） 

R109：弾性受圧素子による圧力計及び真空計（標準計器） 

新規：弾性感圧素子圧力計 

1982 

1991 

 

1993 

 

 

 

 

（3CD） 

TC10/SC3 R97：気圧計 1990  

TC10/SC4 R65：単軸材料試験機の力計測システム 2006  

TC11 R75-1：積算熱量計 第1部：一般要求事項 

R75-2：積算熱量計 第2部：型式承認試験 

R75-3：積算熱量計 第3部：試験報告書の様式 

2002 

2002 

2006 

 

TC11/SC1 白金，銅又はニッケル抵抗温度計（工業及び商業用） 2003  

TC11/SC2 R133：ガラス製温度計 2002  

TC11/SC3 R18：線状消失式高温計 

R48：放射温度計校正用タングステン・リボン標準電球 

R141：熱画像装置の主要特性の校正及び検定手順 

D24：全放射温度計 

放射温度計校正用の黒体放射源：校正及び検定手順 

1989 

2004 

2008 

1996 

2016 

 

 

 

 

 

TC12 R46-1＆2：有効電力量計 第1部：計量及び技術要求事項、第2部：

計量管理及び性能試験 

R46：有効電力量計  第3部：試験報告書の様式 

2012 

 

2013 

(1WD) 

TC13 R58：騒音計 

R88：積分平均形騒音計 

R102：音響校正器（付属書Aを含む） 

R102-B&C：音響校正器 付属書 B 及び C 型式評価のための試験

方法と試験報告書の様式 

R103：振動への人体の反応に関する測定装置 

1998 

1998 

1992 

1995 

 

1992 

 

 
 

TC/SC/ 

BIML 

勧告及び文書名 発行年 審議状況 

R104：純音オーディオメータ（付属書AからEを含む） 

R104-F：純音オーディオメータ 付属書F：試験報告書の様式 

1993 

1997 

TC14 R93：レンズメーター 1999  

TC15/SC1 D21：放射線治療に用いられる線量計の校正のための二次標準線量測

定実験室 

1990 

 

 

TC15/SC2 R127：材料及び製品の電離放射線加工処理に用いるラジオクロミッ

ク・フィルム線量計測システム 

R131：材料及び製品の電離放射線加工処理に用いる PMMA 線量計

システム 

R132：材料及び製品の電離放射線加工処理に用いるアラニンEPR線

量計システム 

1999 

 

2001 

 

2001 

 

TC16/SC1 R99-1&2：自動車排ガスの測定器 第1部：計量及び技術要求事項、

第2部：計量管理及び性能試験 

R99-3：自動車排ガスの測定器 第3部：報告書様式 

R143：定置型連続式二酸化硫黄測定器 

R144-1：定置型連続式一酸化炭素・窒素酸化物測定器 第 1 部：計

量及び技術要求事項 

R144-2：定置型連続式一酸化炭素・窒素酸化物測定器 第 2 部：計

量及び性能試験 

R144-3：定置型連続式一酸化炭素・窒素酸化物測定器 第 3 部：試

験報告書の様式 

2008 

 

2008 

2009 

2013 

 

2013 

 

2013 

 

 

TC16/SC2 R83：水中の有機汚染物質分析用ガスクロマトグラフ／質量分析計シ

ステム 

2006 

 

 

TC16/SC2 R100：水中の金属汚染物質測定用原子吸光度計 

R116：水中の金属汚染物質測定に用いる誘導結合プラズマ原子発光

分光分析計 

2013 

2006 

 

 

TC16/SC3 R82：殺虫剤及び有毒物質による汚染測定のためのガスクロマトグラ

フ・システム 

R112：殺虫剤及び有害物質測定用高性能液体クロマトグラフ 

2006 

 

1994 

 

TC16/SC4 R113：有害科学汚染物質の現場測定用可搬式ガスクロマトグラフ 

R123：有害元素を含む汚染物質の現場測定用携帯及び可搬式蛍光 X

線分析装置 

1994 

1997 
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BIML 

勧告及び文書名 発行年 審議状況 

D22：有害廃棄物より発生する大気汚染物質評価のための携帯用測定

器に関する指針 

1991 

TC17/SC1 R59：穀物及び油脂種子の水分計 

R92：木材用水分計-検定方法と装置：一般規定 

2016 

1989 

 

TC17/SC2 

 

TC17/SC2 

 

R14：ICUMSA国際糖度目盛に基づいた偏光検糖計 

R108：果汁の糖分測定用屈折計 

R124：ぶどう酒の糖分測定用屈折計 

R142：自動糖度計: 検定の方法及び手段 

1995 

1993 

1997 

2008 

 

TC17/SC3 R54：水溶液のpH目盛 1981 (1WD) 

TC17/SC4 R56：電解液の導電率を再現する標準溶液 

R68：導電率セルの校正方法 

新規：導電率の測定結果に対するトレーサビリティー 

1981 

1985 

 

(WD) 

(2WD) 

TC17/SC5 R69：動粘度測定用ガラス細管粘度計：検定方法 

D17：液体の粘度測定器の階級図式 

1985 

1987 

 

TC17/SC7 R126-1＆2：証拠用呼気アルコール分析計 第1部：計量及び技術要

件 第2部：計量管理及び性能試験 

R126-3：証拠用呼気アルコール分析計 第3部：試験報告書の様式 

2012 (4CD) 

 

（4CD） 

TC17/SC8 新規：穀物及び油脂種子の蛋白質計 2016  

TC18 R145-1&2&3：眼科医療器具－圧入式及び圧平式眼圧計 第1部：計

量及び技術要求事項 第2部：試験手順 第3部：試験報告書の様式 

2015  

TC18/SC1 R16-1：機械式非観血血圧計  

R16-2：非観血自動血圧計 

2002 

2002 

（1CD） 

（1WD） 

TC18/SC2 R7：最高温度保持機能付ガラス製水銀体温計 

R114：連続測定用電子体温計 

1979 

1995 

 

TC18/SC2 R115：最高温度保持機能付電子体温計 1995  

TC18/SC4 R89：脳波計－計量特性-検定のための方法と装置 

R90：心電計-計量特性-検定のための方法と装置 

1990 

1990 

 

TC18/SC5 R26：医療用注射器 

R78：赤血球の沈降速度測定用ウエスタグレン管 

R135：医学研究用分光光度計 

1978 

1989 

2004 

 

BIML B1：OIML条約 

 

1955 

1968改 
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勧告及び文書名 発行年 審議状況 

D22：有害廃棄物より発生する大気汚染物質評価のための携帯用測定

器に関する指針 

1991 

TC17/SC1 R59：穀物及び油脂種子の水分計 

R92：木材用水分計-検定方法と装置：一般規定 

2016 

1989 

 

TC17/SC2 

 

TC17/SC2 

 

R14：ICUMSA国際糖度目盛に基づいた偏光検糖計 

R108：果汁の糖分測定用屈折計 

R124：ぶどう酒の糖分測定用屈折計 

R142：自動糖度計: 検定の方法及び手段 

1995 

1993 

1997 

2008 

 

TC17/SC3 R54：水溶液のpH目盛 1981 (1WD) 

TC17/SC4 R56：電解液の導電率を再現する標準溶液 

R68：導電率セルの校正方法 

新規：導電率の測定結果に対するトレーサビリティー 

1981 

1985 

 

(WD) 

(2WD) 

TC17/SC5 R69：動粘度測定用ガラス細管粘度計：検定方法 

D17：液体の粘度測定器の階級図式 

1985 

1987 

 

TC17/SC7 R126-1＆2：証拠用呼気アルコール分析計 第1部：計量及び技術要

件 第2部：計量管理及び性能試験 

R126-3：証拠用呼気アルコール分析計 第3部：試験報告書の様式 

2012 (4CD) 

 

（4CD） 

TC17/SC8 新規：穀物及び油脂種子の蛋白質計 2016  

TC18 R145-1&2&3：眼科医療器具－圧入式及び圧平式眼圧計 第1部：計

量及び技術要求事項 第2部：試験手順 第3部：試験報告書の様式 

2015  

TC18/SC1 R16-1：機械式非観血血圧計  

R16-2：非観血自動血圧計 

2002 

2002 

（1CD） 

（1WD） 

TC18/SC2 R7：最高温度保持機能付ガラス製水銀体温計 

R114：連続測定用電子体温計 

1979 

1995 

 

TC18/SC2 R115：最高温度保持機能付電子体温計 1995  

TC18/SC4 R89：脳波計－計量特性-検定のための方法と装置 

R90：心電計-計量特性-検定のための方法と装置 

1990 

1990 

 

TC18/SC5 R26：医療用注射器 

R78：赤血球の沈降速度測定用ウエスタグレン管 

R135：医学研究用分光光度計 

1978 

1989 

2004 

 

BIML B1：OIML条約 

 

1955 

1968改 

 

 
 

TC/SC/ 

BIML 

勧告及び文書名 発行年 審議状況 

B6-1：OIML技術作業指針  第1部：OIML刊行物作成のための機

構及び手続き 
B6-2：OIML 技術作業指針 第 2 部：OIML 刊行物の起草及び提示

のための手引き 

B7：職員規定 
B8：財務規定 

B11：OIML刊行物の翻訳・使用･販売に関する規則 

B12：OIMLと他機関の連携に関する基本文書 

B13：BIML局長及び副局長の選任手続 

B14：CIML委員長及び副委員長の選挙手続 

B15：OIML戦略 

B16：運営委員会に関する取決め 

B17：OIML 集会に参加する CIML 名誉委員及び招待客の旅費の償

還に関する方針と規則  

B18：OIMl 証明書制度の枠組み(OIML-CS) 

2013 

 

2012 

 

2013 

2012 

2007 

2004 

2004 

2013 

2011 

2011 

2012 

 

2017 
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OIML TC8/SC7/P7/N029/PA 

 

Preliminairy meeting Agenda 

OIML TC 8/SC 7/p7 Projectgroup meeting on revision of OIML R 139  

Recommendation titled: “Compressed gaseous fuel measuring systems for vehicles” 
 

TC_8SC_7_p7_N029_PA_preliminary agenda Delft meeting.doc 

18 – 20  September 2017 in Delft (The Netherlands) 
 
 
Day 1 (18th  September) 
13h00   13h20 Arrival of the PG members, coffee 
13h20 14h00 Opening of the meeting 
  Appointment of rapporteur 
  Roll call of participants 
  Approval of draft agenda 
  Introduction on topics dealt with 
  Inventory on items/clauses to deal with. 
14h00  17h15 Discussing comments and deciding on amendments 
15h00   15h15 Tea break  
17h15 17h30 Summarizing results of day 1 meeting  
17h30  End of the meeting for day 1 

 
 
 
Day 2 (19th  September) 
9h00 9h10 Opening and short summary of day 1  
9h10  12h30 Discussing comments and deciding on amendments (continued) 
10h40 11h00 Coffee break 
12h30  13h30 Lunch at VSL 
13h30  14h30 Lab visit 
14h30  17h15 Discussing comments and deciding on amendments (continued) 
15h00   15h15 Tea break  
17h15 17h30 Summarizing results of day 2 meeting  
17h30  End of the meeting for day 2. 

 
 
   
Day 3 (20st  September) 
9h00 9h10 Opening and short summary of day 3 
9h10  12h00 Adoption of resolutions and future actions 
10h15 10h30 Coffee break 
12h00  End of the meeting for day 3. 
12h00   Lunch at VSL 
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Preliminairy meeting Agenda 

OIML TC 8/SC 7/p7 Projectgroup meeting on revision of OIML R 139  

Recommendation titled: “Compressed gaseous fuel measuring systems for vehicles” 
 

TC_8SC_7_p7_N029_PA_preliminary agenda Delft meeting.doc 

18 – 20  September 2017 in Delft (The Netherlands) 
 
 
Day 1 (18th  September) 
13h00   13h20 Arrival of the PG members, coffee 
13h20 14h00 Opening of the meeting 
  Appointment of rapporteur 
  Roll call of participants 
  Approval of draft agenda 
  Introduction on topics dealt with 
  Inventory on items/clauses to deal with. 
14h00  17h15 Discussing comments and deciding on amendments 
15h00   15h15 Tea break  
17h15 17h30 Summarizing results of day 1 meeting  
17h30  End of the meeting for day 1 

 
 
 
Day 2 (19th  September) 
9h00 9h10 Opening and short summary of day 1  
9h10  12h30 Discussing comments and deciding on amendments (continued) 
10h40 11h00 Coffee break 
12h30  13h30 Lunch at VSL 
13h30  14h30 Lab visit 
14h30  17h15 Discussing comments and deciding on amendments (continued) 
15h00   15h15 Tea break  
17h15 17h30 Summarizing results of day 2 meeting  
17h30  End of the meeting for day 2. 

 
 
   
Day 3 (20st  September) 
9h00 9h10 Opening and short summary of day 3 
9h10  12h00 Adoption of resolutions and future actions 
10h15 10h30 Coffee break 
12h00  End of the meeting for day 3. 
12h00   Lunch at VSL 
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George Teunisse Ministry of Economic affairs; AT (蘭） コンビナー

高辻　利之 産業技術総合研究所 コンビナー

Luis Mussio BIML

Marc de Huu METAS（スイス）

Rainer Kramer PTB（独）

Chistophe Brun LNE（仏）

Maury Remy CESAME Exadebit - LNE LADG（仏）

Clemence Devilliers Air liquide（仏）

Stephane Quellien Cognac Jaugeage（仏）

寺尾　吉哉 産業技術総合研究所

川端　尚志 経済産業省

川原　英彰 経済産業省

大滝　勉 (株)タツノ

櫻井　茂 日立ｵｰﾄﾓﾃｨﾌﾞｼｽﾃﾑｽﾞﾒｼﾞｬﾒﾝﾄ(株)

Bohee　Song Korea Gas Safety Corporation（韓国）

Marc Schmidt NMi Certin（蘭）

Harm Tido Petter VSL（蘭）

Oliver Büker RISE（スウェーデン）

Ralph Richter NIST(米）
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National Regulation for Compulsory
Specifications(南アフリカ）
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Max Knipschild ISO, NEN (Dutch standardization org.)
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OIML TC8/SC7/P7/N036/MR 
 

MEETING REPORT  
OIML TC 8/SC 7/p7 Projectgroup meeting on revision of OIML R 139  

Recommendation titled: “Compressed gaseous fuel measuring systems for vehicles” 
18 – 20  September 2017 in Delft (The Netherlands) 

Meeting day 1 (18th  September) 
 
1. Opening of the meeting 
The meeting at the VSL premises was opened by the project conveners. 
A presentation about the VSL organisation was given by Mr. Joost Groen (VSL).  
 
2. Appointment of rapporteur: 
Mr. Hattingh was asked to act as the rapporteur which he was willing to accept. 
 
3. Introduction and roll call: 
All the participants of the meeting introduced themselves to the rest of the meeting. 
 
Participants of OIML/TC8/SC7/p7 Delft meeting 

 
      Family 
name First name Country contact 

main 
contact Affiliation 

Mussio Luis France BIML 
 

BIML 
Takatsuji Toshiyuki Japan JP Y NMIJ 
Teunisse George Netherlands NL Y Ministry of Economic affairs; AT 
de Huu Marc Switzerland CH Y METAS 
Kramer  Rainer Germany DE Y PTB 
Brun Chistophe France FR 

 
LNE 

Remy Maury France FR 
 

CESAME Exadebit - LNE LADG 
Devilliers Clemence France FR 

 
Air liquide 

Quellien Stephane France FR 
 

Cognac Jaugeage 
Terao Yoshiya Japan JP 

 
NMIJ 

Kawabata Takashi Japan JP 
 

Ministry of Economy, Trade and Industry (METI) 
Kawahara Hideaki Japan JP 

 
Ministry of Economy, Trade and Industry (METI) 

Otaki Tsutomu Japan JP observer Tatsuno coorporation 
Sakurai Shigeru Japan JP observer Hitachi Automotive Measurement Systems 
Song Bohee Korea KR 

 
Korea Gas Safety Corporation 

Schmidt Marc Netherlands NL 
 

NMi Certin 
Pruysen Aart Netherlands NL observer Emerson 
Büker Oliver  Sweden SE o-member RISE 
Richter Ralph USA US Y NIST 
Hattingh Yaco South Africa ZA Y National Regulation for Compulsory Specifications 
Onclin André Liaison CECOD observer CECOD 
Te Ronde Indra Liaison ISO observer NEN / EMPIR “MetroHyVe”  
Knipschild Max Liaison ISO observer NEN / EMPIR “MetroHyVe”  

 
4. Approval of agenda: 
The agenda was accepted with two additions: 
 

1. A presentation from the co-convener Mr. Takatsuji with regard to hydrogen metering systems 
for motor vehicles was added. 

2. A request of Mr Richter on a short response of the status of implementation of hydrogen 
dispensers in the countries of the participants.   

 
The agenda was approved 
 
Both additions were discussed immediately after the approval of the agenda.   
 
Addition 1 
Mr. Takatsuji reminded the meeting on the issues to be dealt with following his presentation used 
during the CIML 2016 meeting, at which the project for revision of R139 was approved. 

巻末資料６

－ 180 －



OIML TC8/SC7/P7/N036/MR 
 

MEETING REPORT  
OIML TC 8/SC 7/p7 Projectgroup meeting on revision of OIML R 139  

Recommendation titled: “Compressed gaseous fuel measuring systems for vehicles” 
18 – 20  September 2017 in Delft (The Netherlands) 

Meeting day 1 (18th  September) 
 
1. Opening of the meeting 
The meeting at the VSL premises was opened by the project conveners. 
A presentation about the VSL organisation was given by Mr. Joost Groen (VSL).  
 
2. Appointment of rapporteur: 
Mr. Hattingh was asked to act as the rapporteur which he was willing to accept. 
 
3. Introduction and roll call: 
All the participants of the meeting introduced themselves to the rest of the meeting. 
 
Participants of OIML/TC8/SC7/p7 Delft meeting 

 
      Family 
name First name Country contact 

main 
contact Affiliation 

Mussio Luis France BIML 
 

BIML 
Takatsuji Toshiyuki Japan JP Y NMIJ 
Teunisse George Netherlands NL Y Ministry of Economic affairs; AT 
de Huu Marc Switzerland CH Y METAS 
Kramer  Rainer Germany DE Y PTB 
Brun Chistophe France FR 

 
LNE 

Remy Maury France FR 
 

CESAME Exadebit - LNE LADG 
Devilliers Clemence France FR 

 
Air liquide 

Quellien Stephane France FR 
 

Cognac Jaugeage 
Terao Yoshiya Japan JP 

 
NMIJ 

Kawabata Takashi Japan JP 
 

Ministry of Economy, Trade and Industry (METI) 
Kawahara Hideaki Japan JP 

 
Ministry of Economy, Trade and Industry (METI) 

Otaki Tsutomu Japan JP observer Tatsuno coorporation 
Sakurai Shigeru Japan JP observer Hitachi Automotive Measurement Systems 
Song Bohee Korea KR 

 
Korea Gas Safety Corporation 

Schmidt Marc Netherlands NL 
 

NMi Certin 
Pruysen Aart Netherlands NL observer Emerson 
Büker Oliver  Sweden SE o-member RISE 
Richter Ralph USA US Y NIST 
Hattingh Yaco South Africa ZA Y National Regulation for Compulsory Specifications 
Onclin André Liaison CECOD observer CECOD 
Te Ronde Indra Liaison ISO observer NEN / EMPIR “MetroHyVe”  
Knipschild Max Liaison ISO observer NEN / EMPIR “MetroHyVe”  

 
4. Approval of agenda: 
The agenda was accepted with two additions: 
 

1. A presentation from the co-convener Mr. Takatsuji with regard to hydrogen metering systems 
for motor vehicles was added. 

2. A request of Mr Richter on a short response of the status of implementation of hydrogen 
dispensers in the countries of the participants.   

 
The agenda was approved 
 
Both additions were discussed immediately after the approval of the agenda.   
 
Addition 1 
Mr. Takatsuji reminded the meeting on the issues to be dealt with following his presentation used 
during the CIML 2016 meeting, at which the project for revision of R139 was approved. 

 
 

 
Addition 2 
Mr Richter asked the meeting whether the representatives of each country would like to give an 
update on the number of installations of compressed gaseous fuel measuring systems for hydrogen in 
their country.  
A representative of each country gave some feedback. The France delegates indicated that such an 
inventory is available.  
 
Further issue 
Mr. Onclin from CECOD had some problems to get access to the documentation on the website. 
 
5. Minutes of the last meeting (Introduction on topics dealt with): 
The co-convener Mr Takatsuji quickly went through the minutes of the previous meeting which after 
that were accepted. 
 
6. Discussing non-editorial comments and deciding on amendments on1 CD OIML R139 

 
 Comments 0003 AU: Part 1:4.2.3 

The convener reflected on the comment that this is an original sub clause from the published R 139 
and not amended. Further there is probably no system having dual metering arrangement for one 
hose. 
The limitation to the number of meters in a measuring system was discussed and because the 
measuring system might have more than one meter with common elements, each meter with the 
common elements will be seen as a measuring system on its own and therefore it was decided not to 
change the sub clause. 
 
The possibility of defining the different elements of the measuring system was suggested, however it 
was decided to leave the issue as subject for future revision if such systems might come on the 
market. 
 

 Comment 0004 FR: Part 1:5.2.1 

The comment which concerns the naming of the accuracy classes of the measuring system was 
discussed. It appears that naming the classes according to the MPE in-service, as in the JP project 
proposal, is not usual in OIML and using Roman numerals can only be used for absolute MPE 
classifications. Therefore, it was decided to change the table with regards to the accuracy classes in 
the manner as was suggested by France and also bring the R139 Recommendation in-line with other 
Recommendations to limit confusion. 
As the result, the accuracy classes numbering in Table 1 is changed to indicate 1.5, 2 and 4 instead 
of resp. 2, 3 and 5. 
 

 Comment 0008 DE: Part 1:5.2.2 

A discussion was started on the general statement about the capability of the measuring system to 
fulfil all the requirements without adjustment, this while adaption to hydrogen would be necessary 
before performing tests. It was supported that parameters need to be set for hydrogen. 
After the discussion it was decided that Part 1 will not be changed and that the comment of 3.4.1 of 
Part 2 will be discussed and in 3.4.1 of Part 2, clarity will be given. 
 

 Comment 0009 FR and 0010 AU: Part 1: 5.3.2.2 and 5.3.2.3 

A discussion around MMQ of a measuring system delivering hydrogen started and through the 
discussions, it became clear that Table 2 would need somewhat more explanation. 
 
The meeting discussed the MMQ as presented in the table. 
It was made clear that the MMQ in the table is related to the flow rates achieved by a measuring 
system and not related to the amount of product delivered during the delivery. 
The outcome decision was to keep Table 2 and clause 5.3.2.3. 
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The required limitation in the uncertainty of measurement while testing, and the properties of available 
test equipment will limit the value of MMQ to not be less than 1kg. 
 
(A note will be added to explain the difference in philosophy between CFG and Hydrogen approach 
the note will be suggested in the coming days of the meeting) 
 
To underline its purpose, the title of Table 2 has been amended by adding “not applicable to hydrogen 
measuring systems”  

 
 Comment 0011 FR: Part 1: 5.4.1 

It was decided through discussions to use the ⅔ ratio rather than 0,6 to eliminate confusion in the 
document because of the fact that there are more than one accuracy classes now in this revised 
document. 
Thus, it was decided to leave the clause as it is.  

 
 Comment 0012 AU: Part 1: 5.8.1 

It was proposed to include examples of documentation meant by the clause. To clarify the term 
“Lifetime estimate”, initially a decision was made to include a definition in part 1 also, as clause 3.2.4 
of part 2 include proposals for the documentation which could be used for the evaluation. 
It was suggested to include examples as suggested into part 2 of OIML R139. 
Initially it was agreed that a definition of the “Lifetime estimate” need to be added to part 1 of OIML 
R139. 
NL Co-convener note: In later stage it was decided to completely delete the term “lifetime estimate” 
because of introducing different interpretations. Adding the AU suggested is examples concerning 
evidence of durability is considered sufficient (see further discussions during day 2 on Part 2: 3.2.1 
and day 3) 
 

 Comment 0016 FR: Part 2: Table 8  

It was asked to change Table 8 to make it more clear what test program to follow for which measuring 
system. The meeting initially suggested it would be better to split Table 8 so that there will be a table 
for CNG (compressed natural gas) and a table for hydrogen measuring systems separately.  
It was decided that sequential control is also applicable to hydrogen measuring systems which means 
that sequential control should be included into the table for hydrogen measuring systems. 
Typing mistakes inside the table should also be corrected when the table is split. 
NL Co-convener note: A revised Table 8 was produced during the meeting which caused no further 
need for splitting up Table 8(see later discussions). 
 
7. Summarizing results of day 1 meeting 
 
Mr Hattingh summarizes the meeting using his notes made 
 
Meeting day 2(19th September) 
 
After the opening of the meeting and short summary of day 1 was presented  
 
8. Continuing of discussing the non-editorial comments 

 
 Comment 0013 FR Part 1: 6.14.3  

The text as it is represented in the document shall be further edited to make it clear.  
It was suggested that half of the minimum specified mass deviation be changed to one third.  
Discussions lead clause 6.14.3 to be changed but no conclusion could yet be reached.  
For the purpose of progress this point will be discussed later during the meeting.  
(see further decisions during day 3) 
 

 Comment 0014 FR and Comment 0015 FR Part 2: Table 5  

For consistency reasons test 7 will be moved from table 6 to a new table (new Table 7). 
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Test 7 should then refer to test 3 in Table 5 and to test 6 in Table 6 
 
The title of Table 5 has been changed to include “Initial settings for tests” ….. 
 

 Comment 0017 AU Part 2: 2.1.2 Table 1  

It was decided not to change the text in the Recommendation. 
It is recommended that Australia to explain to the meeting their understanding of the clause.  
It is the feeling of the meeting that a misinterpretation of the clause has led to the comment of 
Australia. 
 

 Comment 0018 FR 2.2.7.6 and 2.2.7.7 Part 2 

It was decided not to change the text in the Recommendation 
It was asked that the representatives in the meeting to keep in mind that there might be an issue for 
future revision of the Recommendation and to include further informative information about possible 
tests methods. 
 
A further discussion concerned the acceptance of liquid meters for hydrogen though not yet been 
approved for hydrogen measurement and the way to get the approval test performed without 
availability of any testing facilities. For this issue no clear solution could be provided. 
 
9. Break for presentation and lab tour 
 
After a break a presentation on metrology for hydrogen vehicles presented by Mr. de Huu. (METAS) 
on the EMPIR Metrohyve project followed by a tour of the VSL Flow calibration facilities. 
 
10. Continued discussions on non-editorial comments 
 

 Comment 0019 DE Part 2: 2.2.7 

It was concluded that the comment has been sufficiently addressed through the changes made 
because of the decisions made on comments previously discussed during the meeting and on 
specifically the amendment of Table 8, which allows for two storage bank testing. 
 

 Comment 0020 AU Part 2: 2.2.7.1 Table 4  

The requested addition of definitions by Australia is supported. This will be included in the relevant 
clause. 
 

 Comment 0021 FR Part 2: 3.2.1  

Life time as a term will be deleted from the Recommendation to eliminate confusion.  
As discussed during dealing with the comment 0012 AU: on Part: 15.8.1 a listing is added to a new 
sub clause (Part 2:  3.2.4) concerning specific documentation on durability. 
 
On basis of the comment on part 1:5.2.2 by DE the sub clause 3.2.1 g) has been amended to include 
legally relevant parameters and corresponding ranges if applicable and information on correction 
devices. 
 

 Comment 0022 AU Part 2: 3.2.4  

The comment has been addressed through the inclusion of the new Part 2: 3.2.4 on basis of previous 
comments made. 
 

 Comment 0023 DE Part 2: 3.4.1  

Based on this comment and the one from FR (0016) it was decided to change the format of Table 8 to 
delete the column which might be interpreted tests to be duplicated. 
After amendment by Mr Schmidt (NL) the table was in principle accepted with no further objections. 
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Reference to the sub clauses within Table 8 should be reviewed to make sure that they refer to the 
correct sub clauses. The revised Table 8 was forwarded to the participants of the meeting with the 
request to review and comment on it. 
 

 Comment 0025 DE Part 2: Annex B; B.1 Scope 

Through discussion it was decided that there should be provision made for performing tests at the 
edges of the limits of the operating conditions like temperature tests at the lowest density and lowest 
flow rate which is relevant during the filling process. 
It was decided to implement in the scope a statement focussing on the feasibility of performing such 
tests. 
 
Meeting day 3(20th September) 
 
After the opening of the meeting and short summary of day 2 was presented discussion on still open 
issues was started. 
 

 Part 2: Table 8 

Since participants had reviewed Table 8, it was time to discuss. After some modifications the table 
was considered finalized. 
 
Lifetime estimate documentation: 
 

 Part 2: 3.2.4 Specific documentation on durability 

It was decided to Delete “containing evidence” and include “information” into the clause. 
 

 Part 1: 6.14.3  

After discussions clause Part 1: 6.14.3 the third paragraph has been changed to include 
“…., the mass which is measured but not delivered shall be smaller than or equal to one third of the 
minimum specified mass deviation if it is not corrected for..”.  
 
This sub clause will further be edited to make it clearer. 
Also add a Note 3 concerning the reasons of different limits between hydrogen and other CGF is to be 
added. 
 
CECOD question during the meeting 

 Disturbance Test - Vibration levels 

Question: if I have a combined CNG + diesel dispenser, why is the calculator performance 
requirement different whilst it is dispensing CNG compared with when it is dispensing diesel 
– possibly into the same vehicle 
 
It is suggested to include in R 139 vibration classes M1 and M2 to improve harmonisation with R117 
requirements. 
 

 Annex B Part 1. 

Table A.1 - Method A 
Include a Note about settable parameters which applies to Method A.  
 
11. Future actions; plan for the next 12 months  
The conveners indicate that if no unforeseen delay in the drafting process is encountered the final 
draft Recommendation (FDR) may be timely submitted for approval during the CIML meeting, 
scheduled in October 2018. 
 
12. End of the meeting 
The participants wish to express their appreciation to the host. 
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第 52 回 CIML 委員会 
2017 年 10 月 9-12 日 コロンビア・カルタヘナ 

決議 

決議 No. 2017/1 ［議事第 1 項］ 
委員会は、第 51 回 CIML 委員会の議事録を承認する。 
Resolution no. 2017/1 (Agenda Item 1) 
The Committee, Approves the minutes of the 51st CIML Meeting. 

決議 No. 2017/2 ［議事第 2 項］ 
委員会は、委員長が提示した報告に留意する。 
Resolution no. 2017/2 (Agenda Item 2) 
The Committee, Notes the report given by its President. 

決議 No. 2017/3 ［議事第 5 項］ 
委員会は、OIML B 13: 2004 「BIML 局長及び副局長指名手続き」の第 2 項、第 2 から第 4 パラグラ
フに配慮し、 
BIML 局長の任期が 2018 年 12 月 31 日に満了することを考慮して、 
その委員が行った意見に留意し、 
2018 年度の第 53 回委員会において新しい局長を任命する目的で、2017 年に BIML 局長の職を公募
することを決議し、 
その委員長に対して、B13:2004「CIML 委員長及び副委員長の選挙手続」に従い、運営委員会と相
談しつつ選定委員会を招集することを要求する。 
Resolution no. 2017/3 (Agenda Item 5) 
The Committee, Having regard to clause 2, second to fourth paragraphs, of OIML B 13:2004 Procedure for 
the appointment of the BIML Director and Assistant Directors, 
Considering that the term of appointment of the BIML Director expires on 31 December 2018, 
Noting the comments made by its Members, 
Resolves to advertise the position of BIML Director in 2017 with the aim of appointing a new Director at its 
53rd Meeting in 2018, and 
Requests its President to assemble, according to B 13:2004 Procedure for the appointment of the BIML 
Director and Assistant Directors, a Selection Committee in consultation with the Presidential Council. 

決議 No. 2017/4 ［議事第 7 項］ 
委員会は、BIML 事務局長による事務局の活動報告に留意する。 
Resolution no. 2017/4 (Agenda Item 7) 
The Committee, Notes the report given by the BIML Director on the activities of the Bureau. 

決議 No. 2017/5 ［議事第 8 項］ 
委員会は、新しい加盟国としてカンボジアを歓迎し、 
新しい準加盟国としてボリビア、エクアドル、フィリピンを歓迎する。 
Resolution no. 2017/5 (Agenda Item 8) 
The Committee, Welcomes Cambodia as a new Member State, 
Welcomes Bolivia, Ecuador and Philippines as new Corresponding Members. 
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決議 No. 2017/6 ［議事第 9.1 項］ 
委員会は、2016 年度会計報告及び BIML 局長の意見に留意して、 
2016 年度会計に対する外部監査役の承認を考慮しつつ、 
2016 会計報告を承認し、そして、 
委員長がそれを第 16 回 OIML 総会に報告するよう指示する。 
Resolution no. 2017/6 (Agenda Item 9.1) 
The Committee, Noting the accounts for 2016 and the BIML Director’s comments,  
Considering the external auditor’s approval of the 2016 accounts,  
Approves the 2016 accounts, and  
Instructs its President to present them to the 16th OIML Conference. 

決議 No. 2017/7 ［議事第 9.2 項］ 
委員会は、BIML 局長による 2013～2016 会計期間における余剰金についての報告に留意する。 
Resolution no. 2017/7 (Agenda Item 9.2) 
The Committee, Notes the report on the budget surplus for the 2013-2016 budget period given by the BIML 
Director. 

決議 No. 2017/8 ［議事第 9.3 項］ 
委員会は、BIML 局長が行った報告に留意し、 
BIML が、その加盟国及び準加盟国による著しい未払い滞納金の回収のための努力を継続することを
促し、 
滞納のある加盟国が、できるだけ早期にその状態を正常な状態にするよう求め、 
加盟国に対して、とりわけ「分担金は年頭に事務局長へ支払われなくてはならない」ことを規定し
た条約 XXVI 条について注意喚起する。 
Resolution no. 2017/8 (Agenda Item 9.3) 
The Committee, Notes the report given by the BIML Director, 
Encourages the BIML to continue its efforts to recover outstanding arrears of its Member States and 
Corresponding Members, 
Requests those Members with arrears to bring their situation up to date as soon as possible, and 
Reminds Member States of their obligation under Article XXVI of the Convention which states inter alia 
“Contributions shall be paid at the beginning of the year to the Director of the Bureau.” 

決議 No. 2017/9 ［議事第 9.4 項］ 
委員会は、BIML 局長からの 2017 年度予算執行の予測に関する報告に留意する。 
Resolution no. 2017/9 (Agenda Item 9.4) 
The Committee, Notes the report on the budget forecast for 2017 given by the BIML Director. 

決議 No. 2017/10 ［議事第 10.3 項］ 
委員会は、リエゾン（連携）機関による報告に留意し、そして、 
その代表による委員会への情報提供に感謝する。 
Resolution no. 2017/10 (Agenda Item 10.3) 
The Committee, Notes the reports made by liaison organizations, and 
Thanks their representatives for providing this information to the Committee. 

決議 No. 2017/11 ［議事第 11.1 項］ 
委員会は、決議 No. 2013/9 を思い起こし、計量制度の整備途上にある国及び経済圏（CEEMS）と
広範囲の協議を行い、助言を求め、その経済的発展促進に関心を持つその他機関との連携を構築す
るための諮問部会を設立し、 
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Instructs its President to present them to the 16th OIML Conference. 

決議 No. 2017/7 ［議事第 9.2 項］ 
委員会は、BIML 局長による 2013～2016 会計期間における余剰金についての報告に留意する。 
Resolution no. 2017/7 (Agenda Item 9.2) 
The Committee, Notes the report on the budget surplus for the 2013-2016 budget period given by the BIML 
Director. 

決議 No. 2017/8 ［議事第 9.3 項］ 
委員会は、BIML 局長が行った報告に留意し、 
BIML が、その加盟国及び準加盟国による著しい未払い滞納金の回収のための努力を継続することを
促し、 
滞納のある加盟国が、できるだけ早期にその状態を正常な状態にするよう求め、 
加盟国に対して、とりわけ「分担金は年頭に事務局長へ支払われなくてはならない」ことを規定し
た条約 XXVI 条について注意喚起する。 
Resolution no. 2017/8 (Agenda Item 9.3) 
The Committee, Notes the report given by the BIML Director, 
Encourages the BIML to continue its efforts to recover outstanding arrears of its Member States and 
Corresponding Members, 
Requests those Members with arrears to bring their situation up to date as soon as possible, and 
Reminds Member States of their obligation under Article XXVI of the Convention which states inter alia 
“Contributions shall be paid at the beginning of the year to the Director of the Bureau.” 

決議 No. 2017/9 ［議事第 9.4 項］ 
委員会は、BIML 局長からの 2017 年度予算執行の予測に関する報告に留意する。 
Resolution no. 2017/9 (Agenda Item 9.4) 
The Committee, Notes the report on the budget forecast for 2017 given by the BIML Director. 

決議 No. 2017/10 ［議事第 10.3 項］ 
委員会は、リエゾン（連携）機関による報告に留意し、そして、 
その代表による委員会への情報提供に感謝する。 
Resolution no. 2017/10 (Agenda Item 10.3) 
The Committee, Notes the reports made by liaison organizations, and 
Thanks their representatives for providing this information to the Committee. 

決議 No. 2017/11 ［議事第 11.1 項］ 
委員会は、決議 No. 2013/9 を思い起こし、計量制度の整備途上にある国及び経済圏（CEEMS）と
広範囲の協議を行い、助言を求め、その経済的発展促進に関心を持つその他機関との連携を構築す
るための諮問部会を設立し、 

その諮問部会の活動についての口頭での報告に留意し、そして、 
ピーター・メイソン氏によって報告された 2017 年 10 月 9 日の諮問部会の会合の成果を確認する。 
Resolution no. 2017/11 (Agenda Item 11.1) 
The Committee, Recalling its resolution no. 2013/9, setting up an Advisory Group to carry out wide 
consultation, to seek suggestions and to build up links with other bodies with an interest in promoting the 
economic development of countries and economies with emerging metrology systems, 
Notes the oral report on the activities of the Advisory Group, and 
Confirms the outcome of the Advisory Group meeting held on 9 October 2017 as presented by Mr. Peter 
Mason. 

決議 No. 2017/12 ［議事第 11.2 項］ 
委員会は、BIML が行った CEEMS に関連した活動報告に留意する。 
Resolution no. 2017/12 (Agenda Item 11.2) 
The Committee, Notes the report on activities in connection with CEEMS matters given by the BIML. 

決議 No. 2017/13 ［議事第 11.3 項］ 
委員会は、CEEMS 関連活動のための特別基金に関する BIML による口頭報告に留意する。 
Resolution no. 2017/13 (Agenda Item 11.3) 
The Committee, Notes the oral report given by the BIML on the special fund for CEEMS-related activities.  

決議 No. 2017/14 ［議事第 11.4 項］ 
委員会は、委員による意見に留意して、 
最終基本文書案 B 19「計量制度の整備途上にある国及び経済圏（CEEMS）に関する諮問部会に対
する付託条項」を承認する。 
Resolution no. 2017/14 (Agenda Item 11.4) 
The Committee, Noting the comments made by its Members, 
Approves the Final Draft Basic Publication B 19 Terms of Reference for the Advisory Group on matters 
concerning Countries and Economies with Emerging Metrology Systems (CEEMS). 

決議 No. 2017/15 ［議事第 11.4 項］ 
委員会は、AG 副議長の役職に対する CEEMS 諮問部会（AG）による候補者の推薦に留意して、 
B 19「計量制度の整備途上にある国及び経済圏（CEEMS）に関する諮問部会に対する付託条項」の
第２項を考慮して、 
委員による意見に留意して、 
ピーター・メイソン氏を３年間の任期で諮問部会の副議長に指名する。 
Resolution no. 2017/15 (Agenda Item 11.4) 
The Committee, Noting the nomination of a candidate from the CEEMS Advisory Group for the position of AG 
Vice-chairperson, 
Having regard to clause 2 of B 19 Terms of Reference for the Advisory Group on matters concerning 
Countries and Economies with Emerging Metrology Systems (CEEMS), 
Noting the comments made by its Members, 
Appoints Mr. Peter Mason as the Vice-chairperson of the Advisory Group for a three-year term. 

決議 No. 2017/16 ［議事第 12.2 項］ 
委員会は、委員による意見に留意して、 
プロジェクト・グループ、草案作成チーム、及びプロジェクト・グループ世話人に感謝し、 
OIML B 6「技術作業指針」の最終基本文書案を承認し、そして 
運営委員会に対して、OIML 技術活動のためのこの指針が、当機関の目的（例えば、技術活動の迅速

－ 187 －



化や参加者の増加）に適切に合致しているかという観点から、適当な時期（３～５年）に評価を行
うことを要求する。 
Resolution no. 2017/16 (Agenda Item 12.2) 
The Committee, Noting the comments made by its Members, 
Thanks the Project Group, the Drafting Teams, and the convener of the Project Group, 
Approves the Final Draft revision of OIML B 6 Directives for OIML technical work, and 
Requests the Presidential Council to evaluate, after an appropriate period (3–5 years) and in the light of 
experience gained, how well the Directives for OIML technical work are meeting the objectives of the 
Organization (e.g. speeding up the technical work, increasing participation) and to report back to the CIML.. 

決議 No. 2017/17 ［議事第 13 項］ 
委員会は、OIML B 6:2013 「技術作業指針」の改定についてのプロジェクト・グループの議論、及
びプロジェクト・グループ世話人の提案に留意し、 
プロジェクト・グループ世話人の意見に対するそのメンバーによるコメントに留意し 
CIML が特定の基本文書に対してそのように決定した場合にのみ、OIML B 6 の規則を OIML 基本文
書の作成、改定又は修正作業に適用することを確認し、 
将来の OIML 基本文書の作成、改定又は修正作業のための新規提案については、そのプロジェクト
を委員会へ提案して承認を受ける形が望ましいということを要求し、 
そのような提案は次の点を明確に規定することを要求する： 
• 提案された世話人 
• その作成作業を担当するためのプロジェクト・グループの委員を指名するための手続き、 
• そのプロジェクトが従うべきタイムテーブル；それはプロジェクト世話人が適切な時期に重要案
件についてプロジェクト・グループ全体に相談することを許し、プロジェクト・グループ及び CIML
による意思決定の様々な段階を含むべきであり、そして、 
• 投票及び承認のための手続き；これはできる限り B 6-1 の条件に従わなければならない。 
Resolution no. 2017/17 (Agenda Item 13) 
The Committee, Noting the discussions of the Project Group on the revision of OIML B 6:2013 Directives for 
OIML technical work and the recommendations of the convener of the Project Group, 
Noting the comments made by its Members on the note prepared by the convener of the Project Group, 
Confirms that the rules set out in OIML B 6 shall only apply to the development, revision or amendment of 
OIML Basic Publications if the CIML so decides for a particular Basic Publication, 
Requests that any future proposals for the development, revision or amendment of OIML Basic Publications 
should take the form of a project proposal submitted to the Committee for approval, 
Requests that such proposals set out clearly 
• the proposed convenership, 
• the arrangements for appointing members of a Project Group to supervise the development, 
• the timetable to be followed by the project, which should allow for timely consultation by the project 
convener with the entire project group on all substantive matters, and should include the various stages of 
decision-making by the Project Group and by the CIML, and 
• the voting and administrative arrangements, which should follow the provisions of B 6-1 as closely as 
possible. 

決議 No. 2017/18 ［議事第 14.2 項］ 
委員会は、その決議 No. 2016/17 を思い出し、  
予備運営委員会（prMC）委員長の報告に留意し、 
OIML B 18「OIML 証明書制度の枠組み (OIML-CS)」の最終基本文書案を承認する。 
Resolution no. 2017/18 (Agenda Item 14.2) 
The Committee, Recalling its Resolution no. 2016/17, 
Noting the report of the Chairperson of the provisional Management Committee (prMC), 
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化や参加者の増加）に適切に合致しているかという観点から、適当な時期（３～５年）に評価を行
うことを要求する。 
Resolution no. 2017/16 (Agenda Item 12.2) 
The Committee, Noting the comments made by its Members, 
Thanks the Project Group, the Drafting Teams, and the convener of the Project Group, 
Approves the Final Draft revision of OIML B 6 Directives for OIML technical work, and 
Requests the Presidential Council to evaluate, after an appropriate period (3–5 years) and in the light of 
experience gained, how well the Directives for OIML technical work are meeting the objectives of the 
Organization (e.g. speeding up the technical work, increasing participation) and to report back to the CIML.. 

決議 No. 2017/17 ［議事第 13 項］ 
委員会は、OIML B 6:2013 「技術作業指針」の改定についてのプロジェクト・グループの議論、及
びプロジェクト・グループ世話人の提案に留意し、 
プロジェクト・グループ世話人の意見に対するそのメンバーによるコメントに留意し 
CIML が特定の基本文書に対してそのように決定した場合にのみ、OIML B 6 の規則を OIML 基本文
書の作成、改定又は修正作業に適用することを確認し、 
将来の OIML 基本文書の作成、改定又は修正作業のための新規提案については、そのプロジェクト
を委員会へ提案して承認を受ける形が望ましいということを要求し、 
そのような提案は次の点を明確に規定することを要求する： 
• 提案された世話人 
• その作成作業を担当するためのプロジェクト・グループの委員を指名するための手続き、 
• そのプロジェクトが従うべきタイムテーブル；それはプロジェクト世話人が適切な時期に重要案
件についてプロジェクト・グループ全体に相談することを許し、プロジェクト・グループ及び CIML
による意思決定の様々な段階を含むべきであり、そして、 
• 投票及び承認のための手続き；これはできる限り B 6-1 の条件に従わなければならない。 
Resolution no. 2017/17 (Agenda Item 13) 
The Committee, Noting the discussions of the Project Group on the revision of OIML B 6:2013 Directives for 
OIML technical work and the recommendations of the convener of the Project Group, 
Noting the comments made by its Members on the note prepared by the convener of the Project Group, 
Confirms that the rules set out in OIML B 6 shall only apply to the development, revision or amendment of 
OIML Basic Publications if the CIML so decides for a particular Basic Publication, 
Requests that any future proposals for the development, revision or amendment of OIML Basic Publications 
should take the form of a project proposal submitted to the Committee for approval, 
Requests that such proposals set out clearly 
• the proposed convenership, 
• the arrangements for appointing members of a Project Group to supervise the development, 
• the timetable to be followed by the project, which should allow for timely consultation by the project 
convener with the entire project group on all substantive matters, and should include the various stages of 
decision-making by the Project Group and by the CIML, and 
• the voting and administrative arrangements, which should follow the provisions of B 6-1 as closely as 
possible. 

決議 No. 2017/18 ［議事第 14.2 項］ 
委員会は、その決議 No. 2016/17 を思い出し、  
予備運営委員会（prMC）委員長の報告に留意し、 
OIML B 18「OIML 証明書制度の枠組み (OIML-CS)」の最終基本文書案を承認する。 
Resolution no. 2017/18 (Agenda Item 14.2) 
The Committee, Recalling its Resolution no. 2016/17, 
Noting the report of the Chairperson of the provisional Management Committee (prMC), 

Approves the Final Draft revision of OIML B 18 Framework for the OIML Certification System (OIML-CS). 

決議 No. 2017/19 ［議事第 14.2 項］ 
委員会は、その決議 No. 2016/17 を思い出し、 
予備運営委員会（prMC）委員長の報告に留意し、 
OIML-CS が 2018 年 1 月 1 日に運用開始できるように適切な措置を継続して取るよう prMC に指示
し、 
OIML 基本証明書制度及び OIML 相互受け入れ取り決め（MAA）が 2017 年 12 月 31 日に運用停止し、
OIML-CS が 2018 年 1 月 1 日に運用開始することを決定し、 
OIML B 3: 2011「計量器の OIML 型式承認のための OIML 基本証明書制度」、及び OIML B 10: 2011
（修正 2012）「型式評価国際相互受入れ取決めの枠組み」を 2017 年 12 月 31 日に廃止することを
決定し、 
BIML に対して、既存の基本及び MAA 制度を 2017 年 12 月 31 日まで継続して運用することを指示
し、そして、 
既存の基本及び MAA 制度へのすべての参加者に対して、2017 年 12 月 31 日までその義務を果たす
よう働きかける。 
Resolution no. 2017/19 (Agenda Item 14.2) 
The Committee, Recalling its Resolution no. 2016/17, 
Noting the report of the Chairperson of the provisional Management Committee (prMC), 
Instructs the prMC to continue to take appropriate actions so that the OIML-CS may become operational on 1 
January 2018, 
Decides that the OIML Basic Certificate System and the OIML Mutual Acceptance Arrangement will cease to 
operate on 31 December 2017 and that the OIML-CS will become operational on 1 January 2018, 
Decides to withdraw OIML B 3:2011 OIML Basic Certificate System for OIML Type Evaluation of Measuring 
Instruments and OIML B 10:2011 (Amd. 2012) Framework for a Mutual Acceptance Arrangement on OIML 
Type Evaluations on 31 December 2017, 
Instructs the BIML to continue to operate the existing Basic and MAA systems until 31 December 2017, and 
Encourages all participants in the existing Basic and MAA systems to fulfil their obligations until 31 
December 2017. 

決議 No. 2017/20 ［議事第 14.2 項］ 
委員会は、その決議 No. 2017/19 を思い出し、 
予備運営委員会（prMC）委員長の報告に留意し、 
2018年1月1日にOIML R 60及びR 76が対象とする計量機器カテゴリーは、スキームAのOIML-CS
に入り、OIML R 21, OIML R 46, OIML R 49, OIML R 50, OIML R 51, OIML R 61, OIML R 75, OIML R 
85, OIML R 99, OIML R 106, OIML R 107, OIML R 117, OIML R 129, OIML R 134, OIML R 137 及び
OIML R 139 が対象とする計量機器のカテゴリーが 2018 年 1 月 1 日にスキーム B の OIML-CS に入
ることを決定し、 
OIML R 46, OIML R 49, OIML R 51, OIML R 117 及び OIML R 137 が対象とする計量機器カテゴリー
が 2019 年 1 月 1 日にスキーム B からスキーム A に移行することを決定し、そして、 
OIML R 21, OIML R 50, OIML R 61, OIML R 75, OIML R 85, OIML R 99, OIML R 106, OIML R 107, 
OIML R 129, OIML R 134 及び OIML R 139 が対象とする計量機器のカテゴリーが 2020 年 1 月 1 日
にスキーム B からスキーム A に移行することを決定する。 
Resolution no. 2017/20 (Agenda Item 14.2) 
The Committee, Recalling its Resolution no. 2017/19, 
Noting the report of the Chairperson of the provisional Management Committee (prMC), 
Decides that on 1 January 2018 the categories of measuring instruments covered by OIML R 60 and OIML R 
76 enter the OIML-CS in Scheme A and the categories of measuring instruments covered by OIML R 21, 
OIML R 46, OIML R 49, OIML R 50, OIML R 51, OIML R 61, OIML R 75, OIML R 85, OIML R 99, OIML R 
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106, OIML R 107, OIML R 117, OIML R 129, OIML R 134, OIML R 137 and OIML R 139 enter the OIML-CS 
in Scheme B, 
Decides that the categories of measuring instruments covered by OIML R 46, OIML R 49, OIML R 51, OIML 
R 117 and OIML R 137 transition from Scheme B to Scheme A on 1 January 2019, and 
Decides that the categories of measuring instrument covered by OIML R 21, OIML R 50, OIML R 61, OIML R 
75, OIML R 85, OIML R 99, OIML R 106, OIML R 107, OIML R 129, OIML R 134 and OIML R 139 
transition from Scheme B to Scheme A on 1 January 2020. 

決議 No. 2017/21 ［議事第 14.2 項］ 
委員会は、その決議 No. 2017/19 を思い出し、 
予備運営委員会（prMC）委員長の報告に留意し、 
prMC 委員長及びその委員の活動に感謝し、 
その予備運営委員会（prMC）を 2017 年 12 月 31 日に解散し、 
2018 年 1 月 1 日に運営委員会（MC）を設立することを決定し、 
少なくとも一つの発行機関又は利用機関をもつことを意図する OIML 加盟国の CIML 委員は、
OIML-CS 運用文書 OD-01 のセクション 4.2.1 に従って、MC の代表者を指名するための適切な行動
を取るよう要求し、 
少なくとも一つのアソシエート（準加盟国の利用機関）を持つことを意図する OIML 準加盟国の代
表者は、OIML-CS 運用文書 OD-01 のセクション 4.2.2 に従って、MC の代表者を指名するための適
切な行動を取るよう要求し、 
OIML-CS に対する事務長を指名するよう BIML に指示を行い、そして、 
各 OIML TC/SC の事務局及び連携機関の代表者に、MC に参画する代表者を（オブザーバーとして）
指名するよう通知するように、BIML に指示する。 
 
Resolution no. 2017/21 (Agenda Item 14.2) 
The Committee, Recalling its Resolution no. 2017/19, 
Noting the report of the Chairperson of the provisional Management Committee (prMC), 
Thanks the Chair and members of the prMC for their work, 
Disbands the provisional Management Committee (prMC) on 31 December 2017, 
Decides to establish a Management Committee (MC) effective from 1 January 2018, 
Requests CIML Members of OIML Member States that intend to have at least one Issuing Authority or Utilizer 
to take appropriate actions to designate representative(s) on the MC according to section 4.2.1 of OIML-CS 
Operational Document OD-01, 
Requests Representatives of OIML Corresponding Member Countries that intend to have at least one 
Associate to take appropriate actions to designate representative(s) on the MC according to section 4.2.2 of 
OIML-CS Operational Document OD-01, 
Instructs the BIML to appoint an Executive Secretary for the OIML-CS, and 
Instructs the BIML to inform the secretariats of respective OIML TCs/SCs and representatives of 
Organizations in Liaison that they may designate representatives to participate in the MC (as observers).. 

決議 No. 2017/22 ［議事第 14.3 項］ 
委員会は、MC 委員長及び副委員長職への prMC からの候補者指名に留意し、 
OIML-CS 運用文書 OD-01 第 1 版のセクション 4.2.5 を考慮して、 
委員による意見に留意して、 
コック・オースターマン氏を MC 委員長として、またビル・ロイジデス氏を MC 副委員長として指
名する。 
Resolution no. 2017/22 (Agenda Item 14.3) 
The Committee, Noting the nominations of candidates from the prMC for the positions of Management 
Committee (MC) Chairperson and Deputy Chairperson, 
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106, OIML R 107, OIML R 117, OIML R 129, OIML R 134, OIML R 137 and OIML R 139 enter the OIML-CS 
in Scheme B, 
Decides that the categories of measuring instruments covered by OIML R 46, OIML R 49, OIML R 51, OIML 
R 117 and OIML R 137 transition from Scheme B to Scheme A on 1 January 2019, and 
Decides that the categories of measuring instrument covered by OIML R 21, OIML R 50, OIML R 61, OIML R 
75, OIML R 85, OIML R 99, OIML R 106, OIML R 107, OIML R 129, OIML R 134 and OIML R 139 
transition from Scheme B to Scheme A on 1 January 2020. 

決議 No. 2017/21 ［議事第 14.2 項］ 
委員会は、その決議 No. 2017/19 を思い出し、 
予備運営委員会（prMC）委員長の報告に留意し、 
prMC 委員長及びその委員の活動に感謝し、 
その予備運営委員会（prMC）を 2017 年 12 月 31 日に解散し、 
2018 年 1 月 1 日に運営委員会（MC）を設立することを決定し、 
少なくとも一つの発行機関又は利用機関をもつことを意図する OIML 加盟国の CIML 委員は、
OIML-CS 運用文書 OD-01 のセクション 4.2.1 に従って、MC の代表者を指名するための適切な行動
を取るよう要求し、 
少なくとも一つのアソシエート（準加盟国の利用機関）を持つことを意図する OIML 準加盟国の代
表者は、OIML-CS 運用文書 OD-01 のセクション 4.2.2 に従って、MC の代表者を指名するための適
切な行動を取るよう要求し、 
OIML-CS に対する事務長を指名するよう BIML に指示を行い、そして、 
各 OIML TC/SC の事務局及び連携機関の代表者に、MC に参画する代表者を（オブザーバーとして）
指名するよう通知するように、BIML に指示する。 
 
Resolution no. 2017/21 (Agenda Item 14.2) 
The Committee, Recalling its Resolution no. 2017/19, 
Noting the report of the Chairperson of the provisional Management Committee (prMC), 
Thanks the Chair and members of the prMC for their work, 
Disbands the provisional Management Committee (prMC) on 31 December 2017, 
Decides to establish a Management Committee (MC) effective from 1 January 2018, 
Requests CIML Members of OIML Member States that intend to have at least one Issuing Authority or Utilizer 
to take appropriate actions to designate representative(s) on the MC according to section 4.2.1 of OIML-CS 
Operational Document OD-01, 
Requests Representatives of OIML Corresponding Member Countries that intend to have at least one 
Associate to take appropriate actions to designate representative(s) on the MC according to section 4.2.2 of 
OIML-CS Operational Document OD-01, 
Instructs the BIML to appoint an Executive Secretary for the OIML-CS, and 
Instructs the BIML to inform the secretariats of respective OIML TCs/SCs and representatives of 
Organizations in Liaison that they may designate representatives to participate in the MC (as observers).. 

決議 No. 2017/22 ［議事第 14.3 項］ 
委員会は、MC 委員長及び副委員長職への prMC からの候補者指名に留意し、 
OIML-CS 運用文書 OD-01 第 1 版のセクション 4.2.5 を考慮して、 
委員による意見に留意して、 
コック・オースターマン氏を MC 委員長として、またビル・ロイジデス氏を MC 副委員長として指
名する。 
Resolution no. 2017/22 (Agenda Item 14.3) 
The Committee, Noting the nominations of candidates from the prMC for the positions of Management 
Committee (MC) Chairperson and Deputy Chairperson, 

Having regard to section 4.2.5 of OIML-CS Operational Document OD-01 Edition 1, 
Noting the comments made by its members, 
Appoints Mr. Cock Oosterman as MC Chairperson and Mr. Bill Loizides as MC Deputy Chairperson. 

決議 No. 2017/23 ［議事第 14.4 項］ 
委員会は、予備運営委員会（prMC）委員長による報告に留意し、 
OIML-CS 運用文書 OD-01 第 1 版のセクション 4.2 を考慮し、 
委員による意見に留意して、 
コリーン・ラゴーテリー氏、トーマス・マジーブ氏、セルゲイ・ゴルベブ氏、三木幸信氏を裁定委
員会（BoA）のメンバーに指名し、ローマン・シュワルツ氏を BoA 委員長に指名する。 
Resolution no. 2017/23 (Agenda Item 14.4) 
The Committee, Noting the report of the Chairperson of the provisional Management Committee (prMC), 
Having regard to section 4.2 of OIML-CS Procedural Document PD-01 Edition 1, 
Noting the comments made by its members, 
Appoints Mrs. Corinne Lagauterie, Mr. Thomas Madzivhe, Mr. Sergey Golubev and Dr. Yukinobu Miki as 
members of the Board of Appeal (BoA) and Dr. Roman Schwartz as BoA Chairperson. 

決議 No. 2017/24 ［議事第 14.5 項］ 
委員会は、BIML の責任の下に、新しい基本文書「OIML 及び OIML-CS ロゴ使用規則」を作成する
新規プロジェクトを、委員会作業文書の付属書 14.5 に記載されたプロジェクト提案で規定されたと
おり実行することを承認する。 
Resolution no. 2017/24 (Agenda Item 14.5) 
The Committee, Approves as a new project under the responsibility of the BIML, the development of a new 
Basic Publication Rules for the use of the OIML and OIML-CS logos, to be conducted as specified in the 
project proposal provided in Addendum 14.5 to the working document for this meeting. 

決議案 No. 2017/25 ［議事第 15.1.1 項］ 
委員会は、次の出版物の最終草案を承認する： 
・R 60 「ロードセルの計量規定」の改定案 
・R 61 「充てん用自動はかり」の改定案 
・R 80「尺付きタンクローリー及びタンク貨車」の改定案 
Resolution no. 2017/25 (Agenda Item 15.1.1) 
The Committee, Approves the following Final Draft Recommendations: 
• Revision of R 60 Metrological regulation for load cells; 
• Revision of R 61 Automatic gravimetric filling instruments; 
• Revision of R 80 Road and rail tankers with level gauging. 

決議 No. 2017/26 ［議事第 15.1.1 項］  
委員会は、「サンプリング検査に基づいた使用中ユーティリティメーターに対する調査」の最終国際
文書案の修正版への委員によるコメントに留意し、 
委員長に対して、この最終草案の修正版を OIML ガイドとして承認するように要求し、そして、 
OIML TC3/SC4 事務局に対して、第 53 回 CIML 委員会において、この出版物を更に改訂するための
提案を行うように要求する。 
Resolution no. 2017/26 (Agenda Item 15.1.1) 
The Committee, Noting the comments made by its Members on the Final Draft Document Surveillance of 
utility meters in service on the basis of sampling inspections, as amended, 
Requests its President to approve the publication of this Final Draft, as amended, as an OIML Guide, and 
Requests the secretariat of OIML TC 3/SC 4 to make a proposal to the 53rd CIML Meeting concerning the 
further improvement of this publication. 
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決議 No. 2017/27 ［議事第 15.1.2.1 項］  
委員会は、CEEMS 諮問部会の責任の下に、OIML D 1: 2012「計量法に関する考察」の改定作業を
委員会作業文書の付属書 15.1.2.1 に記載されたプロジェクト提案のとおり実施するために、新規プ
ロジェクトとして承認する。 
Resolution no. 2017/27 (Agenda Item 15.1.2.1) 
The Committee, Approves as a new project, under the responsibility of the CEEMS Advisory Group, the 
revision of OIML D 1:2012 Considerations for a Law on Metrology, to be conducted as specified in the 
project proposal provided in Addendum 15.1.2.1 to the working document for this meeting. 

決議 No. 2017/28 ［議事第 15.1.2.2 項］  
委員会は、CIPM が CGPM に対して適切な提案をした後に、OIML D 2: 2007「法定計量単位」の改
定作業を委員会作業文書の付属書 15.1.2.2 に記載されたプロジェクト提案のとおり直ちに実施する
ために、TC 2「計量単位」の新規プロジェクトとして承認する。 
Resolution no. 2017/28 (Agenda Item 15.1.2.2) 
The Committee, Approves as a new project in TC 2 Units of measurement the revision of OIML D 2:2007 
Legal units of measurement, to be conducted as specified in the project proposal provided in Addendum 
15.1.2.2 to the working document for this meeting as soon as the CIPM makes an appropriate 
recommendation to the CGPM. 

決議 No. 2017/29 ［議事第 15.4 項］  
委員会は、単位諮問委員会における進展についての口頭による報告に留意し、 
2012 年の第 47 回委員会の決議 No. 23 を思い起こす。 
Resolution no. 2017/29 (Agenda Item 15.4) 
The Committee, Noting the oral report on developments in the Consultative Committee for Units, 
Recalls and reconfirms resolution no. 23 of its 47th Meeting in 2012. 

決議 No. 2017/30 ［議事第 16 項］ 
委員会は、OIML B 14:2013 の CIML 委員長の選挙手続きを参照し、 
ローマン・シュワルツ博士を、この直後 6 年間の任期について、その委員長に選出する。 
Resolution no. 2017/30 (Agenda Item 16) 
The Committee, Noting the procedure for the election of the CIML President in OIML B 14:2013, 
Selects Dr. Roman Schwartz as its President for a six-year term with immediate effect. 

決議 No. 2017/31 ［議事第 17 項］ 
委員会は、OIML B 13:2004 「BIML 局長及び副局長任命に関する手続き」の第 4 項を考慮し、 
第 51 回 CIML 委員会の決議 2016/4 の下で設置された選定委員会の委員長による報告に留意し、 
そのメンバーが表明した意見に留意し、 
ポール・ディクソン氏を BIML 副局長に任命する。 
Resolution no. 2017/31 (Agenda Item 17) 
The Committee, Having regard to clause 4 of OIML B 13:2004 Procedure for the appointment of the BIML 
Director and Assistant Directors, 
Noting the report by the Chairperson of the Selection Committee established under Resolution 2016/4 of the 
51st CIML Meeting, 
Noting the comments made by its Members, 
Appoints Mr. Paul Dixon as BIML Assistant Director. 

決議 No. 2017/32 ［議事第 18 項］ 
委員会は、OIML B 7:2013「BIML 職員規定」のセクション 7.2.2、及び OIML B 13:2004 「BIML 局
長及び副局長の任命手続き」のセクション 2 の第一パラグラフとセクション 4 の最初のポイントに
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決議 No. 2017/27 ［議事第 15.1.2.1 項］  
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ために、TC 2「計量単位」の新規プロジェクトとして承認する。 
Resolution no. 2017/28 (Agenda Item 15.1.2.2) 
The Committee, Approves as a new project in TC 2 Units of measurement the revision of OIML D 2:2007 
Legal units of measurement, to be conducted as specified in the project proposal provided in Addendum 
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2012 年の第 47 回委員会の決議 No. 23 を思い起こす。 
Resolution no. 2017/29 (Agenda Item 15.4) 
The Committee, Noting the oral report on developments in the Consultative Committee for Units, 
Recalls and reconfirms resolution no. 23 of its 47th Meeting in 2012. 

決議 No. 2017/30 ［議事第 16 項］ 
委員会は、OIML B 14:2013 の CIML 委員長の選挙手続きを参照し、 
ローマン・シュワルツ博士を、この直後 6 年間の任期について、その委員長に選出する。 
Resolution no. 2017/30 (Agenda Item 16) 
The Committee, Noting the procedure for the election of the CIML President in OIML B 14:2013, 
Selects Dr. Roman Schwartz as its President for a six-year term with immediate effect. 

決議 No. 2017/31 ［議事第 17 項］ 
委員会は、OIML B 13:2004 「BIML 局長及び副局長任命に関する手続き」の第 4 項を考慮し、 
第 51 回 CIML 委員会の決議 2016/4 の下で設置された選定委員会の委員長による報告に留意し、 
そのメンバーが表明した意見に留意し、 
ポール・ディクソン氏を BIML 副局長に任命する。 
Resolution no. 2017/31 (Agenda Item 17) 
The Committee, Having regard to clause 4 of OIML B 13:2004 Procedure for the appointment of the BIML 
Director and Assistant Directors, 
Noting the report by the Chairperson of the Selection Committee established under Resolution 2016/4 of the 
51st CIML Meeting, 
Noting the comments made by its Members, 
Appoints Mr. Paul Dixon as BIML Assistant Director. 

決議 No. 2017/32 ［議事第 18 項］ 
委員会は、OIML B 7:2013「BIML 職員規定」のセクション 7.2.2、及び OIML B 13:2004 「BIML 局
長及び副局長の任命手続き」のセクション 2 の第一パラグラフとセクション 4 の最初のポイントに

配慮して、 
イアン・ダンミル氏、即ち BIML 副局長の任期が 2019 年 3 月 15 日に満期となることを考慮し、 
委員長及び副委員長が行った提案を考慮し、 
その委員による意見に留意し、 
2018 年の委員会において、イアン・ダンミル氏の BIML 副局長としての任期を 5 年間までの一定期
間だけ更新することを委員会が決議するというその期待を表明し、そして、 
OIML B13:2004 の第３項に基づき、選定委員会を組織しないことを決定する。 
Resolution no. 2017/32 (Agenda Item 18) 
The Committee, Having regard to section 7.2.2 of OIML B 7:2013 BIML Staff regulations, section 2, first 
paragraph and section 4, first bullet point, of OIML B 13:2004 Procedure for the appointment of the BIML 
Director and Assistant Directors, 
Considering that the term of appointment of Mr. Ian Dunmill, BIML Assistant Director, expires on 15 March 
2019, 
Considering the proposal made by its President and Vice-Presidents, 
Noting the comments made by its Members, 
Expresses its expectation that it will resolve to renew the appointment of Mr. Ian Dunmill as BIML Assistant 
Director for a fixed term of up to five years at its meeting in 2018, and 
Resolves not to appoint a Selection Committee under section 3 of OIML B 13:2004. 

決議 No. 2017/33 ［議事第 19 項］  
委員会は、途上国における法定計量に対する顕著な貢献賞の 2016 年度受賞者であるケニア貿易標準
管理機構を代表したフランシス・ミトゥボ氏によるプレゼンテーションに感謝し、 
本年度の途上国における法定計量に対する顕著な貢献賞の受賞者に祝辞を贈る： 
コロンビアからは： 
・産業経済監督局 
マレーシアからは： 
・オスマン・ザカリヤ氏、国家計量標準機関（NMIM）の主席所長 
・ロスラン・マハユーディン氏、国内貿易・協力・消費者省、監督部の部長 
・イブライム・ハムザウ氏、マレーシア計測株式会社（MCM）の会長 
Resolution no. 2017/33 (Agenda Item 19) 
The Committee, Thanks Mr. Francis Mutibo, representing the Institute of Trade Standards Administration, 
Kenya, winner of the 2016 OIML Award for Excellent Achievements in Legal Metrology in Developing 
Countries, for his presentation, and 
Congratulates this year’s recipients of the OIML Award for Excellent Achievements in Legal Metrology in 
Developing Countries: 
From Colombia: 
• Superintendencia de Industriay Comercio 
From Malaysia: 
• Dr. Osman Bin Zakaria Senior Director, National Metrology Institute of Malaysia (NMIM) 
• Dato’ Roslan Bin Mahayudin Director of Enforcement Division, Ministry of Domestic Trade, Co-operatives 
and Consumerism 
• Haji Ibrahim Bin Hamzah Chairman Executive, Metrology Corporation Malaysia Sdn. Bhd. (MCM). 

決議 No. 2017/34 ［議事第 19 項］  
委員会は、その委員長による英国政府職員としての辞任、及び英国 CIML 委員としての辞任の意向
に留意し、 
その委員長としての OIML への貢献を認め、委員会からの辞任後に、ピーター・メイソン氏に対し
て名誉会員としての称号を与えることを決定する。 
Resolution no. 2017/34 (Agenda Item 19) 
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The Committee, Noting the intention of its President to retire from the United Kingdom government service, 
and thus resign as the CIML Member for the United Kingdom, 
Decides to award Mr. Peter Mason the title of Member of Honor, in recognition of his work for the OIML as 
President of the Committee, to take effect on his resignation from the Committee 

決議 No. 2017/35 ［議事第 19 項］  
委員会は、そのカナダの委員によるカナダ政府職員としての辞任、及びカナダ CIML 委員としての
辞任の意向に留意し、 
その委員長及び運営委員としての 23 年間の OIML への貢献を認め、委員会からの辞任後に、アラン・
ジョンストン氏に対して名誉会員としての称号を与えることを決定する。 
Resolution no. 2017/35 (Agenda Item 19) 
The Committee, Noting the intention of its Member for Canada to retire from the Canadiangovernment service, 
and thus resign as the Member for Canada, 
Decides to award Mr. Alan Johnston the title of Member of Honor, in recognition of his work for the OIML 
over a period of 23 years and his service, both as President of the Committee and a member of the 
Presidential Council, to take effect on his resignation from the Committee 

決議 No. 2017/36 ［議事第 20.1 項］  
委員会は、2018 年のドイツのハンブルクにおける第 53 回 CIML 委員会の計画に関する追加情報に
留意し、 
事務局に対して 2018 年に第 53 回 CIML 会議を計画するよう指示する。 
Resolution no. 2017/36 (Agenda Item 20.1) 
The Committee, Notes the additional information provided on the organization of the 53rd CIML Meeting in 
Hamburg, Germany in 2018, and 
Instructs the Bureau to make the necessary arrangements to organize the 53rd CIML Meeting in 2018. 
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